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序章：地域間のヤードスティック競争 

 

 

0.1 ヤードスティック競争とは何か 

 ヤードスティック競争は、元来、公益事業に対するインセンティブ規制として発展してき

たものである。すなわち、公益事業の規制にあたりその費用構造や経営状況にする情報を十

分に持っていない規制当局が、他の類似企業や地域独占企業の場合には他地域の企業など、

同じような経営環境にある企業のコスト水準や経営実績をものさし(ヤードスティック)と

して規制価格の水準を定めることにより、企業の内部効率を高めることが期待できる(植草, 

1991; 長岡・平尾, 2013)。 

ヤードスティック競争は特定市場における企業間の直接的競争ではなく、情報の活用を

通じた類似企業間の間接的競争である。したがって、効率的な経営における費用水準やサー

ビスについての情報を確保することができるか否かが重要になる。特定の企業が優れた経

営実績を上げれば、それをヤードスティックとして他の企業にも内部効率を高めるように

指導することができる。このように、ヤードスティック競争は、モニタリングの機能を持つ

(植草, 1991)。 

公益事業規制分野におけるヤードスティック競争は、基本的に企業と規制担当の政府部

署との間の情報の非対称性を前提として展開されることが多い。そして、事業を実施する企

業と当該事業が提供する財の効率的な供給を企図する規制策定者の間の関係は、しばしば、

代理人と委託者の関係により分析されることがある。このような関係は、企業を代理人(エ

ージェント、Agent)とし、政策担当者を以上委託者(プリンシパル、Principal)とする、い

わゆるエージェンシー関係と呼ばれている。 

このような関係は、企業経営においても応用されてきた。企業は経営者、労働者、株式保

有者、債権者などから構成される組織体であり、相互に関わりを持つ各主体間に結ばれた

「契約関係の集合体」と理解することができる。企業を構成するこれらの主体はしばしば利

害が相対立するので、唯一の目的を持つ単一の経済主体とみなすことはできない1。エージ

ェンシーアプローチにおける企業は、このような意味でミクロ経済学において想定される

完全競争的企業とは異なっており、上述の主体が独自の目的をもって行動する結果もたら

されるいわば均衡として企業行動を理解する必要がある2。 

企業のエージェンシーアプローチにおいては、経営者を株主から委託されて企業経営の

業務を遂行するエージェントとし、業務を委託する株主をプリンシパルとする契約関係を

想定する。そして、エージェントの業務遂行に関する情報の非対称性を前提としながら、エ

ージェントがプリンシパルの利益に沿った行動をとるインセンティブを具備した契約のあ

                                                  
1 Jensen and Meckling (1976)を参照されたい. 
2 倉沢(1989)を参照されたい. 
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り方を検討する。 

 エージェントである経営者の経営努力に伴って発生する負効用や、しばしば危険回避的

と仮定される経営者と株主とのリスク負担態度の差などから生じるエージェンシーコスト

により、経営者は比較的危険の少ない投資プロジェクトを選択したり、自己資本比率を出来

るだけ高く維持しようとする傾向があることから、必ずしも株主の目標である企業価値の

最大化などが達成できないことが示される。 

ところで、プリンシパル=エージェントモデルの原型は、プリンシパルが経営者であり、

エージェントが労働者であるエージェンシー関係であり、生産活動の委託と契約の検討を

行うことから「生産ゲーム」とも呼ばれている(Rasmusen, 2007)。労働者の払う努力の水準

が高ければ高いほどプリンシパルの利得は高くなるが、生産プロセスにおいてランダムに

発生する攪乱的要因のため情報の非対称性が生じ、プリンシパルはエージェントの真の努

力水準を完全に知ることができない。このような想定の下で、エージェンシーコストがもた

らす効率的な生産水準からの乖離を最小にする報酬の体系の検討が行われる。 

 エージェントの高い努力を引き出す契約を誘因両立的契約と呼ぶが、その一つは「効率性

賃金」(Efficiency Wage) と呼ばれ、労働者の努力水準を引き出すために必要な額以上の高

い水準の賃金を払う契約を結ぶことである。労働者は、この賃金プレミアムを失わないため

に高い水準の努力を払うインセンティブが生じる。その他、エージェンシーコストを低下さ

せるための方策として、Rasmusen (2007)はエージェントに対するモニタリングやトーナメ

ントなどをあげている。 

 このトーナメントモデルの概要は以下のようなものである。成果を比較するということ

が重要な意味を持つ場合には、トーナメントと呼ばれる相対評価に基づいてランク付けさ

れ、勝者が再契約を得て、敗者は契約の対称から外される3。トーナメントは、プリンシパ

ルがエージェントから情報を得たいと思うときに有効であり、エージェント比較の対象と

なる基準(ものさし)を得ることができる。このような意味から、プリンシパルが設定するト

ーナメントは、ヤードスティック競争と呼ばれることがある。 

 トーナメントにおいて利用される業績情報は、よい業績を残したエージェントについて

の相対的な序数的情報であり、業績そのものを絶対的に評価し基数的情報ではない。したが

って、多くの異なった評価の要素を含んでいる業務についてエージェントの業績を基数的

に評価することが困難な場合には、トーナメントがインセンティブを与える唯一の効果的

な方法になる。また、エージェントの努力水準と業績の測定結果との関係に及ぼす不確実性

に共通要素が多い場合にも、比較業績評価が有効になることが知られている4。 

 

 

                                                  
3 Milgrom and Roberts (1992)に詳しい説明がある. 
4 同上。 
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0.2 地域間のヤードスティック競争 

 地方財政理論におけるプリンシパル=エージェントモデルの応用は、住民をプリンシパル

とし地方政府をエージェントとして、プリンシパルである住民が地方公共財の供給をエー

ジェントである地方政府に委託するという契約として始められた。地方政府の払う努力水

準が高ければ高いほど公共財供給の満足度は上がるが、政府の払った努力と公共財供給の

成果の間には予測不能な攪乱要因が存在しており、これが非対称情報の原因となって住民

は公共財の供給に関する技術的な情報や政府が実際に払った努力を完全に知ることはでき

ない。このような設定の下で、住民は政府の供給した公共財とそのための税負担の組み合わ

せに対して、一定水準以上の満足を得るなら現職政府に投票し再選が実現する（実績投票）。 

 このように、この理論において地方選挙は、エージェントの業績を評価し、再選による新

たな任期の開始という契約を継続するかどうかを決める重要なプロセスとして位置づけら

れる。Barro (1973)はこのような住民と政府の関係を研究した先駆的な論文であり、自己の

利益を追求する政府が選挙を通じて住民の利益に沿う行動を行うようにコントロールでき

るかどうかを検討した。そして、このような考え方を一層進めたのが Ferejohn (1986)であ

り、プリンシパル=エージェントモデルを用いて地方政府と住民の選挙を通じたエージェン

シー問題を検討した先駆的な論文である。そこでは、再選により利益を得る利己的な政府が

選挙により規律付けられ、住民の利益にかなう行動をとるかどうかを検討している。 

ヤードスティック競争の概念を地方政府間競争に取り入れた先駆的な研究は、Ladd 

(1992)である。そこにおいては、投票における地方政府の業績評価の基準として隣接地域の

政府の業績を用いるのであれば、地方政府間の政策が相互に連関して提供する公共財やそ

のための税負担が似通ったものになることを指摘し、地方データを用いてそのような関係

を実証的に研究している。このような展開を経て、Seabright (1996)や Beseley and Case 

(1995a) 等の研究論文が刊行され、今日まで研究成果が蓄積されてきた。 

 地域間のヤードスティック競争は、伝統的な Tiebout モデルと比較してどのような特徴

を持つものであろうか。Tiebout の足による投票モデルは、多数の地方政府が存在してさま

ざまな公共財の供給と税負担のセットを提示するならば、住民は自分の選好に最も合致し

た地域を選んで居住することにより最適な公共財供給が実現できるというものである。こ

れに対して、地方政府と住民の間のプリンシパル=エージェント関係を基礎とするヤードス

ティックモデルは、完全情報も住民の自由で費用の掛からない地域移動も前提とはしない。

政府の政策に関する情報の非対称性の下で、住民が公共財の供給コストなどに関する情報

を知らない場合でも、選挙において自地域の政府の業績を近隣のそれと比較して現職政府

を当選させるかどうかを決めるのであれば、利己的な政府の行動に一定の規律を与え最大

限の努力を引き出すことができるというものである。 

 このような地域間のヤードスティック競争均衡においては、地方選挙が政府に規律を与

えるため、再選時に得られるレントを超える超過レントが発生することは抑制される。この

ように、住民のヤードスティック比較はエージェントの行動に関するモニタリングの効果
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を持つ5。ところが、エージェンシーコストがもたらす公共財の過小供給が発生し、住民の

効用水準には改善の余地が残される。本書においては、トーナメント型ヤードスティック競

争モデルに私的財を導入した 2 財 2 地域ヤードスティック競争モデルを改築し、政府の公

共財供給における不確実性を導入し情報の非対称性をより明確に取り扱うとともにレント

シーキングの可能性を導入する。そのようなより一般化されたモデルを用いて、公共財供給

の効率性、公共財便益のスピルオーバー効果、地域間の租税競争などを検討するとともに、

これらにより発生する非効率性を改善するためのインセンティブ両立的な報償形態、地方

政府間の自発的補助金、中央政府による補助金政策などの経済効果を検討する。 

 

0.3 本書の計画と各章の構成 

 本書の各章の相互関係は、図 0.1 にまとめられる。 

本書は、既存研究の展望を行った第 1 章と結論や今後の研究の方向性を示した第 9 章に

加えて、本書の中心をなす第 2章から第 8章からなる。さらに第 2章から第 8章は、Oates

や Tiebout による伝統的な地方財政理論の展望した第 2 章、第 5 章と、ヤードスティック

競争の枠組において地方財政理論を展開した第3章～第8章の2つに分けることができる。 

まず、第 1 章は、本書の始まりにあたってこれらの 2 つの領域における主要な先行研究

を展望し、以下の議論の出発点とする。 

                                                  
5 ここで、政府と住民の間のエージェンシー関係やレントシーキングの可能性を想定することの妥当性に

ついて、Bardhan and Mookherjee (2006)は、政府のガバナンスやアカウンタビリティに関して、中央政

府より地方政府の方が住民が情報を得やすくエージェントを制御しやすいが、よく組織された利益グルー

プが政治的にレントを得る可能性は中央政府からより地方政府からの方が高いことを指摘している。 
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     図 0.1 各章の相互関係 

 

 第 2 章においては、伝統的な財政理論における地方分権と公共財供給の効率性について

先行研究の結論を紹介し、後に展開するヤードスティック競争モデルを用いた財政理論に

より得られる結論の比較の対象とする。続いて、第 3章においては、2財 2地域のヤードス

ティック競争モデルを構築し、地方公共財供給の効率性を検討する。また、第 4章において

は、とくに地方政府が行う公共財供給費用の削減努力に対する業績評価に焦点を当て、ヤー

ドスティック比較に基づく業績評価の最適性を検討する。 

 第 5 章においては、伝統的な財政理論における地方政府相互間の、そして中央政府の補助

金政策の経済効果を整理・展望し、ヤードスティック競争モデルにおける補助金政策の効果

を比較検討する際の基準とする。続いて、第 6章においては、ヤードスティック競争におけ

る公共財の過小供給という非効率性や公共財のスピルオーバー効果という財政外部性のも

たらす非効率性を改善するための補助金政策を検討する。そして、第 7章においては、地域

間に財政力格差が存在する場合のヤードスティック競争の有効性と財政均等化補助金の経

済効果を検討する。第 8章においては、生産要素として労働力に加えて資本ストックを導入

し、生産活動を明示的に取り扱うヤードスティック競争モデルを構築し、地域間で移動可能

な資本ストックに対する課税がもたらす租税競争の効果を分析する。 

 最後に、第 9 章は本書の各章において得られた結論や政策的インプリケーションをまと

め、さらに今後の研究の方向性を示すものである。 

各章の詳細な内容は以下に示すとおりである。 
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第1章 地方分権の経済理論 

 まず本書への導入部分として、現代経済における政府の役割や、中央政府と地方政府の役

割分担、地方公共財の定義などを概観する。具体的には、まず、現代経済における政府の役

割を、市場の失敗と現代財政の 3機能の観点から検討した後、それらに関する中央政府と地

方政府の役割分担を検討する。そして、地方政府が供給する地方公共財の特性を中央政府が

供給する公共財との比較において定義する。 

第 4 節においては、古くから多くの研究が蓄積されてきた伝統的な地方財政理論の展望

を行い、本書の分析の出発点とする。まず、Oates の分権化定理や Tiebout による足による

投票モデルを展望し、多数地域の地方政府による地方公共財の最適供給に関する研究を展

望する。この 2つの理論の基本的設定は、住民の地域間移動を前提とするか否かにより大き

く異なる。基本的に住民の移動を想定しない Oates の完全対応原理においては、多数の地域

が住民の選好に応じた公共財を供給することにより最適が達成される。他方、Tiebout の足

による投票理論においては、住民がバラエティ豊かな公共財を供給する多数の地域の中か

ら公共が最大になる地域を選んで居住することにより公共財の最適供給が達成される。 

続いて、主に Tiebout モデルを用いて展開されてきた応用的な研究として、地方公共財の

便益が地域を越えて漏出するスピルオーバー効果や、地方税の課税を受けた生産要素、例え

ば資本ストックなどが地域外に流出し、当該地域の生産水準を低下させる租税競争の効果

など地域間外部性に関する研究の展望が行われる。さらに、スピルオーバー効果が原因とな

って生じる地方公共財の過小供給を改善したり、地域間の財政力格差を均等化するための

財政補助金政策の経済効果に関する研究を展望する。 

第 5節においては、情報の非対称性や住民と地方政府のプリンシパル=エージェント関係

において、地域間効用比較に基づく地方選挙での当選(再選)をかけた政府間のヤードステ

ィック競争を研究するゲーム理論的な地方財政理論(第 2 世代の地方財政理論)とそれを応

用した研究成果が展望される。この理論は、先述のように、住民をプリンシパルとし、地方

政府を住民から地方公共財供給の委託を受けたエージェントと考え、地域の経済環境や公

共財供給の費用など技術的情報について政府は知っているが住民は知らないという情報の

非対称性の下で、利己的な地方政府が行う公共財供給行動の最適性を検討するものである。

これに続いて、ヤードスティック競争の観点から見た地方分権の望ましさ、財政力格差が存

在する場合の中央政府の補助金政策、移動可能な資本ストックへの課税がもたらす租税競

争の経済効果などを展望している。 

 

第 2 章 地方分権の経済的合理性 

 分権的な地方政府による地方公共財供給を分析した研究には、古くから多くの研究が蓄

積されてきた。第 2章においては、そのような地方公共財理論を概観することにより、以下
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の分析の出発点とする6。地方公共財のモデルにはいくつかの類型がある。その一つは、住

民移動の可能性に関する取り扱いであり、住民移動を考えない地域経済型モデルと、逆に、

もう一つは住民移動を前提とし、それを地域間の調整メカニズムの基礎と考えるモデルで

ある。 

住民移動を考えない理論の代表として、Oates (1972)において展開された「完全対応モデ

ル」を展望する。Oates は、人口移動が存在せず、また、公共財の供給コストが自治体規模

により差がない状況を考え、地方政府による各地域の住民選好に配慮した差別的公共財供

給が、中央政府による一律的な供給よりも望ましいことを述べている。これは、Oates の「分

権化定理」として知られているが、さらに、個々の地方公共財便益の及ぶ範囲に応じて多段

階の階層的政府システムを持つことが望ましいと述べている。 

 次に、住民移動を想定するモデルの代表として、Tiebout (1956)で展開された、「足によ

る投票モデル」を展望する。Tiebout は、地域内において純粋公共財としての性格を持つ地

方公共財が、多数の地方政府からなる分権的地方財政システムにおいて効率的に供給でき

ることを示した。分権的地方政府の下で、地方公共財の供給と納税義務とのさまざまな組合

せが提案されるならば、人々は自分の選好にあった地域を選んで居住するといういわゆる

「足による投票」のメカニズムが存在することを指摘したのである。 

 公共財の理論的な研究において Samuelson (1954)は、多数の消費者の限界評価（限界代

替率）が集計されなければならないことや、公共財に対する選好の表明が正直になされない

場合には、いわゆる「フリーライダーの問題」が発生することから、私的市場においては効

率的に供給されないとした。ところが、Tiebout の足による投票モデルは、住民が自らの選

好にあった地域に移動することにより、それがある種の顕示選好メカニズムとして機能す

ることを示したのである。 

 地方公共財に関する理論展開を分類する第２番目の点は、地域数が与件として与えられ

ているのか、あるいは、住民の移住選択により地域数が増減するのかという設定の差異であ

る。地域数が自由に選択できるケースは、Buchanan のクラブ財理論を契機として発展して

きたものである。ここでは、McGuire(1974)などによって、理論の定式化、精緻化がおこな

われたクラブ財型地方公共財モデルを展望する。そして、Tiebout の述べた公共財の最適供

給が、分権的な地方財政システムにより達成されることを示す。 

 居住地域数を所与とした地方公共財理論の研究には、Flatters, Henderson and 

Mieszkowski (1974) をはじめ多数のものがある。これらの研究においては、住民移動がも

たらす裁定により、地域間の効用水準が均等化することが示されるが、最適な住民数の確保

により示される公共財の最適供給の条件は一般的には保証されない7。地域数が所与のモデ

ルについて、住民移動が公共財供給の効率性に与える効果と住民移動がもたらす財政外部

                                                  
6 包括的なサーベイ論文の一つに Rubinfeld(1987)がある。 
7 このようなモデルを用いたサーベイ論文としては Wildasin(1987)が詳しい。 
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性を検討する。加えて、地域の面積が異なるなど非対称的な地域間のティブー競争均衡とそ

の非効率性について検討する。 

 

第 3 章 ヤードスティック競争と公共財供給の効率性 

Tiebout (1956)の足による投票が地方公共財の最適供給を導くためには、公共財の特性

やその費用条件などに関する完全情報や、住民の自由で、費用のない移動などが前提条件と

なる。また、住民の効用を最大化する善良な政府の存在も、近年の公共選択論やゲーム論を

ベースとした理論的展開の中では検討の対象となっている8。 

公共選択の議論の中では、政府の行動目標が「住民の効用の最大化」をはかるものではな

く、官僚の自己目的行動の結果、予算、公共支出の最大化をはかるものとなっていたり、自

己目的的な政府によるレントシーキングを前提とするものもある。Barro (1973)において

は、そのような利己的な政府の行動を規律付け、住民の利益にかなう行動を引き出すメカニ

ズムとして選挙が有効であることが示された。また、Ferejohn (1986)においては、情報の

非対称性を前提とするプリンシパル＝エージェントモデルを用いて、住民の実績評価に基

づく投票行動が利己的な政府の行動を規律付けることが検討されている。 

第3章においては、このような研究を発展させたSeabright (1996)による地方選挙を導入

した公共選択モデルを発展させ、近隣地域との効用比較(ヤードスティック比較)に基づく

投票行動を導入することにより、いわゆるヤードスティック競争と呼ばれるモデルを構築

する。このモデルは、住民と地方政府の間の情報の非対称性とプリンシパル＝エージェント

（委託人と代理人）関係を基本的な設定とし、プリンシパルである住民が自地域と隣接地域

の地方政府の政策を比較し、不満がある場合にはエージェントである地方政府の再選を許

さないという選挙行動をとることにより，地方政府の最大限の努力を引き出すことが可能

となることが示される9。 

ここでは、Seabrightのモデルに以下に示すような3つの点を導入し、より包括的な分析が

可能となるヤードスティック競争モデルを構築し、ヤードスティック均衡の性質と公共財

供給の効率性を検討する。まず1番目は、私的財の明示的な導入である。公共財の最適供給

量は、資源制約の元で代替的な財としての私的財の供給量との関係で、消費者の限界代替率

と生産における限界変形率との関係により測られることが知られている(Samuelson 1956)。

ところが、既存のトーナメント型ヤードスティックモデルにおいては私的財を扱っておら

ず、地方公共財供給量の資源配分上の経済的効率性については判断を下すことができなか

った。ここでは、私的財を導入することにより、公共財供給のサムエルソン条件を検討する。 

その2番目として、再選レントを超える超過レントが発生する可能性を明示的に考慮する。

                                                  
8 例えば、Brennan and Buchanan (1980, 1985)、Mueller (2003)などを参照されたい。 
9 選挙が地方政府に与える規律付けの効果については、Seabright(1996)などを参照されたい。また、

この論文では、住民の負託に政府がどの程度こたえられるかというアカウンタビリティの観点から地方分

権と中央集権を比較し、地方分権の優位性を証明している。 



9 
 

Seabrightのモデルにおいては、プリンシパルによって与えられた固定的な再選レントの獲

得を目的とする設定になっており、自己利益追求型の政府を扱いながらも、彼らのレントシ

ーキングの可能については検討の対象としていなかった。他方、Besley and Case (1995)を

はじめとして成果が蓄積されてきた、展開型のモデルを用いるもう一つのヤードスティッ

ク競争の研究の流れの中では、地方政府が固定的に同一単位の公共財を提供するという仮

定の下で、公共財供給のための費用に攪乱要因を導入し、徴収する税による競争の中でレン

ト獲得の可能性を取り扱っている。そして、事前確率があらかじめ与えた単純化された展開

型ゲームを用い、情報の非対称性の下でレントシーキングと税率の設定によるヤードステ

ィック競争を分析している10。ここでは、地方政府によるレントシーキングの可能性を明示

的に導入することにより、ヤードスティック競争が地方政府の行動に規律を与え、超過レン

トの発生を抑制することができるかどうかを検討する。 

3番目に、Seabright(1995)においては、経済環境や住民の選好等の地域間の差に関する攪

乱項を導入し、それが住民と政府の間の情報の非対称性をもたらしていた。ここでは、非対

称情報をより明確に位置付けるため、地方政府の公共財供給コストにおける地方政府間格

差の変数として攪乱項を導入し、公共財の供給コスト情報についての政府と住民の間の情

報の非対称性を明示的に取り扱う。 

ところで、ここで取り扱うコンテスト、トーナメント型のプリンシパル=エージェントモ

デルと、Besley and Caseをはじめとする展開型のモデルの差異について、Salmon (2006)は

以下のように指摘している11。つまり、Besley and Caseをはじめとする多くの展開型ヤー

ドスティック競争の研究においては、基本的に情報の非対称性がもたらすアカウンタビリ

ティの問題に焦点を当て、投票においてレントシーカーの政治家ではなく、善良な政府を再

選させることができるかどうかを分析している。それに対して、本書において用いるトーナ

メント型のモデルは、基本的にモラルハザードの問題に焦点を当て、地方政府間のヤードス

ティック競争の結果として、現職の政治家がレントシーキングをせず、最大の努力水準

(Effort) を払うインセンティブがあるかどうかを問題にしている。 

したがって、第3章における研究の相対的な優位性については、次のようにまとめること

ができよう。第1に、展開型のヤードスティック競争モデルにおいては公共財供給量を一定

と仮定することが多いが、ここでは、公共財供給量を可変として政府の選択変数とすること

により、私的財の明示的な導入と相まって、ヤードスティック競争における公共財供給の最

適性を検討することが可能になる。さらに、Seabrightでは取り扱われなかった、公共財供

給費用における攪乱的要因や、レントシーキングの可能性を含めたヤードスティック競争

を分析することが可能となっている。第2に、ここで取り扱うヤードスティックモデルにお

いては、政府の連続的な政策決定行動を扱うことができるので、財政外部性に対処する地域

                                                  
10 Bordignon et.al(2004) など参照されたい。 
11 Gibbons (1992)、Rasmusen (2007)、岡田 (1996)などを参照されたい。 
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間財源移転や定率補助金やあるいは、ヤードスティック競争における租税競争の帰結とい

った政策的な分析に容易に応用することができる。第3に、同じ理由から、Tieboutモデルや、

あるいは一般均衡の地域モデルにおいて展開されてきた既存の研究成果の蓄積と、本研究

の結論を直接比較することが可能となることである。 

 

第 4 章 公共財の供給費用とパフォーマンス評価 

第 3章において検討したように、地域間のヤードスティック競争は、一定の条件の下でエ

ージェントである地方政府の超過レントの獲得を抑制する効果を持つ。それは住民の投票

決定におけるヤードスティック比較により、地域間の政府による再選のための得票競争を

引き起こし、政府の行動に一定の規律付けを行うからである。ところが、第 3章において見

たように、ヤードスティック競争によって成立する Nash 均衡はパレート最適ではなかった。

再選のために政府が最大限の努力を払ったとしても、公共財は過小供給に陥ることが示さ

れた。このようなプリンシパル＝エージェント関係に発生する非効率性の問題に対しては、

インセンティブ型報酬の導入、モニタリングや政策評価による政府活動の効率性の管理・向

上などが知られている12。 

ところで、ヤードスティック競争に関する研究の進展の中で、Bivand and Szymanski 

(1997,2000)は、ヤードスティックモデルを地方公益事業に関する委託契約に適用し、費用

構造が似通った近隣自治体の費用情報を用いたヤードスティック評価が効率的な委託契約

をもたらすことを明らかにした。第 4章においては、ヤードスティック競争モデルに公共財

の供給活動とインセンティブ型の報償システムを明示的に導入し、地方政府の公共財供給

に関するパフォーマンス評価の効率性を検討する。そこでは、地方政府の公共財供給費用削

減努力を明示的に考慮したうえで、公共財供給に関するパフォーマンス評価に基づく報償

を導入したモデルを構築し、近隣地域のパフォーマンス情報を活用したヤードスティック

評価が、地方政府の公共財供給における効率性に対する有効性を検討する。 

 

第5章 地方分権と補助金政策 

 すでに第 2章において検討したように、分権的な地方政府が効率的な資源配分、特に効率

的な人口配分に失敗する場合には、中央政府など、より上位の政府による地域間の財政移転

による介入が必要となる。第 5章では、まず、財政力格差が存在するような非対称的 2地域

よりなる Tiebout モデルを用いて、どのような条件の下で中央政府の財源移転政策が地域

間人口配分を改善し、経済の厚生を高めるかを検討する。そして、これらの分析結果を比較

の対象として、第 6 章、第 7 章におけるヤードスティック競争モデルを用いた地域間補助

金の資源配分効果、財政均等化効果の分析結果を検討する。 

                                                  
12 プリンシパル＝エージェント問題については、例えば、Mas-Colell, Winston and 
Green (1995)、Fudenberg and Tirole (1991)などを参照されたい。 
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こ の よ う な 問 題 意 識 に 基 づ く 研 究 は 、 基 本 的 に Flatters, Henderson and 

Mieszkowski(1974)により展開されたものである。先に見たように、非対称的地域間におけ

る Tiebout 均衡は、最適な住民数を達成することができず非効率的であるが、Flatters et. 

al. (1974)においては、このような非効率性の是正のために一般補助金が有効であること

が示された。また、Boadway and Flatters (1982) においては、地域間補助金の効果につい

てより詳細な検討が加えられ、公共財供給を含む資源配分の効率性と財政均等化の効果と

が検討され、地域間において財政力が異なる場合には、財政均等化のための補助金も必要と

なることを明らかにしている。 

このように、地域間所得移転の政策には、資源配分の効率性を改善する目的ばかりではな

く、非対称的な地域間の所得再分配により地域間の経済力格差を縮小する（地域間の財政均

等化）目的をも持っている13。ところが、効率性を改善するための政策と公平性を追求する

ための政策は、しばしば異なる結果を経済にもたらすことが知られている。第 5章では、こ

のような観点から地域間所得移転政策の資源配分効果と経済厚生効果を検討する。 

地域間補助金の持つ資源配分の効率化機能については、例えば、環境政策などの便益が地

域外にスピルオーバーするような公共財・サービスの提供を適正化することができる。公共

財やサービスの便益が地域間でスピルオーバーする場合には、地域外に発生する外部便益

まで視野に入れた社会的便益と公共財の提供費用とが一致することが求められる。ところ

が、分権的な地方政府にとっては、地域外に発生するスピルオーバー効果は政策決定には反

映されないので、このような公共財は過小供給に陥ることが知られている。このような公共

財に対する定率補助金は、地方政府の限界費用を低下させることにより、過小供給を改善す

ることができる。第 5章では、2地域経済モデルを用いて、公共財便益のスピルオーバー効

果が存在する場合において、特定補助金が持つ公共財の過小供給改善効果を示す。 

 

第 6 章 ヤードスティック競争と補助金政策 

第 3章において検討したように、地方政府間のヤードスティック競争は、超過レントの発

生を抑えるなど、地方政府の行動を規律付け一定の政策パフォーマンスを保証する効果を

持っている。しかしながら、ヤードスティック競争の Nash 均衡は、一般的には、公共財供

給のパレート最適条件を満たさず過小供給となることがわかった。第 6章では、ヤードステ

ィック競争における公共財供給の非効率性を改善するために、様々な補助金政策の有効性

を検討する。 

政府間補助金には、地方政府が相互に行う平衡（地方政府間）補助金と中央政府が地方政

府に対して行う垂直的補助金とがある。第 5 章において、Tiebout 均衡モデルにおいては、

地方政府間の自発的補助金が、財政力格差を含む地域間格差がもたらす非効率性を解消し、

                                                  
13 Oates(1972)においては、地域間の財政均等化補助金の役割として、ナショナルミニマ

ムの達成や地域間の水平的分配の改善があげられている。 
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パレート最適を達成することが明らかになった14。しかしながら、ヤードスティック競争均

衡においては、基本的に住民移動を想定していないので、地方政府間の自発的補助金は無効

であり、非効率性の緩和のためには中央政府の補助金が必要となることが示される。

Tiebout モデルの場合には、財政力の劣った近隣地域に対する自発的補助金が、人口過剰に

よる混雑減少の緩和により自地域の厚生水準を改善するのだが、ヤードスティック競争モ

デルの場合には、自地域の財政資金を減少させ政府の再選確率を低下させるとともに、住民

移動を想定していないので混雑減少の緩和など自発的補助金のメリットを享受することが

できないからである。 

 また、第 5章においては、地方公共財のスピルオーバー効果が存在する場合に地方公共財

の過小供給を緩和するための税・補助金政策の有効性を検討し、中央政府の定率補助金が非

効率性の軽減に有効であることを示した15。ここでは、まず、第 3章において展開したヤー

ドスティック競争モデルを用いて、プリンシパル=エージェント問題が原因となって発生す

る地方公共財供給の非効率性（過小供給）を改善するための、中央政府の税・補助金政策の

有効性を検討する。続いて、公共財の便益が地域外にスピルオーバーするような財政外部性

を想定し、公共財供給の効率性を改善するための補助金の経済効果を分析する。補助金が公

共財供給に与える影響を検討した研究には、Boadway, Pestieau and Wildasin(1989)があ

る。そこでは、完全競争的な 2地域経済モデルを用いて、国家的公共財を地方政府が自発的

に提供しあうような設定において、一般補助金、特定補助金の効果を分析している。ここで

は、第 3 章において展開したヤードスティック競争モデルに地方公共財のスピルオーバー

効果を明示的に導入し、このような財政外部性が存在する場合の地方公共財の供給に対す

る補助金の効率性改善効果を検討する。 

公共財便益がスピルオーバーする場合、地方政府の政策決定には、当該地域が提供する公

共財の他地域における便益評価は、一般的には反映されない。したがって、このような場合、

公共財は最適な水準より過小にしか供給されないことが知られている。ところが、本書で取

り扱っているヤードスティック競争モデルにおいては、住民の近隣地域とのヤードスティ

ック評価を通じて、当該地域の地方公共財がもたらすスピルオーバー効果が他地域の住民

の効用水準に影響を及ぼすため、自地域政府の決定に反映される可能性がある。そのような

場合に、地方公共財の効率性にはどのような影響が及ぶのであろうか。また、中央政府の

様々な補助金政策は各地方政府の公共財供給を改善することができるのであろうか。本節

では、公共財の便益が互いにスピルオーバー効果を与え合うような 2 地域のヤードスティ

ック競争モデルの設定の下で、補助金の公共財供給を最適化する効果について検討する。 

 ここでは、補助金政策に関して、まず、地方政府間の自発的平衡補助金の効果を検討し、

ヤードスティック競争均衡の下では、自発的補助金のインセンティブが存在しないことを

                                                  
14 この研究は、Myers (1990), Wellish (1994) などの成果を基本としている。 
15 Boadway et. al. (1989)、Cate et. al (1993)などの研究を基本としている。 
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示す。続いて、中央政府による一括固定補助金と定率補助金の効果を検討する。その結果、

一括補助金はヤードスティック均衡に対して中立的であり、公共財供給水準に影響を及ぼ

さないが、公共財の供給費用に関する定率補助金はヤードスティック均衡におけるエージ

ェンシー問題やあるいは地方公共財のスピルオーバー効果がもたらす公共財の過小供給を

改善し、経済厚生を高めることが示される16。これは、ヤードスティック競争の均衡におい

ては公共財の過小供給を改善するために中央政府の定率補助金が有効であり、分権的な地

方財政システムにおいても中央政府の補助金政策に一定の役割があることを意味している。 

 

第 7 章 財政力格差と補助金政策 

ヤードスティック競争モデルを用いて、地域間の非対称性や財政格差に焦点を当て分析

した研究は必ずしも多くない。Kotsogiannis and Schwager (2008)は、地域間に財政力格差

が存在する場合にはヤードスティック比較の有効性が低下し、財政が豊かな地方政府のレ

ント搾取を発見したり、地方政府の能力を見極めることが困難になることを指摘している。

また、Allers (2012) は地域間において財政格差が存在すれば，投票者が選択を誤り，財政

力が豊かな地域においてレントを多くとる「悪い政治家」を再選させる可能性があることを

指摘している。これは財源が豊かな地域の地方政府は、ヤードスティック競争の下で、財政

的な余裕が発生することから，行政効率化のために努力するインセンティブが希薄であっ

たり、あるいは放漫財政に陥るなどの可能性を示したものであると考えられよう17。 

第 7 章では，地域間に財政格差がある場合，ヤードスティック競争下において生じる地方

公共財供給の非効率性やレントシーキングの可能性、財源が豊かな地域が放漫財政になる

非効率性について、地方政府間あるいは中央政府と地方政府間の補助金政策によって改善

させることができるのか否かを考察する。そして，地方政府間の平衡補助金はこのような非

効率性を改善することはできないが，中央政府による均等化補助金および定率補助金は財

政力の均等化や地方公共財の非効率性を改善する可能性があることを示す。また、このよう

な補助金による効率性の改善効果は、補助金の受け取り地域ばかりでなく、支払い地域にお

いても働き、したがって 2 地域間で Win=Win の関係がもたらされることを示す。このよう

な関係は、Tiebout モデルを用いた Flatters et. al. (1974) や Stiglitz (1977) などに

おいても指摘されているが、ここでは住民の地域間移動を仮定せず、したがって、生産力や

税源に関する移動調整メカニズムが存在しない場合においても、住民・投票者のヤードステ

ィック比較により成立することが示される。 

                                                  
16 このような経済効果は Boadway, et.al. (1989)においても指摘されている。ただし、

Boadway, et.al. (1989)では、国家的公共財を 2 つの地方政府が自発的に供給するという設

定において発生する公共財の過小供給を取り扱っている点が本章の分析とは異なってい

る。 
17 Tirole (1997) は、公益事業規制の分野において、エージェントの保有する初期資源に格差

がある場合には、ヤードスティック競争の有効性が低下することを指摘している。 
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第 8 章 ヤードスティック競争と租税競争 

 地方政府間の租税競争は、地域間を移動可能な課税標準である資本に対する課税競争が

もたらす経済効果や、地方公共財供給における地方政府の効率性を検討するものである。そ

の基本的な設定は、完全競争的な 2地域経済モデルにおいて、移動不可能な生産要素である

労働と地域間を移動可能な資本ストックを用いて、完全競争的な企業により私的財と公共

財の生産が行われることを仮定する。そして、移動可能な資本ストックに対する課税により、

当該地域から資本ストックが流出することにともない当該地域に与える望ましくない負の

生産効果(負の財政外部効果：Negative Fiscal Externality)が発生することから、互いの

地方政府の資本課税に関する政策が相互依存し、資本流入を促すための地域間の税率切り

下げ競争が生じることを明らかにする。したがって、地方公共財の供給を資本税収にのみ依

拠する地方自治体は、公共財供給のファイナンスに失敗し、望ましいレベルの公共財供給を

行えないという非効率性が発生する可能性がある(Wildasin 1988, Brueckner and 

Saavedra, 2001)。このように、善良な地方政府による競争が、完全競争、完全情報の下で

も非効率性を生じる可能性が指摘されている18。 

 第 8 章においては、これまで展開してきたヤードスティック競争モデルに地域間移動可

能な資本ストックを導入し、私的財と公共財の生産活動を明示的に取り扱うモデルを構築

し、そのモデルを用いて租税競争を検討する。そのような設定のもとで、資本課税の増税が

もたらす経済効果と効用財供給に関する経済効率性を、多数地域と対称的な 2 地域の両方

におけるヤードスティック競争モデルにおいて検討する。その結果、ヤードスティック競争

下の Nash 均衡において、資本課税がもたらす資本流出という負の財政外部性が、地域間の

ヤードスティック比較を通じて当該地域の目的関数に反映され、租税競争のもたらす非効

率性が緩和される可能性が示される。住民によるヤードスティック比較が、課税による資本

流出という財政外部性を、政府の政策決定に内部化する効果があることが示される。ヤード

スティック競争モデルに資本を導入し、生産活動を明示的に取り入れたモデルを用いて租

税競争を分析する試みは、これまで行われてこなかったものであり、これらの結論は本研究

の独自な貢献と考えられる。 

 

 

第 9 章 ヤードスティック競争の経済的合理性：まとめと今後の研究課題 

 最後に、本書のまとめとして、これまで検討してきた結論とその政策的インプリケーショ

ンの要約が示され、今後の検討課題が示される。今後の検討課題として、住民が居住地域の

政府に不満を持った時、政府と交渉をしたり当該地域から退出するという Voice & Exit 型

                                                  
18 この分野の展望論文には、Wilson (1999)、Wilson and Wildasin (2004)、Wilson (2006)などがあ

る。 
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の住民行動を導入したヤードスティックモデルの構築、生産的な公共財の導入と資本流入

による正の財政外部性や動学的な政府行動の導入、さらには、プリンシパル=エージェント

関係を応用した中央政府と地方政府が繰り広げる課税標準に対する重複課税がもたらす垂

直的外部性や両政府が連携して行う公共財提供に対する補助金の効果などの方向性が示さ

れる。 
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第１章  地方分権の経済理論 

 

 

1.1 現代経済と政府の役割 

市場経済体制においては、市場の価格メカニズムによる資源配分と機能的所得分配を通

じた経済運営を前提としている。多数の企業や消費者の参加による市場競争や価格や財の

品質に関する完全情報などの諸条件が実現するなら、市場均衡がもたらす資源配分はもっ

とも効率的となるからである。このような考え方は、いわゆる『厚生経済学の基本命題』と

して知られている1。 

 しかしながら、現実の市場は万全ではなく、競争市場においても価格が資源配分のシグナ

ルとして機能せず、効率的な資源配分に失敗することが知られている。『市場の失敗』とし

て知られているこの問題には、次のような４つのケースがある2。 

第 1に、外交や司法、防衛、道路、公園などに代表される公共財は、多数の消費者に便益

が及び、特定の個人をその消費から排除することができないので、私的な市場で消費者に対

して個別供給することができない。このような場合には、政府による直接的な供給が必要と

なる。第 2に、生産活動に伴い発生する環境汚染、騒音や振動などの外部不経済効果は、市

場を経由せずに、したがってそのコストが価格に反映されることなく、直接企業の費用構造

に影響を与えたり、消費者に被害をもたらす。そのため、政府が環境規制や環境税などによ

り外部不経済を防止するなどの環境政策をとる必要がある。第 3に、電気、ガス、水道など

の公益事業は、規模の経済が強く働くため、地域内での競争の結果最も規模の大きな事業者

だけが残り、いわゆる地域独占と呼ばれる状態になる。そこで、独占的な供給の弊害を防止

するために、公共料金を設定するなどの政府の関与が必要となる。第 4に、市場の枠組を不

確実性や将来時点を考慮に入れた場合に拡張すると、火災保険や生命保険などの不確実性

を組み入れた条件付財市場や、穀物や為替などの将来時点を組み入れた先物市場は、一部の

財に限られており市場の普遍性が満たされていない。これらの問題の存在は、市場に介入し

適正化する政府の活動の根拠とされてきた。 

また、市場がもたらす所得分配は、生産活動に対する貢献の度合いに応じて成果の配分を

受けることが基本であり、その結果として成立する所得分配が社会的な公平の観点に合致

したものとは限らない。市場の成果としての所得分配の格差が大きい場合には、租税や社会

保障を通じた政府の所得の再分配政策が必要となる。このような場合も、政府の市場介入の

根拠とされてきた。 

 

現代財政の 3機能 

                                                  
1 また、厚生経済学の第 2 命題には、適切な所得再分配政策を実行することにより、すべ

てのパレート最適な資源配分を実現できることが示されている。 
2 例えば、Atkinson and Stiglitz (1980)などを参照されたい。 
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 財政学の立場からの市場経済への政府の介入の根拠は、財政の 3 機能として議論されて

いる3。その第 1番目は、上述の市場の失敗に基づく市場の補完を行う資源配分機能であり、

第 2番目は、市場における機能的所得分配の不公平を改善する所得分配機能である。第 3番

目は、市場経済において不可避的に起こる景気循環にともなう失業の克服やインフレーシ

ョン、デフレーションに対するマクロ経済的な安定化機能である。 

まず、第 1番目の市場における資源配分機能から見てゆこう。防衛や外交、警察などの公

共財は、多数の消費者が同時に消費できる「非競合性」と、それがひとたび供給されれば対

価を支払わない個人を消費から排除することができない「非排除性」とを持つ財であるとい

われている。この 2つの性質から、公共財を市場で供給するならば、消費者は公共財を自発

的に購入しようとはせず、他の消費者が購入した財を対価の負担なしに消費しようとする

フリーライダーの行動が出るため、公共財は望ましい水準まで供給されない。また、供給者

である政府と利用者である個人の間には「情報の非対称性」があり、公共財に対する選好の

表明が自分の負担の増加につながる場合には、正直な選好の表明がなされないことが指摘

されている。したがって、公共財の供給を市場に任せることはできず、政府が責任を持って

供給することが必要となる。 

先に述べた 2 つの性質を完全に満たすものを純粋公共財とよび、部分的に満たすものを

準公共財とよぶ。医療、保健衛生サービスや研究開発などが準公共財の例であり、市場にお

いても供給することはできるが、公共財の特性から望ましい水準での供給ができない。この

ほか、教育のように社会的に与える外部効果を持ち、その外部効果が公共財的な性格を満た

すものや、年金などのように、消費者が若いころには十分な必要性を感じない財に対して強

制的な加入を義務付けることにより、政府が温情主義（パターナリズム）により消費者主権

を超えて個人の選択に介入する「価値財」もある。 

 財政の機能の第 2番目は、所得の再分配の役割である。市場経済における所得の分配は、

機能的所得分配と呼ばれ、生産活動に対して労働や資本、土地などの生産要素を提供し、そ

れらの生産に対する貢献の度合いをもとにきまる賃金や利子、資本所得、地代などの報酬を

受け取るというものである。したがって、それが最終的に帰着する人的分配についても生産

要素をどの程度提供することができ、経済の生産活動にどの程度貢献できるのかに依存し

てきまる。そのため、市場の競争により大きな格差が発生する可能性がある。その結果とし

てもたらされる所得分配の不平等は、社会的に認められる格差の範囲を超えている可能性

がある。そのような場合に、所得再分配は、累進税率の所得税や社会保障支出などにより所

得分配の不平等を改善する役割を有する。 

市場経済の発展過程を歴史的に見れば、循環的な振動を繰り返しながら成長を続けてき

たことがわかる。景気循環の不況の局面においては、失業が増大するなど資源配分上の損失

が生じるとともに生活不安ももたらし、また、過度の失業は社会不安にまでつながりかねな

                                                  
3 Musgrave (1956)を参照されたい。 
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い。逆に、好況の局面であったにせよ、それが行き過ぎるとインフレーションが生じ、市場

価格の急激な変化や投機による資源配分のロスが生じる可能性がある。財政の第 3 番目の

機能である経済の安定化機能は、市場経済に不可避的に存在する経済の循環的変動に対し、

それを緩和するための政府のマクロ的な役割である。 

マクロ経済の安定化を目標とする政策は経済安定化政策と呼ばれるが、その主要な手段

は 2つある。そのひとつは、財政政策あるいはフィスカルポリシーと呼ばれ、減税や公共投

資などの財政支出の増大による総需要の拡大を行うものである。いまひとつは、自動安定化

政策であり、累進税率の所得税、法人税、雇用保険などがもたらす制度的な需要の伸縮調整

である。不況期には、累進所得税や法人税の税収は大幅に減少し、逆に雇用保険支出が増大

することにより総需要の拡大に役立つ。逆に、好況期には、累進所得税や法人税の税収が大

幅に増加するとともに、雇用保険支出は低下し、総需要の抑制に役立つことになる。 

 

1.2 中央政府と地方政府の役割分担 

 日本は中央政府と都道府県、市区町村という地方政府の 3段階の政府により、先に述べた

現代財政に求められる 3つの機能を果たしている。中央政府と地方政府の間には、さまざま

な観点からの役割分担があるが、その基準となるのが政策や事業を実施するうえでの相対

的な優位性であり、それを決定する要因としては住民や資源、財源の移動可能性や、住民と

政府との距離などが挙げられる。この問題は、しばしば財政連邦主義(Fiscal Federalism)

の中心命題と呼ばれ、これまでに多くの研究成果が蓄積されてきた。Oates(1999)によれば、

この問題は、政府の機能や権限を、中央政府と地方政府とにどのように配置するべきかとい

う公共部門の垂直的構造の決定に関するものとされている4。 

 このような研究の先駆けは Musgrave(1956), Musgrave and Musgrave (1984)であり、「政

府機能の配分論」(Distribution Theory of Government Functions)として議論されたもの

である。まず、資源配分の観点からは、政府が供給する公共財の便益の及ぶ範囲による分類

がある。防衛や司法、外交などはその便益が広く一国全体に及ぶことから特に国家公共財と

よばれ、それに対して公園、生活道路、地域環境保全などはその便益がある一定の地域内に

とどまるため、地方公共財と呼ばれる。国家公共財を地方政府が供給するなら、その便益が

周辺地域に漏出（スピルオーバー）してしまうため効率的な供給ができない。また、逆に地

方公共財には公園の整備や生活道路の建設など、地域の社会経済状況や住民のニーズに基

づいて行うものが多いため、中央政府が全国一律のサービスを提供するより、地方政府が地

域の実情を踏まえて供給することが望ましい。このように、機能分配論の観点からは、国家

公共財は中央政府が供給し、地方公共財は地方政府が担当することになる。第 1-1 図には、

さまざまな公共財の中央政府と地方政府間の役割分担について、支出別項目の観点から示

                                                  
4例えば、Oates (2005,2008)には、近年のゲーム理論による研究成果を含むサーベイがあ

る。 
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している。 

 

第 1-1 図 中央政府と地方政府が提供する公共財 

 

 

 

出所：総務省、『地方財政白書（平成 29 年版）』より作成 

 

 

 続いて所得分配については、所得保障、医療保障、社会福祉などの諸施策は全国一律の観

点から実施されることが望まれる。住んでいる地域により所得の再分配や社会福祉の水準

が異なることは、水平的公平に反するからである。また、地方政府による所得再分配政策に

は、住民の移動可能性という地方財政に固有の特徴がもととなって生じる問題もある。例え

ば、特定の地方政府が周辺の自治体と比較して手厚い福祉政策に取り組んだとしよう。福祉

ニーズが高い主に低所得層の住民が当該地域に流入し、逆に、財源の負担者である高所得層

の住民は他の地域に流出するかもしれない。このようにして、当該地方政府は財源の不足と

支出の増加に悩むことになるかもしれない。 

地方政府による福祉政策の底辺競争(Race to the Bottom）と呼ばれるこの現象は、地方

政府による所得再分配政策の限界を示す例として、しばしば引用されている。なお、ナショ

ナルミニマムを達成するための再分配については水平的公平を損なってはならないことは

言うまでもないが、それを上回る追加的な再分配を地方政府が行うことまでを否定するも

のではない。 

 最後に、経済安定化機能について、不況やインフレーションはマクロの経済現象であり、

中央政府がマクロ的な観点から対処する必要がある。これには以下のような理由が考えら

れる。まず、個別の地方政府が対処しても、その効果が全国的に及ぶことは難しく、また、
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経済効果のうち多くの部分が地域外にスピルオーバーすることになるからである。次に、財

政政策は金融政策が併用される形で行われることが多いが、地方政府にはそのために必要

となる金融政策の手段や権限が限定的にしか与えられていないためである。そして、景気対

策的な財政政策は、公債発行を財源として実施されることが多いが、地方政府の公債の管理、

負担能力は中央政府と比較して弱いといわれている。このように、経済安定化政策は、その

手段や財源の側面から見ても、また、その効果の及ぶ範囲の観点から見ても中央政府の役割

となる。しかしながらこのことは、中央政府のイニシアティブにより地方政府が連携して地

域の雇用拡大などを目指した政策を採ることまで否定するものではない。事実、国庫支出金

などの中央政府からの多くの財源移転が、その連携のための誘導策としても用いられるこ

とも多く見られる。 

 

1.3 地方公共財とは何か 

 前節において述べたように、政府の供給する財やサービスは、必ずしも公共財の２つの特

性を完全に満たすものではない。そのほとんどはこのような特性をある程度満たすものの、

部分的には私的財の性格を持つものである。警察、消防、道路、公園、教育などのサービス

がこれであり、準公共財と呼ばれている。これらの財・サービスの供給は、中央政府よりは

地方政府の役割として行われることが多い。地方政府により供給されるこれらの財サービ

スは、地方公共財と呼ばれている5。 

 地方公共財は、それが供給される地域内においてある程度消費の非競合性を満たす。とこ

ろが、その利用者が増大するにつれ、一定水準の公共サービスを提供するための総費用が増

大するという「混雑現象」をともなうことが知られている。また、地方公共財の便益は、そ

れが供給される地域内に限られることが多く、消費の排除不可能性はスピルオーバーと呼

ばれる公共財便益の地域を越えた漏出現象を除いては、地方政府の行政管轄区域内に限ら

れる。 

 このような地方公共財と類似の特性を持つものとしてクラブ財(Club Goods)があげられ

る6。クラブ財は、たとえば会員制のスイミングクラブに見られるように、施設利用などに

おいて人為的に排除性を導入することにより、限定的な利用者間における部分的な非競合

性が成立する財のことである。また、混雑による競合性の発生を避けるため、利用者（会員）

数には一定の制限が設けられることが多い。 

以下では、このような地方公共財について、その定義、最適供給の理論、公共財供給にお

ける地方政府の中央政府に対する優位性などについて検討する。 

  

                                                  
5近年の政府支出の相対的な推移を見ると、地方政府の支出が全体の約６割を占め、また、地方分権の進

展の中でその比率は上昇傾向を示している。このように、公共財の多くを地方公共財が占め、特に、近年

その比重を増している準公共財についてはその多くが地方公共財として供給されている。 
6 クラブ財については、Buchanan(1965)を参照されたい。 
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1.4 地方公共財の伝統的理論 

 分権的な地方政府による地方公共財供給の効率性を分析した研究には、古くから多くの

成果が蓄積されてきた。本節では、まずそのような地方公共財理論を概観することにより、

以下の分析の出発点とする7。Oates (2008)によれば、伝統的な地方財政理論は、以下に示

すような 2つの強い仮定の上に展開されている。その一つは、“善良な（Benevolent）政府”

の仮定であり、ピグー的な伝統に基づき、政府は各地域の住民の効用を最大にするように公

共財供給を行うことが想定されている。もう一つの仮定は、中央集権的政府は、地域の事情

に精通しておらず、また、特定地域の公共財を他の地域より手厚いものにすることは政治的

に許されないため、すべての地域に対して同一水準(Uniform level)の地方公共財を提供す

るというものである。 

これらの想定に基づき、地方政府による公共財・サービスの供給の中央政府に対する優位

性を、先に述べた財政連邦主義の観点から見れば、公共財需要の地域間非同質性を前提とし

て、分権的公共財供給による地域間需要特性への対応と、地域間競争がもたらす効率性やア

カウンタビリティーの増加にあると言える。逆に、中央集権のメリットは、限定的な地域区

割りにより発生する、公共財便益のスピルオーバーや財政力格差がもたらす非効率性など、

いわゆる「財政外部性」（Fiscal Externality）に関する中央政府の政策調整効果をあげて

いる(Oates, 2008)。 

 以下では、分権的地方政府による公共財供給に関する研究蓄積を、上に述べた地方分権の

メリットとデメリットの観点から見てゆこう。まず、伝統的な地方公共財モデルには、いく

つかの類型がある。分類の第 1番目の軸は、住民や資本などの生産要素の移動の可能性に関

する取り扱いである。Lockwood(2006)が指摘しているように、多くの伝統的理論においては、

住民や資本の地域間移動を前提とし、それを地域間の調整メカニズムの基礎としている。逆

に、これらの要素の地域間移動を想定しない研究も存在するが、その代表は以下に述べる

Oates の分権化定理である8。 

 

分権化定理 

住民移動を考えない理論の代表は Oates (1972)において展開された「完全対応モデル」

である。Oates は、単純化のために、人口移動が存在せず、また、公共財の供給コストが自

治体規模により変動しない、つまり公共財供給における規模の経済が働かない状況を考え

た。その下で、地方政府による各地域の住民選好に配慮した差別的公共財供給が、中央政府

による一律的な供給よりも望ましいことを述べている。これは、Oates の「分権化定理」と

して知られているものである。さらに、地方公共財便益の地域的限定性により、個々の地方

                                                  
7 包括的なサーベイ論文の一つに Rubinfeld(1987)がある。 
8 地方分権の優位性は、しばしば、住民や資本の移動可能性の想定に大きく依存しているといわれている

が、以下に示すように、住民の移動性を仮定しない場合にも多くの優位性をあげることができる(Oates, 
2008)。 
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公共財便益の及ぶ範囲に応じて多段階の階層的政府システムを持つことが望ましいと述べ

ている。 

この定理は、一見自明のように思われるかもしれないが、特に、中央政府の一律的な公共

財供給の想定には、以下のような 2つの含意がある(Oates,1999) 。その 1つは、情報の不

完全性、あるいは非対称性に関するものである。完全情報の場合には、中央政府が各地域の

選好を把握して差別的な公共財供給を行うことができる。しかしながら、住民の選好に関す

る情報が完全に得られない場合には、住民や当該地域の経済環境により近い位置にある地

方政府が相対的に有利になる。さらに、中央政府が差別的な公共財を提供できない 2つ目の

理由として、政治的な圧力の存在があげられる。中央政府が特定の地域に対して、他の地域

より明らかに多くのあるいは良質な公共財を提供することは、政治的にもまた、制度的にも

許されないものであろう。 

 

Tiebout の「足による投票モデル」 

 第 2 に、住民移動を想定するモデルの代表は、Tiebout (1956)で展開された、「足による

投票モデル」(Voting with One’s Feet Model)である。Tiebout は、地域内において純粋

公共財としての性格を持つ地方公共財が、多数の地方政府からなる分権的地方財政システ

ムにおいて効率的に供給できることを示した。分権的地方政府の下では、地方公共財の供給

と納税義務とのさまざまな組合せが提案され、人々は自分の選好にあった地域を選んで居

住するといういわゆる「足による投票」のメカニズムが地方公共財の最適な供給につながる

ことを指摘したのである。 

 公共財の理論的な研究において、Samuelson (1954)は、私的財と純粋公共財の最適な供給

条件を提示するとともに、私的市場による公共財供給が不可能であることを証明している。

その理由は、公共財の効率的供給条件(Samuelson’s Rule)においては、私的財と異なって

多数の消費者の限界評価（限界代替率）が集計されなければならないが、市場にはそのよう

な集計機能が無いためである。また、政府と個人の間には、政府は個人の公共財に対する選

好を知らないという「情報の非対称性(Asymmetric Information) 」の問題があるので、公

共財に対する選好の表明がその費用負担と連動している場合には、必然的に個人の過少申

告が起こり、いわゆる「フリーライダーの問題」が発生することにもよる。これに対して、

Tiebout の足による投票モデルは、住民が自らの選好にあった公共財供給と費用負担のセッ

トを提供する地域に移動することにより、それがある種の顕示選好(Revealed Preference)

メカニズムとして機能するとともに、効用最大化のための住民移動が効率的な公共財供給

を達成することを示したのである。 

 このモデルは個人が自らの公共財選好に基づいて居住地域を選ぶことにより最適な公共

財供給が達成されるという需要サイドが強調されたモデルとなっており、私的財や公共財

の生産面やその技術にはほとんど触れられていない。また、多数の個人や居住地域、費用の

かからない自由な地域間移動という想定の下で、個人の地域間配分の均衡が存在するかど
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うか、また、それが効率的であるかどうかを問題にするものであり、競争的市場における均

衡分析との類似性が強く表れている(Rubinfeld,1987)。 

 地方公共財に関する理論展開を分類する第２の軸は、地域および地方政府の数が与件と

して与えられているのか、あるいは、住民の移住選択により居住地域数が増減するのかとい

う設定の差異であるが、通常 Tiebout モデルとして展開されているモデルにもこの 2 つの

種類がある。 

地域数が自由に選択できるケースは、J. M. Buchanan のクラブ財理論9を契機として発展

してきたいわゆるクラブ財モデルと呼ばれるものである。先に述べたように、クラブ財と地

方公共財は、限定的な範囲において発生する非競合性と混雑現象、および地域やクラブへの

所属の自由選択を通じた排除性という共通点を持っている。先に述べた Tiebout の論文は、

数式を用いたモデルとして示されなかったが、その後 Negishi (1972)、McGuire(1974)、

Stiglitz(1977)、Inman (1979)などによって、このモデルを援用した理論の数式化、精緻化

がおこなわれた。そして、Tiebout の述べていた公共財の最適供給が、分権的な地方財政シ

ステムにより達成されることが示された10。 

 このようなモデルを分析の基本として Tiebout 均衡の特性や性格が、その後多くの研究

者により検討された。Wooders (1980)は、地域間の効率的な人口配分が、家計の流入に伴う

当該地域への限界的貢献である地域生産力の増加(限界生産性)とその家計が消費する私的

財の価値が等しくなるところで成立することを示した。そして、そのためには、多数の住民、

居住地域の存在とともに、新たな居住地域の設立が自由に費用なしで行われることが前提

となることを示している。 

 McGuire (1974)、Henderson (1977)は、Tiebout モデルに混雑費用を導入することにより

最適な地域規模を示すことに成功している。そこでは、住民の過度な流入に伴う混雑費用を、

公共財の供給コストの逓増により表したうえで、新たな住民の流入に伴う公共財供給の限

界費用と平均費用とが一致する点において、公共財便益を最大にする地域規模が与えられ

ることを示した11。 

 ところで、クラブ財理論を基礎とする地方公共財理論は、居住地域数、すなわちクラブ数

が自由に設定できることが特徴となっている。この点は、あらかじめ与えられた数の地域に

対して、一定数の住民が地域選択を行うことにより人口配分が決まるとする地方財政の伝

統的な考え方とは決定的に異なることが指摘された12。クラブ財理論の想定に立つなら、ク

ラブの形成は基本的に自由であり、クラブへの所属も基本的に住民の自由選択に任される。

                                                  
9 Buchanan(1965)、を参照されたい。また、Cornes and Sandler (1996)にはゲーム理論を用いてクラブ

財理論が展開されている。 
10 伊多波(1996)において、この結論は、競争的市場の効率性に関する厚生経済学の基本命題との類推にお

いて、「地方分権の基本命題」と呼ばれている。 
11 Hoyt (1993)による包括的な研究成果がある。 
12 一定の地域数を前提とする公共財供給モデルの例としては、Atkinson and Stiglitz (1980)、
Wellish(2000)などがある。 
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この選択における自由度の高さが、地域数を所与とした地方公共財モデルと根本的に異な

る点である。 

 居住地域数を所与とした地方公共財理論の研究には、Flatters, Henderson and 

Mieszkowski (1974) をはじめ多数のものがある。これらの研究においては、住民移動がも

たらす裁定により、地域間の効用水準が均等化することが示され、それにより人口配分ある

いは地域規模が決定される。ところがこのような想定の下では、最適な住民数の確保により

示される公共財の最適供給の条件は一般的には保証されない13。 

 このようなモデルを用いた地方公共財に関する応用的な研究として、土地や住宅など移

動不可能な要素や資産との関係性を研究するものがある。その一つは公共財供給と地代と

の関係性を検討するもので、そこでは地域の最適規模が保証されており、最適な人口配分が

達成されている場合には、当該地域の地代総額は、地方公共財への支出総額と一致すること

が示される。これは、古くから Henry George 定理と呼ばれ、Flatters, Henderson and 

Mieszkowski (1974)や Stiglitz (1977)によって研究成果が蓄積されてきた。このことは、

最適な地域規模が達成されている場合には、地代に対する 100%課税により地方公共財の財

源が調達できることを意味している。 

また、Tiebout モデルに財産税を導入し、移動不可能要素である土地や住宅に対する課税

が一括固定税と同様に働き、公共財供給の最適性が達成されるかどうかも検討されている。

しかしながら、移動不可能な要素に対する課税であっても、移動不可能な生産要素や地方公

共財との代替可能性に応じて、一般的には税負担は中立的ではなくなることが示されてい

る（Courant, 1977、Arnot and Stiglitz, 1979）。 

地方公共財や公共サービスが、特に、移動不可能な生産要素の報酬や価値に影響を与える

ことを「資本化(Capitalization)」というが、Yinger (1982)は一般均衡の枠組において公

共財供給が住宅価値に与える影響を研究している。その結果、地方公共財供給や課税が住宅

の賃料に影響を与え、家の価値に資本化される効果を明らかにしている14。 

 

地域間外部性とその調整 

 地域間において地方公共財の便益が漏出し、スピルオーバー効果がある場合には、地方公

共財の最適性は達成されない。各地域は自らの地域の住民に与える便益を考慮して公共財

の供給量を決定し、他の地域の住民に与える便益は無視するため、地方公共財供給の最適性

は達成されず、過小供給に陥ることが Williams (1966) 、Oates (1972)などにより指摘さ

れている。Arnot and Grieson (1981) は、より詳細なモデル分析によって、最適解は達成

                                                  
13 このようなモデルに関する展望論文としては Wildasin(1987)が詳しい。 
14 Yinger は、財産税の New View すなわち、財産税率のうち各地域に共通の部分につい

ては不動産価値を減価させ、地域ごとの税率差は要素所得などに対する個別物品税効果を

持つとする見解に焦点を当て検討している。その結果、課税を受けた財産の生産における

代替性などに依存して、結果に差が生じることを明らかにしている。 
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されず、公共財は過小供給となることや、その適正化（スピルオーバー効果の内部化）のた

めには上位政府による補助金政策などが必要となることが示された。 

 地域間外部性の第 2 番目の例として、資源の地域間移動を通じた地方税の輸出(Tax 

Export)や租税競争(Tax Competition)がある。租税輸出とは、例えば、他地域に対して競争

力のある財に対する課税はその需要を大きく落とすことはないため、税を課すことにより

負担を他地域に輸出することをいう(McLure, 1964)。また、租税競争とは、例えば資本など、

地域間を移動可能な生産要素に対する課税は、当該生産要素の地域外流出を招くため、税収

を減少させることをいう。したがって、移動可能な生産要素に対する課税しか利用可能でな

い場合には、最適な水準よりも低い税率でしか課税することができず、地方公共財の供給水

準は過小となることが示されている(Zodrow and Miezkowski, 1986, Wildasin, 1988)。さ

らに、Hoyt (1991)は、このような望ましくない租税競争の程度は、地域数が多くなるほど

強まり、地方分権が進み地方政府数が増えるほど深刻なものになることを指摘している。 

 

地域間補助金 

 地域間財政補助金(Interregional Grant)は、地方財政に固有な政策手段であり、地方政

府間の財政や資源配分の調整に重要な役割を果たしている。それらは主に、次のような 3つ

の役割を持つ。その 1番目は、地域間のスピルオーバー効果をはじめ、地域間外部性の内部

化であり、2番目は地域間の財政力格差の補正であり、そして 3番目は中央政府を含めた租

税制度全体にかかわる調整である。また、補助金の種類には、使途を限定しない

(Unconditional) 一括補助金と、使途を含む様々な条件を付した条件付き補助金

(Conditional Grant)があり、後者は定額補助金(Lump-sum Grant)と定率補助金(Matching 

Grant)とに分けられる。また、補助上限を限定する制限付き補助金（Closed-ended Grant)

と、上限を設定しない制限なし補助金(Open-ended Grant)がある。 

 これらのうち条件付き定率補助金は、しばしば外部性の存在などを理由として、特定の公

共財供給を促進する目的で使用される。その場合、補助金による所得上昇を上回る公共財供

給の増加が発生する場合があるが、これはフライペーパー効果(Flypaper Effect)と呼ばれ

多くの研究成果が蓄積されてきた。フライペーパー効果を理論的に説明しようとする研究

においては、様々な特定補助金がもたらす公共財価格に関する錯覚や、予算に及ぼす財政錯

覚に焦点を当てこのような公共財支出の増加の説明に取り組んできた(Gramlich, 1977, 

Gramlich and Rubinfeld, 1982, Hines and Thaler, 1995)。 

 一括固定補助金については、地域間の財政力格差がもたらす不均衡の是正に用いられる

ことが多い。地域間の経済的な不均衡の結果、経済条件の良い地域に住民が過度に流入し、

その結果均衡における両地域の効用配分には改善の余地が存在するかもしれない。そのよ

うな人口移動がもたらす効果を、Flatters, Henderson and Miezkowski (1974)は一種の財

政外部性(Fiscal Externality)ととらえ、人口配分を補正するための補助金の効果を検討

している。さらに、Myers (1990)、 Myers and Papageorgiou (1993)は、このような補助金
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を通じた住民移動がもたらす効用改善効果を両地域の政府が認識するならば、自発的な補

助金を相互に出し合うことにより望ましい地域間の住民移動が生じ、均衡における両地域

の厚生水準が改善されることを示している。 

 他方、定率補助金の公共支出補正効果については、Wildasin (1986)は、定率補助金が一

括固定補助金と比較して、補助金 1ドル当たりの公共支出増大効果が大きく、特定の支出項

目の増大に与える効果がより大きいことを述べている。また、Boadway, Pestieau and 

Wildasin (1989)は、地方政府が自発的に供給する国家的公共財の Nash 均衡において、一括

固定補助金は公共財の過小供給を改善しないが、公共財の供給水準に応じた定率補助金は

公共財供給を増大させる効果を持つことを示している。この結論は、個人間の公共財の自発

的供給に伴うフリーライダーやそれによる過小供給の問題に対する定率補助金政策に関す

る、Warr (1982)や Bernheim (1986)の結論と通ずるものである15。また、Dahlby (1996)に

は、地方政府の課税や財政支出に関する決定が他の地域の住民や政府の予算に対して働く

財政外部性、例えば租税輸出、租税競争、公共財のスピルオーバー効果や支出競争などの補

正のための定率補助金や定額補助金などの政策に関して総括的な研究を行っている。 

 

 

1.5 第 2 世代の地方公共経済モデル 

 1980 年代以降、産業組織論や労働経済学分野において、情報の不完全性や契約理論など

ゲーム理論の枠組みを利用した分析が進み、完全競争市場における分析とは異なった研究

成果が蓄積されてきた。公共経済学の分野においては、このようなゲーム理論的な相互依存

関係を利用した分析は、主として公共財や地方政府間競争の行動分析において進展した。

Oates(2005, 2008)は、このような一連の研究を、第 2 世代の地方分権理論(Second 

Generation Theory of Fiscal Federalism)と呼んでいる16。 

 Lockwood(2006)が指摘しているように、このような一連の研究においては、地方公共財の

伝統的な理論が前提としている、住民の効用水準を最大化する善良な政府も、中央集権的な

政府がもたらす画一的な地方公共財供給という地方分権の基本的な有意性も分析の前提と

はしていない。そこにおいて共通的にみられる基盤的な設定は、選挙という政治的プロセス

を通じて決まる地方政府の意思決定者・施政者としての政治家や、議会を通じた民主的な意

思形成プロセスによる政策形成である。そして、地方分権が住民の選好に適応した公共財サ

ービスの提供と、選挙民の負託に応えるという政治的アカウンタビリティーを達成するの

に対して、中央集権により地域間外部性や格差の是正が期待されることが示される(Oates, 

2008)。 

                                                  
15 さらに、Boadway et al. (1989) においては、1 地域から一括固定税により調達した定

率補助金による国家的公共財の増大が、補助金の支払地域の厚生水準を高め、逆に、受取

り地域の厚生水準を低下させるという興味深い結論が示されている。 
16 この他、堀場(1998, 2008)も参照されたい。 
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 第 2 世代の地方公共経済モデルの特徴は、以下に示されるような点にある(Oates, 2005)。 

① 情報の経済理論や契約理論を基礎的な枠組みとしている。ミクロ経済理論や産業組織

論、労働経済学において近年急速に蓄積された研究成果の上に公共部門の政治経済分

析を展開している。 

② 情報の非対称性や不完全性監視(高い情報監視コスト)を仮定し、住民の選好、政府の公

共財供給コスト、努力水準、知識などに関する情報に非対称性を仮定する。 

③ 非対称情報の下では、経済主体の自由な行動に任せると、社会的に望ましくない状態が

生起する。それは、情報優位な経済主体が、その立場を利用して自らの利益のために行

動するので、「個々のインセンティブに従う行動が、社会的に望ましくない結果」をも

たらす。 

④ 住民、政治家などの主体は各自の目的関数を持って行動すると仮定しており、それが各

主体の行動を規定する。基本的に、政治的代理人とその政治活動に焦点を当て、公共選

択や政治の経済的帰結を検討する政治経済分析が中心となる(Inman and Rubinfeld, 

1997)。 

⑤ そこにおいては、住民を行政サービスの委託人であるプリンシパルとし、政治家や政府

を行政の代理人であるエージェントとするプリンシパル=エージェントの想定の下に、

彼らの間で結ばれる明示的あるいは暗黙的な契約がエージェントの行動に与えるイン

センティブや効率性について検討し、最適な契約の設計を検討する。 

⑥ 政治家や首長のとる政策は、次回の地方選挙において評価され再選の可否が決定され

る。したがって、選挙における得票競争は彼らの政策決定に大きな影響をもたらし、得

票の増大を目指して近隣自治体との政策競争 (ヤードスティック競争、Yardstick 

Competition)が起こる。また、戦略的な代表者の議会における意思形成に対しては、意

思決定権の拡大を目指す代表者間の結託や協力が、議会における意思形成に大きな影

響を及ぼし、公共財供給の効率性に重要な影響をもたらす。 

⑦ プリンシパルの行動目的は、様々な不確定性の下で、双方の利益につながるような活動

や努力水準をエージェントから引き出すためのインセンティブを備えた契約を作り出

すことである。 

 

以上のような特徴を持つ第 2 世代の地方財政理論について、以下ではその研究の展開と

成果の蓄積を検討してゆきたい。伝統的な研究展開との比較を明確にするために、主に、1.4

節において検討した諸項目を中心にみてゆこう。 

 

地方政府の政治的モデル 

 第 2世代の地方財政理論に関する上述の特徴は、どのような経緯を経てこの分野に導入、

検討されてきたのであろうか。まず、選挙を通じた政策決定者、施行者の選出がもたらす効

果について、Barro (1973)は、その先駆的な研究において、政治的レントの獲得を画策する
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利己的な政治家が、公共財供給と租税負担に基づく投票行動の仮定のもとで、投票者の利益

実現のための行動をするインセンティブが発生することが選挙制度の主要な役割であるこ

とを指摘した。さらに、政治家としての報酬や選挙の頻度、再選回数の上限設定などの政治

的要素が、選挙を通じた政治家の規律付けに大きな影響を持つことが指摘された。Ferejohn 

(1986)は、Barro のモデルに情報の非対称性を導入し、プリンシパル=エージェント関係を

明示的に導入したうえで、投票者が政治家の公共財供給のパフォーマンスを過去の実績と

の比較において評価する場合について無限期間の選挙がもたらす政治家の規律付

(Discipline)効果を検討している。さらに、Salmon (1987)は、分権的な地方政府間におけ

る行政パフォーマンスの差を比較することは、住民＝投票者が自地域政府のパフォーマン

スを評価し、再選の可否を判断する基準として有用な情報となることを指摘した。 

このような研究の流れは、その後、地方分権が進むことにより投票者が政治家の再選に対

してより決定的な影響力を持つことを示した Seabright(1996)や、政治家のパフォーマンス

評価の基準(Yardstick)として、過去の実績評価ばかりでなく近隣自治体や類似自治体の情

報（ヤードスティック情報）を利用することにより、地方政府間の政策競争が起こることを

指摘した Besley and Case (1995)の研究に発展していった。このような一連の研究は、一

般的にヤードスティック競争モデルと呼ばれている。その中でも、Ferejohn や Salmon、

Seabright に見られるように、正規分布を仮定した不確実性が連続的に与えられるもとでエ

ージェントの期待効用最大化行動を取り扱うモデルを、労働経済学などと同様にトーナメ

ント(Tournament)型、あるいはコンテスト(Contest)型のヤードスティックモデルと呼び、

Besley and Case に見られるように、公共財供給のための費用に事前確率があらかじめ与え

た攪乱要因を導入した単純化された展開型ゲームを用いたモデルを、展開型ヤードスティ

ック競争モデルと呼ぶことにする。 

 

地方分権か中央集権か 

 Seabright (1996)は、基本的に Ferejohn (1986)において展開されたモデルを拡張して、

現職の政治家や首長が、選挙において自らの政策の評価により再選の可否が決まるという

選挙競争の枠組において、分権的な地方政府による公共財供給と、中央政府によるそれとを

比較することにより地方分権の優位性を明らかにしている。Seabright は、n地域が存在す

るモデルにおいて、それぞれの地域に政策決定者が存在する地方分権と、全体の地域を一人

の政策決定者が担当する中央集権とを、アカウンタビリティーの達成状況の観点から比較

した。その結果、政策決定権を地域に与えるという分権制と、地域の異なった状況に応じて

政策を差別化することは相異なる概念であり、中央集権の場合には、中央政府の政治家の得

票に大きな影響を与える地域への政治的配慮が政策決定に重大な影響を与えることが示さ

れた。したがって、各地域への政治的アカウンタビリティーを保証するためには、地方分権

の方が有利になることが示された。 

 地方分権の持つ相対的効率性効果については、Besley and Coate (2003)は、住民の選好
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や財政力に非同質性が存在する場合には、投票者である住民が、中央政府の政策形成を担当

する議会の代表者の選挙において戦略的な行動をとることから、中央集権的な公共財供給

の決定が非効率的になることを示している。公共財の配分は、決定権を持つ代表者の連合に

どの地域が属しているかに大きく依存する。逆に、公共財のスピルオーバー効果が大きい場

合には、分権的な公共財供給よりも集権的な供給による外部性調整効果が有利な結果をも

たらす。したがって、公共財のスピルオーバー効果が十分に小さいならば、地方分権が望ま

しいことが示される。 

 また、Tommasi and Weinscelbaum (2007)は、中央集権における政府を多数の地域を代理

するエージェント(Common Agent)ととらえ、それぞれの地域を別々のエージェントが代理

する分権的地方政府の相対的優位関係を検討している。その結果、中央集権と地方分権のメ

リット・デメリットが、地域間の選好の非同質性や外部性の存在に加えて、中央、地方の政

府の住民に対するアカウンタビリティーの観点に依存して決まることを明らかにしている

17。 

 

地方分権と地域間競争 

 Besley and Case (1995)は、Seabright のモデルとは異なる展開型ゲームの 2地域 2期間

モデルを用いて、住民が近隣地域の政府の公共財供給や税負担を利用して自地域の政治的

代表者の評価を行い、再選されるかどうかの投票を決定するなら、地域間において再選のた

めの得票の増大を目指したヤードスティック競争が起こり、住民の効用水準が改善するこ

とを示している。このような競争がもたらす効果には、選挙競争が利己的な政府の行動を規

律付け、投票者の評価を高めるための政策を実施(Basley and Case1995b）したり、超過レ

ントの獲得やモラルハザードの発生を抑制するので、地方政府のアカウンタビリティーが

高まることが指摘されている（Belleframme and Hindriks, 2005）。  

また、Besley and Smart (2007)においては、展開型のヤードスティック競争モデルに租

税競争を導入し、課税ベースの流出を伴う租税競争は、善良な政府にとっては公共財の過小

供給をもたらすが、逆に、公共選択の枠組においては、政府の利己的行為に一定の制約を与

えることにより、効用を改善する効果を持つことが指摘されている。同様の議論は、地方分

権と政府の拡大の関係を分析した Rodden (2003)においても明らかにされている。そこでは、

政府間における課税の重複にたいして、その課税標準や税率の調整により政府支出の抑制

に対して効果的なことを明らかにしたうえで、政府間補助金に対する依存度が高い政府ほ

ど政府支出の成長率が高いことが指摘されている。 

ヤードスティック競争がもたらす政策決定への影響に関して、Brueckner (2003)におい

ては、地域間の政策に関するヤードスティック比較がもたらす情報の交換を、情報の地域間

                                                  
17 Weingast (2013)には、このような第 2 世代の連邦制財政の文献についての様々な側面

からの包括的なサーベイがある。 
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スピルオーバー効果ととらえ、ヤードスティック競争による近隣地域間の政策の相互依存

関係が生じることを明らかにした。さらに、この関係性が、計量分析におけるヤードスティ

ック競争の存在の判別に利用可能であることを指摘している。他方、Bordignon et al. 

(2004）においては、ヤードスティック競争がもたらす近隣地域間の相互依存関係により、

自地域の政治的代表者がとる政策が近隣地域のそれと相互に似通ったものになる場合も、

また逆に、全く異なったものになる場合もあることが示されている18。そして、近隣地域の

政府のとる政策の類似性や相関はそれだけではヤードスティック競争の存在を示すもので

はなく、経済状況や財政状況、租税競争などの他の事情を踏まえた推定が必要となることを

示している。 

 

地方分権における中央政府との財政関係 

 ヤードスティック競争モデルを用いて中央政府と地方政府の間の財政関係を研究した論

文は必ずしも多くはない。その中で、Levaggi (2002)は、中央政府と地方政府のプリンシパ

ル=エージェント関係のなかで、すべての国民を対象とする政策(例えばシビルミニマム政

策など)が地方政府を通じて実施される場合には、地方政府への財源移転は、地方政府の裁

量権を伴う一括補助金の形をとるべきではなく、その総額を指定するとともにその使途を

も明確に規定した二重規定(Double bounded)の補助金が望ましいことを示している。これ

は、基本的に善良な地方政府を分析の前提とするいわゆる第 1 世代の地方財政理論の多く

の文献が指摘する一括固定補助金の厚生改善効果とは大きく異なるものである。 

 中央政府の補助金政策は、大きく分けて、地方政府の資源配分の効率性を改善するものと、

地方政府間の財政力格差を是正するものとがある。まず、資源配分の改善に関する補助金は、

公共財便益のスピルオーバー効果などの財政外部性が発生している状況や、地方政府の利

己的な行動によりレントの搾取や政策執行に対するモラルハザードが起こっているために

公共財やサービスの供給が非効率となっている状況があげられる。次に、財政力格差の是正

のための補助金は、地域間の税源の過度な偏りを補正するための水平的補助金と、中央政府

の財源を地方政府に移転する垂直的財政調整補助金と、そして地方政府の歳出責任のため

の財源保障を行う財源保障移転がある。 

 このうち、地方政府間の財政力格差に関して、Kotsogiannis and Schwager (2008)は、財

政力格差が存在する場合には、地方政府のパフォーマンス比較に関するヤードスティック

比較の有効性が低下し、財政が豊かな地方政府のレント搾取を発見したり、地方政府の能力

を見極めることが困難になることを指摘している。そして、財政力格差を是正するための補

助金により地域間の財政力が均等化されるならばヤードスティック競争のアカウンタビリ

                                                  
18 「悪い政府(Bad Government)」や「有能でない政府(Incompetent Government)」にと

ってヤードスティック競争のコストが大きすぎる場合には、再選をあきらめた政治家が近

隣自治体の政策と競争することを避け、大きなレントを獲得して競争から離脱する行為

(Separating Behavior) が起こることが指摘されている。 
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ティが高まり、公共財供給や税負担のより小さな差異も見分けることができるようになる

ので、レントシーキングやモラルハザードを予防できるという望ましい効果が働く一方で、

財政調整が複雑な算定公式にしたがって行われる場合には、住民・投票者が公共財供給に関

する情報を十分に理解することが困難になるという危惧も指摘している。 

 同様の問題意識において Allers (2012)は、財政力格差の存在に伴うヤードスティック比

較の有効性の低下を、「ヤードスティックバイアス(Yardstick Competition Bias)」と呼び、

財政力に恵まれた地方政府の政治家がパフォーマンスが劣っていても選挙においてよい結

果を得られるかもしれないし、逆に、財政力が劣る地方政府の政治家の業績が優れていたと

しても悪い評判を免れない可能性を指摘している。そして、このような財政力格差を均等化

する補助金はヤードスティックバイアスを軽減することが期待されるが、歪みを完全に除

去するためには、補助金制度の設計には困難が伴うことを述べている(Allers, 2014)19。 

 

租税競争と移動可能な資源がもたらす競争効果 

 先に見たように、住民の効用を最大化するように行動するいわゆる善良な地方政府によ

り地域間で移動可能な例えば資本などの要素に課税を行う場合には、課税を受けた生産要

素が他の地域へ移動するためにいわゆる租税競争が生じ、課税やそれによって賄われる地

方公共財の供給は最適な水準より低くとどまることが知られている。ところが、公共選択論

の枠組においては、Brennan and Buchanan (1980)などが指摘しているように、支出の拡大

を目的とする政府が行う支出は過大なものとなるため、租税競争は逆に政府規模を抑制し、

効率性を高める効果を持つ。租税競争が持つこのような望ましい効果については、Edward 

and Keen (1996)や Rauscher (1998)などにより政府が支出の拡大に関心を持つリバイアサ

ンモデルの枠組において、租税競争がもたらす支出抑制効果が分析されてきた。Wilson and 

Wildasin (2004)は、このような研究を含め租税競争の様々な側面をサーベイしている。 

 Wilson (2005) は、課税権と支出権限とを分離したモデルにおいて、住民が労働所得税と

資本所得税の決定権を持ち、所得の最大化を目的として税率を決定し、財政余剰の獲得に関

心を持つ政府が公的な生産要素（例えば公共投資など）の支出の決定権を持つ場合において、

租税競争ではなく支出競争の効果を分析している。このような状況において、利己的な政府

は公的生産要素に関する支出競争を行うが、それは資本や労働の私的生産要素の生産性を

高め、地域外からの資本流入を引き起こすので、個人の効用水準を高める効果を持つ。課税

権を持つ個人は、さらなる公的生産要素のファイナンスのために資本課税を強化し、それに

伴って資本移動は抑制されるが、利己的な政府による政策決定の場合には課税と支出が効

率的な水準に向けて調整されることを指摘している。 

                                                  
19 他方、Liddo and Giurannno (2016)はこれらの研究とは異なる設定の下で、地域間で財

政ニーズが異なる場合においてもヤードスティックバイアスが生じること、さらに、地方

政府が結託している場合には財政均等化補助金がレント搾取の可能性を高め、ヤードステ

ィック競争のアカウンタビリティを高めることにつながらないことを指摘している。 
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 同様の問題意識に従って、政治的要素を導入した地方財政モデルが租税競争の効果に及

ぼす影響を分析した研究に、Sato (2003)と Ihori and Yang (2009)がある。Sato (2003)

は、自治体数を可変としたモデルにおいてレントシーキングに関心を持つ政府による租税

競争の効果を分析している。その結果、地方分権（自治体数の増加）は利己的な政府の行動

を規律付けレントシーキングを抑制する効果を持つが、他方、自治体数の増加に伴い租税競

争の弊害がより深刻なものになることを指摘している。また、Ihori and Yang (2009)は、

住民が投票により政治家を選ぶ代表民主主義モデルにおいて、地域間の政府による政策競

争により、租税競争における公共財供給が最適化される可能性を指摘している。 

 

ヤードスティック競争と政治的決定モデルのいっそうの展開 

 Bivand and Szymanski (1997)は、地方政府とその委託事業者との間のプリンシパル=エ

ージェント関係において、事業者の費用構造に関する情報の非対称性が存在する場合には、

近隣の自治体の類似の委託契約から得られる費用情報を活用した契約形態(ヤードスティ

ック契約)が効率的な事業契約を達成することを示している。この結論は、プリンシパル=エ

ージェント関係の下でエージェントのパフォーマンスに応じた報酬設定の持つ効率性効果

という有用な視点を示唆している。また、Revelli (2006)においては、選好が異なる 2種類

の住民が存在するモデルにおいて、ヤードスティック競争における福祉支出に関する地域

間競争が負のスパイラルをもたらさないことを指摘している。他方、Besley and Smart 

(2007)においては、展開型のモデルを用いて租税競争を含む様々な制約的相互依存関係の

経済的帰結に関する分析を行い、ヤードスティック情報として用いる近隣地域の公共財供

給の費用条件が悪い場合やレントシーキングが発生している場合には、ヤードスティック

競争が非効率な帰結を導くことが指摘されている。 

 ヤードスティック競争以外の地域間関係を取り扱う公共選択モデルにおいても、興味あ

るいくつかの展開が見られる。また、Besley and Case (1995b)においては、地方の政府と

住民の間のプリンシパル=エージェント関係に、選挙競争の評価材料としての政治的評判

(Reputation)を導入したモデルを展開し、政府支出の決定が、政治家の任期に依存して変動

し政治的循環(Political Cycles)をもたらすことを実証的に示している。また、Besley and 

Coate (1997,1998) においては、市民が立候補し、選挙において当選した者が政治的決定を

行う代表的民主主義(Representative Democracy)モデルにおいて、政治的決定の効率性効

果を検討している20。 

 

                                                  
20 この他にも、汚職や贈賄などを取り扱った研究として、Fisman and Gatti (2002)、Coate and Morris 
(1995)などがある。また、地域の合併を取り扱った Dur and Staal 2008) 、公共部門の効率化を取り扱っ

た Rincke (2009) や、経済成長を取り扱った Hatfield and Kosec (2013) などの研究が蓄積されている。 
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第 2章 地方分権の経済的合理性 

 

 

２．１ 地方公共財の特性 

 中央政府と地方政府の機能配分論の観点から言えば、公共財はその便益が及ぶ範囲に応

じて提供する公共財の種類が異なっている。それは、一国全体に便益の及ぶ国防や外交な

どの公共財は中央政府が提供し、便益が及ぶ範囲が地域的に限定される地方公共財につい

ては地方政府が提供するというものである。また、政府支出の相対的な推移を見ると地方

政府の支出が全体の約６割を占め、また、地方分権の進展の中でその比率は上昇傾向を示

していることがわかる。このように、公共財の多くを地方公共財が占め、特に、近年その

比重を増している準公共財についてはその多くが地方公共財として供給されている。  

本章では、このような地方公共財について、その定義、最適供給の理論、公共財供給に

おける地方政府の中央政府に対する優位性などについて検討する1。 

 地方公共財は、それが供給される地域内においてある程度消費の非競合性を満たす。と

ころが、その利用者が増大するにつれ、一定水準の公共サービスを提供するための総費用

が増大するという「混雑現象」をともなうことが知られている。また、地方公共財の便益

は、それが供給される地域内に限られることが多く、消費の排除不可能性はスピルオーバ

ーと呼ばれる公共財便益の地域を越えた漏出現象を除いては、地方政府の行政管轄区域内

に限られる。 

このような地方公共財と類似の特性を持つものとしてクラブ財があげられる。クラブ財

は、たとえば会員制のスイミングクラブに見られるように、施設利用などにおいて人為的

に排除性を導入することにより、部分的な非競合性が成立する財のことである。また、混

雑による競合性の発生を避けるため、利用者（会員）数には一定の制限が設けられること

が多い。クラブ財に関するこのような特質は、地方公共財の理論構築においても重要な役

割を果たしてきた。 

次に、第 1章において展望した財政連邦主義の視点から地方の歳出の特性を検討しよう。

先に見たように地方公共財は、その便益の及ぶ範囲が経済的あるいは地域的に限定される

公共財であり、その特性から準公共財と呼ばれることもあるが、外交や国防などの純粋公

共財を除いて公共財の多くは地方公共財であると言われている。したがって、多くの公共

財は地方政府によって効率的に供給されるので、資源配分機能は主として地方政府の役割

と考えられてきた(Oates, 1997)。 

人々の選好が地域ごとに異なっている場合、中央政府が一国全体に対して画一的な供給

を行うより、地方政府が地域ごとに差別的な公共財供給を行うほうが望ましい。もちろん、

中央政府が地域の選好に応じて差別的な公共財を供給することは不可能ではないが、特定

の地域に手厚い公共財を供給することは政治的に困難である。また、労働力や資本などの

 
1 本章は、西垣(1999,2014)に基づき改定を行ったものである。 
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生産要素や資源が移動可能な場合には、地域ごとの公共財や政策の差によりこれらの要素

や資源が引き付けられるので、地方政府間の競争的圧力が生じ、一層の効率性の改善に資

することになる。また、公共財便益が資本や土地などの資産に帰着する場合には、地方政

府が資産に対する課税を行うことが望ましい。 

 逆に、住民が移動可能な場合には所得再分配機能は、基本的には、中央政府の役割にな

る。しかしながら、近年では、福祉関連の準公共財などの例にみられるように所得再分配

機能は多様な手段により実施されていることが多い。そして、そのような準公共財につい

ては、地域ごとに選好が異なる場合が地方政府と中央政府との連携が必要となることも多

い。 

 地方分権には財政外部性と呼ばれる、地方政府の行動が互いに影響を及ぼしあう状況の

存在が知られている。例えば、公共財便益が及ぶ範囲が地方政府の行政範囲を越える場合、

スピルオーバー効果が発生する。その場合には、地方政府による公共財は過小供給となり、

スピルオーバー効果を内部化するための補助金政策などの中央政府の関与が必要となる。

また、公共財供給に規模の利益が働く場合、中央政府が供給するほうが効率的になる。そ

のほか、政府の歳入面においても、移動可能な生産要素に対して地方政府が課税する場合

には、課税による生産要素の地域間移動が発生し、地方政府は公共財供給に必要となる財

源を十分に調達することが困難となる。このような場合には、中央政府による一律課税か、

あるいは財源移転や補助金による介入が必要となる。 

 

２．２ 地方公共財の伝統的理論の分類 

 分権的な地方政府による地方公共財供給を分析した研究は、古くから数多く蓄積がなさ

れている。本節では、まずそのような地方公共財理論を概観することにより、以下の分析

の出発点とする2。 

 まず、地方公共財モデルには、いくつかの類型がある。そのひとつは、住民移動の可能

性に関する取り扱いによるものであり、住民移動を考えない地域経済型モデルと、逆に、

住民移動を前提とし、それを地域間の調整メカニズムの基礎と考えるモデルとがある。 

住民移動を考えない理論の代表は Oates (1972)において展開された「完全対応モデル」

である。Oates は、単純化のために、人口移動が存在せず、また、公共財の供給コストが自

治体規模により変動しないような状況を考えた。その下で、地方政府による各地域の住民

選好に配慮した差別的公共財供給が、中央政府による一律的な供給よりも望ましいことを

述べている。これは、Oates の「分権化定理」として知られている。さらに、地方公共財便

益の地域的限定性により、個々の地方公共財便益の及ぶ範囲に応じて多段階の階層的政府

システムを持つことが望ましいと述べている。 

 
2 包括的なサーベイ論文の一つに Rubinfeld(1987)がある。また、伊多波(1995)、堀場(1999)、
林(2008)、なども参照されたい。また、実証研究には、土居(2000)、西川、林(2006)などが

ある。 
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 住民移動を想定するモデルの代表は、Tiebout (1956)で展開された、「足による投票モデ

ル」である。Tiebout は、地域内において純粋公共財としての性格を持つ地方公共財が、多

数の地方政府からなる分権的地方財政システムにおいて効率的に供給できることを示した。

分権的地方政府の下では、地方公共財の供給と納税義務とのさまざまな組合せが提案され、

人々は自分の選好にあった地域を選んで居住するといういわゆる「足による投票」のメカ

ニズムが存在することを指摘したのである。 

 公共財の理論的な研究においては、Samuelson (1954)が、私的財と純粋公共財の最適な

供給条件を提示するとともに、私的市場による公共財供給が不可能であることを証明した。

その理由は、公共財の効率的供給条件においては、私的財と異なって多数の消費者の限界

評価（限界代替率）が集計されなければならないが、市場にはそのような集計機能が無い

ことである。また、政府と個人の間には「情報の非対称性」の問題があるので、公共財に

対する選好の表明がその費用負担と連動している場合には、必然的に個人の過少申告が起

こり、いわゆる「フリーライダー問題」が発生することが示された。ところが、Tiebout の

足による投票モデルは、住民が自らの選好にあった公共財供給と費用負担のセットを提供

する地域に移動することにより、それがある種の顕示選好(Revealed Preference) メカニ

ズムとして機能するとともに、効用最大化のための住民移動が効率的な公共財供給を達成

することを示したのである。 

 地方公共財に関する理論展開を分類する第２の軸は、地域および地方政府の数が与件と

して与えられているのか、あるいは、住民の移住により居住地域数が変動するのかという

設定の差異である。地域数が自由に選択できるケースは、 Buchanan のクラブ財理論を契機

として発展してきたものである3。先に述べたように、クラブ財と地方公共財は、限定的な

範囲において発生する非競合性と混雑現象、および地域やクラブへの所属の自由選択を通

じた排除性という共通点を持っている。Tiebout の研究では数式を用いたモデルとして示さ

れなかったが、Pauly (1970)、McGuire(1974)などによって、Buchanan のクラブ財モデルを

援用した理論の数式化、精緻化がおこなわれた。そして、Tiebout の述べていた公共財の最

適供給が分権的な地方財政システムにより達成されることが示された。 

 ところが、クラブ財理論を基礎とする地方公共財理論は、居住地域数、すなわちクラブ

数が自由に設定できることが特徴となっている。この点は、あらかじめ与えられた数の地

域に対して、一定の住民数を割り当てる地方財政の考え方とは決定的に異なることが指摘

された。クラブ財理論の想定に立つなら、クラブの形成は基本的に自由であり、クラブへ

の所属も基本的に住民の自由選択に任される。この選択における自由度の高さが、地域数

を所与とした地方公共財モデルと根本的に異なる点である。 

 居住地域数を所与とした地方公共財理論の研究には、Flatters, Henderson and 

Mieszkowski (1974) をはじめ多数のものがある。これらの研究においては、住民移動がも

たらす裁定により、地域間の効用水準が均等化することが示されるが、最適な住民数の確

 
3 Buchanan(1965)を参照されたい。 
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保により示される公共財の最適供給の条件は一般的には保証されない4。 

 以下においては、地方政府による公共財供給の効率性を検討するために、Tiebout モデル

を中心としたいくつかの地方公共財モデルを検討する。まず第 1に、Oates による完全対応

原理と地方分権定理の含意を検討する。次に、地方政府による公共財供給の最適性を検討

するために、居住地域数も自由に選択可能ないわゆるクラブ財理論を整理する。同時に、

財や労働市場における競争的均衡を前提として、分権的な地方政府が供給する公共財が効

率性を満たすことを示す。その後、地域数が所与のモデルについて、住民移動が公共財供

給の効率性に与える効果と住民移動がもたらす財政外部性を検討する。 

 

２．３ Oates の分権化定理 

 

地方分権の 2つの意味 

 地方分権を支持する経済理論においては、地方分権を規定する様相として、また、地方

分権がもたらす帰結として次のような 2 つの点を重視している。そのひとつは、地方政府

ごとの政策の差別化である。すなわち、地方政府による公共財供給の帰結を、それぞれの

地域の選好に合致した差別化された政策が実施されるとし、逆に、中央政府による政策の

実施は、全国均一の政策の提供を意味するとするものである。その 2 番目は、政策権限や

地方の政策決定を、ゲーム論的な相互依存関係を含めた公共選択にゆだねるというもので

ある。以下では、このような観点から、地方分権の経済理論を分析する。 

 

分権化定理 

 Oates（1972）では、足による投票の理論とは対照的に、住民の居住地選択による自由移

動を明示的に条件とはせずに地方分権の経済的効率性を検討する。Oates が分析の中心とし

たのは、中央政府による全国均一の公共財供給と地方政府による地域ごとに異なる差別化

された公共財供給の相対的な合理性の検討である。地域により公共財へのニーズは異なる

ことが一般的であり、中央集権による画一的な公共財供給では地域の事情を無視してしま

うため、効率的な公共財供給がなされない。 

 分権化定理は、そのような仮定の下で、人口移動が存在せず、また、公共財の供給コス

トが自治体規模により変動しないような簡単な状況を考える。その下で、地方政府による

各地域の住民選好に配慮した差別的公共財供給が、中央政府による一律的な供給よりも望

ましいことを述べている。 

第 2 図は、中央集権的な公共財供給と地方分権的な公共財供給の相対的な効率性を示し

ている。そこには、縦軸に私的財、横軸に公共財を取り、これら 2 つの財に対する選好が

異なる 2 つの地域( BA, )の無差別曲線と予算制約が描かれている。中央集権の下では、各

地域から調達された財源を用いて一律の公共財( Cg )が供給され、各地域においては予算制

 
4 このようなモデルを用いたサーベイ論文としては Wildasin(1987)が詳しい。 
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約より私的財の消費量(
C
B

C
A xx , )が決まる。ところがこれは、各地域の選好に合うものでは

なく、各地方政府が住民のニーズに合わせて公共財供給を行う場合のほうが、住民の満足

はより高くなることがわかる( ),(),( c
C
AAA gxugxu  ， ),(),( c

C
BBB gxugxu  )。 

 

第 2-1 図．分権化定理 

 

    

 

 

 

逆に、各地域の地方政府が、住民のニーズを熟知したうえで住民の満足を最大にするよ

うに公共財供給を行うならば、差別化された公共財供給のもとで各地域の厚生水準が最大

化され社会的厚生水準の最大化が達成される。この考え方を突き詰めてゆくならば、選好

の異なる地域ごとに一対一で対応する地方政府の必要性・合理性につながるが、これは、

完全対応原理と呼ばれるものである(Oates, 1972)。このように、分権化定理は、地方分権

の利点である地域ごとに差別化された公共財・サービスの提供と、住民の公共財ニーズに

関する不完全情報の仮定の下で、より住民に近い政府の情報上の優位を問題とするもので

ある。 

他方、地方政府による分権的な公共財供給には不可避的に生じる問題が存在する。それ

は、公共財供給におけるスピルオーバー効果である。分権化定理においては、地域ごとの

住民ニーズの差により可能な限り細分化された地域が成立することが望ましい。しかしな
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がら、地域が細分化されるにしたがって、地方政府が提供する公共財の便益が他地域に漏

出する（スピルオーバー）する可能性が高まる。現実的にも、地方政府が提供する都市交

通や施設サービスなどのインフラが通学や通勤、あるいは買い物などにともなう住民の移

動により当該地域の住民以外にも利用されるケースを想定することは難しくない。 

公共財便益のスピルオーバーが存在する場合には、地方政府はそのスピルオーバーの存

在を考慮することなく行動するために、社会全体から見れば公共財が十分に供給されない

という、いわゆる過小供給の問題が生じることが知られている(Oates, 1972) 。したがっ

て、地方分権と中央集権の相対的な有利不利を検討する際には、中央政府の行う画一的政

策の非効率性か、地方政府が提供する際のスピルオーバー効果による過小供給の非効率性

の相対的な大小関係を比較し、前者が後者を上回るならば地方分権が望ましいと判断でき

る(Oates, 2008)。 

 

 

２－４ 地方公共財の最適供給：Tiebout の「足による投票モデル」 

 地方公共財が、多数の地方政府からなる分権的地方財政システムにおいて効率的に供給

できることを示唆したのは、Tiebout(1956）であった。完全情報と自由で費用のかからな

い住民移動の想定の下で、分権的地方政府の下で地方公共財と税率のさまざまな組合せが

提案され、人々は自分の選好にあった地域を選んで居住するといういわゆる「足による投

票」のメカニズムが存在することを指摘したのである。 

  

地方公共財の最適供給 

本節においては、多数の地域が存在する簡単な経済モデルを用いて、超越的な政府によ

る地方公共財の最適供給と各地域の経済活動の最適性を保証する条件を導出し、分権的な

地方政府活動の最適性を検討する際にベンチマーク・ケースとして使用する。先に述べた

ように、ティブーモデルには、地域数が所与のケースと、最適な地域数が選択可能ないわ

ゆるクラブ財モデルと呼ばれるケースとがある（Rubinfeld, 1987）。もちろん、地方政府

の数が可変の場合には、最適な地域数と最適な住民数とが同時に達成可能であることに他

ならない。 

結果を明瞭に示すために、次のような単純化された多数地域からなる経済を考える5。 

① 経済に存在する地域は、自然条件、地理的条件ともに全く同じである（同質的地域の

仮定）ものとし、各地域の面積は L とする。 

② 住民についても全く同質的な個人を考え、その数は経済全体で N 人であると考える。

各個人は一人当たり１に正規化された労働供給を行い、得られた所得により私的財 x
を消費する。 

③ 経済には私的財と地方公共財の２種類の財が存在すると考える。私的財をc、地方公共

 
5 以下の議論は、金本(1983, 1989)、 Wellish (2000)に依拠している。 
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財を g として、個人の効用関数は、 ),( gxuU  と示される。同質的な個人の仮定から、

効用関数は全く同一であると考える。 

④ 地方公共財はそれぞれの地域内では純粋公共財の性格を持ち、すべての個人が同時に

消費できると仮定する。また、本節では、混雑現象を反映して公共財の供給コストが

変化すると仮定して議論を進める。先に述べたように、混雑現象は地方公共財の一つ

の重要な特徴となっているが、ここでは多数地域モデルの最適性条件を際だたせるた

めにこのような簡単化の仮定を設ける。同様に、ある地域において供給された公共財

の便益が、他の地域にスピルオーバーすることはないと仮定する。 

⑤ 経済の生産面においてもきわめて単純化された状況を考える。企業の生産関数はすべ

ての地域で同一であり、1企業当りの労働投入量をn、土地投入量を lとして、 ),( lnf

と示される。1 地域に存在する企業数を m とすると、その地域における生産量は

),( lnfm  となり、これが私的財の消費と公共財の供給に使用される。 

⑥ 地域数を k として地域の人口は kN と示されるので、 kNmn  となる。また、地域

の総消費量は kNx と示される。公共財の供給に必要な費用は私的財の価格を１とし

)(g と示される。 

 

超越的な政府による最適化問題 

 以上のような想定のもとで、最適化の問題は、１地域当りの土地面積 L 、総人口 N 、個

人の選好 ),( gxuU  、企業の生産技術 ),( lnf などを所与として、各地域への住民（消費者）

の最適配分、最適な企業数、各地域内での消費財と公共財の配分を決定する問題となる。

総人口が一定に与えられているので、最適な地域数 k の決定を通じて、1地域当たりの最適

人口数が決定まる。また、同質的な地域の想定により、各地域で生産される財は、各地域

の私的財の総消費と公共財供給とに一致することになる。 

 以上のような議論をふまえて、超越的な政策主体による公共財供給と地域の効率的な資

源配分に関する最適化問題は、各地域の資源制約式、土地制約式、人口配分の制約式を制

約条件として、社会的厚生を最大化する問題として定式化することが出来る。社会的厚生

関数として、ここでは、全住民の効用の総和を用いることにすると、この問題は通常のラ

グランジュ未定乗数法により解くことが出来る。この問題は次のように示される6。 

 

)()()](),([),( 321 mn
k

N
mlLgx

k

N
lnmfgxuNH    (2.1) 

 

 
6 以下において導出される条件式の詳しい計算については、本章末の Appendix 1 を参照さ

れたい。 
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(2.1)式を最適化することにより得られる一階の条件を、整理をすることにより総効用最大

化の条件が、次のように示される。 

 

 地方公共財の最適供給 

 まず、各地域における私的財と地方公共財の最適供給に関する次のような限界代替率条

件を得る。 

 

       )(
),(

),(
g

gxu

gxu
N

x

g                               (2.2) 

 

ここで、N は各地域の人口であり、 kNN  としている。この式は、各地域の公共財と私

的財の限界代替率、つまり、消費者の私的財と地方公共財の限界代替率を地域について合

計したものが、生産における限界変形率と等しくなることを要請しており、公共財供給に

関するよく知られたサミュエルソン条件(Samuelson Condition)に他ならない7。このように、

公共財がその地域内において純粋公共財の性格を持つ場合には、各地域において公共財の

最適供給条件が満たされなければならない。 

 

最適な企業数 

 同様にして、一階の条件群を整理することにより、最適な企業数
*m に関する次のような

条件を得る。 

 

      ),().(),( lnfllnfnlnf ln                               (2.3) 

 

 (2.3)式は、追加的な１企業の新たな立地がもたらす当該地域への貢献を示している。右

辺の第１項は、労働の生産に対する貢献を示しており、第２項は土地の生産に対する貢献

度を示している。したがって、生産物価格を１に正規化していることを考慮すれば、左辺

は総生産物に他ならない。企業の新規参入が自由という想定の下で、この式は企業の超過

利潤がゼロとなることを意味している。 

この式を生産要素間の機能的分配に関するオイラーの定理とあわせて理解することによ

り、最適点では生産関数が（局所的に）規模に関する収穫一定を満たすことがわかる。つ

まり、最適な生産点においては各企業の平均生産費用は最低となっていなければならない。

平均費用最低点の右側では費用逓増すなわち規模に関する収穫逓減となっており、逆に、

左側では費用逓減、規模に関する収穫逓増局面となっている。したがって、平均費用最低

点では、規模に関する収穫が一定となっていることが分かる。各地域の最適な企業数 m は、

１企業当りの労働者数と土地面積がこのような企業の最適条件を満たす点において成立し

 
7 Samuelson(1954)を参照されたい。 
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ていることが分かる。 

 

最適な地域間人口配分と最適地域数 

 地域の人口配分
*N に関しては、次のような条件を得る。 

 

              
N

lnfLg
xlnf l

n

),()(
),(





                      (2.4) 

 

 (2.4)の左辺は、ある地域に住民が一人流入するときのその地域への貢献を示している。

住民１人がある地域に流入することにより、その地域の生産が労働の限界生産性だけ上昇

する。ところが、同時に私的財の消費が１人分だけ増加することになる。人口移動にとも

なって生じる、このような生産の増加と消費の増加を差し引いた値が、限界的住民のその

地域に対する「社会的貢献」と考えられ、最適解では、これがどの地域についても等しく

なっていることが要請される。 

 また、(2.4)式の右辺は、地方公共財の一人当り供給コストと一人当り地代の差を示して

いる。このように、最適な人口の地域間配分は、住民の地域に対する貢献と一人当りの地

方公共財供給の純コストとが等しくなるように決まる。 

 ところで、最適な地域数に関する１階の条件を考慮することにより、(2.4)式右辺はゼロ

となることが示される。この条件から、(2.4)式左辺も同様にゼロとなり、 

 

          xlnfn ),(                                     (2.5) 

 

となる。すなわち、各地域において労働の限界生産物と消費者の一人当り消費とが等しく

なるように、つまり、限界的住民の地域への貢献がゼロとなるように住民の配分と最適な

地域数が決まることを示している。 

 また、(2.4)式の右辺がゼロとなることから、直接次の条件を得る。 

 

                ),()( lnfLg l                             (2.6) 

  

これは、最適な人口配分、地域数の選択の下では、公共財の供給コストがその地域の地代

総額と等しくなることを意味している。この式は、 Flatters, Henderson and 

Mieszkowski(1974)によって、地方公共財供給におけるゴールデン・ルール(Golden Rule)、

あるいは Arnott and Stiglitz(1979)によって Henry George 定理と呼ばれたものである。 

 

 

２．５ 住民の足による投票、市場均衡と地方分権の最適性 
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 ここまでは、多数の地域からなる経済における生産、地方公共財と私的財の供給、住民

の移動に関する最適条件を求めてきた。完全競争的な市場と住民の「足による投票」のも

とで成立する Tiebout 均衡が、これらの最適条件を満たすかどうかを検討することがこの

節の問題である。この問題は、しばしば、完全競争的な市場均衡が資源配分におけるパレ

ート最適性を満たすのかどうかという、いわゆる「厚生経済学の基本定理」という課題設

定と比類されるものである(Rubinfeld, 1987)8。 

これまでの議論と同様に、同一の条件を持つ多数の地域を想定しよう。また、同一の選

好を持つ十分な数の住民が存在すると仮定する。住民は、各地域に居住したときに実現さ

れる効用水準を目安として居住地域を選択するという、いわゆる Tiebout 的な行動仮説に

したがって地域間を移動すると仮定する。分析を簡単にするために、地域間の移動は完全

に自由で、また、移動のためのコストはゼロであると仮定する。 

 各地域では企業の参入が自由であり、長期の均衡が成立していると仮定する。このよう

な仮定により各企業の利潤はゼロとなる。財市場、労働市場と土地市場は完全競争的であ

り、それぞれの市場で財価格、賃金、地代が決まると仮定する。地方政府は、地方公共財

の供給により当該地域の資源配分を改善する。そのための財源として、ここでは、地代か

ら一括固定税として徴収される税を考える。したがって、政府の予算制約式として(2.6)式

が成立している9。 

 住民の完全移動の仮定より、１つの地方政府が単独で住民の効用水準の最大化を政策目

標とすることはできない。なぜならば、Tiebout 的行動仮説により、ある小地域での効用水

準の増加は他地域からの人口の流入を引き起こすが、このような人口流入は、結果として

当該地域の住民の効用水準が、他の地域の平均的な水準に一致するところまで続くからで

ある。このように、住民の移動による裁定条件として各地域の住民の効用水準が定まる場

合には、効用水準以外の最大化の目的関数を設定する必要がある。 

 この問題は、以下に示すようないくつかの手法により解決されてきた。その一番目は、

住民移動を長期において生じる調整過程と想定し、短期においては住民数固定のもとで、

代表的個人の効用最大化を行うものである。このいわば便宜的な手法は、近視眼的接近と

も呼ばれている。第 2 番目は、住民移動を前提としたうえで公共財の供給にともなう地価

や地代への影響に着目するものであり、地価や地代の動きにより住民の公共財に対する評

価を測るものである（金本、1983）。総地代の合計を最大化するこの手法は土地の開発者の

行動と類似するものであり、地方政府がいわばデベロッパーの視点を持つことが想定され

る。第３番目は、住民移動関数を明示的に考慮し、公共財供給による費用の負担と住民の

移動による財政収入の増加の効果との差によって示される財政余剰を最大化する方法であ

る(Bewley,1981)。 

 
8伊多波(1996)は、これを「地方分権の最適性定理」と呼んでいる。 
9 より簡単に、この地域の土地の使用権をすべて地方政府が持っていると想定する研究も多い。その場合

には、公共財供給の費用を支払った後に残る地代は、住民に配分されると仮定する。 
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財政余剰の最大化を行う第 3 番目の手法において、課税標準を地代にとる場合には、こ

れは第 2 番目の方法と類似のものとなる。なぜならば、両者ともに公共財供給に伴う地代

や地価への影響が政策決定に直接反映されるからである。以下では、まず、ティブー均衡

の下で地方公共財の便益が、公共財の消費者である住民ではなく地代（あるいは地価）に

帰着するという命題を検討する。 

このような議論が妥当する場合には、地方政府は住民の効用水準ばかりでなく、地代の

最大化、あるいは、上述の仮定の下では公共財の供給費用を差し引いた地代収入の最大化

を目標として公共財供給を行えば良いことになる。すなわち、地代の変動が住民による公

共財の評価関数となることを意味している。以下では、まず、地方公共財の便益帰着に関

するこのような定理を検討する。そのような関係を利用して、地方政府の財政余剰最大化

を企図する公共財の供給がパレート最適性を満たすことを明らかにする10。 

 

地方公共財の便益帰着と資本化定理 

 先述の多数地域モデルから１つの地域 i を取り出して、その地域で公共財の供給を増加さ

せたときの経済変数の動きを検討しよう。 in 、 il をそれぞれ、第 i 地域の労働と土地とし、

賃金と地代をそれぞれ、 iw と ir 、そして、生産物（私的財）価格を１とすると、企業の利

潤 i は次のように示される。 

 

       iiiiiii lrnwlnf  ),(                               (2.7) 

 

企業の自由参入が保証されるもとで企業が利潤の最大化行動をとるならば、賃金と地代は

それぞれ労働と土地の限界生産力と等しくなる。また、均衡において各企業の利潤はゼロ

となる。 

 

         0),(),( 







 i
i

i
i

iiiiiiii l
l

f
n

n

f
lnflrnwlnf             (2.8) 

 

 このときの企業数を im とすると、この地域の企業全体の労働者と土地に対する生産要素

需要は、 iinm  と iilm になる。 i地域の総人口を iN 、土地の総供給量を iL とすると、労働

市場と土地市場の需給均衡式は次のように示される。 

 

       iii nmN                                           (2.9) 

              iii lmL                                            (2.10) 

 

 
10 本節の資本化仮説（2-16 式）の導出に関する議論については、金本（1983）に多くを依

拠している。 
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 ここでは、土地から得られる地代収入はすべて地方政府に帰属し、これが地方公共財の

供給費用として使用される( iiii lmrg )( )という仮定を設けているので、消費者の所得は

労働賃金収入のみとなる。労働者は、得られた所得をすべて私的財の購入に使用すると仮

定する( ii wx  )と、この地域に居住する消費者が得る最大効用は次のように示される。 

 

       ),( iiii gwuu                                       (2.11) 

 

小地域の仮定と Tiebout 的行動仮説から、人口移動による効用水準の平準化が起こるので、

各地域の住民の効用は、他地域の平均的効用水準 0u と一致する。 

 

         0),( ugwu iii                                       (2.12) 

 

 住民移動と資本化仮説 

 (2.12)式は Tiebout 均衡の下では必ず成立する住民移動の裁定条件である。これを全微

分することにより、公共財供給と賃金率の間に以下のような関係を得る。この式から、住

民の移動均衡の下では、均衡を保証する賃金と公共財との関係として次のような式を得る。 

 

       
ix

ig

i

i

u

u

dg

dw
                                      (2.13) 

 

この式は、Tiebout 均衡の下では公共財が追加的に供給される場合には、居住均衡を保証す

る賃金を引き下げても良いことを意味している。 

 また、企業の均衡条件(2-8)を労働と土地に関して全微分することにより、地代と賃金率

に関する次のような関係が得られる。 

 

     0)()(  iiiiiiniil drldwndnwfdlrf                    (2.14) 

 

この議論は企業の利潤最大化行動の下で成立する関係であることから、(2-14)式に加えて

企業の利潤最大化条件を考慮することにより、左辺の第 1 項と第 2 項がゼロとなることが

わかる。したがって、地代と賃金率に関する次のような関係が得られる。 

 

     )(
i

i

i

i

i

i

L

N

l

n

dw

dr
                                    (2.15) 

 

このように、Tiebout 均衡の下では、賃金の変化と地代の変化は逆の方向に動くことがわか
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る。 

 (2.13)式と(2.15)式を連立させて整理することにより、地方公共財の供給と地代総額に

関する次のような関係を得る。 
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ig
i

i
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i
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ii

u

u
N

dg
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 ))((                            (2.16) 

 

 この式の右辺は、公共財と私的財の限界代替率をすべての個人について合計したもので

あり、私的財の単位ではかった公共財の限界便益を示している。したがって、(2.16)式は

公共財の追加的供給による地代総額の増加が、公共財の限界便益と一致することを示して

いる。すなわち、Tiebout 的均衡においては、公共財の供給による便益がすべて地代に帰着

（Capitalization）することがわかる。このような観点は、”キャピタライゼーション仮説”

あるいは公共財の「開発利益」として議論されているものである。 

 

地方政府の財政余剰最大化と公共財供給の最適性 

以上のような準備をへて、いよいよ地方政府の財政余剰最大化による公共財供給の最適

性を検討しよう。先述のように、ここでは、地方政府は地代の総額を収入として徴収し、

公共財供給をまかなうと想定している。あるいは、地代に対する 100%課税と考えてもよい。

したがって、地方政府の最大化問題は以下のように記述できる。 

 

      
ig

Max  )( iiii gLrBS                (2.17) 

 

(2.17)の最大化問題を解くと、１階の条件として次のような式が得られる。 

 

0)(  i
i

ii

i

i g
dg

Ldr

dg

dBS
              (2.18) 

 

(2.18)式と、政府の予算制約式として成り立っている(2-6)式とをあわせて理解すること

により、公共財供給のための最適条件(2-2)式が成立していることがわかる。 

 

     
ix

ig
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dg

Ldr
 )(                 (2.19) 
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 このように、分権的な地方政府が地代総額を評価関数として地方公共財の最適供給を行

う場合には、完全競争市場と Tiebout 的定住均衡の下で、超越的な政府による集権的最大

化問題から得られる条件と同一のものが成立することが示される。したがって、市場均衡

における地方政府の公共財供給は First Best を達成することがわかる。 

ところで、公共財の資本化仮説を示す(2.16)は、完全競争的企業の利潤最大化条件と新

規企業の自由参入の条件を合わせた(2.8)式、労働と土地に関する生産要素市場均衡条件

(2.9,10)式、および住民の自由移動に関する効用の裁定条件式(2.12)式に基づいて導出さ

れたことに注意しなければならない。すなわち、完全競争的な企業と市場均衡のもとで、

多数地域からなる地方政府の公共財供給は、最も効率的な資源配分を達成することがわか

る。これは、完全競争市場の効率性に関する「厚生経済学の基本定理」との関連で、「分権

的地域経済の効率性命題」と呼ばれているものである11。 

 

 

２.６ 限定的地域数と地方公共財供給：地方分権の失敗 

これまでの 2 節においては、地域数が多数で政策的に選択可能か、あるいは最適性との

関係で弾力的に増減する想定のもとで公共財供給の最適性を議論してきた。すでに２.３節

において述べたように、地域数が所与でしかも限定的な場合には、議論は大きく異なる。

以下では、地域数が所与のモデルにおいて地方公共財供給の合理性を議論しよう。 

地域数が限定的なモデルの代表として 2 地域モデルを考える。さらに、地域間均衡の特

性を検討するために、対称的な２地域と非対称的な 2 地域モデルとを比較する。それぞれ

のモデルにおいて分権的な地方政府による公共財供給と住民の自由な地域間移動が、効率

的な地方公共財供給を達成するかどうかを検討しよう。 

足による投票の均衡を別の角度から評価すると、住民の地域選択結果として、所与の地

域に同様の選好を有した個人が居住するといういわゆる“Tiebout Sorting”と呼ばれる状

況を現出させることになる。住民が各自のニーズに合致した公共財を提供する地域を選ん

で居住することにより、同一地域内に居住する住民の選好が似通ったものになることを意

味している。 

 

対称的２地域モデル 

 対称的な２地域からなる経済を考える。前節までと異なる仮定を記述すると以下のよう

なものである。 

① 2 地域間において、個人は同質的であり、土地も同質的でその賦存量も地域間で同じで

 
11 このような、公共財便益の地代への完全転嫁は、単純化のためにとられたいくつかの仮定のもとで成立

するものであることに注意しなければならない。もちろん、これらの仮定を変更するならば、公共財便益

の地代への帰着は不完全なものとなる。 
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あると仮定する。（ LLL  21 ） 

② 同質的な１種類の財が 2地域で生産され、それは前節までと同様に、私的財にも公共財

にも利用される。生産関数は一次同次関数であり、生産物は地域間で取引される。 

③ 生産要素は、これまでと同様に労働と土地であり、住民一人当たり１の労働を供給する

と考える。したがって、労働は地域間を自由に移動できるが土地は固定である。 

④ 土地は政府が所有しているか、あるいは、地代はすべて税として徴収されると仮定する。

そして、地代はすべて公共財の供給費用として使用される。 

⑤ 住民は 2 地域のどちらかより高い効用を得られる地域に居住する。2 地域の住民数は固

定（ N ）とする。 

 

このような想定のもとで、2地域における財の生産と私的財および公共財の最適な資源配

分に関する最適条件を導出しよう。 

まず、財市場均衡の条件として、2地域の生産と資源配分の制約式が成立する。 

 

   ),(),( 21212211 LNfLNfggxNxN           (2.20) 

 

(2.20)式の左辺は 2 地域にわたる私的財と公共財の資源配分を示し、右辺は財の生産を示

している。またこの式は、仮定②より、両地域で生産された財が地域間で取引されること

を意味している。さらに、2地域にわたる労働市場の均衡式として、次の式が成立する。 

 

        NNN  21                  (2.21) 

 

またここでは、住民は居住地において労働を供給することが暗黙的に想定されている。 

仮定①にあるように、前節までとは異なって地域数が限定的であり、最適な地域数の選

択、あるいは最適な人口配分が達成できない。したがって、前節において得られたような

最適な状態(First Best)は達成できない。 

また、住民が地域間を自由に移動可能であり、住民移動の裁定条件として次のような効

用均等化式が成立する。 

 

     ),(),( 2211 gxugxu                   (2.22) 

 

 したがって、(2-22)式を制約条件として、たとえば第 1 地域の住民の効用を最大化する

問題は、同時に第 2 地域にも同じ水準の効用を保証することになるので、パレート最適の

条件を満たすことになる。 

 

2 地域モデルの最適条件 
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 以上の準備に基づき、2地域における生産と私的財、公共財の最適配分に関する最大化問

題が次のように示される。 

 

     
212121 ,,,,, NNggxx

Max ),( 11 gxu  

      ..ts   ),(),( 21212211 LNfLNfggxNxN      (2.23) 

         NNN  21  

         ),(),( 2211 gxugxu   

 

最大化のための 1階の条件は次のように示される。 

 

      1
xi
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u
N   )2,1( i               (2.24) 

      222111 ),(),( xLNfxLNf NN            (2.25) 

 

および制約条件式(2.20,21,22)である。 

(2.24)式は、私的財と公共財の最適配分に関する Samuelson 条件に他ならない。したが

って、左辺は第 i 地域の公共財と私的財の限界代替率を示しており、右辺は限界変形率を

示している。仮定②より、ここでは両財は一対一で変換され、したがって限界変形率は１

になっている。このように、地域数が限定されるモデルにおいても公共財の最適供給が実

現される。 

 他方、(2.25)式は住民移動が各地域に与える限界的な便益を示している。両辺の第 1 項

は各地域に住民一人が移住したときに各地域に発生する限界生産物であり、第 2 項は住民

消費する私的財を示している。ここでは、公共財は当該地域において消費の非競合性を示

すと仮定されているので、これは住民一人が地域に与えるネットの貢献を示している。し

たがって、住民数決定の最適条件として、住民流入の限界的貢献度が各地域で等しくなる

ことが要請されている。 

 ところで、地域数を選択可能としていた前節までの最適条件を比較すると、最も大きく

異なるのはこの条件である。地域数が可変の場合には、最適な地域数に関する(2.5)式に見

られるように、住民一人当たりの限界的貢献度は地域間で等しいとともにゼロとなること

が要請されていた(Wooders, 1980)。これは、限界的住民の貢献度がプラスである限り住民

の移動を受け入れるか、あるいは逆に地域数を減らしてゆくことにより各地域の住民数を

増やすことにより限界的貢献度をゼロに近づけることが最適な地域規模を達成する方法で

あることを意味していた。地域数（および住民数）が固定の設定の下では、このような条

件を追求することは不可能であり、パレート最適の下においても地域の最適数、あるいは

最適な地域規模を達成することはできない。このように、地域数が限定的な場合には、消
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費を最大とする人口配分が達成できないことがわかる(Atkinson and Stiglitz, 1980)。 

 ところが、Tiebout モデルを応用する多くの研究においては、このような限定的地域数状

況を想定して分析することが多い12。そこで、前節と同様に、限定的地域数の下でのパレー

ト最適性が、人々の自由な地域選択と完全競争的な市場均衡のもとで、分権的な地方政府

により達成されるか否かを検討しよう。 

 

個人の地域選択と分権的地方政府 

 住民は私的財や公共財の消費により達成できる効用を 2 地域間で比較し、より高い効用

が得られる地域を選んで居住すると仮定し、地方政府は当該地域の住民の効用を最大化す

るように地方公共財の供給を決定すると仮定しよう。したがって、住民の居住地選択は、

各地方政府の公共財供給に依存して決まることになる。これは、地方政府が公共財の供給

を通じて住民を自地域に呼びこむことができることを意味しているとともに、住民移動を

通じて 2 つの地域の公共財供給という政策決定が相互に依存しあっていることを意味して

いる。このような相互依存関係の下での政策決定は、通常、ゲーム論的な相互依存関係を

前提として Nash 均衡を求めることにより分析されることが多い。 

これまでの研究の蓄積を検討するために、ここでは、まず、Flatters et.al. (1974), 

Stiglitz(1977), Boadway and Flatters(1982)などにしたがって、近視眼的(Myopic)な地

方政府を想定しよう。このような想定のもとでは、地方政府は公共財供給がもたらす住民

移動の効果を考慮することなくその供給水準を決定することになる。その後で、ゲーム論

的な相互依存関係を考慮した Nash 均衡を導出し、比較検討しよう。 

近視眼的な地方政府を想定した上で、地方政府の公共財供給の最適条件を求めよう。生

産関数の一次同次性に関する仮定①と地代に関する税の仮定④より、次のように示すこと

ができる。 

 

    ]),([
1),(

ii
ii

iNii
Nii gLNf
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fx 


 , 2,1i  (2.26) 

 

したがって、政府の最大化問題は次のように示すことができる。 

 

     
ii gx

Max
,

 ),( ii gxu                  (2.27) 
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12 例えば、Flatters et. al. (1974)、Boadway and Flatters (1982)、Myres (1990)などを参

照されたい。 
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近視眼の仮定から、政府は公共財供給に伴う住民の移動には考慮することなく最大化行

動を行う。その結果、最適化のための１階の条件として次のような条件式を得る。 

 

      1
xi

gi
i u

u
N , 2,1i               (2.28) 

      iiii gxNLNf ),( , 2,1i          (2.29) 

      ),(),( 2211 gxugxu               (2.30) 

      NNN  21                 (2.31) 

 

ここで、(2.28)式は、第１地域、第２地域の公共財供給における Samuelson 条件に他なら

ない。(2.29)式は、各地域の資源制約条件である。また、(2.30)式は、Tiebout 的定住均衡

の条件を 2 地域のケースについて示したものであり、地域間の効用均等化条件となってい

る。最後に、(2-31)式は人口制約を示している。 

 

地域経済の均衡 

 (2.28)式から(2.31)式により示される分権的均衡条件が、効率的資源配分の条件を満た

すものであるかどうかを検討しよう。まず、私的財と地方公共財の最適供給条件に関して

は、(2.28)式は私的財と公共財の限界変形率が 1 という簡単化の仮定の下で、公共財の最

適供給条件に一致することがわかる。また、生産の最適条件に関しては、各地域の生産関

数を１次同次と仮定したことから、完全競争的な市場のもとで利潤最大化条件が成立して

いることがわかる。残された問題は、完全な人口移動の下で成立する両地域の効用均等化

条件(2.30)式と人口配分式(2.31)により、同時に人口の最適地域間配分条件式(2.25)を成

立させるか否かである。 

 

Tiebout 均衡と最適人口配分 

 Tiebout モデルにおいて各個人は、自分の効用が最大となる地域を選んで地域間移動する

ことが想定されている。そこで、最適な人口移動が達成されれば各地域の効用水準は均等

化することが示される。このような分析を進めるために、Stiglitz (1978) に従って間接

的効用関数を用いて、各地域の住民数と効用水準の関係を示す。ここでは、(2.28)式の最

適条件を満たす私的財と公共財について、(2.29)式を用いて各地域の効用関数

),( ii gxuu  を書き換えることにより、その地域の住民数に依存する間接的効用関数を以

下のように示そう13。 
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 , 2,1i                (2.32) 

 
13 Varian (1978)などを参照されたい。 
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これを人口 iN に関して微分することにより、次の表現を得る。 
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 , 2,1i  (2.33) 

 

(2.33)式は、住民一人が第 i 地域に追加的に移住したとき当該地域の住民の効用に与える影

響を示しており、「人口移動の社会的限界便益」と呼ばれている。2.4.節(2.5)式に見られ

るように、各地域の効用が人口 iN に関して最大化されているのであれば、(2.33)式はゼロ

となる。その下では、次のような関係が成立している。 

 

          0),( *  iiNi xLNf , 2,1i                         (2.34) 

 

(2.34)式第１項は、住民が一人増えたとき、労働者として 1 人が生産に参加することによ

る生産量の増加分を示し、第２項は、同様に消費者 1 人が増加することによる消費の増加

分を示している。すなわち、(2.34)式は追加的住民の当該地域に対する限界的貢献がゼロ

となるまで人口流入を要請するものであり、最適な人口の地域間配分条件式に他ならない。

さらに、このとき同時に各地域の住民移動に関する限界効用がゼロとなり、各地域の効用

を最大化していることがわかる。最適な人口配分に関する条件が満たされることがわかる。 

  ところが、地域数が固定の場合には、(2.34)式が成立するのは偶然でしかありえない。

一般的には(2.34)式は正あるいは負の両方の符号を取りうる。(2.34)式が正の場合には、

さらなる人口増加が当該地域の生産活動にプラスの効果を及ぼし、住民の効用水準を上昇

させることを意味している。逆に、(2.34)式が負の場合には、この限界的貢献もマイナス

となり、住民の流入が効用水準を下げることを意味している。 

 対称的地域の仮定から、均衡における人口は均等(
 NNN 21 )であり、また、生産関

数が等しいことから私的財、公共財の供給量も等しくなる。したがって、この点における

人口移動の社会的限界便益(2.33)式を求めると、両地域において等しく、 )()( 2211 NVNV 
となっていることがわかる。 

このような関係を図に示したものが以下の図である。そこでは、縦軸に両地域の効用水準

[ )(),( 2211 NVNV ]を測り、横軸にはそれぞれの地域の人口を、第 1地域の 1N については左

側から、第 2地域の 2N については右側から測っている。横軸の長さは N であり、 N 点に

おいて最適な人口配分を示している。 

 

第 2-2 図．安定的な Tiebout 均衡 
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       第 2-3 図．不安定な Tiebout 均衡 
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図 2-2 は、安定的な Tiebout 均衡を示している。均衡が得られる人口配分は、対称的な地

域の仮定から
 NNN 21 となる。この図の均衡点(E)においては、両地域の効用水準は

等しくなっており、人口移動の裁定条件(2.30)式が満たされている。さらに、両地域の住

民移動に伴う限界便益(2.34)式は負となっており、均衡点における人口は最適とはなって

いないことがわかる。しかしながら、対称的地域の仮定から、均衡点において両地域の住

民移動の限界便益は等しくなっており、最適条件(2.25)式を満たすことがわかる。 

他方、第 2-3 図は不安定な Tiebout 均衡を示している。ここでは人口移動に伴う限界的

貢献がすべての人口範囲において正となっており、人口の増加による規模の利益が働いて

いる。そのため、ひとたび人口がどちらかに偏れば、すべての人口を有する地域と住民が

まったく存在しない地域とができる。規模の経済が発生する場合には、人口の増大に伴っ

て労働者一人当たりの生産性が上昇し、さらに、公共財供給に規模の利益が働くため、一

人当たりの公共財供給コストが低下し、それに伴って住民の効用水準が増加する。この場

合には、両地域の効用水準は、人口が増加すれば増加するほど高くなり、ひとたび均衡点

を外れるとどちらかの地域に人口が集中してしまうことになる14。 

 

２.７ 非対称的地域の場合 

 以下の分析では、地域の非対称性の問題に焦点を当て、住民の地域間移動と地方政府の

分権的政府活動の効率性を検討する。地域間非対称性の原因としては、いくつかのものが

考えられる。それらのうちの重要な一つとして、土地の供給量や生産関数が異なる場合な

ど各地域の生産条件が異なる場合があげられる。ここでは、土地の供給量が地域ごとに異

なる場合について分析を進めよう15。 

 

非対称的地域モデル 

 ここでも 2 地域からなる経済を検討する。これらの地域は、土地の供給量が異なる点を

除いては基本的に同じである。ただし、分析を簡単にするために、各地域には規模に関す

る収穫一定のもとで操業する、それぞれ１つの企業が存在すると考える。また、結果を明

瞭な形で示すために、地方公共財は私的財と完全代替の関係にあり、その供給費用は１と

仮定する。 

 以上のような仮定の下で、各地域が地方公共財の供給について最適化行動を取っている

場合の分権的地域経済の均衡条件は次のように示される。 

 

 
14 Atkinson and Stiglitz(1980)を参照されたい。 
15 本節における議論は、Atkinson and Stiglitz (1980) や伊多波(1995)に多くを依拠してい

る。 
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              iiiii gxNLNf ),( , 2,1i                  (2.36) 
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             NNN  21                                  (2.38) 

 

(2.35)式は、第 1地域、第 2地域の公共財供給における Samuelson 条件に他ならない。(2.36)

式は、各地域の資源制約条件である。また、(2.37)式は、ティブー的定住均衡の条件を 2

地域のケースについて示したものであり、地域間の効用均等化条件となっている。最後に、

(2.38)式は人口制約式を示している。 

 

地域経済の均衡 

 (2.35)式から(2.38)式により示される分権的均衡条件が、効率的資源配分の条件を満た

すものであるかどうかを検討しよう。まず、私的財と地方公共財の最適供給条件に関して

は、(2.35)式は私的財と公共財の限界変形率が１という簡単化の仮定の下で、公共財の最

適供給条件に一致することがわかる。また、生産の最適条件に関しては、各地域の生産関

数を１次同次と仮定したことから、完全競争的な市場のもとで利潤最大化条件が成立して

いることがわかる。残された問題は、完全な人口移動の下で成立する両地域の効用均等化

条件(2-37)式が、人口の最適配分条件式を成立させるか否かである。 

 

Tiebout 均衡と最適人口配分 

 Tiebout モデルにおいて各個人は、自分の効用が最大となる地域を選んで地域間移動する

ことが想定されている。そこで、最適な人口移動が達成されれば各地域の効用水準は均等

化することが示される。ここでも、(2-35)式と(2-36)式を用いて、各地域の効用関数を書

き換えることにより、その地域の住民数に依存する間接的効用関数を以下のように示す。 
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これを iN に関して微分することにより、次の表現を得る。 

 

   ]),([)](,
)(),.(

[),( **
*

iiiNiii
i

iiiiNi
xiiiNi xLNfNg

N

NgLNf
uLNV 


 , 2,1i  (2.40) 

 

(2.40)式は、住民一人が第 i 地域に追加的に移住したとき当該地域に与える影響を示すいわ

ゆる「人口移動の社会的限界便益」である。先に述べたように、各地域の効用が人口 iN に
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関して最大化されているのであれば、(2.40)式はゼロとなる。 

 

非対称地域間の住民移動と経済厚生 

 (2.39)式の間接的効用関数を代入した地域間効用均等化条件と、人口配分制約式(2.38)

式とから決まる人口配分の効率性を検討しよう。先にみたように、地域間人口配分が(2.34)

式を満たすものであれば、効率的な地域間資源配分が達成され、非対称的な複数地域経済

における分権的均衡の効率性が保証される。これを検討するために、間接的効用関数と人

口配分制約式とにより示される典型的な均衡を示したのが図１である。(2.40)式からわか

るように、間接的効用関数がどのような形状を取るかは、一般的には確定できない。ここ

では典型的なケースとして適当な人口の範囲内で最大値をとるようなものを想定している。

また、この図では、第１地域の方を相対的に土地供給が豊富な地域と想定して描かれてい

る。 

 

 

     第 2-4 図．非対称的地域の典型的な均衡 

 

 

 

 

  第 2-4 図は、安定な均衡点であるが、両地域ともに最大効用を達成することが出来ず、

人口の地域間最適配分は達成されていない。さらにこの場合には、非対称地域の仮定より、

均衡点における住民移動の限界的便益は、一般的には両地域間で異なっている。したがっ

て、非対称的地域の場合には、Tiebout 均衡を示す効用均等化条件式(2.37)が成立したとし
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ても、住民移動の最適条件(2.25)式は一般的には成立しないことがわかる。たとえば、

2211 xfxf NN  の場合には、第１地域から第２地域への人口の再配分により、両地域の

効用水準が高まるというパレート改善の余地が残されている。このような意味で、非対称

地域間の分権的均衡には非効率性が残り、「分権的経済の失敗」が生じることになる16。 

 

「足による投票」と「分権化定理」 

足による投票が持つ選好顕示に関するこのような積極的な議論と比較して、Oates の「分

権化定理」は、住民の選好が地域的に分布しており、いわば、地域ごとに必要となる公共

財が異なっている場合で、しかも異なる地域間では公共財に対する住民のニーズも異なる

ような状況に議論を限定している。すなわち、住民の選好が地域内では同一で、かつ、地

域間では異なるような多数の地域が存在する場合、中央政府が全国で画一的な公共財を供

給するよりも、住民のニーズをよく知る地方政府が分権的に供給することが効率的であり

望ましいことを述べている。このように、「分権化定理」が示唆する地方分権の合理性は

Tiebout モデルが持つような公共財に対する選好顕示といったような積極的な側面は弱い

が、ある種、住民の選好の地域ごとの差異に対応すべき公共財供給のあり方を述べている

と考えることができよう。 

 

 

 

 

 

Appendix 超越的な政府による公共財供給の最適化問題 

 

超越的な政府による公共財供給と地域の効率的な資源配分に関する最適化問題は、各地

域の資源制約式、土地制約式、人口配分の制約式を制約条件として、社会的厚生を最大化

する問題として定式化することが出来る。社会的厚生関数として、ここでは、全住民の効

用の総和を用いることにすると、この問題は通常のラグランジュ未定乗数法により解くこ

とが出来る。 
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(A2.1) 式より、最適化のための 1階の条件は次のように与えられる。 

 

 
16 伊多波(1995)を参照されたい。 



57 
 

   01 







k

N

x

u
N

x

H                                       (A2.2) 

   0)(1 







g
g

u
N

g

H                                     (A2.3) 

   0),( 321 



nllnf
m

H                                  (A2.4) 

   031 







m
n

f
m

n

H                                       (A2.5) 

   021 







m
l

f
m

l

H                                       (A2.6) 

    0
2321 




k

N

k

N
x

k

H                                      (A2.7) 

   0)(),(
1





gx
k

N
lnf

H 


                               (A2.8) 

   0
2





mlL
H


                                          (A2.9) 

   0
3





mn
k

NH


                                         (A2.10) 

 

 (A2.2)式と(A2.3)式より、各地域における私的財と公共財の最適供給に関するサミュエ

ルソン条件(2)式を得る。 
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ここで、 N は地域の住民人口であり、 kNN  と示される。次に、(A2.7)式を(A2.4)～

(A2.6)の条件式に適用し、整理することにより、最適な企業数に関する以下のような条件

を得る。 

 

   ),().(),( lnfllnfnlnf ln                  (A2.12) 

 

この式を要素所得分配に関するオイラーの定理と合わせて理解することにより、最適な企

業数が達成される点（最適点）においては生産関数が規模に関する収穫一定となっている

ことがわかる。したがって、最適な企業数は、各地域、各企業の労働者数が(A2.12)式を満

たすように配分される数であることを要請している。 
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 次に、各地域の最適な人口配分については、(A2.8) 式から得られる財の資源制約式に

(A2.4)～(A2.6)式を用いて整理することにより、最適な人口数の決定式(A2.13)式を得る。 

 

   
N

lnfLg
xlnf l

n

),()(
),(





               (A2.13) 

 

ここで、(A2.13)式の左辺は、当該地域に住民が一人流入したときの財の生産量増加分から、

当該個人が消費する私的財を差し引いたものであり、住民流入による地域への限界的な貢

献度を示している。他方(A2.-13) 式の右辺は住民一人当たりの公共財供給コストから、住

民一人当たり地代を差し引いたものであり、いわば公共財供給の一人当たり費用負担の限

界的増加を示している。最適人口は、このような 2 つの変数が一致する点において得られ

る。 

 ところで、(A2.6)式に(A2.7)式を代入することにより、(2.4)式の右辺はゼロとなること

がわかる。すなわち、 

 

   xlnfn ),(                         (A2.14) 

 

を得る。これは、労働の限界生産物と私的財の一人当たり消費量が等しくなるように最適

な住民数が決定され、したがって、総人口より最適な地域数が決定されることを意味して

いる。また、(A2.13)式の左辺もゼロとなることから、直接次の式を得る。 

 

   ),()( lnfLg l                       (A2.15) 

 

 これは、最適点においては各地域の公共財の供給コストがその地域の地代総額と等しく

なっていることを要請する条件であり、地方公共財供給のゴールデン・ルールあるいは、

公共サービスを地代により賄うという意味で Henry George 定理と呼ばれている。 
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第3章 ヤードスティック競争と公共財供給の効率性 
 

 

3.1 はじめに 
第2章においては、Tiebout (1956)の「足による投票」が地方公共財の最適供給を

導くことを示した。それは、住民が無数に存在する地域の公共財と課税の組み合わせ

を比較し，自身の効用水準が最も高い地域を選んで移住することにより、地方政府間

で住民獲得競争が生じ，地方公共財が効率的に供給されるというものであった。この

理論は、それ以降、地方分権と地方公共財の最適供給に関する理論的な根拠となっ

てきた。 
しかしながら，いわゆる「足による投票」仮説が成立するためには，①多数の地域が

提供する公共財やその費用条件などに関して住民が完全情報を持っており、②住民

が地域間を自由に、しかも移動費用なしで移動することができ，また，③地方政府は

自身の公共財供給量に対する住民の選好や評価を完全に把握していることなど、非

常に厳しい前提条件が満たされることが必要となる1。 また、④住民の効用を最大化

する「善良な政府」の仮定も、近年の公共選択論やゲーム論をベースとした理論的展

開の中ではその妥当性が検討の対象となっている2。住民と地方政府のより現実的な

関係を描写するためには、新たな接近が必要となっている。 
 現実的には、住民の地域間移動には少なからぬコストが伴うことは言を待たないが、

住民にとって地方政府の行政活動の多くは迂遠なものであるかも知れないし、また、

地方政府が住民の公共財に対する選好や租税負担の支払い意思などについて十分

な情報を持っているとは想定できない。このような認識に立って、その後いくつかの新

たな視点を含む理論的な展開がなされた。まず住民の移動性に関する仮定について

は、Hirshman(1972,1978)による「声と退出」（Voice and Exit）のモデルにおいて、

住民が地域間を自由に移動する代わりに、居住地域の公共財に不満がある場合には、

住民を組織して政府に対して交渉を試み、それがうまく行かなかった時に初めて退出

するという設定を取っている。 
また、公共選択論の分野においては、政府の行動目標が「住民の効用の最大化」

をはかるものではなく、官僚の自己目的行動の結果、予算、公共支出の最大化をはか

るものとなっていたり(Niskanen,1971) 、自己目的的な政府によるレントシーキングを

前提とするものもある(Brennan and Buchanan, 1980)3。Barro (1973)においては、

そのような利己的な政府の行動を規律付け、個人の利益にかなう行動を引き出すメカ

ニズムとして選挙が有効であることが示されている。また、Ferejohn (1986)において

                                                  
1 Rubinfeld (1987) 
2 例えば、Brennan and Buchanan (1980,1985)、Mueller (2003)などを参照されたい。 
3 日本においては、横山(1995)、長峯(1998，2012)などの研究が蓄積されている。 
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は、情報の非対称性を前提とするプリンシパル=エージェントモデルを用いて、住民の

実績評価に基づく投票行動が利己的な政府の規律付けに与える長期的な効果を検

討している。 
本章では、このような研究を発展させた、Seabright (1996)による地方選挙を導入

した公共選択モデルを用いて，地方政府の公共財供給行動に接近する。Seabright
が構築した実績投票モデルを発展させ、近隣自治体とのパフォーマンス比較(ヤード

スティック比較)に基づく投票行動を導入することにより、いわゆるヤードスティック競争

と呼ばれるモデルを構築する。このモデルは、住民と地方政府の間の情報の非対称

性を前提として、選挙において住民の付託を受けた地方政府の代表が地方公共財の

供給を代行するという、いわゆるプリンシパル＝エージェント（委託人と代理人）関係を

基本的な設定としている。そのもとで、プリンシパルである住民が自地域と隣接地域の

地方政府の政策を比較し、不満がある場合にはエージェントである地方政府の再選を

許さないという選挙行動をとることにより，公益事業規制におけるヤードスティック競争

と同様に，地方政府の最大限の努力を引き出すことが可能となることが示される4。 
このように，ヤードスティック競争における住民および政府の行動は、先に述べたテ

ィブーモデルの問題点に対して、より現実に近い地方政府間競争を描写したものであ

ると考えられる5。ところで、小西(2009)および田中(2013)においては、Seabrightのモ

デルを応用した2地域モデルにおいて、政治家の努力水準である地方公共財供給量

が2種類の場合（高いケースと低いケース）に限定してヤードスティック競争の効果を検

討し、両地域の経済条件が似通ったものであるほど政治家の努力を引き出す効果が

期待できることが明らかにされている。しかしながら，従来のヤードスティック競争モデ

ルにおいては，地方公共財の供給水準をエージェントの努力水準と設定し、したがっ

て公共財供給量が高いほど地方政府は努力していると解釈されてきた。ところが、

Samuelsonの貢献にも見られるように、公共財の最適供給量は、資源制約の下で代

替的な財としての私的財の供給量との関係で、消費者の限界代替率と生産における

限界変形率との関係により測られることが知られている(Samuelson 1954)。したがっ

て、私的財を考慮しないこのような体系では、ヤードスティック競争によって達成される

                                                  
4 選挙が地方政府に与える規律付けの効果については、Seabright(1996)などを参照されたい。また、この論文で

は、住民の負託に政府がどの程度こたえられるかというアカウンタビリティの観点から地方分権と中央集権を比較し、

地方分権の優位性を証明している. 
5ヤードスティック競争に関する実証的研究として、Besley and Case (1996)は、アメリカでは減税が票

獲得の手段となり、地方の首長は再選のための手段として住民税や所得税を切り下げる行動が観察できる

ことを実証的に示た。Nishigaki, et. al (2013)は、日本の都道府県データに基づき、地方税率にはほとんど

差がないため、支出ベースでの推計を試みた。その結果、民生費や固定資本形成などいくつかの支出項目

について、現職知事の再選確率との間に有意な正の相関が示されている。このほか、Bordignon et.al (2003), 

Case (1993), Revelli (2003, 2005, 2006a)、Revelli et. Al (2007)などの研究がある。 
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地方公共財供給量の資源配分上の経済的効率性については判断を下されてこなか

った。 
さらに、Seabrightのモデルにおいては、プリンシパルによって与えられた固定的な

再選レントの獲得を目的とする設定になっており、自己利益追求型の政府を扱いなが

らも、彼らのレントシーキングの可能については検討の対象として来なかった。他方、

Besley and Case (1995)をはじめとして研究成果が蓄積されてきた、もう一つのヤー

ドスティック競争の研究の流れの中では、地方政府が同じ水準の公共財を提供すると

いう仮定の下で、公共財供給のための費用に攪乱要因を導入し、徴収する税による

競争の中でレント獲得の可能性を取り扱っている。事前確率をあらかじめ与えた単純

化された展開型ゲームを用い、情報の非対称性の下でレントシーキングと税率の設定

によるヤードスティック競争を分析している6。 
本章の目的は，住民による私的財と地方公共財の選択を導入し，ヤードスティック

競争において達成される地方公共財の供給水準が、資源配分の観点から効率的な

水準にあるのか否かを考察することである。また、地方政府によるレントシーキングの

可能性を明示的に導入することにより、ヤードスティック競争が地方政府の行動に規

律を与え、超過レントの発生を抑制することができるかどうかを検討する7。 
さらに、Seabright(1996)においては、経済環境や住民の選好等の地域間の差に

関する攪乱項を導入し、それが住民と政府の間の情報の非対称性をもたらしていた。

ここでは、非対称情報をより明確に位置付けるため、地方政府の公共財供給コストに

おける地方政府間格差の変数として攪乱項を導入し、公共財の供給コスト情報につい

ての政府と住民の間の情報の非対称性を明示的に取り扱う。 
ところで、すでに第1章で述べたように、ここで取り扱うトーナメント型のプリンシパル

=エージェントモデルと、Besley and Caseをはじめとする展開型のモデルの差異につ

いては、Salmon (2006)が、以下のようにまとめるている。すなわち、Besley and 
Caseをはじめとする多くのヤードスティック競争の研究においては、基本的に情報の

非対称性がもたらすアカウンタビリティの問題に焦点を当て、住民＝投票者が直面す

る逆選択の問題を分析する。つまり、ヤードスティック競争により、投票においてレント

シーカーの政治家ではなく、善良な政府(Good government)を再選させることができ

るかどうかを分析している8。それに対して、ここでも取り扱うトーナメントタイプのモデル

は、基本的にモラルハザードの問題に焦点を当て、地方政府間のヤードスティック競

争の効果として、現職の政治家がレントシーキングをせず、最大の努力水準を払うイン

センティブがあるかどうかを問題にしている。 

                                                  
6 Bordignon et.al(2004), Besley 2006), Congleton and Hillman (2015) など参照されたい。 
7 本章は、基本的に Nishigaki et. al (2011a, 2011b, 2015)に基づきながら大幅に加筆、修正したものであ

る。 
8 この他、Besley and Ghatak (2003) 、Lockwood and Hindricks 2002) などの関連研究がある。また、

レントシーキングについては Congleton and Hillman (2015) 等を参照されたい。 
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したがって、本章における研究の相対的な優位性については、次のようにまとめるこ

とができよう。第1に、展開型のヤードスティック競争モデルにおいては公共財供給量

を一定と仮定することが多いが、ここでは、公共財供給量を可変として政府の選択変

数とすることにより、私的財の明示的な導入と相まって、ヤードスティック競争における

公共財供給の最適性を検討することが可能になる。第2に、従来のトーナメント型ヤー

ドスティックモデルでは取り扱わなかった、公共財供給費用における攪乱的要因や、レ

ントシーキングの可能性を含めたヤードスティック競争を分析することが可能となって

いる。第3に、ここで取り扱うヤードスティックモデルにおいては、政府の政策決定行動

を扱うことができるので、財政外部性に対処する地域間財源移転や定率補助金やある

いは、ヤードスティック競争における租税競争の帰結といった政策的な分析に容易に

応用することができる。最後に、同じ理由から、ティブーモデルや、あるいは一般均衡

の地域モデルにおいて展開されてきた既存の研究成果の蓄積と直接比較することが

可能となることにある。 
分析の結果は以下の通りである。第1に，住民の公共財と私的財の選択を考慮した

ヤードスティック競争によって達成される地方公共財の供給水準は、Seabright モデ

ルの供給水準より小さく、特に、パレート最適値と比較しても過小であることが明らかに

なった。第2に，超過レントが発生しない状況は、再選レントという再選報酬が十分に

高い場合や、攪乱項の標準偏差が低い場合など、レントシーキングがもたらす再選確

率の限界的な低下効果が大きい場合であることがわかった。第3に、ヤードスティック

均衡における公共財供給の効率性を改善するために、公共財供給の努力水準に伴

って増加するインセンティブ型の報酬形態を検討し、公共財の過小供給が軽減される

状況について検討した。 
以下では議論は次のように展開される。まず、3.2節において、プリンシパル＝エー

ジェントモデルの基本的な想定や先行研究の成果が提示される。続いて、第3.3節に

おいて、後の分析の比較の対象としてSeabrightのモデルと提示される。続いて第3.4
節においては、拡張されたヤードスティック競争モデルが提示され、レントシーキング

の抑止効果や公共財供給水準の望ましさが検討される。第3.5節においては、インセ

ンティブ契約を導入し、公共財供給水準に与える影響を検討する。最後に、第3.6節

において結論を述べる。 

 
3.2 暗黙的契約と投票によるトーナメントモデル 

プリンシパル=エージェント関係における暗黙的な契約モデルの代表的な研究には

Lazear and Rosen (1981) がある9。彼らの研究では，エージェントとしての労働者が

互いに競い合うようなトーナメントモデルにおいて、プリンシパルである雇用者がどのよ

                                                  
9 契約理論やインセンティブメカニズムの設計に関しては、伊藤(2003)、伊藤、小佐野(2003)、柳川(2000)
などの研究がある。 
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うな報奨金を与えればエージェントである競争者の努力水準を最も引き出すことがで

きるかを検討している。このモデルでは、2 人の競争者に生産物を生産させ，より多く

の生産物を生産した競争者に高い報奨金を、生産量が低かった競争者には低い報

奨金を与えるという報酬設定になっている。また，労働者が生産する生産物の量は，

努力水準に加えてランダムに発生する撹乱項に依存しており、この存在により雇用者

には各労働者の正確な努力水準は観察されない。したがって，労働者が得る報奨金

は努力水準に直接的に依存しない。ここでは，他の競争者よりも多くの生産物を生産

し，高い報奨金を獲得するといった、競争相手の生産性をものさしとするヤードスティッ

ク競争が生じている。そして，努力水準が完全に特定できない状態で，どのような報奨

金を与えることで労働者の努力水準を上昇させることができるのかが分析されている

(Green and Stoky, 1983, Nalrbuff and Stiglitz, 1983)。 
 Ferejohn (1986)やSeabright (1996)は、このようなプリンシパル＝エージェント

モデルを応用して、住民が地方選挙を通じて地方政府と公共財供給の代理契約を行

うモデルを構築した。そこでは、情報の非対称性の存在を前提として、プリンシパルと

しての住民が、地方公共財の供給をエージェントである地方政府に任せ、その供給水

準と費用負担とが満足の行くものであるならば、次期の選挙において現職の政府に投

票し、再選を果たした政府は一定の再選レントを得るという設定になっている。住民は、

政府が提供する公共財やサービスに関する費用などの情報を必ずしも熟知している

わけではないし、また、地方政府も住民の公共財の選好等について完全な情報を得

ているわけではない。このような非対称情報のもとでは、エージェントのレントシーキン

グやモラルハザードなどエージェンシーコストが発生することが知られている。地方財

政の枠組みにおいては、この問題は、効率性の低い公共財供給、すなわち公共財供

給の費用効率性を高める努力を怠ったり、住民の望まない公共財を安易に提供したり

などという政府の怠慢と考えることができよう。地方財政のヤードスティックモデルは、こ

のようなエージェンシー問題を防止し、エージェントである地方政府の行動を効率的な

ものとするように規律付けすることができるかどうかを検討するものである。 
しかしながらFerejohn (1986)やSeabright (1996) は、現職政府のパフォーマンス

が過去の実績と比較して一定以上の要求水準を満たし、満足できるなら住民＝投票

者は現職政府に投票するという、いわゆる実績投票で再選するか否かが決定される設

定となっている。その下で，地方政府間における地方公共財の供給量を求めている。

これは見方を変えると、平均的な他地域住民の効用水準を基準として、その効用水準

よりも高くなるように自地域の地方公共財供給量が決まるなら現職に投票する設定に

なっている。また、第1章において述べたように、Salmon (1987)においては、地域間

のパフォーマンスの差を比較することが、自地域の政府や政治家のパフォーマンス評

価に有用な情報を与えることが指摘されている。また、先述のように小西(2009)、田中

(2013)においては、Seabright型の2地域モデルを用いて、政府の選択する努力水準
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(公共財供給水準)を2ケース(高い場合と低い場合)に限定したうえで、ヤードスティック

競争がエージェントの努力水準を引き出す効果を検討している。その結果、両地域の

経済環境や諸条件の相関が高いほどヤードスティック競争が有効であることを示して

いる。 
そこで、本章ではまず、競争者間の相互作用によって生じるLazear and Rosen 

(1981)やGreen and Stokey (1983)のコンテストあるいはトーナメントモデルの枠組み

を、Seabright(1996)の地方政府による公共財供給モデルへ導入し、地方政府間の

地方公共財供給量決定の相互作用において、ヤードスティック競争が行われるモデ

ルを新たに構築する。すなわち、Besley and Case (1995)に見られるように、自地域

や他地域の地方公共財供給量が変化したときに，自地域地方政府の再選確率にプラ

スやマイナスの影響を与え、地方政府が地方公共財の供給量を変化させるといったヤ

ードスティック競争の枠組を構築し、その効果を分析する。 
さらに、公共財供給の最適性は、Samuelson (1954)のいわゆるサミュエルソン条件

にも見られるように、有限な資源を私的財と公共財にどのように配分するかという問題

から判断されるべきものであることに注意しなければならない。この観点から

Seabright (1996)のモデルを見ると、公共財供給の努力水準のみに焦点が当てられ

ており、私的財を含む２財モデルの枠組みとなっていないという問題点がある。そこで、

本章においては、 Seabright(1996)のモデルに私的財を導入し、これら2財の資源

配分の最適性を通じて、地域間のヤードスティック競争の効率性を検討する10。 
ところで、私的財を明示的に扱うことに伴い、ここでは住民と地方政府の予算制約

式を明示的に取り扱うことが必要になる。それに伴って、政府と住民の間の情報の非

対称性についても、より詳細な取り扱いが求められる。ここでは、Besley and Caseな

どを先駆的研究とする展開型のヤードスティック競争モデルと同様に、公共財供給の

費用に攪乱的要因を導入し、より明確な非対称情報の下で分析をおこなう。あわせて、

トーナメントモデルではあまり考えてこなかったエージェントによるレントシーキングの

可能性を明示的に取り入れ、より一般的な想定の下でヤードスティック競争の経済的

帰結やインセンティブ効果を検討する。 

 
 
3.3 ヤードスティック競争モデル 

 
3.3.1 基本的な仮定 
 本節においては、2地域モデルにおいてヤードスティックモデルを構築し、そこにお

いて供給される地方公共財の最適性を検討する。隣接する2地域による公共財供給

                                                  
10 本章では財の生産は明示的には取り扱わない。第 8 章においては、地域間移動可能な生産要素である資

本を導入し、生産活動を明示的に取り扱う。 



 65

のヤードスティック競争モデルを展開する前に、先行研究との比較において結果を明

瞭に示すために、まず、Seabrightによる実績投票モデルを展開する。その後、公共

財に加えて私的財が存在する2財モデルにおいて、住民が近隣自治体の公共財供給

のパフォーマンスと比較して現職政府への投票を決定するヤードスティック競争モデ

ルを用いて公共財供給の効率性を検討する。以下では、まず、これら2つのモデルに

共通する特徴をまとめて示そう。 
① 自己利益を追求する利己的な政府を仮定する。地方政府の行動目標は、公共財

供給を通じた当該地方の住民の効用最大化ではなく、次回の選挙で再選されるこ

とにより得られるレント獲得をめざして、再選確率を高めるように公共財供給を行う

ことである。 
② 住民の地域間移動は仮定しない。したがって、Tiebout モデルにおいて地方公

共財供給の最適性を達成するための調整メカニズムとしての住民移動や、課税に

ともなう移動可能資源の地域外への流出などはおこらない11。その代わりに、各地

方が供給する公共財やサービスに関する情報が地域間を移動することにより、住

民の当該地方の政府を評価するための情報として機能し(ヤードスティック評価)、
政策競争を引き起こす。 

③ 住民の公共財に対する需要や課税に対する要望は、地方選挙において得票を得

て再選することができるかどうかを通じて、間接的に政府に伝わる。したがって、住

民の意思決定は、選挙を通じて政府の政策決定に影響を及ぼすことができる。 
④ 利己的な政府の行動は、このようにして、選挙により規律を与えられる。再選による

レント獲得のインセンティブが、住民の評価を高めるような公共財供給の行動をも

たらし、アカウンタビリティの達成につながる。 

 
3.3.2 Seabright(1996)モデル 

本小節では、後に行う消費選択を導入したヤードスティック競争モデルにおける地

方公共財の供給条件と比較するため、まずSeabrightモデルから得られる均衡条件を

導出しその効率性を検討する。Seabright モデルは、地方政府の再選に関する住民

の投票決定が実績投票にて行われることと、私的財やレントシーキングの可能性を明

示的に考えず、いわゆる公共財供給決定モデルとなっている点が、後に提示される拡

張されたヤードスティックモデルと異なっている12。 
①住民の効用水準は，次のような手順で決定されると仮定する。最初に，地方政府が

それぞれ非負の地方公共財供給水準 ig を同時に選択する。また， ig が決定されると

                                                  
11 先述のように、本書の第 8 章においては移動可能な資本ストックを導入し、ヤードスティック競争にお

ける租税競争の効果を検討する。 
12 ただし、Seabright(1996)は、中央集権との比較を検討するため、1 地域モデルに加えて n 地域モデル

も検討している。 
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き，税率 it も決定される。次に，攪乱項 i が独立に平均ゼロの密度関数 )(D に従い

決定され，住民の効用水準が決まる。 
②住民は一定の評価基準値C をもっており、それと自らの効用水準を比較し，自地域

の地方政府を選挙によって再選させるか否かを決定する。すなわち，住民は，自身の

効用水準が少なくとも C を越えれば，当該地域の地方政府を再選させる。したがって，

当該地域の地方政府が再選されるための条件は、 

 
  CgugU iiii   ),(                    (3.1) 

 
となる。ここで，C は他地域の平均的な住民の効用水準や自地域の地方政府から得ら

れた過去の効用水準と解釈してもよい13。 
③住民と地方政府の間の非対称的な情報構造は以下のようなものを仮定している。公

共財が供給され、撹乱項が確定すると、住民は効用水準の実現値 ),( iigU  を確定す

ることができる。しかしながら、撹乱項 i の存在により、地方政府が供給する地方公共

財の供給 ig に要する費用は住民によって観察されない。逆に、地方政府は効用の実

現値 ),( iigU  を観察することはできるが、撹乱項 i が存在するために、住民の真の公

共財選好を知ることはできない。したがって、地方政府は住民の真の公共財選好を知

らず，また，住民も政府の真の地方公共財供給量（努力水準）を知らないことを意味し

ている。 
④ 選挙の結果，地方政府は再選を果たしたとき，固定的な再選レント R を得ると仮定

する14。地方政府は公共財供給の努力を払うことから負の限界効用を感じると仮定

する。 )( igv は、地方公共財を ig だけ供給したとき地方政府が感じる効用水準であ

り、 0)( igv , 0)(  igv ， 0)(  igv と仮定する。これは，地方政府が ig だけ地方

公共財の供給量を増加させたとき，地方政府自身の効用水準が )( igv だけ減少

することを示している。したがって，地方政府の期待効用は， ig を増加させたときの

                                                  
13 これを過去の実績値と解釈する場合、実績投票(Retrospective Voting)と呼ばれる。 
14 Seabright (1996)においては、このレントの例として利権(Spoil of Office)や自己(Ego-rent)を挙げてい

る。 



 67

効用水準に、再選したときに受取る再選レントに再選確率を掛けたもの

( ])([ RgvE i  )により示され、政府はこの期待効用を最大化するように公共財を供

給する。 

 
以上のようなヤードスティック競争の下での地方政府の期待効用の最適化問題は，

次の問題ように定式化することができる。 

 

 ig
max         iiii guCRgRgE   Pr      (3.2) 

 

ここで、   iiguCpr  は、 )( iguC  の点において評価した再選確率を示している。

そして、密度関数 )( iD  の定義より， 

 

    
  iguC iii

i

dDguC  



Pr              (3.3) 

 

と示される。これは、公共財供給を増やせば )( iguC  が低下し、それに伴って再選確

率が上昇することを意味している。 

ig に関する地方政府 i の最適化の1階の条件を求めると，次式が得られる。 

 

      0)( 













i
ii

i

i

g

u
guCDRgv

dg

RgdE 
   (3.4) 

 
(3.5)式を整理すると次式が得られる。 

 
     )( iii gvguguCDR                   (3.5) 

 

 ここで、 )]([ iguCD  は、 )( iguC  において評価した再選の周辺密度を示しており、 

    ii guguCD   は、公共財一単位の供給増加による再選確率の限界的上昇を示
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している。したがって、(3.5)式の左辺は、地方公共財供給の増加がもたらす地方政府

の再選確率の上昇にともなう、再選レント R の獲得から得られる地方政府の期待効用

の限界的増加を示している。したがって、これは地方政府が得る公共財供給の限界便

益を示している。他方，(3.5)式右辺は、地方公共財の供給を増加させることに伴う地

方政府の限界負効用を示しており、これが地方政府にとっての公共財供給の限界費

用となる。 

このように、地方政府は ig を増加させることによって，選挙の再選確率が上昇し，

再選レントが得られる期待値が上昇する。しかし，追加的に地方公共財を供給するた

めには )( igv の不効用が伴う。(3.5)式から、Seabrigtのヤードスティック競争モデル

においては、自己利益追求型の地方政府は、各自の限界便益と限界費用が一致する

ところで地方公共財の供給量を決定することがわかる。 
 このようなヤードスティック競争を通じて実現する公共財は、最適な水準とどのような

関係があるのであろうか。Downs（1957）による得票最大化モデルの結論やBrennan 
and Buchanan (1980)によるリバイアサンモデルの結論から類推すれば、このモデル

においては住民の投票決定式(3.3)が公共財供給量の増加関数となっていることから、

得票の最大化のため、政府は過大な公共財供給を行う可能性がある。これを検討す

るために、(3.5)式を書き換え、代表的個人の公共財に対する限界評価について整理

することにより以下のような表現を得る。 

 

         
)]([

)(
)(

i

i
i guCDR

gv
gu




                (3.6) 

 
 ここで取り扱っている部分均衡的な公共財供給の最適性のためには、公共財の限

界評価と限界供給費用が一致する必要がある。(3.6)式の右辺は、利己的な政府にと

っての公共財供給に伴う限界効用の低下と、再選確率の限界的上昇に伴うレント獲得

の期待値の上昇を示している。ところが、Siebright (1996) においては、個人の所得

や私的財、予算制約が明示的に取り扱われておらず、また、政府の租税や予算制約

式も同様に取り扱われていない。このため、公共財の限界費用は確定できない状態に

ある。そこで、説明のため仮想的な限界供給費用 MC を用いると、公共財が過大供給

となる条件は、(3.6)式の右辺がこの MC を下回るケースである。これは次のように示さ

れる。 

 

            



)(

)(

i

i

guCDR

gv
MC                (3.7) 



 69

 
 （3.7）式より、政府の公共財供給に伴う限界負効用が小さければ小さいほど、また、

再選レントが大きければ大きいほど、さらに、再選確率の限界的増加が大きければ大

きいほど、公共財の過大供給が起こる可能性が高くなることがわかる。逆に、公共財供

給に伴う限界負効用が大きい場合、また、再選レントが小さい場合、さらに、再選確率

の限界的増加が小さい場合には、もちろん、公共財の過小供給が起こる可能性がある。

第1図は、Seabrightのヤードスティック競争モデルおける均衡点を、過大供給の場合

について示したものである。 

 
                第3-1図．Seabrightモデルの均衡 

 
 

このように、Seabrightによる地方公共財のヤードスティック競争モデルにおける公

共財の供給は、現職の地方政府が次期選挙において再選をかけて得票を獲得するこ

とを目指して行われる。そして、その最適条件は、公共財供給がもたらす再選レントの

期待値の限界的増加と、公共財供給の努力に伴う限界負効用とが等しくなるというも

のであった。したがって、公共財供給は住民の効用最大化を目的とするものではなく、

その供給水準は個人の最適値と比べて過大なのか過小なのかを判定することはでき

ない。 
また、公共財供給の効率性を判断するためには、通常、公共財と私的財の代替関

係がその基準として用いられている。一定の資源制約の中で、私的財と公共財の消費

における限界代替率と、生産における限界変形率とを合わせて検討しなければならな

いからである。このような目的から、次節においては、Seabrightモデルに、私的財を
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明示的に導入し、ヤードスティック競争モデルを拡張するとともに、公共財と私的財と

の代替関係において公共財供給の最適性を検討する。 

 
 
3.4 ヤードスティック競争と地方公共財供給 

 
3.4.1 Yardstick競争と公共財供給の合理性(住民の選択を導入したヤードスティック

競争モデル) 
本節では、ヤードスティック競争を行う地方政府の公共財供給の効率性を検討する

ために、Seabright モデルを以下のような4つの観点から拡張する。まず第1に、ヤー

ドスティック競争の効果を明示的に扱うために、Lazear and Rosen (1981)やGreen 
and Stokey (1983)のコンテストあるいはトーナメントモデルの枠組みを導入し、地方

政府間の公共財供給量決定においてヤードスティック競争が行われるモデルを新た

に構築する15。そこでは、Besley and Case (1995)などと同様に、自地域や他地域の

地方公共財供給量が変化したときに，自地域地方政府の再選確率にプラスやマイナ

スの影響が及び、それに対応するため地方公共財の供給量を変化させるといったヤ

ードスティック競争の枠組を構築する。第2に、公共財供給の最適性は、Samuelson 
(1956)における最適条件にも見られるように、私的財と公共財の代替関係における資

源配分の最適性によって判断される。このような判断を行うためには、公共財に加えて

私的財を明示的に導入したモデルを構築し、私的財と公共財の代替関係を検討する

必要がある。第3に、私的財とそれに伴う個人や政府の予算制約式の明示的な導入に

伴い、政府と住民の間の情報の非対称性についてもより詳細な取り扱いが求められる。

ここでは、Besley and Caseなどを先駆的研究とする展開型のヤードスティック競争モ

デルと同様に、公共財供給の費用に攪乱的要因を導入し、より明確な非対称情報の

下で分析をおこなう。さらに、情報の非対称性を前提とする分析においては、エージェ

ントのモラルハザードに加えてレントシーキングの可能性が問題となることが多い。地

方財政の枠組みにおいては、前者は十分な公共財供給の努力が払われず、公共財

が過小に供給されることに関連している。また、後者は汚職(Corruption)や、公共財

の供給費用において無駄な費用が発生するといった非効率性に相当すると考えられ

る。ここでは第4番目の変更点として、レントシーキングの可能性を明示的に取り扱う。 
このような考察から、本節では，住民による私的財の消費と、地方政府によるレンン

トシーキングの可能性を明示的に導入した地方政府間のヤードスティック競争モデル

を構築し、地方公共財の供給行動が最適水準を達成するか否かを考察する。 
 モデルの仮定は以下のようなものである。 

                                                  
15 Holstrom and Milgrom (1991)は、複数の委託事業に関するプリンシパル＝エージェントモデルを展開

している。 
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仮定 
① 2地域からなる経済を考える。地域1と地域2は，対称的な地域と仮定し、したがっ

て、住民数，土地の面積，企業の生産技術などが等しいと仮定する。 
② 各地域にはそれぞれの地域を管轄する地方政府1と地方政府2が存在する。両地

域の政府は、住民から税を徴収し、地方公共財を供給する。 

③ 地域 i  ( 2,1i ）に居住する住民数は in であり，両地域の住民数は同じ( 21 nn  )

で、地域間住民移動はないと仮定する。 

④ 住民は選好に関して同質的であり，私的財 ix と公共財 ig とから効用を得ると仮定

する。分析結果を明瞭に示すために、Besley and Smart (2007)や、Dur and 
Staal (2008)と同様に、準線形(Quasi-linear)の効用関数を仮定し、代表的住民

の効用は次式のように表されるとする。 

 
)(),( iiiii gxgxU   , 2,1i ,              (3.8) 

 

ここで， は私的財消費に伴う限界効用， )( ig は地方公共財から得られる効

用を示す関数であり 0 、 0)(  ig 、 0)(  ig と仮定する。このように仮定

すると，関数 )(U は、通常の準凹関数の仮定を満たすことがわかる16。 

⑤ 住民は，地域の企業に非弾力的に1単位の労働を供給し，外生的な賃金 iw を得

る。住民が得る所得は労働賃金のみである。地方政府は労働所得税 it を住民に課

し、住民は税引き後所得のすべてを私的財の購入に使用する。したがって，住民

の予算制約は次式のように表される。 

 

iii wtx )1(   , 2,1i              (3.9) 

 

⑥ 地方政府 i は地域 i の居住民のみが便益を享受する地方公共財 ig を供給する17。

また、情報の非対称性の下で、地方政府にはレントシーキングの可能性を考える。

                                                  
16 これは、 02 222  i

x
i
gg

i
g

i
x

i
xg

i
g

i
xx UUUUUUU を満たしている。 

17 スピルオーバー効果については、本書の第 6 章において検討する。 
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レントは i により示し、再選時に与えられるレントと区別するため、これを

超過レントと呼ぶ。 

⑦ 公共財 ig の供給には、予想できないコスト削減効果やLeibenstein流の内部組織

的X非効率性(X-inefficiency)が発生すると仮定する18。これは、不確実な攪乱項

i により表されると仮定する。 収入は所得税 it のみによって賄われると仮定

すると、地方政府の予算制約式は次のように示される。 

 

iiiiii nwtg   , 2,1i          (3.10) 

 

ここで、攪乱項 i は、平均（期待値）が0，地域間で独立な密度関数 )(h から与

えられる連続的な確率変数であると仮定する。 
⑧ 代表的住民の効用関数は，私的財と公共財の消費に依存して、(3.8)式のように表

されるとする。個人の予算制約式(3.9)と地方政府の予算制約式(3.10)を代入し整

理することにより、以下のように書き直すことができる。 

 

)](
1

[)(),( iii
i

iiiii g
n

wggxU   , 2,1i      (3.11) 

 

(3.11)式は、個人の効用水準が公共財、私的財に加えて、地方政府のレント取得

や公共財供給の費用に発生する攪乱要因にも依存していることを示している。 

⑨ 以下での分析の準備のために 0 および in は定数であることを考慮して、個人

の効用関数を次のように表現する。 

 

i
i

ii
i

iiiii n
g

n
wggxU   )](

1
[)(),( , 2,1i      (3.12) 
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i
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18 Leibenstein(1966)を参照されたい。 
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ただし、 )(
1

)( ii
i

ii
E
i g

n
wxEx  とする19。 

⑩ 地方政府の公共財供給に伴う効用変化は、Seabrightモデルと同様に )( igv 関数

を用いて表現する。これは 0)( igv で厳密に減少関数であると想定し、

0)(  igv 、 0)(  igv とする。倉沢(1989)、Jensen and Meckling (1976)は、

これをエージェンシーコスト(Agency Cost)と呼んでいる。 
⑪ 地方政府と住民の間の情報構造は、以下のように仮定する。すなわち、公共財供

給 ig  の供給コストとレント i は、住民には直接観察することができず、

政府の私的情報にとどまる。したがって、両地域の住民は効用水準
iU と 

jU を

知っているが、地方公共財 ig , jg の供給コストやレント i , j , そしてノ

イズ i , 
j を知らないと仮定する。 

⑫ 政府は再選されたとき固定的な再選レント R を得ると仮定する。これは現職政

府や政治家が再選のために競争するための十分なインセンティブを与える

と仮定する。 
⑬ 地方政府は、他地域の住民の効用水準を所与として、再選から得られる期待効

用を最大化するように公共財供給量とレント取得の水準を決定する(Nashの行動

仮定)。 
⑭ 住民は、自分の効用水準を近隣地域の住民それと比較して、自分の効用が上回

っているか、あるは両者が等しい場合には、現職政府に対して再選に投票する。 
⑮ 各地域の地方政府が公共財供給水準と超過レントを決定し、その後自然が攪乱

項 i を決定し、住民の効用水準が決まる。それに基づいて現職政府が政権を維

持できるかどうかを争点とした選挙が行われる。選挙の結果、政府が政権を維持

できれば固定レント R を得るが、落選すれば利得はゼロである。 

 
Seabrightモデルに必要な修正をほどこし整理した後、地方政府 i の期待効用最大

化をはかる最適化問題は次のように定式化される。 

                                                  

19 オペレーター E は期待値を示し、 



 iiiii dhxxE  )()()( と表される。 
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ここで，分布関数の定義を用いて再選確率関数を書き換えると， 
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              (3.14) 

 

ここで， ij   、 )(f は確率密度関数を表している。仮定により、 i と j は互いに

独立（iid）、期待値０の正規分布であるので、 も期待値が0の正規分布に従う20。 

(3.13) の最大化問題に制約条件式(住民の予算制約式)と(3.14)式とを代入し、1

階の条件式(Khun-Tucker条件)を ig と i に関して求めると、次式が得られる。 
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ここで、 igPr ， iPr は次のように導出される。 

                                                  
20 Lazear and Rosen(1981)を参照されたい。 



 75

 ),(),(
Pr

j
E
jji

E
ii

i
g

i

E
ii

x
i

gxUgxUfU
g

x
U

g


















       (3.19) 

          ),(),(
Pr

j
E
jji

E
ii

i

E
ii

x
i

gxUgxUf
x

U 















        (3.20) 

 
 
3.4.2 ヤードスティック競争とレントシーキング 
 まず、ヤードスティック均衡におけるレントシーキングの可能性について検討しよう。

このモデルには再選時に得られるレント R  が想定されているので、エージェントである

地方政府が公共財供給の努力を払うインセンティブは存在している。したがって、ここ

で検討するレント i  は、いわば超過レントと呼んでも差し支えないものである。ここで

の関心は、そのような超過レントの発生をヤードスティック競争が抑えることができるか

どうかである。 
 市場競争との関連で言えば、当該産業への新規参入に障害がない場合に、新規参

入の潜在的な圧力により超過利潤や超過レントの発生を抑制することが知られている。

これは、地方財政との関連では、第 2 章第 4 および 5 節において展開した「地域数が

限定されない」地方政府システムによる公共財提供モデルの設定に近いものであり、

ここで検討しているような 2 地域モデルには当てはまらない。 
 また、ここで検討しているような戦略的な地方政府の行動においては、自らの公共財

供給努力にもかかわらず、撹乱的要因が原因となって次期選挙における再選がかな

わないと判断する場合が考えられる。そのような場合には、地方政府が再選レントをあ

きらめて現時点で得られる超過レントを獲得するという戦略的行動も考えられる21。 
このような考察から、以下では地方政府間のヤードスティック競争の帰結として、地

方政府の期待効用最大化問題の解として得られる最大化条件を検討することにより、

ヤードスティック競争下のレントシーキングと超過レント発生の可能性を検討しよう。 
(3.17)式に(3.20)式を代入することにより、次式を得る。 

 

           0),()(1 














j
E
jji

E
ii

i

E
ii

x
ii

gxUgxUf
x

U
n

R
E





  (3.21) 

 

                                                  
21 このような戦略は、分離(Separation)と呼ばれ、展開型ゲームによるヤードスティック競争モデルにお

いては、地方政府の取りうる標準的な戦略の一つとして分析されている。 
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対称的な２地域を仮定しているので、両地域の影響力は等しくなり、Nash 均衡はシン

メトリック均衡（ ggg ji  ,   ji ）となる。そして、住民の予算制約式を Nash

均衡において評価することにより EE
j

E
i xxx  を得る。これらの条件を利用して整理

することにより、レントシーキングの 1 階の条件が次のように整理できる。 

 

      1)0()0(
2

2

 f
n

Rf
n

R
n


                    (3.22) 

 
(3.22)式が成立するときには、(3.18)式の右辺中括弧の中が厳密に負となり、ヤードス

ティック均衡におけるレント i がゼロとなることがわかる。 

(3.22)式の左辺は、1単位のレントを取ることにより住民の私的財が n1 だけ減少し、

それに伴い再選確率が限界的に減少することによる再選からの期待効用の減少を示

している。つまり、これはレントシーキングの限界費用を再選確率で示したものである。

また、この式は、再選時に得られる報酬として固定レント R が大きければ大きいほど成

立しやすくなる。これは、いわゆる成功報酬としての再選レントが大きいほど再選確率

を上げるため超過レントを取るコストが大きくなることを意味している。これは、Besley 
and Case (1995)などにおいて、展開型のゲーム分析を用いて得られた結論とも整合

的である。 

逆に、人口数 n が大きくなればなるほどこの式が成立しにくくなることがわかる。 つ

まり、人口数が大きく比較的税収を上げやすい地域においては、レントシーキングの

再選に与えるコストが住民一人当たりで考えると小さくなり、超過レントを取る可能性が

高くなることを意味している。 
このように、ヤードスティック競争においては、再選レントが大きければ大きいほど超

過レントが発生する可能性は低くなり、逆に、住民数が大きいいわば財政力の大きい

地域においては、ヤードスティック競争化でも超過レントが発生する可能性が高くなる。

このような考察から、以下のような命題が得られる。 

 
命題3.1 ヤードスティック競争下においてレントシーキングの可能性は一般的には排

除されない。しかしながら、再選レントが十分に高い場合や )0(f が高く、選

挙を通じて働くレントシーキングのコストが十分に大きい場合には超過レント

はゼロになる。逆に、人口が大きく財政力が高い場合には、住民一人当たり

のレントシーキングのコストが小さくとどまり、超過レントが発生する可能性が
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高まる。 

 
 
3.4.3 ヤードスティック競争と公共財の最適供給 

次に、ヤードスティック競争下の地方政府による公共財供給の最適性について検討

しよう。すでに述べたように、ここではヤードスティック均衡の条件(3.10)式、(3.11)式が

公共財供給の最適条件であるサミュエルソン条件を満たすかどうかを検討する。 
 (3.10)式に(3.14)式を代入することにより、以下のように整理できる。 
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(3.16)式より、正の公共財が供給される場合( 0ig )には、(3.23)式はゼロとならなけ

ればならない。シンメトリック均衡条件（ ggg ji  ,   ji ）及び EE
j

E
i xxx 

を用いてこの式を整理することにより、以下のように示すことができる。 
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                    (3.24) 

 
 地方政府は地方公共財 g を増加させることによって，選挙の再選確率が上昇し，再

選レントを獲得する確率が上昇する。このように、(3.24)式の左辺は地方公共財の供

給増加による地方政府の限界便益であり、右辺は地方公共財の供給増加により地方

政府が感じる限界費用である。 
前節において展開したSeabright モデルとの比較のため、(3.5)式と(3.24)式を比

較すれば、主な違いは左辺小括弧中の第１項目であることがわかる。これは，地方公

共財供給量の増加に伴って税額が上昇し，住民の私的財消費水準が減少することを

意味している。これに伴い，住民の効用水準が減少し，その分だけ地方政府の再選確

率が低下することがわかる。このように、私的財と公共財の代替関係を明示的に考慮

しないSeabright モデルにおいては、公共財供給がもたらす再選確率の上昇を過大

に評価していることがわかる。したがって、公共財と私的財の代替関係を考慮する場

合には、均衡点における公共財供給自体も低くとどまることがわかる。 
 次に、住民の予算制約式を利用して(3.19)式をさらに書き換えることにより、次のよう

な表現を得る。 
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                 (3.25) 

 
(3.25)式の左辺は、個人の公共財と私的財の限界代替率を住民の数だけ足し合わ

せたものであり、公共財に関する限界代替率( xgMRS )を示している。他方、右辺の第1

項はこのモデルにおける公共財と私的財の限界変形率（ xgMRT ）を示している。ここで

は、簡単に私的財1単位が公共財1単位に置き換えられると想定しているので、限界

変形率は1になる。このような関係を図に示したものが、第3.2図である22。 
公共財の最適供給に関するSamuelson条件によれば、(3.25)式の右辺が１であれ

ば、最適供給が達成されている( 1 xgxg MRTMRS )23。ところが、(3.25)式右辺には

第2項があり、これは負となるため、右辺合計は１より大きくなっている。したがって、公

共財と私的財の限界代替率は限界変形率を超過して１より大きくとなっていることがわ

かる。そしてこれは、公共財が過小にしか供給されていないことを示している。このよう

な考察は、次のような命題にまとめられる。 

 
命題3.2 自己利益を追求する地方政府によるヤードスティック競争において達成され

る地方公共財の供給水準は、社会的最適な供給水準に比較して過小供給に

なる。 

 
 次に，ヤードスティック競争下における地方公共財の供給水準をさらに検討するため

に(3.25)式の第2項に注目しよう。 
 まず、(3.25)式第2項の分母は、先に検討したように、公共財供給による私的財の消

費水準の減少がもたらす再選確率の低下とそれに伴う再選レントの期待値の低下を

示している。この期待値の低下が大きければ大きいほど、地方政府の公共財供給努

力が低下し、過小供給がより深刻になる。逆に、再選レントが大きければ大きいほど、

(3.20)式第2項の分母が大きくなり、過小供給が軽減される。これは、再選の報酬が高

                                                  
22 第 3.2 図の曲線の傾きについては、詳しい計算が Appendix にある。 
23 このモデルにおけるサミュエルソン条件を導出するため、社会的厚生関数 2211 UnUnW  を、社会

全体の資源制約条件式 21221121 ggxnxnww EE  の制約のもとで最大化することにより、最適条件

式
 
  1

,

,


i
E
i

i
x

i
E
i

i
g

i gxU

gxU
n を得る。この式の左辺は社会的限界代替率 xgMRS を示し、右辺は限界変形率

xgMRT を示している。 
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く設定されることにより、エージェントの再選に向けた努力、すなわち公共財の提供努

力が大きくなることを意味している。 

  
         第3-2図．ヤードスティック競争の均衡 

 

 
 
次に、(3.25)式右辺第2項の分子には、当該地域の住民数が示されている。したが

って、住民数が多ければ多いほど、公共財の過小供給がより深刻になることがわかる。

この関係の直感的な解釈は、すでに前節において述べたが、次のように考えることが

できよう。すなわち、人口数が大きく比較的税収を上げやすい地域においては、過小

な公共財供給の再選に与えるコストが、住民一人当たりで考えると小さくなることを意

味している。 

 また、政府の公共財供給に伴う負の限界効用 )( igv が大きければ大きいほど、

(3.25)式第2項が大きくなり、公共財の過小供給がより深刻になる。これは、供給財供

給のための努力がもたらすエージェントの限界負効用が大きいほど、努力水準が低下

することを意味している。逆に、もし 0)(  igv ならば、(3.25)式はサムエルソン条件に

一致し、公共財は最適な水準が供給されることを意味している。このような意味で、い

わゆる「善良な」政府によるヤードスティック競争は、再選の確率にかかわらず最適に

なることがわかる。 

最後に、撹乱項( i )の分布が公共財供給の効率性に及ぼす影響を検討しよう。こ
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の撹乱項( i , j )は期待値が0、標準偏差が の正規分布に従っているので、密度関

数 )(f は次のように示される。 
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 ef                        (3.26) 

 

ただし、ここで、 0 である。この密度関数に 0  を代入すれば，  
2

1
0 f を

得る。撹乱項( i , j )に関する仮定から、 )(2)()()(2  VVVV ji  と示され

るので、この式において撹乱項( i , j )の標準偏差が上昇すれば， i の標準偏差も上

昇することがわかる。この時、 i は期待値0に近い値をとる確率が上昇するので、周辺

密度  0f が大きくなり，逆に標準偏差  が低下すれば， i は期待値0から離れた値

をとる確率が上昇するので、  0f は小さくなることがわかる。このような考察をまとめるこ

とにより，次の命題を得ることができる。 

 
命題3.3 地方公共財の供給水準は標準偏差 に依存し変化する。すなわち，標準偏

差 の値が上昇（低下）したとき，地方公共財供給量は減少（増加）する。 

 
命題3の直観的解釈は次の通りである。標準偏差  の値が大きく（小さく）なったと

き，攪乱項 i の変動が大きく（小さく）なる。 i の変動範囲が広くなるに従い地方政府

の再選確率は低下（上昇）するため，地方政府は，地方公共財の供給量を減少（減

少）させる。 

 
 
3.5 インセンティブ契約とヤードスティック競争 
 ここまで見てきたように、地方政府間のヤードスティック競争は、戦略的な政府の行

動に地域間政策競争という規律を与えることにより、一定の条件のもとで超過レントの

獲得を抑制するという効率性効果が得られた。しかしながら、均衡における公共財の

供給水準は、一般的に過小供給となることがわかった。その原因の一つは、ヤードス
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ティック競争における地方政府の行動目的が、再選による報酬（レント）の獲得であり、

住民の効用を最大にする公共財の供給という代理事業が、地域間のヤードスティック

競争に勝利する手段といういわば2次的な目標となっていることにある。 
さらに、プリンシパル＝エージェント間の契約の形態には、エージェントの努力水準

がより直接的に報酬に反映されるものが検討されている。いわゆるインセンティブ契約

と呼ばれるこの契約形態においては、エージェントの努力水準をより多く導き出すこと

が期待される。例えば、Green and Stoky(1983)においては、労働契約におけるプリ

ンシパル＝エージェントモデルを用いて、比例報酬型の契約と固定報酬型のトーナメ

ントモデルとの解の特性を比較し、トーナメント競争者間のランダムノイズの相関が十

分に高い場合を除けば、比例報酬型の契約形態が望ましいことを示している。 
以下では、ヤードスティック競争の体系にインセンティブ契約型の報償体系を導入

して、公共財供給の効率性に与える影響を検討したい。まず、これまで固定的と考え

てきた再選レントを可変とし、エージェントである地方政府の努力水準すなわち公共財

の供給量に応じて増加させる報償システムを検討する。これまでの前提と同様に、この

レントは再選が実現した後与えられ、非金銭的な満足を与えるものと想定する。次に、

公共財供給量に比例した報酬を与える形式を考える。これは、地方政府の在職中に

与えられる金銭的な報酬であると仮定する。 
このような報償体系を設定することにより、再選のための投票獲得を目的とする地方

政府の行動目的の中で、公共財の供給がより明確に位置づけられることになる

(Nalebuff and Stiglitz, 1983)。これらの報酬システムの変更が、地域間ヤードスティ

ック競争における公共財供給の効率性にどのような影響をもたらすのかを検討する。 

 
努力比例型再選レントの場合 

ここでは、3.4節の仮定を以下のように変更する。まず、再選レント R を地方政府の

努力水準の増加関数として以下のように定義する24。 

 
     0)( igR                               (3.27) 

 

ここで、 0)(  igR である。 

 このような変更に伴って、分析をより明確にするために、地方政府の超過レントシー

キングの可能性は考えないことにする。 
 以上のような変更のもとで、地方政府の期待効用最大化の最適化問題は次のように

示される。 

 
                                                  
24 Seabright (1996)に従って、このレントは非金銭的な利権や名誉などと仮定する。 
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この最大化問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化のための1階の条件式を

ig に関して求めると、次式が得られる。 

 
     0

Pr
)(]Pr[)(

)(









ii
ijiii

i

ii

gn
gRUUgRgv

g

gRgvE 
  (3.29) 

 

前節と同様に、 igPr は次のように導出される。 
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          (3.30) 

 

(3.29)式に(3.30)式を代入し、シンメトリック均衡条件（ ggg ji  ）と住民の予算制約

式から得られる EE
j

E
i xxx  を用いて整理することにより、以下のように示すことがで

きる。 

 

  00)(]0Pr[)()( 
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n
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x       (3.31) 

 
(3.31)式を書き換えることにより、次のような表現を得る。 
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     (3.32) 

 
(3.32)式において、右辺第 2 項の大括弧の中がゼロとなれば、公共財供給の

Samuelson 条件と一致することがわかる。これを書き換えることにより、以下の式を得
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る。 
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したがって、 )(
2

1
)( gRgv  が成立していれば、(3.32)式はSamuelson条件 
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U
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に一致することがわかる。 
 したがって、再選確率を勘案した可変的再選レントを公共財供給の限界負効用がカ

バーできるように設定することにより、地方政府の最適な努力水準を誘導できることが

わかる。したがって、エージェントである地方政府の公共財供給に伴う限界負効用をカ

バーする適切な可変的インセンティブ報酬システムにより、ヤードスティック競争の公

共財供給を最適な水準に導くことができる。この考察は、以下のような命題にまとめら

れる。 

 
命題3.４ 地方政府の公共財供給に伴う限界負効用と再選確率を勘案した期待値が

一致するインセンティブ型再選レントの設定により、ヤードスティック競争下の

地方公共財供給を最適化することができる。 

 
公共財比例型報酬体系 

 ここでは、3.4節の仮定を以下のように変更する。公共財供給に比例した報酬

(Linear Compensation)  を考え努力水準の増加関数として以下のように定義す

る。 

 
     0ig                               (3.35) 

 
ここで、 ]1,0( とする。この報酬は、再選レントとは異なって、政府の在任中に税収

の中から支払われると仮定する。したがって、政府の予算制約式は次のような変更を

受ける。 

 
       iiiiiiii nwtggg   )1(              (3.36) 
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 なおここでも、分析をより明確にするために、地方政府の(超過)レントシーキングの可

能性は考えないことにする。 
 以上のような変更のもとで、地方政府の期待効用最大化の最適化問題は次のように

示される。 
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(3.37)の最大化問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化のための1階の条件

式を ig に関して求めると、次式が得られる。 
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 (3.38)式に(3.30)式を代入することにより、以下のように整理できる。 
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シンメトリック均衡条件（ ggg ji  ）と住民の予算制約式から得られる EE
j

E
i xxx 

を用いてこの式を整理することにより、以下のように示すことができる。 
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(3.41)式をさらに書き換えることにより、次のような表現を得る。 
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(3.41)式の右辺を書き換えることにより、以下の表現を得る。 
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       (3.42) 

 
報償システムを考慮しないヤードスティック競争における最適条件(3.20)式との比較で

言えば、(3.42)式において右辺第3項が負となっていれば、公共財の過小供給が改善

されることがわかる。そのためには以下の条件が満たされる必要がある。 
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f                           (3.44) 

 

これは、再選レントが比較的小さい状況や、密度関数  
2

1
0 f を考慮すれば、確

率変数 の標準偏差が十分に大きい状態のとき成立することがわかる。これは、次の

ような命題にまとめられる。 

  
命題3.5 再選レントが比較的小さい場合や確率変数 の標準偏差が比較的大きい

場合には、地方政府の公共財供給に応じた報酬システムにより、ヤードスティック競争

下の地方公共財供給の効率性を改善することができる。 

 
 特に、 )(gv の場合について、(3.42)式は次のように書き換えられる。 

 

       )(1 gv
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U
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g                          (3.45) 

 
 この式は、地方政府の公共財供給に伴う負効用が報償システムによりカバーされる

場合には、公共財の限界費用がそれに応じて上昇することを示している。これは、これ

まで非金銭的な負効用と扱ってきた地方政府の公共財供給に伴う負効用が、報償シ

ステムにより内部化され、公共財の調達費用を直接上昇させるからと考えることができ

よう。 

 
 
 
3.6 ヤードスティック競争の政策的インプリケーション 

ヤードスティック競争は地方政府の努力水準を引き出す原動力となることが従来より
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議論されてきた。しかしながら、ヤードスティック競争によって引き出される地方公共財

供給水準の効率性に関して議論された研究はきわめて少ない。そこで、本稿では、従

来のヤードスティック競争モデルに、地方政府によるレントシーキングの可能性と、住

民による私的財と地方公共財の選択を導入し、ヤードスティック競争のもとで達成する

地方公共財の供給水準が効率的であるのか否かを考察した。 
本章では、以下のような結論を得た。まず、第1に、再選レント R を超える超過レント

がゼロとなる条件は、再選時に得られる報酬としての固定レントが十分に大きい場合

や、レント獲得による再選確率の限界的低下効果が大きい場合に満たされ、逆に、人

口数 n が大きくなればなるほど満たされにくくなることがわかった(命題3.１)。これは、

自己利益追求型の政府でも、レントテークに伴う再選確率の低下が大きい場合や、成

功報酬としての再選レントが十分に大きい場合には、超過レントを取らないことが最適

行動となることを示している。したがって、ヤードスティック競争モデルにおける、選挙と

いう住民と政府の間の暗黙的契約が重要な規律付けを行っていることが示された。 
 第2に、住民による私的財と地方公共財の選択を考慮した新たなヤードスティック

競争モデルでは、ナッシュ均衡において供給される地方公共財の水準が一般的には

過小供給となることがわかった（命題3.2）。この結論は、自己利益追求型の政府でも、

得票のために過大な公共財やサービスを提供するのではなく、むしろ、十分な公共財

を提供することに失敗することを意味している。この結論は、自己利益追求型の政府

が公共支出の拡大をもたらすといういわゆるリバイアサンモデルの結論や、非対称情

報の想定の下で再選をかけて地域間競争をする政府という想定から予想される結論と

は大きく異なるものである。むしろ、公共財供給に伴う税負担の増加や私的財消費の

減少、さらには政府自身の政策努力の必要性といった機会費用を十分に認識するこ

とが、十分な公共財供給ができない理由となることがわかる。 
第3に、再選レント R が高い場合や、ランダム攪乱項の標準偏差が小さく、公共財供

給に伴う地域固有の経済条件や環境条件が地域間で同質的になればなるほど、地方

公共財供給量は増加する（命題3.3）。これは、再選時に得られる報酬としてのレントが

高くなることにより、地方政府が公共財供給のためのさらなる努力を払うことや、ランダ

ム攪乱項の標準偏差が小さくなることにより、ヤードスティック比較が情報の非対称性

を緩和し、結果として公共財供給のために払った努力がより確実に再選につながるこ

とを意味している。このように、ヤードスティック競争によって引き起こされる非効率性の

源泉は、主に、住民と政府間の情報の非対称性にあることがわかる。情報の非対称性

を解決するために地方政府が地域固有の住民の選好、地域独自の環境条件などの

情報を正確に察知すること、また住民が地方政府に対して情報を伝えやすい制度を

構築することによって再選を目的としたヤードスティック競争の非効率性を改善するこ

とが可能となるだろう。 
第4に、公共財供給の効率性を高めるため、公共財供給の努力報償型の報酬を導
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入したヤードスティック競争では、非金銭的な再選レントが増加する場合や、あるいは、

金銭的レントを報酬として用いる場合には、再選レントが比較的小さい場合や税負担

の増加に伴う再選確率の限界的低下が相対的に小さい場合には、地方公共財の過

小供給を緩和する効果を持つ(命題3.4、3.5)。Seabright型のヤードスティックモデル

のように再選レントのみを報償として考慮している場合には、再選という不確実な事象

が実現した場合にのみ報酬が得られることになり、それがエージェントの努力水準に

大きな影響を与えていると考えることができる。したがって、インセンティブ型の契約形

態は、それをまかなうための税負担がもたらす再選確率の限界的な低下が比較的小さ

いという一定の条件のもとに、公共財供給の非効率性を緩和させることがわかった。 
さらに、公共財供給に影響を与える有力な財政的手段として、古くから財政補助金

が考えられてきた。ヤードスティック競争モデルにおいても、伝統的に考えられてきた

補助金政策は有効性を持ちうるかどうかは興味深い問題である。この問題については、

第6章において地方政府間の平行補助金と中央政府の垂直的補助金の経済効果の

議論の中で再び検討したい。 

 
 
Appendix 期待効用最大化のための2階条件 

 
 ここでは、第3-2図の背後にある地方政府の期待効用最大化条件の二階微分と、第 

図の曲線の勾配に関する条件を検討する。 

 
地方公共財に関する正の供給条件( 0g )を考慮して(3.18)式=0と置き、2回微分を

求めることにより以下の式を得る。 
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ここで、再選確率の二次微分項は次のように示される。 
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ここで、対称的なNash 均衡に議論を限定し、 0)0( f  を考慮することにより、
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(A3.2)式はさらに次のように簡単に示される。 
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 したがって、（A3.1） 式は、通常の2階条件が満たされる場合に負となる。また、

(3.20)式左辺の限界代替率は逓減するので右下がりとなり、また、（A3.3） より右辺は

逓増してゆくので右上がりとなることがわかる。 
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第4章 公共財の供給費用とパフォーマンス評価 

 

 

4.1 はじめに 

地方分権の進展とともに、地方政府の政策決定の自由度がこれまで以上に高

まっている1。それに伴って、政策運営・管理のプロセスにおいて、政策評価の

重要度も著しく増している。政策評価は公共政策運営の効率性や成果の有効性

を高めるための重要な一段階であり、多くの研究成果が蓄積されてきた。経済学

との関連で言えば、費用便益分析は公共プロジェクトを評価する良く知られた

手法である。ところが、費用便益分析は長期間にわたる費用の現在価値合計と便

益の現在価値合計とを比較し、投資の有利性を判断するものであり、個々の政策

評価や、あるいは大きなプロジェクトの一部の政策評価には応用することが難

しい2。 

近年、地方分権の進展とともに新しい公共運営（New Public Management）
が注目されている。そこにおける政策評価は、①政策の策定段階、②実施段階、

そして③成果の評価段階について、「投入要素の最小化による経済性」(Input 
Economy)、「産出物の最大化に関する効率性」(Output Efficiency)、「成果の

目的合理性に関する有効性」(Effectiveness)の基準に基づき評価するものである。

しかしながら、データの利用可能性に関する制約や成果測定の技術的な問題か

ら、実際は数量的な評価は困難であり、記述的、抽象的な評価にとどまるのが現

状である3。 

経済学の分野においては、投入要素の最小化による経済性や産出物の最大化

による効率性に関する検討は、費用関数や生産関数を用いて実施されてきた。こ

の論文では、そのような生産活動に関する効率性分析に加え、住民の地方公共財

に関する効用を地域間で比較するというヤードスティック評価の有効性を検討

する。そして、地方政府の公共財供給プロセスの効率性と、住民の地方政府間の

政策比較という視点から政策評価に接近する。そして、これまで公益事業分野に

適用されてきたヤードスティック規制の手法を、地方政府の行政コストのパフ

ォーマンス評価に適用する手法を提案する4。 

地方政府間の競争的な関係は、地方行政当局の規律を高め、地方政府が公共財

供給の費用削減の努力を払うことが研究されてきた。これまでに見てきたよう

                                                           
1 地方分権改革やその進展については、神野（2006）、林(2007)、貝塚(2008)、西本(2014)など

を参照されたい。 
2 政策評価については伊多波(2009)に詳しい説明がある。 
3 大住(2002)、山内、上山(2012)、西垣(2017)などを参照されたい。 
4 公益事業に対するヤードスティック規制については、Shleifer (1985)、Tirol (1991) 、井堀

(1996)、長岡、平尾(2013)などを参照されたい。 
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に、このような研究の先駆的な貢献はTieboutの「足による投票理論」(Tiebout 
1956)である。先述のように、この理論は、様々な公共財供給水準と税負担の組

み合わせを提供する多数の地方政府があり、住民が各自の効用を最大化するよ

うに居住地域を選択することができるのであれば、このような地方分権的財政

システムにより効率的な地方公共財供給が達成されるというものである。この

ように、住民の地域間の自由移動が保証されるなら、住民の居住地選択がいわば

公共財に対する顕示選好メカニズムの役割を果たし、各自治体のパフォーマン

ス評価につながることが明らかにされた。しかしながら、先に見たように、この

モデルは地方政府による公共財供給のいわば完全競争的モデルとも言えるもの

で、多数の政府の存在や、完全情報、住民の費用を伴わない地域間移動など制約

的な仮定を基礎として成立するものであった。 

他方、Seabright (1995)によるヤードスティック競争モデルは、情報の非対称

性を想定するプリンシパル＝エージェント型モデルであり、そこでは、多数地域

の存在、情報の完全性や、住民の完全移動性を基礎としない点が、Tieboutモデ

ルよりも現実的な想定に立つものであるといわれている。先述のようにこのモ

デルは、プリンシパルとしての住民がエージェントである地方政府の政治家と、

公共財供給とそのための租税負担に関する契約を選挙を通じて結ぶという想定

を行うことを想定する。そして、住民が居住地域の公共財と租税負担から得られ

る効用水準を近隣地域のそれと比較検討したうえで次期の再選を許すかどうか

を決定し投票するなら、地域間のヤードスティック競争が現出して、政府の努力

水準を最大化することができるというものである。 

すでに第3章において検討したように、このような地域間のヤードスティック

競争は、一定の条件の下でエージェントである地方政府の超過レントの獲得を

抑制する効果を持つ。住民の投票決定におけるヤードスティック比較により、地

域間の政府による再選のための得票競争を引き起こし、政府の行動に一定の規

律付けを行うからである。ところが、第3章において見たように、ヤードスティ

ック競争によって成立するNash均衡はパレート最適ではなかった。再選のため

に政府が最大限の努力を払ったとしても、公共財は過小供給に陥ることが示さ

れた。このようなプリンシパル＝エージェント関係に発生する非効率性の問題

に対しては、インセンティブ型報酬の導入、モニタリングや政策評価による政府

活動の効率性の管理・向上などが知られている5。 

ところで、ヤードスティック競争に関する研究の進展の中で、Bivand and 
Szymanski (1997)は、ヤードスティックモデルを地方公益事業に関する委託契

約に適用し、費用構造が似通った近隣地域の情報を用いたヤードスティック評

                                                           
5 プリンシパル＝エージェント問題については、例えば、Mas-Colell, Winston and Green (1995)、Fudenberg 
and Tirol (1991)などを参照されたい。 
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価が効率的な委託契約をもたらすことを明らかにした。本章では、Nishigaki et. 
al (2016）を応用して、ヤードスティック競争モデルに公共財の供給活動とイン

センティブ型の報償システムを明示的に導入し、地方政府の公共財供給費用に

関するパフォーマンス評価を検討する。以下で展開されるモデルは、Bivandと
Szymanskiのモデルを拡張し、地方政府の公共財供給過程を明示的に導入した

うえで、公共財供給費用に関するパフォーマンス評価を報償型再契約システム

に応用するものである。それを用いて、近隣地域の情報を活用したヤードスティ

ック評価が、地方政府の公共財供給における費用の効率性に与える影響を検討

する。 

以下では、住民をプリンシパルとし地方政府をエージェントとする非対称情

報のプリンシパル＝エージェントモデルにおいて、地方政府の公共財供給費用

に関する情報をもとに、住民が地方政府に評価(可変報酬の決定)を下すことを

想定する。分析の結果、近隣地域の費用情報を活用したヤードスティック評価に

基づくインセンティブ契約が、個々の地方政府のパフォーマンス評価と比較し

て、公共財生産の費用削減努力を促進することにより、公共財供給の効率性を高

め、地域住民の厚生を改善することが示される。特に、近隣地域間の自然、経済

条件や費用構造が似通っている場合には、ヤードスティック情報に基づく評価

の有効性がさらに高まることが示される6。 

 以下では、議論は次のように進められる。まず、第2節では、2地域からなる

地方政府間のヤードスティック競争とパフォーマンス評価に関する簡単なモデ

ルとその仮定が示される。続いて、第2節の後半からは、さまざまなインセン

ティブ契約の形態とその厚生効果が検討される。第3章においては、このよう

なヤードスティック競争の現実妥当性とヤードスティック評価の応用可能性が

検討される。最後に、第4節において結論を述べる。 

 

 

4.2 公共財供給費用とヤードスティック競争モデル 

4.2.1 仮定と基本モデル 

BivandとSzymanskiのモデルを拡張して、非対称情報のもとでプリンシパルと

しての住民が、エージェントとしての政府と地方公共財の供給および税による

費用負担に関する契約を交わすモデルを考える。ここで言う契約とは、住民が次

期の選挙において現職の地方政府を再選させるかどうかという選択を示してい

る。自地域の公共財供給とその費用負担を近隣地域のそれと比較して、自地域の

政府に満足すれば、現職首長に投票し再選させることで契約を継続する。逆に、

                                                           
6 本章は、基本的にNishigaki et. al (2016b)、西垣、東(2006)に基づきながら、大幅に加筆、修正したもので

ある。 
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満足しない場合には契約を破棄し、新たに更改しない。これは、選挙において現

職政府には投票せず、再選できないことを意味している7。 

このモデルにおける基本的な設定は、以下のようなものである。 

① 2つの地域が存在し、各地域には同質的な個人が住んでいる。 

② この個人は地域間を移動せず、公共財とその負担に関する選好をもとにエ

ージェントである地方政府の公共財の供給費用を評価して、その評価率を

決定する。 

③ 評価率決定にあたり、住民は近隣地方政府の公共財供給費用に関する情報

を利用する。 

④ エージェントである地方政府の報酬は、住民の決めた評価率を反映して決

定される 

 

住民の効用関数 

プリンシパルである住民は、私的財と公共財とから効用を得る。 

 


iip gxU )( , 2,1i                               (4.1) 

 

ここで、 ix は所得で示した私的財の消費量であり、 ig は地方公共財である。

この効用関数は、相対的危険回避度一定(CRRA：Constant Rate of Risk Aversion)

であり、 10  ならばこの個人は危険回避的であり、 1 ならば危険中立的

である。 
 

政府の効用関数 

政府も同様に相対的危険回避度一定のCRRA効用関数を持つと仮定する8。 

 

                         
)2(

2
i

iG
eRU  , 2,1i             (4.2) 

 

                                                           
7 ここに展開するモデルは第3章のものと大きく異なるが、選挙競争に関する仮定は基本的に同

様のものと解釈できよう。 
8 以下では、先行研究にしたがって住民(プリンシパル)は危険回避的であり、政府(エージェン

ト)は危険中立的であると想定する。これにより、労働経済学などに見られるプリンシパルとエ

ージェントの通常のリスク態度に関する仮定とは異なる。 
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ここで iR  は政府に対する報酬であるレントであり、 ie  は公共財やサービ

スを提供するために払う努力水準を示し、   は一定のパラメーターである 

( 10  )。各政府が再選をかけて競争するための最低水準のレントを Z とす

る。これはリザーベーションレントとして働き、プリンシパルから得られる報酬

がこれ以下であれば、再選のための努力を行わない。 

 

公共財の生産活動 

以下では、公共財供給の費用効率性に分析を集中するため、Besley and Case 
(1996)、 Bivand and Szymanski(1997)、 Besley and Smart (2007)などに従って、

公共財は2つの地域で同じ量だけ供給すると仮定し、それを１に基準化する9

（ 1ig ）。 もちろんその供給コストは可変であり、各自治体の政府が払う努

力水準に依存して低下すると仮定する。 

各エージェントの公共財供給コスト関数は以下のように示されると仮定する。 

 

                       iiii eyeC )( , 2,1i                 (4.3) 

 

ここで iy  は標準的な公共財供給のコストであり、 1ig の仮定から両地域で

同じとなっており、住民に知られていると仮定する。 ie は地方政府が払う努力

水準であり、これは公共財の供給コストを低下させると仮定する。すなわち、政

府が効率的な供給に向けて努力をしているのなら、少ない予算で公共財を供給

することができることを意味している。そして、 i  はランダム変数であり、

これにより公共財供給コストが確率変数となる。したがって、地方政府の本当の

努力水準はプリンシパルである住民には観察できない。このように、この攪乱項

の存在が、政府と住民の間の非対称情報を生起させる重要な要因となっている。 

 

資源制約 

                                                           
9 この仮定は、展開型のヤードスティック競争モデルを用いる研究においては非常によく見ら

れるものとなっている。 
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私的財の生産面を簡単にするために、各地域の住民は同一の固定的労働供給

を行い一定の報酬を得ると想定する。これは、 iw  と示される。そこから公共財

供給のためのコストと地方政府への報酬が租税として引かれるので、残りが私

的財の消費量となる。 

 

                        iii

iii

ReCw

wtx




)(

)1(

, 2,1i                (4.4) 

 

確率変数 

簡単のために、ランダム変数は以下の2つの値のみが実現すると仮定し、相対

的に高い値 
H  が確率 p  で実現し、相対的に低い値 L  が確率 )1( p  で実

現すると仮定する( ,0H 0L )。 そして、 その平均値あるいは期待値は 

0)( iE  と仮定する。 

公共財供給に伴うランダムなコスト変数は、2つの地域で相互に連関していて

相関係数はパラメーター により示されると仮定する。2地域におけるランダ

ム変数の実現する確率を以下のように示す。 

 

      )]1)(1(1[),Pr( 21   ppH
j

H
i , 

      )1)(1(),Pr(),Pr( 2121   ppH
j

L
i

L
j

H
i    (4.5) 

      )]1(1)[1(),Pr( 21   ppL
j

L
i . 

 

ここで、 0  ならば両地域のランダム変数間に相関が存在しないことを意味

し、逆に、  1  ならば、両地域に実現するランダム変数が完全に一致して動

いていることを示している。 

 

パフォーマンス評価とプリンシパル＝エージェント間の契約形態 

プリンシパルである住民は、エージェントである地方政府の本当の努力水準

を知らないと仮定しているので、住民による地方政府に対する政策評価は、実現
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した公共財の供給コストを基礎として行われる。住民は、当該地方政府のパフォ

ーマンスを評価して、その評価率を決定する。 

以下では、議論を明確にするために、プリンシパルである住民は以下のような

2つのタイプのインセンティブ契約のうちどちらかをエージェントに提示する

としよう。 

 

 

(1) 個別契約: iiii CbaR  , 2,1i               (4.6) 

(2) ヤードスティック契約: )( jiiii CCbaR  , jiji  ,2,1,   (4.7) 

 

 ここで、 ia は固定的な報酬であり、 ib が評価率を示す。住民は、これらの変

数の選択により政府のコスト削減努力に評価を下し、それをもとに政府に対す

るインセンティブ型報酬 iR が決まることになる。以下では、この変数の選択の

方式(1もしくは2)や、実際に選ばれる数値が住民の厚生水準に大きな影響を及

ぼすことを示す。 

個別契約の場合においては、エージェントは、自らの公共財供給費用の実現値

をもとに評価される。他方、ヤードスティック契約においては、エージェントの

公共財供給費用は、隣接地域のそれと比較され、彼らのおこなった費用削減分が

報酬に反映されることになる。このような設定は、Shleifer (1985)において示さ

れた公益事業のヤードスティック規制と類似のものであり、地域間における政

策競争による公共財供給費用の削減効果をもたらすものと期待される10。 

 

4.2.2 最適なインセンティブ契約 

政府の最適行動 

 

まず、エージェントである地方政府の最適な努力水準の決定についてみてゆ

こう。公共財供給のコスト関数(4.3)式をインセンティブ契約における報酬決

定式(4.6)、(4.7)にそれぞれ代入することにより、エージェントの報酬を努力

水準の関数として示すことができる。 

 

                                                           
10 この方式がもたらす競争効果については、Shleifer(1985)を参照されたい。 
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)()()( iiiiiiiiii
I
i eybaeCbaeR  , 2,1i     (4.8) 

)()]()([)( jjjiiiiijjiiiii
Y
i eyeybaeCeCbaeR   , 

jiji  ,2,1,  (4.9) 

 

ここで、
I
iR 及び

Y
iR は、それぞれ独立契約時とヤードスティック契約時の

インセンティブ報酬を示している。政府は住民が設定する固定的報酬 ia 、評

価率 ib とランダムノイズ ,i および他地域の変数 jje , を所与として行

動する。 

エージェントの効用関数(4.2)式に、それぞれ(4.8)式、(4.9)式を代入する

ことにより、エージェントの期待効用最大化問題が次のように示される11。 

 

  ie
Max

 ])2)([(][
2

i
i

k
iG

eeREUE  , ),2,1( IorYki   (4.10) 

 

 この問題を解くことにより、以下のような一階の条件を得る。 

 

      0)2)(()( 1
2

  i
i

k
iii

eeReb  ),2,1( IorYki   (4.11) 

 

この式よりエージェントにとって最適な努力水準に関する選択が、 

 

           ii be   2,1i              (4.12) 

 
と与えられる。ところで、この式は独立契約においてもヤードスティック契約

においても成立することに注意しなければならない。また、この最大化問題は

情報の非対称性が存在する状況において成立するものであるが、同時に、完全

情報均衡のもとでは 0i となり、報酬の確定値において最大化問題を解くこ

                                                           
11 後の分析の準備として、ここでは情報の非対称性が存在する状況における効用最大化問題を

解いている。 
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とができる12。そして、この時にも同じ最適条件(4.12)式が示されることがわか

る13。 
さらに(4.12)式は、プリンシパルである住民にとって、自らの評価が直接政

府の努力水準に影響を与えることを意味している。このように、住民がパフォ

ーマンス評価を通じて政府の公共財生産の効率性をコントロールすることがで

きるので、この評価率は住民にとっても自らの効用を最大化するための重要な

パラメーターとなることがわかる。 

 
 完全情報における最適解 
次に、個人の効用関数において公共財供給量は一定と仮定しているので、住民

の効用最大化による固定的報酬( ia )と評価率( ib )の決定は、私的財消費量

(4.4)式を最大化する問題として示される。完全情報均衡のもとでは、 0i と

なることを考慮しながら、住民の資源制約(4.4)式に公共財の費用関数(4.3)式と

それぞれの契約の下での報酬の定義式(4.8)、(4.9)式を代入することにより以下

の式を得る。 

 

)()1()( iiii
I
iiii eCbawReCwx  , 2,1i       (4.13) 

)()()1()( jiiiii
Y
iiii eCbeCbawReCwx  , jiji  ,2,1,  (4.14) 

 
この問題は、エージェントである政府にリザーベション水準の効用を保証した

うえで、住民の効用水準を最大化する問題、あるいは公共財の総供給費用

（ ii RC  ）を最小化する問題を解くことにより最適な報酬率が得られる。 

以下では、政府は危険回避的で( 10  )で、住民は危険回避的( 1 )と仮定

しよう14。また、上で示したように、エージェントの最適な努力水準設定から求

                                                           

12 i
L
i

H
i   と置くと、 0)( iE  より 0i となる。 

13 (4.8)、(4.9)式において、 0 ji  と置いて最大化問題を解けば(12)式が得られる。 
14ここではまず、危険回避的なエージェントと危険中立的なプリンシパルというよく見られる

想定から検討する。ただし、第4.3節においては、これとは逆に、住民が危険回避的で、地方政

府が危険中立的な状況に関する検討を行う。 
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められるインセンティブと両立的なパラメーターセッティングは ii be   であ

る。そこで、この関係を考慮しながら、個別契約のケースについてその問題を示

すと次のようになる。 

 

 ii ba
Min

, )]([)( iiiiii bybaby    (4.15) 

     ..ts 0]2)([ 2  Zbbyba iiiii
 , 2,1i  

 
 同様に、ヤードスティック契約について最適化問題を示すと次のようになる。 

 

 ii ba
Min

,
)]()[()( jjiiiiii bybybaby      (4.16) 

    ..ts   0}2)]()[({ 2  Zbbybyba ijjiiii


, jiji  ,2,1,  

 
付論に示されているように、その解は、個別契約、ヤードスティック契約の両

方において 1b  となることが示される15。すなわち、上に示されるような線

形のインセンティブ契約においては、エージェントのコスト削減努力に対して

100%の報酬評価を行うことが最適となることを意味している。(Green and Stokey, 

1983). 

 

 

4.2.3 情報の非対称性と線形契約問題 

 

情報の非対称性が存在する状況においては、上に示した2つの契約形態につい

てのインセンティブパラメーターの設定は、プリンシパルの期待効用最大化問

題を解くことにより求められる。まず、ここではプリンシパルである住民は危険

中立的であり、エージェントである地方政府は危険回避的であると考えよう。住

民の期待効用最大化問題は次のように示される。 

 

    
},{ ii ba

Max  )( iii RCwE  .      (4.17) 

                                                           
15詳しい計算については、付論を参照されたい。 
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   ..ts 0])2[( 2  ZbRE ii


, 2,1i  

 

政府の期待効用最大化から得られる ii be  の関係を、プリンシパルの期待効

用最大化問題(4.17)式に代入することにより、2つの契約形態のもとでの最大化

問題は次のように示される。 

住民の私的財消費量(4.4)式を検討することにより、この問題は、住民にとっ

ての公共財の費用である税負担( iC + iR )を最小化する問題と同値であることが

わかる。そこで、以下ではこのような税負担の最小化問題を用いてこの問題に接

近する。 

 

個別契約における最適解 

[個別契約] 

 

   ii ba
Min

, )]}([){( iiiiiiii bybabyE              (4.15) 

  ..ts 0}]2)({[ 2  ZbbybaE iiiiii
 , 2,1i  

 

この問題を最小化し、一階の条件を整理することにより、インセンティブ両

立的なパラメーターセッティングとして次のようなルールが得られる16。 

 

     
)(

)(
1*

G

iG
i UE

UE
b







, 2,1i                         (4.16) 

 

ここで、ランダム変数に関する仮定より 

 

   
0))()(1()( 



LHG

e

G
iG

L
i

H
i

dM

dU

dM

dU
ppUE 

 ,  (4.17) 

 

                                                           
16 Appendix 1を参照されたい。 
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ここで、
H

i
dM

dUG

 

は、 )(MU G  , )2( 2
ii eRM  として、

H
i   が実現した

ときの政府の限界効用を示している。 
 (4.17)式の符号を考慮すれば、(4.16)式に示される最適な報酬率のセッティン

グが、最適値である1を下回っていることがわかる。つまり、プリンシパルであ

る住民は、エージェントに対して最適な報酬を支払わないことを意味する。そし

てその差額は、エージェントの努力による公共財のコスト削減が確率的な要因

により変動することに伴うリスクに相当する部分となっている。このように、リ

スク中立的なプリンシパルは、確率的な要因により発生するリスクを、危険回避

的なエージェントに負担させることができる(Lazear and Rosen, 1981, Green 
and Stokey, 1983)。 

 

ヤードスティック契約の解 

ヤードスティック契約については、プリンシパルである住民の最大化問題は

次のように示すことができる。 

 

[ヤードスティック契約] 

 

      ii ba
Min

, )]()([ jiiii CCbabCE    

..ts 0}]2)({[ 2  ZbCCbaE ijiii


, jiji  ,2,1,        (4.18) 

 

 この問題を最大化し、一階の条件を整理することにより、インセンティブ両立

的なパラメーターセッティングとして次のようなルールが得られる17。 

 

       
)]([

)]([
1**

iG

ijG
i UE

UE
b







 , jiji  ,2,1,                  (4.19) 

 

ここで、分子は次のように示される。  

 

                                                           
17 Appendix 2に詳しい計算がある。 
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0))()(1()1()]([ 






LHG

e

G
ijG

L
i

H
j

H
i

L
j dM

dU

dM

dU
ppUE 







, 

                                                  jiji  ,2,1,     (4.20) 

 

 (4.19)式より、ヤードスティック契約の場合にも、最適な報酬率のセッティン

グが1を下回っていることがわかる。つまり、住民は、エージェントに対して

最適な報酬を支払わず、コスト削減が確率的な要因により変動することに伴う

リスクをエージェントに負担させることがわかる。しかしながら、(4.17)式と

(4.20)式を比較すれば、公共財供給コストに関する共分散に関する項が異なっ

ていて、したがって、両地域の攪乱項の相関が高い場合には、報酬率が1に近

づくことがわかる。このような考察から、次のような命題が得られる。 

 

命題4.1：2つの地方政府の公共財供給に関する攪乱項 i の相関が十分に大きい

場合には、隣接地域の公共財供給コスト情報を利用するヤードスティック契約

は、公共財供給の費用効率性を改善する。特に、相関係数が１の場合にはヤード

スティック契約は最適を達成する。 

 

証明：(4.20)式において、相関パラメーターが1に近づけば、共分散項の期待

値はゼロに近づく。これは、(4.19)式の右辺第2項の分子がゼロに近づくことを

意味しており、したがって
**

ib が1に近づく。前節における考察より、これは完

全情報の場合の最適条件に一致する。 

 

個別契約の場合においては、ランダム変数がもたらす政府と個人の間の情報

の非対称性により評価パラメーターが最適値（=1）より小さく過小評価になって

おり18、これに伴って政府の費用削減努力も最適地より小さくなる。したがって、

このようなインセンティブ契約において、政策評価が最適条件を満たさない場

合には、政府の努力水準を十分に引き出すことができず、公共財供給コストが高

くとどまる理由となってる。 

ところが、ヤードスティック評価の手法を取り入れて隣接自治体の費用情報

を「ものさし」として活用することにより、両地域の相関が高い場合には公共財

                                                           
18 住民の効用関数の形状と危険回避の想定から、所得の限界効用は逓減することになる。した

がって、(4.20)式は一般的に正と示すことができる。 
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供給コストを削減することができる。特に、ランダム変数が完全に相関（ 1 ）

しており、 H
j

H
i   もしく L

j
L
i   となっている場合には、評価パラメーターは

完全情報における最適な選択のケースと一致することが示される。 

ヤードスティック評価のスキームが利用可能な条件として、近隣の地域にお

ける公共財供給の関連コストが利用可能であることが前提条件となる。したが

って、地方財政の政策情報に関する情報公開や地域間の相互利用が行政効率を

上げるための前提であり、また有効な手段となりうる19。 

 

 

4.2.4 危険中立的なエージェントと危険回避的なプリンシパルの場合 

 

前節とは逆に、この小節ではプリンシパルである住民が危険回避的であり、エ

ージェントである地方政府が危険中立的である場合を考えよう20。この場合には、

1 および、 10  と仮定する。住民の期待効用最大化問題は次のように示

される。 

 

     
},{ ii ba

Max ])[( 
iii RCwE  .              (4.21) 

   ..ts 0)2( 2  ZeRE ii , 2,1i  

前小節と同様に、エージェントのパラメーターセッティングに関する ii be   

の関係を、プリンシパルの期待効用最大化問題(4.21)式に代入することにより、

2つの契約形態のもとでの最大化問題は次のように示される。 

 

個別契約における最適解 

[個別契約] 

 

                                                           
19 この点に関しては、ヤードスティック競争が要請する情報は、しばしば過大であるという認

識が示されていることに注意しなければならない。たとえば、Revelli(2006)などを参照された

い。 
20 例えばLazear and Rosen(1981)においては、エージェントが危険中立的な状況に関する検討

がなされている。 
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},{ ii ba

Max })]()({[  iiiiiii eybaeCwE    (4.22) 

    ..ts 0]2)([ 2  ZeeybaE iiiiii  , 2,1i  

 

この問題を解き、最大化のための一階の条件を整理することにより、インセ

ンティブ両立的なパラメーターセッティングとして次のようなルールが得られ

る21。  

 

)(

)(
1*

P

iP
i UE

UE
b







, 2,1i                       (4.23) 

 

ここでも、ランダム変数に関する仮定より、次式が示される。 

 

 
0))()(1()( 



LHP
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P
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dM

dU
ppUE 

 , 2,1i  (4.24) 

 

ここで、 
H

i
dM

dUG

 

は )(MU P  , )( iii RCwM  として H
i   が実現したと

きの限界効用を示している。 
(4.23)式の評価率設定において、前節で検討した(16)式との主な違いは、右辺

第2項がプラスとなっていることである。これは、住民が最適な評価率以上の評

価をエージェントである政府に与えることを意味している。つまり、プリンシパ

ルである住民は、エージェントに対して最適な報酬率である1を超えて支払って

いることを意味している。そしてその差額は、エージェントの努力による公共財

のコスト削減が確率的な要因により変動することに伴うリスクに相当する部分

となっている。このように、危険回避的なプリンシパルは、確率的な要因により

発生するリスクを負担することがわかる。これは、第4.2.3節において得られた

結論とはちょうど逆になっており、プリンシパルが危険回避的でエージェント

が危険中立的という第4.2.3とはちょうど逆の仮定がもたらしたものと考えるこ

とができる。このように、危険回避的な主体が、エージェントの公共財コスト削

減行動に発生する変動リスクを負担することがわかった。 

                                                           
21 Appendix 3を参照されたい。 
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ヤードスティック契約の解 

同様に、ヤードスティック契約についても、プリンシパルである住民の最大化

問題を次のように示すことができる。 

 

[ヤードスティック契約] 

 

    
},{ ii ba

Max })]()({[ 
jiiiii CCbaeCwE                   (4.25) 

   ..ts 0]2)([ 2  ZeCCbaE ijiii , jiji  ,2,1,  

 

 この問題を最大化し、一階の条件を整理することにより、インセンティブ両立

的なパラメーターセッティングとして次のようなルールが得られる。 

 

    )(

)]([
1**

P

ijP
i UE

UE
b







, jiji  ,2,1,                     (4.26) 

 

ここで、分子は次のように示される。 

 

0))()(1()1()]([ 
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ppUE 





 , (4.27) 

                                                jiji  ,2,1,  

 

(4.26)式より、ヤードスティック契約の場合にも、最適な報酬率のセッティング

が1を超過していることがわかる。つまり、住民は、エージェントに対して最

適な点を超えて報酬を支払っており、その超過分はちょうどコスト削減が確率

的な要因により変動することに伴うリスクに一致することがわかった。また、

(4.23)式と(4.26)式を比較すれば、公共財供給コストに関する攪乱項の相関パ

ラメーターの項 )1(  だけが異なっていて、したがって、相関パラメーターが

1に近づけば報酬率も1に近づくことがわかる。このような考察から、次のよう

な命題が得られる。 
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命題4.2：エージェントである地方政府が危険中立的で、プリンシパルである住

民が危険回避的な場合には、個別契約にける報酬率は一般的に最適値より大き

いものとなる。この場合にも、2つの地方政府の公共財供給に関するランダム変

数の相関が十分に大きい場合には、隣接地域の公共財供給コスト情報を利用す

るヤードスティック契約は、公共財供給の費用を削減し効率性を改善する。特に、

完全相関の場合には、ヤードスティック契約は最適を達成する。 

 

証明：(4.26)式において、相関パラメーターが1に近づけば、相関パラメータ

ー項はゼロに近づく。これは、(4.26)式の右辺第2項の分子がゼロに近づくこと

を意味しており、したがって
**

ib が1に近づく。前節における考察より、これは

完全情報の場合の最適条件に一致する。 

 

住民が危険回避的な場合、個別契約においては、評価パラメーターが最適値

（=1）より大きくなっており22、これに伴って政府の費用削減努力も最適値より

大きくなる。したがって、このようなインセンティブ契約において、評価率が最

適条件を超えて過剰に設定されている場合には、公共財供給コストが低くなる

が、同時に私的財の消費可能性が小さくなり、非効率な状態がおこっている。 

ところが、ヤードスティック評価の手法を取り入れて隣接自治体の費用情報

を「ものさし」として活用することにより、両地域の相関が高い場合には評価率

の超過状態を緩和することができる。特に、ランダム変数が完全に相関している

場合（ 1 ）には、報酬率は完全情報における最適な選択のケースと一致する

ことが示される。 

 

 

4.3 ヤードスティック評価の有効性について 

 このような分析結果は、現実の政策評価にどのような政策的インプリケーシ

ョンを持つのであろうか。 

 第1に、NPMの政策評価との関係では、ここで取り扱っている政策評価のモ

デルは、先に述べた政策のための投入要素の経済性に焦点を当てており、その

意味で、生産物の最大化に関する政策の効率性を捨象している。そして、公共

財供給費用の削減という政策効果が、住民満足度（厚生水準）の上昇に与える

有効性効果を測るものであるといえよう。つまり、ヤードスティック評価によ

                                                           
22 住民の効用関数の形状と危険回避の想定から、所得の限界効用は逓減することになる。した

がって、(4.27)式は一般的に正と示すことができる。 
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る公共財供給費用のパフォーマンス評価が、政府のコスト削減に関する行政努

力を引き出し、住民の政策に関する満足度を最大化するものと解釈することが

できよう。 

 第2に、先に述べたNPMの政策成果の目標管理、および評価手法の中に「ベ

ンチマーキング」という概念が存在する。これは、自治体が政策目標を設定し

たり、あるいは政策効果の評価を客観化するために、類似自治体の諸変数を基

準として比較するものである。ここで取り扱ったヤードスティック評価は、情

報の不完全性のという基本的な想定の元で、住民にとって比較的利用可能性が

高い近隣地域の政策情報を自地域の政策評価に活用するというものであり、ベ

ンチマーキングをより一般化したものと解釈することができよう。また、比較

する近隣地方政府の費用や経済条件が似通ったものであるほど、望ましい評価

が実現し、政策評価の効果が得られるという関係性も、類似地域のベンチマー

キングという概念との共通点が見出せるものである。 

 

4.4 結論 

この論文においては、地方政府の公共財供給費用に関するパフォーマンス評

価を、政府間競争との関連において検討し、地方政府のパフォーマンスを改善し

住民の厚生水準を高める手法として隣接地方政府の情報を活用するヤードステ

ィック評価を提案した。 

住民をプリンシパルとし地方政府をエージェントとする非対称情報のプリン

シパル=エージェントモデルにおいて、地方政府の公共財供給に関するパフォ

ーマンス情報をもとに住民が地方政府に評価(可変報酬の決定)を下すことを想

定する。分析の結果、近隣地域の情報を利用しない個別契約は最適を達成する

ことができず、特に、エージェントの公共財供給コスト削減の成果に発生する

確率的な変動リスクを危険回避的な主体が負担することがわかった。この点

は、プリンシパルである住民が危険回避的である場合には、個別契約に発生す

る非効率性を住民が負担することを意味している。 

他方、近隣地域のパフォーマンス情報を活用したヤードスティック評価に基

づくインセンティブ契約は、個々の地方政府のパフォーマンス評価と比較して

公共財供給の費用を削減し、地域住民の厚生水準を改善する。近隣地域間の自

然条件や費用構造が似通っている場合には、特に、ヤードスティック情報に基

づく評価の有効性が高まることが示された。 

このようにここでは、トーナメント型のヤードスティック競争モデルの中に

公共財供給の費用関数を明示的に導入し、政府による公共財供給費用削減努力

に焦点を当て、可変報酬を伴う業績評価の改善効果を示した。このモデルの特

徴を生かして、公益事業分野などにみられる政府部門が生産する財の提供活動
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におけるインセンティブ規制に応用するならば、料金設定方式に対する新たな

展開を期待することができよう。 

 

 

 

 
Appendix 1. 個別契約における最適解の導出 

 
住民の租税負担の最小化問題が次のように与えられる。 
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, 2,1i （A4.1） 

 

このラグランジアンを操作変数( ia , ib ,  )について最小化することにより、

次のような１階の条件式を得る。 
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G
, 2,1i                 （A4.4）  

 
まず、(A4.4) 式は、エージェントの期待効用がリザーベション効用を満たし

ていることを要請するものである。つまり、 

 

ZUE G )(                  （A4.5）  

 
次に、(A2)式よりラグランジュ変数に関して次の式を得る。 

 

    
)(

1

GUE 
                     （A4.6）  
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（A4.6）式を（A4.3） 式に代入し整理することにより 
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, 2,1i       （A4.7）  

 
（A4.7）式を整理することにより、最適な報酬率設定に関する(17)式を得

る。 
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ここで、ランダム変数に関する仮定より、 0)1()(  LH
i ppE 

と示すことができる。この関係を利用すれば、 )( iiUE  について、次のよう

に示すことができる。 
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（A4.8） 式より、直接(18)式を得る。 

 
Appendix 2 ヤードスティック契約における最適解 
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ヤードスティック契約におけるプリンシパル（住民）の最適化問題は次のよう

に与えられる。 

 

  ZbbybybaE

bybybabyEbaL

ijjjiiiii

jjjiiiiiiiiiii
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, jiji  ,2,1,  

(A4.9) 
 

Appendix 1と同様に、このラグランジアンを操作変数( ia , ib ,  )について最

小化することにより、次のような１階の条件式を得る。 

 

0)(1 



G
i

UE
a

L  , 2,1i                (A4.10)    
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jiji  ,2,1,                                         (A4.11)  
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ZUE
L

G
, 2,1i                   (A4.12) 

 
Appendix 1 と同様の操作によりこれらを整理することにより、以下のような

条件を得る。まず、(A12)式より直接、 ZUE G )( を得る。次に、(A10)式の関

係を用いて(A11)式を整理することにより、最適な報酬率決定に関する(19)式を

得る。 
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, jiji  ,2,1,            (4.19) 

 

さらに、 )]([ jiGUE   については、ランダム変数に関する仮定(5)式を利

用して次のように示される。 
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(A4.13)より直接(4.20)式を得る。 

 
Appendix 3 プリンシパルが危険回避的でエージェントが危険中立的な場合 

 
1) この場合において、住民効用最大化問題を示すと、次のように与えられ

る。 
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これまでと同様に、このラグランジアンを操作変数( ia , ib ,  )について最大

化することにより、次のような１階の条件式を得る。 
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これまでと同様に、まず、(A4.17) 式より、エージェントの期待効用がリザー

ベション効用を満たす条件式、 ZUE G )( を得る。次に、(A4.15)式の関係を用

いて(A4.16)式を整理することにより、以下の表現を得る。 

 

     0][)()1(  iPPi UEUEb  , 2,1i         (A4.18) 

 
(A4.18)式を整理することにより、(4.19)式が得られる。 
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, 2,1i              (4.19) 

 
(4.20)式は、Appendix 1 における(A8)式の導出仮定と基本的に同様の操作に

より得られる。 

 
2) 他方、ヤードスティック契約におけるプリンシパル（住民）の最適化問題

は次のように与えられる。 
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このラグランジアンを操作変数( ia , ib ,  )について最大化することにより、次

のような１階の条件式を得る。 
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0)( 



ZUE
L

G
, 2,1i                   (A4.22) 

 

これまでと同様の操作により、まず、(A4.22)式より直接、 ZUE G )( を得る。

次に、(A4.20)式の関係を用いて(A4.21)式を整理することにより、最適な報酬

率決定に関する(4.27)式を得る。また、(4.28)式については、Appendix 2の
(A4.13)式の導出仮定と基本的に同じ操作を重ねることにより得られる。 

 
 



   

 - 113 - 

第５章 地方分権と補助金政策 

 

 

5.1 はじめに 

 中央政府から地方政府へは大きな財源移転がなされている。この関係を両政府の歳

入歳出との関係から見れば、地方政府の歳出と中央政府の歳出の比率が約6対4となっ

ているのに対し、税収の地方中央比率は、これとは逆に約4対6となっていて、地方政

府は構造的に財源不足の状態になっているからである。このような政府間の補助金の

役割としては、地方政府の財源不足を補填し、必要な支出を保証する以外にも、地方

政府間の過度な財政力格差の是正や地方政府の特定支出の政策的促進、さらに、中央

政府と地方政府が共同して行う社会資本建設への政策誘導などいくつかのものがあ

る。本節では、そのような財政補助金の経済効果を検討する。 

 

5.2 地方財政と補助金 

 中央政府から地方政府へは大きな財源移転がなされている。例えば、平成28年度に

ついてそれを見ると、地方政府の歳出が96.6兆円と中央政府の歳出69.1兆円を超過し

ているのに対し、地方政府の税収は、国税の法定率及び地方譲与税を入れても56.4兆

円に過ぎず、大幅な不足の状態になっているからであった。このうち、36.8兆円が中

央政府から地方政府への補助金として、地方交付税や国庫支出金の形態をとり移転さ

れている。 

 このように地方政府の財源には、地方税以外にも国から国税の一定割合を移転する

地方譲与税に加え、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、財政力の弱い自治体に

も一定の財源を保証する地方交付税がある。このうち地方譲与税は、国税として徴収

した租税を一定の基準に基づき地方公共団体に譲与するものであり、現行制度では地

方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空燃料譲与税など合計６種

類がある。 

他方、地方交付税は、各地域の人口や面積などの測定単位をもとに全国標準に基づ

いて測定した基準財政需要1と、標準的な地方税収入見込み額の75%に地方譲与税等を

                             

1 より詳しくは、基準財政需要額＝ 単位費用(測定単位1単位当たりの費用) × 測定単位(人口、面積など) 
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加えて測定される基準財政収入との差額(財源不足額)を交付するものであり、使途を

制限しない財政移転である。その財源としては、国税の法定率分(所得税および法人

税の33.1%、酒税の50.0%、消費税の22.3%)と法定加算と呼ばれる各年度の加算額を合

計したものである。 

また、中央政府は地方政府に対して補助金、交付金、負担金、補給金など様々な名

称により支出金を交付しているが、そのうち、地方交付税など一般財源であるものを

除き、使途を特定した支出金を国庫支出金と呼ぶ。その内容は、生活保護負担金、社

会資本整備総合交付金、普通建設事業支出金、義務教育負担金などである2。 

 

補助金の分類 

 このように、中央政府と地方政府の間では、いくつもの財政移転が行われているが、

これは我が国ばかりでなくほとんどの国で行われている。そして、その中でも最も重

要なものは、いわゆる補助金を通じて行われる財源の移転である。補助金は多くの目

的のために用いられているが、その目的に従っていくつかの種類に分類される。まず、

補助金は、その使途に地方政府の裁量が与えられているかあるいは使途が特定されて

いるかにより、一般補助金(general grants, non-conditional grants)と特定補助金

(specific grants, conditional grants)とに分類される。そして、それぞれの補助

金は、さらに特定の目的に対して一定額の補助金を出す定額補助金(lump-sum grant

s)と、歳出の一定割合について中央政府が地方政府に補助金を出す定率補助金(perce

ntage grants, matching grants)とに分けられる。第5-1図には、このような補助金

の種類が示されている。 

我が国の場合には、基本的に地方交付税が一般補助金に分類され、国庫支出金が特

定補助金に分類される。しかしながら、道路整備事業など中央政府が奨励する事業に

対する交付税措置に見られるように、地方交付税においても一部特定補助金としての

機能が存在する。さらに、定率補助金と定額補助金との分類に関して言えば、例えば

                                                                                       

× 補正係数(段階、寒冷補正など)、と示すことができる。 

2 日本の補助金制度については、例えば、竹内(2005)などを参照されたい。また、地方分権における補助金改革

については赤井他(2003)、中央政府の補助金がもたらす地方政府のソフトバジェットについては赤井(2006)が詳

しい。 
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義務教育国庫負担金は、中央政府が教員給与の１／３を補助する制度であるが、算定

の基準となる給与や教員数が中央政府の基準に基づいており、事実上定額補助金(特

定定額補助金)としての性格が強いものといえよう。 

 

      第5-1図 補助金の分類 

 

補助金の機能 

 政府間補助金をその機能の観点から見ると、①財源調整機能（垂直的、あるいは水

平的財政力格差の是正）、②財源保障機能(一定水準の行政サービスを保障)、③資源

配分の効率化機能(財政外部性の内部化など)の３つの機能がある。以下では、簡単に

それぞれの機能について検討してゆこう3。 

 まず、垂直的財源調整機能については、公共財・サービスの提供とその財源調達の

能力における中央政府と地方政府の比較優位がその基本となっている。まず、中央政

府は、課税において規模の経済を活用して税務執行を効率化し、徴税に要する費用を

低減することができる。また、人や機械、資本設備、資金など移動可能な課税ベース

に対しては、地方政府の課税能力に一定の制限があるのに対して、一般的に中央政府

は、課税ベースの地域間移動によるこのような制限を受けない。さらに、累進所得税

                             

3 Boadway (2006)、Spahn (2007) などの展望論文がある。 
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など再分配機能を伴う課税が可能になるなど、中央政府のほうが十分な税収を上げや

すい。他方、歳出に関しては、特に、地域密着型の公共財やサービスの差別化された

提供において地方政府は大きな優位性を持っている。 

このように、中央政府は国家的公共財の提供に必要となる財源を上回る税を徴収し、

地方政府は逆に、自己の徴税能力を超える公共財・サービスの提供を行うことが望ま

しい。中央政府と地方政府のこのような歳入と歳出のギャップを埋めることが、垂直

的な財政力格差是正のための補助金の機能として期待される。さらに、税源の偏在に

よる財政力の地域間格差(水平的財政力格差)に対しては、相対的に財政力に乏しい地

域に対して手厚い補助金を交付することにより、財政力の地域間平準化の機能を発揮

することが期待される。このようにして、所得や財政ニーズの等しい個人が、財政力

の異なった地域に居住することにより、その受益や負担が異なるという水平的な不公

平を是正することがかのうになる。 

第2に、財源保障機能に関しては、福祉、医療、教育といった社会的に重要なサー

ビスについては、地方政府がそれを提供するとしても、全国的な一定の水準（ナショ

ナルミニマム）を保証することが求められる。財政力が異なる様々な地方政府に対し

て、このような公共財・サービス供給のための財源保障を行うことも、政府間補助金

の重要な機能である。なお、このような特定の公共財・サービスの提供のための補助

金としては、どのような歳出にも用いることができる一般補助金よりも、使途を限定

した特定補助金が、このような公共財・サービスの提供を保証する観点から望ましい。

また、地方政府が一定の水準を超えてこのような公共財・サービスを提供することは、

排除されるものではない。 

第3の資源配分の効率化機能については、例えば、環境政策などの便益が地域外に

スピルオーバーするような公共財・サービスの提供を適正化することができる。公共

財やサービスの便益が地域間でスピルオーバーする場合には、地域外に発生する外部

便益まで視野に入れた社会的便益と公共財の提供費用とが一致することが求められ

る。ところが、分権的な地方政府にとっては、地域外に発生するスピルオーバー効果

は政策決定には反映されないので、このような公共財は過小供給に陥ることが知られ

ている。このような公共財に対する特定補助金(定率補助金)は、地方政府の限界費用
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を低下させることにより、過小供給を改善することができる4。 

 

 

5-3． 地域間所得移転、財政均等化と経済厚生 

 

 第2章第7節において検討したように、分権的な地方政府が効率的な資源配分、特に

効率的な人口配分に失敗する場合には、中央政府など、より上位の政府による地域間

の財政移転による介入が必要となる。ここでは、財政力格差が存在するような非対称

的2地域モデルを用いて、どのような条件の下で中央政府の財源移転政策が地域間人

口配分を改善し、経済の厚生を高めるかを検討する5。 

このような問題意識に基づく研究は、基本的にFlatters, Henderson and Mieszko

wski(1974)により展開されたものである。先に見たように、非対称的地域間における

ティブー均衡は、最適な住民数を達成することができず非効率的であるが、Flatters

他(1974)においては、このような非効率性の是正のために一般補助金が有効であるこ

とが示された。また、Boadway and Flatters (1982) においては、地域間補助金の

効果についてより詳細な検討が加えられ、公共財供給を含む資源配分の効率性と財政

均等化の効果とが検討され、地域間において財政力が異なる場合には、財政均等化の

ための補助金も必要となることを明らかにしている。 

このように、地域間所得移転の政策には、資源配分の効率性を改善する目的ばかり

ではなく、非対称的な地域間の所得再分配により地域間の経済力格差を縮小する（地

域間の財政均等化）目的をも持っている6。ところが、効率性を改善するための政策と

公平性を追求するための政策は、しばしば異なる結果を経済にもたらすことが知られ

ている。本節では、このような観点から地域間所得移転政策の資源配分効果と経済厚

生効果を検討する。 

                             

4 Boadway and Wildasin (1984)、Jha (2007)などを参照されたい。 

5 本章は、基本的に西垣(1999, 2014)に基づきながら、大幅に加筆、修正したものである。 

6 Oates(1972)においては、地域間の財政均等化補助金の役割として、ナショナルミニマムの達成や地域間の水平

的分配の改善があげられている。また、財政均等化補助金の目的や役割については、 Boadway (2006) が詳し

い。 
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非対称的地域モデルと地域間所得移転政策 

第2-7節で使用した非対称的な２地域からなるモデルに、地域間所得移転政策を導

入しよう。この政策は、中央政府などより上位の政府が責任をもち、一方の地域政府

から徴収した財源によりもう一方の地方政府に財源移転を行うことにより、地域間人

口配分を改善し両地域の経済厚生をパレート改善することを目的とする。 

ここでも、地方政府は住民から所得税（ it ）を徴収し地方公共財（ ig ）を供給する

と仮定する。地域間移転所得がモデルに導入されることにより、第ｉ地域の政府予算

制約式は次のように変更される。 

 

          iiii Sntg  , 2,1i                (5.1) 

 

ここで、第i地域が中央政府より所得移転を受ける場合には iS >0、逆に、所得を徴収

される場合には iS <0となる。 

第ｉ地域に発生する地代は当該地域の住民の間で均等分配されると仮定しよう7。政

府予算制約式の変更により、第ｉ地域の資源制約は次のような変更を受ける。 

 

      iiiiii SgxNLNf ),( , 2,1i              (5.2) 

 

これより、 第ｉ地域の一人当たり消費は次のように示される。 

 

      iiiiii NSgLNfx /]),([  , 2,1i             (5.3) 

 

(5.1)式から(5.3)式とあわせて、人口制約式から得られる 12 NNN  の関係を利用

することにより、地方政府の公共財の最適供給を含む、この経済のティブー均衡を示

す6本の均衡条件式が次のような3本の式にまとめられる8。 

                             

7 Flatters et al. (1974)においては、両地域の土地を占有する地主が想定されているが、このような想定にし

ても結果は大きくは変わらない。 

8 両地域の住民の効用関数に(5.3)式を代入することにより、(5.4)～(5.6)を得る。この時、住民の効用水準は、
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      ),,,(),,,( 11111111111 LSgNuLSgNuN xg              (5.4) 

      ),,,(),,,()( 22212222121 LSgNuLSgNuNN xg           (5.5) 

      ),,,(),,,( 2221211111 LSgNuLSgNu                (5.6) 

 

(5.4)、(5.5)式は、それぞれの地方政府の公共財の最適供給に関するSamuelson条件

である。また、(5.6)式は、人口移動に関するティブー均衡を規定する式に他ならな

い。ここで iL は両地域の土地の供給量であり、ここでは所与と考えているので、これ

ら3本の均衡条件より、両地域の人口配分 1N 、 )( 12 NNN  、最適な公共財供給量 1g 、

2g が、中央政府の地域間所得移転 iS の関数として決まることになる。 

 

中央政府の所得移転政策 

ここでの関心は、中央政府が地域間所得移転政策を通じて両地域のティブー均衡に

働きかけることにより、公共財供給を含む資源配分の状況や社会的経済厚生水準をパ

レート改善するための条件は何であるかという問題である。このためには、中央政府

が地域間所得移転政策により両地域の人口配分を改善し、両地域の資源配分の効率性

を高める事が必要となる9。 

中央政府の所得移転政策に関する比較静学の手法を用いてこの問題を検討しよう。

簡単のために、中央政府の所得移転に関して 21 SSS  とする。両地域の均衡条件(5.

4)から(5.6)式を地域間所得移転Sに関して全微分することにより、中央政府の所得

移転が人口配分の変化にもたらす影響を次のように求めることが出来る10。 

 

    )(
2

2

1

1

1

1
N

u
N

uDdS
dN xx                   （5.7） 

ただし、 

                                                                                       

各地域の人口や公共財、財政移転などに依存して決まる間接的効用関数として示される。詳しくは、Atkinson a

nd Stiglitz (1980)などを参照されたい。 

9 このような2地域モデルにおけるトランスファーと住民移動を取り扱ったモデルには、Harris and Todaro (19

70)などがある。 

10 詳しい計算については、Appendixを参照されたい。 
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とする。 

 

ここで、(5.7)式分子は、両地域の個人の限界効用を当該地域の人口で割ったもの

であり、常に正となる。したがって、(5.7)式の符号はDの符号に依存して決まる事

になる。両地域の最適人口配分に関する第2章第4節における（2.5）式を検討すれば、

分母の Nixfu iNix )(  は、新たに第 i地域に流入した住民の当該地域に対する限界的貢

献であり，追加的な住民の新たな流入がその地域経済にもたらす純便益である。した

がって、分母の符号は両地域の人口配分状況に依存していることがわかる。両地域の

人口が最適点を超えている場合すなわち過剰人口の場合には、第２節における分析か

ら、(5.8)式は負となることがわかる。これは第2章第6節、図2-2(a)のケースに対応

している。逆に、両地域で人口が過小な場合には、この式の符号は正となる。このケ

ースは図2-2(b)に示されている。 

 

所得移転政策と経済厚生 

第1地域が相対的に財政力の高い地域であると想定し、この地域から徴収した財源

により第2地域に対する所得移転が行われる場合を検討しよう11。このような所得移転

政策により、両地域で過剰人口が発生している場合には、第1地域から個人が流出す

ることにより人口が減少し、逆に、両地域が人口不足の場合には、人口流入により第

1地域の人口が増加することがわかる。ところが、第2章第7節における考察から、両

地域の人口が不足している場合には、ティブー均衡が安定性を満たさないことが分か

った。したがって、ここでは、均衡の安定性を確保するために、両地域において過剰

人口が発生している場合に分析を限定する。 

次に、このような人口移動の効果が、両地域の経済厚生に与える影響を検討しよう。

ティブー均衡のもとで地域間所得移転政策が均衡効用水準に与える影響は、次のよう

な式により示される。 

 

                             

11 このモデルにおいては、Flatters et al. (1974) などに従って、例えば土地などの初期賦存量が大きい場合な

どに生産力が高くなり、したがって財政力も高くなると考える。 
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簡単のために、先ほどと同様に第1地域が相対的に財政力の大きな地域で、両地域が

人口過剰の状態にあるケースを検討しよう。このような場合には分母は負となるので、

(5.9)式の符号は分子、特に、両地域の住民の限界社会的貢献の相対的な大きさに依

存して決まることがわかる。 

ところが、この項は正負いずれの符号をも取りうる。過剰人口の想定より個人の各

地域への限界社会的貢献は負となっているので、第1地域のそれの絶対値が第2地域よ

り大きいのであれば、(5.9)式は正となり、中央政府による地域間所得移転の政策が

経済厚生を高めることがわかる。また、ここではティブー均衡にある２地域を考えて

おり、両地域の一人当たり効用水準は等しくなっているので、これは両地域にとって

パレート改善となっていることがわかる。 

 

         図5.1 補助金によるパレート改善のケース 

 

 

 

 

 このようなケースは、図5.1に示されている。そこでは、中央政府が相対的に大き



   

 - 122 - 

な地域である第1地域からファイナンスした所得を第2地域に移転することにより、第

1地域から第2地域への住民の移動がおこる。このような住民移動により、2地域間の

住民移動の限界社会的貢献の格差が縮小する。これは、第1地域における過剰人口が

解決され、それに伴って第1地域の生産条件が改善されるとともに、第2地域において

人口増加にともない生産が拡大することにより、結果として両地域の経済厚生が改善

されている。 

ところが、絶対値で評価した第１地域の住民の限界社会的貢献が第２地域のそれを

下回る場合には、(5.9)式の符号は負となり、所得移転政策が社会的経済厚生を低下

させることがわかる。このケースは図5.2に示されている。この場合にも、中央政府

の所得移転により第1地域から第2地域への住民の移動がおこる。ところが、この住民

移動は、追加的住民の社会的貢献度がより高い（絶対値が小さい）地域から、より低

い（絶対値が大きい）地域への移動であり、人口配分の効率性をより低くする方向へ

の人口移動に他ならない。したがって、両地域の社会的厚生水準は低下してしまうこ

とになる。 

 

        図5.2 補助金がもたらす効用水準の低下 
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財政均等化とトランスファー･パラドックス：効率と公正 

 ここで取り扱った中央政府の所得移転政策は、現実の地方政府に対する地方交付税

などの補助金政策とどのような関係にあるのだろうか。わが国の地方交付税は、地方

政府の税収不足と地方政府間の財源の偏在を調整する事を目的としている。財政力が

異なる地方政府間の財政力調整を目的とする補助金を「財政均等化（Fiscal Equali

zation）」のための補助金と呼ぶが、そのような補助金と、ここでの地域間の人口配

分を改善するための補助金の関係を検討しよう。人口配分の地域間格差をもたらす要

因にはさまざまなものが考えられるが、ここで考えたような土地の広狭の差にくわえ

て、より多数の産業の立地などがもたらす生産性格差などが考えられよう。このよう

な場合には、人口が相対的に多い地域がより豊かな財源を持つ地域と考えて差し支え

ないであろう。したがって、ここで考えた第1地域から第2地域への所得移転は、地域

間の財政力調整の機能を併せ持つと考えてよいであろう。図5-2(a)に示されるケース

では、このような補助金がもたらす人口移動により人口配分が改善され、財政調整と

経済厚生の改善が同時に実現しているケースといえよう。ところが、図5-2(b)に示さ

れるケースは、財政調整と経済厚生の改善が両立しないケースである。財政調整の機

能を持つ第1地域から第2地域への所得移転が、非効率を高めるような人口移動をもた

らし、補助金を支払った地域の住民ばかりでなく補助金を受け取った地域の住民の経

済厚生水準をも低下させるという、いわば｢トランスファー･パラドックス（transfer

 Paradox）｣ともいえる状況が生じている12。この場合には、経済厚生を高めるため

には、相対的に小さな地域である第2地域から第1地域への所得移転が要請されるが、

逆に、これは財政力の再分配という公正の観点からは首肯し難い政策であるかもしれ

ない。 

 

 

5.4 地域間競争、自発的補助金とNash均衡 

                             

12トランスファーパラドックスは、より厳密には補助金の受け取り手の厚生水準が低下し、逆に、

補助金を支払った個人の厚生水準が上昇すること示す。Samuelson (1952)に示されているように、

2地域モデルにおいては、その両方が起凝ることはない。 



   

 - 124 - 

 

ティブー均衡と地方政府の地域内厚生最大化ゲーム 

前節までの分析により、各地域が非対称的な場合には、地方政府による地方公共財

の供給は、一般的には最適な地域間人口配分に失敗することが示された。また、その

場合に中央政府がおこなう地域間所得移転政策により、人口配分の非効率性が改善さ

れ、2地域の社会的厚生水準が上昇する可能性が示された。ティブー均衡の下で住民

移動がもたらすこのような効果は、（住民移動の）財政外部性と呼ばれている。 

ところで、このような財政外部性が発生する場合には、地方政府の公共財供給や租

税などの政策による住民移動を通じて、地方政府の取る政策が相互に影響しあうこと

がわかる。このような相互依存関係の下での政策決定においては、Nashの行動仮定を

想定したゲーム論的均衡（Nash均衡）の分析が必要となる。本節では、このような考

え方に従って、地域間の政策決定における相互依存関係をふまえて戦略的な行動をと

る地方政府の公共財供給の最適性を検討する。 

このような地域間の政策的相互依存関係の下で地方政府の政策決定を検討した研

究には、Wildasin (1988)、Myers (1990)、Myers and Papageorgius (1993)、We

llish(1994)などがある。この中で、Myers(1990) においては、住民の居住地域選択に

関するティブー的な行動仮説のもとで、住民の厚生水準の最大化を政策目標とする各

地方政府が自発的な地域間所得移転のインセンティブを持つ場合には、非対称的な地

域間でもパレート最適な資源配分が達成されることが示されている。これは、地方政

府が住民移動により発生する財政外部性を、自発的地域間補助金によりコントロール

することが可能であるならば、公共財供給がパレート最適になることを意味している。 

本節ではこのような指摘にしたがって、人口移動の財政外部性が存在する場合の地

方政府間のNash均衡を検討しよう13。人口移動がもたらす財政外部性を明示的に認識

するとともに、新たな政策手段として自発的な所得移転動機を持つような地方政府を

想定しよう。分析を明確にするために、前節までに展開してきた非対称的な２地域モ

デルに、各地方政府が自発的に行う地域間所得移転を導入する。地方政府は住民の効

用水準の最大化を行動目標として、公共財の供給および自発的な地域間所得移転、お

よびそれらのための所得税の徴収について決定するとしよう。したがって、第I地方

                             

13 以下での議論は、基本的にMyres(1990)に従って展開される。 
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の政府予算制約式は次のように示される。 

 

       0 jiijiii SSNtg , jiji  ,2,1,           (5.10） 

 

ここで、 ijS は第 i地方の第 j 地方に対する所得移転である。政府予算制約式のこのよ

うな変更に伴い、第I地域の資源制約式は次のように変更される。 

 

      0),(  jiijiiiiii SSgxNLNf , jiji  ,2,1,       (5.11） 

 

前節までと同様にここでもティブー仮説を想定するので、住民の自由な居住地選択の

結果、両地域の住民の効用水準が均等化するというティブー均衡条件が成立する。 

 

       ji uu  , jiji  ,2,1,                 (5.12） 

 

両地域の地方政府は、資源制約、ティブー均衡条件を制約として、当該地域の住民の

効用水準を最大化するように、公共財の供給水準と他地域に対する所得移転額を決定

する。ところで、政府の予算制約式から、当該地域の地方政府が選択しうる公共財や

他地域への所得移転の範囲は、他地域から当該地域への所得移転の大きさに依存して

いることがわかる。これは、当該地域の住民の効用最大のための政策が、他地域の政

策に依存して決まることを意味している。そこで、ここでは両地域の政府の行動に、

「当該地域の政府が政策を変化させても、他地域の政府は政策を変更しない事を想定

して政策変数を選択する」というナッシュ（Nash）型の行動仮説を採用し、その仮定

のもとで得られる地方政府間の均衡（ナッシュ均衡）の効率性を検討することにしよ

う。 

このような想定のもとで、各地方政府の政策は次のような最大化問題を通じて決定

される。 

 

      Max    
0,,..

],/)[(





ijiji

iijiijiii
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, 

      iji Sg ,                   jiji  ,2,1,  (5.13) 
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この問題は、通常のノンリニア・プログラミング(Non-linear Programming)の手法

を用いて解くことが出来る14。ここでは、(5.13)式を直接解く代わりに、Boadway(19

82)、Myers(1990)などにしたがって、ティブー均衡条件から得られる住民移動関数を

用いて分析を進めよう。 

ティブー均衡の条件式を全微分することにより、各地域の住民数Niが、各地域の政

策変数に依存して決まることがわかる。このような関係は、次のような暗黙的な住民

移動関数により示される。 

 

        ),,,( jiijjiii SSggNN  , jiji  ,2,1,          (5.14) 

 

(5.14)式を(5.13)式の最大化問題に代入し、最大化のための1階の条件(Kuhn-Tucker

 Conditions)を求めると、次のようになる。 
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    (5.15) 

                                  (5.16) 

 

ここで、住民移動関数より、 

 

     

jjNjjxiiNiiC

jjxiix

ij

i

igiix

i

i

NxfuNxfuD

jiji
D

NuNu

S

N

jiji
D

uNu

g

N

/)(/)(

,2,1,,

,2,1,,



















         (5.17, 5.18) 

 

                             

14 例えば、Intriligator (1971) などを参照されたい。 
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(5.18)式を(5.16)式に代入することにより、 jijiji SuSu   となることがわかる。

したがって、ナッシュ均衡のもとでは、(5.16)式が２地域同時に成立するので、

0 jijiji SuSu  となることがわかる。(5.16)式より、この時には、最適な人

口配分式 jNjiNi xfxf  が成立していることがわかる。また、地域間所得移転に課

した非負条件と、 0 jijiji SuSu  より、ナッシュ均衡のもとでは、ある地域

が最適な所得移転を行っており、もう一方の地域では所得移転がゼロとなっているこ

とが分かる。 

また、(5.17)式を(5.15)式に代入することにより、公共財の供給に関する次のよう

な式を得る。 

 

 

     0]/)(1)[(  Dxf
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ig

i

i




, 2,1i         (5.19) 

  

ここで、右辺の[]括弧の中は一般的にゼロではないので、公共財に関する内点解の存

在を仮定すれば、公共財供給のSamuelson条件が得られる。これらの２つ条件により、

自発的な地域間所得移転による地方政府間のナッシュ均衡は、パレート最適であるこ

とがわかる。 

 

地域間所得再分配と地方税 

 これまでの分析においては、簡単のため、各地域で発生した地代は各地域の住民に

均等に配分される状況を考えてきた。ここでは、ある地域に発生する地代が地域を越

えて分配される場合に分析を拡大しよう。Meyers(1990,93)では、このような、地代

を通じた地域間所得の流動がある場合には、住民に対する一括所得税に加えて財産税

（property tax）が利用可能であれば、最適な公共財供給と人口配分が達成される

事が示さている。以下では、基本的にMeyersの議論に基本的に依拠しながら、ティブ

ー均衡のもとでの地方税の効果に関してナッシュ均衡の効率性の観点から分析を進

める。 

前節で取り扱ったモデルにおいて、すべての個人が全地域の土地を均等に所有して

いる状況を考えよう。第 i地域の個人の税引き後の予算制約式は次のように示される。 
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また、第i地域の政府の予算制約式は、次のように示される。 

 

     iiiii LtNtg  , 2,1i                     (5.21) 

 

これらの式を考慮することにより、各地域の資源制約式として次のような式を得る。 

 

  0/)(/)(  PLtRNPLtRNxNgf jjRjiiiRijiiii , jiji  ,2,1,  (5.22) 

 

ここで、 ijiiRjj SLtRN  )( と解釈すれば、前節で取り扱った地域間所得移転を含むモ

デルのもの(5.11)とまったく同じ資源制約を得ることになる。そこで、地方政府が財

産税 iRt のコントロールを通じて地域間の地代配分 ijS を間接的にコントロールするこ

とにより、地域間の人口配分を改善し、前節と同じナッシュ均衡を達成することが出

来る。したがって、地方政府が地域間所得移転ではなく財産税を課税する場合にも、

パレート最適な地域間資源配分を達成することが出来る。 

 このように、地域間人口配分の非効率性を改善するためには、地域間所得の再分配

を通じた住民の再配分が必要となることがわかる。そのためには、地域間の所得の配

分を変化させるための何らかの方策が必要となる。このような手段には、先ほど考察

した所得移転や財産税のほかにも、地域間を超える消費需要がある場合には地方消費

税、また、諸地域の関係が都心と住宅街などという場合には、都心の事業法人への課

税なども有効な手段であるかもしれない。 

 

地方分権と中央政府の役割 

この節では、ティブー的な人口移動による地域間の効用均等化が実現している場合、

ナッシュの行動仮定のもとで地方政府間の財政競争が行われているならば、地方政府

の自発的な地域間所得移転により分権的な経済の効率性が達成されるというもので
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あった。地域間の財政競争の中で、地方政府がより高い効用水準の達成を求めて、当

該地域の人口配分を改善するための方策として他地域に対する所得移転を行う結果、

パレート最適が達成されるというものである。 

このような考え方を推し進めてゆくならば、地域公共財、純粋公共財あるいは経済

安定化政策などの便益の他地域へのスピルオーバー（Spill over）に関しても、当

該地域の政策によるスピルオーバーが他地域の効用水準を引き上げ、人口配分を変化

させる結果、当該地域の効用が増加する。このような脈絡において、ある地域の政策

が他地域に及ぼす効果を当該地域の効用変化として認識する結果、他地域に及ぼす効

果が内部化され、最適な政策が取られるというものである。 

このような研究分野は、いまだけっして十分な研究成果が蓄積されているわけでは

ないが、この議論が妥当する場合には、中央政府の役割は、少なくとも理論的には最

低限のものとなってしまうであろう。このような状態は完全な地方分権(Perfect De

centralization)と呼ばれている。 

ところが、このような議論は市場の完全性や移動費用を伴わない住民の自由な地域

選択、さらに、地方政府とその住民に対して政策効果や他地域からのリパーカッショ

ンなどに関する完全な情報と合理性などを前提としている。もちろん、市場や住民の

移動に関するこのような想定は、分析を明確にするための簡単化想定にすぎない。さ

らに、個人の予見能力や合理性は必ずしもこの議論が求めているようなものではない

し、また、政策効果に関する情報や、他地域からの政策効果のリパーカッションにつ

いても完全に予見することは困難であろう。 

さらに、ここでは分析の簡単のために２地域のみが存在する状況を考慮したが、多

数の地域が存在するような状況においては、ここで分析のキーポイントとなっていた

各地域の戦略的な立場の重要性が薄れてゆくものと考えられる。また、そのような状

況では、特定地域のとる人口配分の効率化のための政策に、別の政府がただ乗り(Fre

e Ride)する可能性が指摘されている。 

このように、財政競争の中での分権的地方政府のナッシュ均衡は、地方分権の経済

厚生効果に関して重要な方向性を示唆するものであるが、その想定の現実妥当性や定

理の現実の政策への適応可能性などに関しては、今後の研究の展開を待たざるを得な

い。少なくとも現時点においては、地方分権の効率改善効果を生かしつつも、人口配

分の非効率性や地方公共財のスピルオーバーの補整、租税徴収や公共財供給における
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規模の経済の活用などより上位の政府の介入が必要となろう。 

 

 

5.5 スピルオーバー効果と補助金政策 

 前節においては、財政力格差が存在する非対称的な2地域モデルを用いて、各地域

の自発的な地域間補助金が人口配分と公共財供給の効率性を改善し、パレート最適な

ナッシュ均衡をもたらすことが示された。本節では、公共財の便益が地域外にスピル

オーバーするような財政外部性を想定し、公共財供給の効率性を改善するための補助

金の経済効果を分析する。補助金が公共財供給に与える影響を検討した研究には、Bo

adway, Pestieau and Wildasin(1989)がある。そこでは、完全な地方分権の下で国家

的公共財を地方政府が自発的に提供しあうようなモデルを用いて、一般補助金、特定

補助金の効果を分析している。ここでは、このようなモデルを応用して、便益が地域

外にスピルオーバーするような地方公共財の供給に対する様々な補助金の効率性改

善効果を検討する。 

公共財便益がスピルオーバーする場合、地方政府の政策決定には、当該地域が提供

する公共財の他地域における便益評価は、一般的には反映されない。したがって、こ

のような場合、公共財は最適な水準より過小にしか供給されないことが知られている。

前節で検討したような地域間の自発的補助金は、公共財便益の地域外へのスピルオー

バーといった財政外部性に対しても有効といえるのであろうか。さらに、中央政府の

様々な補助金政策は各地方政府の公共財供給を改善することができるのであろうか。

本節では、公共財の便益が互いにスピルオーバー効果を与え合うような2地域経済モ

デルの設定の下で、様々な補助金の公共財供給を最適化する効果について検討する。 

 

5.5.1 モデル 

 ここでは、地方公共財のスピルオーバー効果を明示的に考慮した住民移動が不可能

な2地域モデルを用いて、中央政府の補助金の経済効果を検討する。モデルの基本的

な仮定は以下のようなものである。 

 

仮定 

① 2地域( 2,1i )があり、それぞれの地域に同数の住民( nnn  21 )が住んでいる。住
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民は、地域間移動ができないと仮定する。 

② 財は2財が存在し、 ix を私的財、 ig を公共財とする15。 

③ 地方公共財の便益は互いに他の地域にスピルオーバーすると仮定する。 

④ 中央政府と地方政府が存在し、中央政府が補助金政策（およびそのための租税政

策）を実施し、地方政府は中央政府の政策を与えられたものとして行動する。 

 

住民の行動 

 各地域の住民は、私的財と当該地域の地方政府が供給する公共財および他の地域の

公共財から効用を得る。したがって、各地域の住民の効用関数は以下のように示され

る。 

 

        ),( gxu ii   2,1i                  (5.23) 

 

ただし、 21 ggg  である。この効用関数は、通常の準凹関数の性格を満たすと仮定

する。 

 

生産活動 

各地域の住民は、それぞれ１の労働供給を行い、一人当たり iw の賃金を得る。財の

単位はそれぞれの価格が1となるように正規化され、その相対価格は変化しないと仮

定する16。 

 

中央政府の行動 

 中央政府は、2地域に対して2種類の所得移転を行う。それらは、一括補助金(lump-

sum transfer) iT と比例補助金(matching grant) it とする。一括補助金のためには私

的財に課税する物品税 i を用いて財源を調達する。また、比例補助金は負の一括補助

                             

15 Boadway et. al (1989)では、国家的公共財と地方公共財を考えているが、ここでは中央政府の補助金が地方

政府の公共財供給に与える効果に議論を集中するため、公共財便益がスピルオーバーする地方公共財のみを検討

する。 

16 このように仮定すると、ここでは線形の生産関数を想定していると考えてもよい。 
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金により財源調達されると仮定する。したがって、政府の予算制約式は次のように示

される。 

 

       0)(  ii
i

iii nxgtT  , 2,1i                            (5.24) 

 

地方政府の行動 

以上のような想定の下で、地方政府の予算制約式は次のように示される。 

 

     iiiiii Tnwgtnx  )1()1(  , 2,1i                            (5.25) 

 

先述のように、地方政府は中央政府の政策変数を所与として行動する。住民の効用

関数を見ればわかるように、地方公共財が互いにスピルオーバー効果を持つことから、

両地域の公共財供給量に関する決定は互いに相互依存の関係にある。そこで、公共財

供給に関する決定に当たっては、両地域の地方政府はナッシュの仮定の下にゲーム的

行動をとると仮定する。つまり、 i地域の地方政府は、 j 地域の地方政府が供給する

公共財 jg を所与として、自地域の住民の効用を最大化するように公共財供給 ig を決

定すると仮定する。このようにして、両地域のナッシュ均衡が成立するが、本節では、

このナッシュ均衡が効率的であるかどうか、そして、効率的でないなら中央政府の補

助金政策によりいかなる影響を受けるのかを分析する。 

 

地方政府の最大化問題 

 

   
ii gx

Max

,
 ),( jiii ggxu                                              (5.26) 

    ..ts  jiiiiii gtTnwgtnx )1()1()1(  , jiji  ,2,1,  

 

最大化のための必要条件を整理することにより、両地域にわたる公共財の供給に関す

る次のような条件を得る。 
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(5.27)式は、両地域を通じた公共財供給に関するサムエルソン条件に他ならない。特

に、中央政府の補助金政策がない場合には、つまり政策変数である iit , がゼロの場合

には、(5.27)式の右辺は2となり、最適な限界変形率（この場合には１）を超過して

いることがわかる。したがって、スピルオーバー効果が伴う地方公共財の供給に関す

る地方政府によるナッシュ均衡は、パレート最適を達成できないことがわかる。この

ように、両地域の公共財供給は、相互依存の関係から過小供給となることがわかる。

このような考察を踏まえて、以下では中央政府の補助金政策が公共財供給を増加させ

るか否かを検討しよう。 

 次に、最適化のための一階の条件を整理することにより、ナッシュ均衡における両

地域の公共財需要関数を次のように示すことができる。 

 

    ),1,1( 111
1

21 Itgg                                    (5.28) 

    ),1,1( 222
2

21 Itgg                                   (5.29) 

 

 ただし、ここで jiiii gtTnwI )1(  としている。 

 

5.5.2 中央政府の補助金政策の効果 

 

一括補助金 

 最初に、中央政府が一般補助金を地方政府に与えた場合に、地方政府の最適行動が

どのように影響を受けるかを検討する。中央政府は、消費に課す物品税率 i 、公共財

に対する定率補助金 it を所与として、第１、第2地域の一括補助金 1T 、 2T を変化させる

とする。ここでは、均衡財政の補助金政策を考えるので、中央政府の予算制約式が均

衡するような補助金の操作を考える。ただし、一括補助金の効果により各地方の私的

財の消費や公共財供給量が変わることに注意しなればならない。 

 中央政府の予算制約式を全微分することにより、次の式を得る。 
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     0)(  ii
i

iii ndxdgtdT  , 2,1i                             (5.30) 

 

両地域のナッシュ均衡における公共財供給量の変化を公共財の需要関数を用いて示

すと、次のようになる。 
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                           (5.32) 

 

政府の予算制約式を用いて 2dT について解き、(5.32)式に代入し整理することにより

次のような式を得る。 
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            (5.33) 

 

(5.33)式の左辺係数行列式をDとすると、これは次のように示される。 

 

     )]1()[1( 21
2

2

1

1

2

2

1

1
1 tt

IIII
tD 


















                  (5.34) 

 

ここで、 0it とし、 1)1( 21  tt と仮定すれば、 0D と示すことができる。 

したがって、ナッシュ均衡における公共財の供給量変化について以下の式が成立して

いる。 

 

     
)1( j

j
i t

dT
dg


 、 jii  ,2,1                                          (5.35) 

      021  dgdg                                                (5.36) 

 

(5.35)式より 0idI となるので、地方政府の予算制約式より、 0idx も得られる。し
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たがって、中央政府の一括補助金は地方政府の行動に何ら影響を与えることなく、公

共竿供給も不変にとどまることがわかる。このような関係は、中立性定理と呼ばれて

いる。 

 

 定率補助金 

 次に、定率補助金( it )の公共財供給にもたらす効果を検討する。以下では、私的財

に対する消費税( i )はゼロと仮定する。これにより、税がもたらす歪みは回避するこ

とができ、定率補助金の効果をより鮮明に示すことができる。ここでは、定額補助金

( iT )を用いて定率補助金の財源を調達する。 

 以下では、第2地域に対する定額補定額補助金( 2T )を増加させることにより、両地

域に対する定率補助金( 1t , 2t )を変化させる。したがって、以下のような3つのパター

ンの補助金政策の経済効果を検討することができる。それらは、①第2地域に対する

定額補定額補助金( 2T )によりファイナンスした第1地域に対する定率補助金( 1t )の増

加、②第2地域に対する定額補定額補助金( 2T )によりファイナンスした第2地域に対す

る定率補助金( 2t )の増加、③第2地域に対する定額補定額補助金( 2T )によりファイナ

ンスした両地域に対する定率補助金( 1t , 2t )の増加である。 

 まず、中央政府の予算制約式に 0i 、 01 dT を適用して全微分することにより、

次の式を得る。 

 

   )(2 ii
i

ii dgtgdtdT   , 2,1i                                 (5.37) 

 

次に、両地方の公共財需要関数を定率補助金と一括補助金に関して微分することによ

り、次の関係を得る。 
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              (5.39) 

 

(5.37)式を(5.39)式に代入して 2dT を消去することにより、次のように整理すること
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ができる。 

 

    


























































2

1

22

1

2

1

2
2

2
21

2

2

1
1

1

0

1)1(1

)1(11

dt

dt

ba

a

dg

dg

t
I

tt
I

t
I




       (5.40) 

       0)()(
1

1
1112

1

1

1

1
1 













I

gSdtg
Ig

a


             (5.41) 

       0
2

2
12 




I

ga


                                  (5.42) 

       0)]([ 221
2

2

2

2
2 








 Sgg
Ig

b


                  (5.43) 

       )( 21 gg
Ig

S
i

i

i

i
i 











, 2,1i                       (5.44) 

 

一括補助金の場合と同様に、(5.40)式の左辺係数行列式をDとすると、これは次のよ

うに示される。 
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                 (5.45) 

 

先述のように、 0it とし、 1)1( 21  tt と仮定すれば、 0D と示すことができる。 

ここで iS は定率補助金の変化に伴うスルツキー方程式を示している。 

このような準備に基づいて、定率補助金政策に関する通常の比較静学の結果が次のよ

うに示される。 
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したがって、定率補助金が公共財供給に与える効果は、自己効果については正、交差

効果については負となることがわかった。このように、定率補助金は公共財供給に影

響を与えることがわかった。 

 ところで、このような補助金が交付されたとき、経済全体として公共財供給が増え

るのであろうか。これを検討するために2地域の公共財供給についてこれを検討する

と次のような関係が得られる。 
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したがって、定率補助金は両地域の公共財供給を増加させ、スピルオーバー効果がも

たらす過小供給の非効率性を改善することがわかった。 

 

 

5.6 結論 

第5章においては、地域間補助金の経済効果を、以下のように3つの想定の下で検討

した。すでに第2章において検討したように、非対称的な地域経済の場合には、対称

的な地域の場合とは異なって、一般的には非効率的な均衡が成立するという「分権的

経済の失敗」が生じることになる。そのような場合には、中央政府による地方政府間

所得移転の政策により、経済の効率性が改善される可能性が示される。 

第5.3節においては、中央政府の地域間所得移転政策を取り上げ、どのような条件

の下でこのような政策が分権的経済の効率性を改善するかが検討された。そこでは、

地域間所得移転に関する財政調整および所得再分配の手段という伝統的な政策目標

と、人口配分の改善による分権的経済の効率化というここでの主たる政策目標との間

に、よく知られた「効率性と公平性」のディレンマが発生する可能性が示さた。第5.
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4節では、地方政府間の財政競争というゲーム論的な状況の中で、地方政府の自発的

な所得移転を含むナッシュ均衡がパレート最適な資源配分を達成する可能性を示し

た。また、財産税、地方所得税などの地域間の所得再分配に影響力を持つ租税により、

同じ状態が達成されることが示された。この議論は、分権的経済における中央政府の

役割が最小限にとどまることを示唆している。 

このような議論は、地方分権の経済効果と中央政府の役割に関して重要な示唆を与

えるものであるが、同時に、市場や個人、地方政府などに関する非常に制約的な状況

において成立するものであることには十分な注意が必要であろう。このような議論の

現実妥当性、政策としての適用可能性に関しては、今後の研究成果の蓄積を待つ必要

があろう。 

最後に、第5-5節においては、公共財の便益が地域外にスピルオーバーするような

財政外部性を想定し、公共財供給の効率性を改善するための補助金の経済効果を分析

した。公共財便益がスピルオーバーする場合、地方政府の政策決定には、当該地域が

提供する公共財の他地域における便益評価は一般的には反映されない。したがって、

このような場合、公共財は最適な水準より過小にしか供給されないことが知られてい

る。第5.4節で検討したような地域間の自発的補助金は、公共財便益の地域外へのス

ピルオーバーといった財政外部性に対しては有効といえず、結果に対して中立的であ

ることがわかった。さらに、中央政府の定額補助金は、各地方政府の公共財供給を改

善することができず、中立的であるが、定率補助金は公共財供給を増加させ、効率を

改善する効果を持つことがわかった。 

 

 

 

Appendix 中央政府による所得移転政策の効果 

 

(5.4)―(5.6)式を全微分することにより、次のような表現を得る。 

 

     dSadgabNdNcaU g 111111111 )()(             (A5.1) 

      dSadgabNdNcaU g 222221222 )()(          (A5.2) 

      dSNUNUdNNcUNcU xxxx )//()]/()/[( 22111222111     (A5.3) 
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ただしここで、
iNi

i
i
gx

i
ggii

i
xx

i
gxi

xfci

NUUbNUUa



 /,/
, 2,1i  

とする。(A5.3)式を
dS

dN1 について解くことにより、(5.7)、(5.8)式を得る。 

 さらに、
dS

dg1 および
dS

dg 2 については、（A5.1,A5.2） 式に
dS

dN1 を代入することによ

り求めることができる。 
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第 6 章 ヤードスティック競争と補助金政策 

 
 
6.1 はじめに 
第 3 章において検討したように、地方政府間のヤードスティック競争は、一

定の条件の下で超過レントの発生を抑えるなど地方政府の行動を規律付け、政

策パフォーマンスを改善する効果を持っている。しかしながら、ヤードスティッ

ク競争の Nash 均衡は、一般的に公共財供給のパレート最適を満たさず、過小供

給となることがわかった。本章では、ヤードスティック競争における公共財の過

小供給という非効率性を改善するために、様々な補助金政策の有効性を検討す

る。あわせて、公共財のスピルオーバー効果が発生する場合についても検討する。 
政府間補助金には、地方政府が相互に行う平衡（地方政府間）補助金と中央政

府が地方政府に対して行う垂直的補助金とがある。すでに、第 5 章において詳

しく検討したように、Tiebout モデルにおける地方政府間の自発的補助金によ

り望ましい住民移動がもたらされ、財政力格差を含む地域間格差が引き起こす

非効率性が解消され、パレート最適が達成することが明らかになった1。 

Myers (1990), Myers and Papageorgius (1993)は、ティブー的な人口移動から

生じる財政外部性（人口配分の非効率性）が、地方政府相互の自発的平行補助

金によって最適化されることを示した。 
しかしながら、ヤードスティック競争においては住民移動を想定していない

ので、人口移動による調整ができないことに加えて、地方政府が自発的に近隣

地域に補助金を交付するインセンティブが存在しない。これは、例えば、財政

力の劣った近隣地域に対する自発的補助金が、自地域の財政資金を減少させ政

府の再選確率を低下させる一方で、住民移動を想定しない場合には、人口過剰

による混雑減少の緩和など自発的補助金のメリットを享受することができない

からである。このように、地方政府間の自発的補助金は無効であり、非効率性

の緩和のためには中央政府の補助金が必要となることが示される。本章におい

ては、第 3 章で展開したヤードスティック競争モデルを用いて、プリンシパル

=エージェント関係が原因となって発生する地方公共財供給の過小供給を改善

するための、地方政府間の自発的平行補助金、中央政府の垂直的補助金政策の

有効性を検討する2。 
 以下では、まず、地方政府間の自発的平衡補助金政策を検討し、ヤードスティ

ック競争の下では、地方政府に自発的補助金を行うインセンティブが存在しな

                                                  
1 これらの研究は、Myers (1990), Wellish (1994) などの研究成果を基本としている。こ

のような議論については、第 5 章、第 4 節において詳しく論じている。 
2 本章は、基本的に Nishigaki et. al (2016b)に基づきながら、大幅に加筆修正したものである。 
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いことを示す。続いて、中央政府による一括固定補助金と定率補助金の効果を検

討する。その結果、一括補助金はヤードスティック均衡に対して中立的であり、

公共財供給水準に影響を及ぼさないが、公共財の供給費用に対する定率補助金

はヤードスティック均衡の公共財供給水準を増加させ、経済厚生を高めること

が示される3。 
 ところで、先に述べたように、ティブー型の地域間競争モデルにおいては、自

発的補助金は公共財供給の水準を適正化し、効率性の改善に対して有効であっ

た。これは、公共財供給という資源配分の改善に対する中央政府の補助金政策の

役割が小さいことを意味している。ところが、ヤードスティック競争の均衡にお

いては公共財の過小供給を改善するために中央政府の定率補助金が有効である

ことが示される。これは、分権的な地方財政システムにおいても中央政府の補助

金政策に一定の役割があることを意味している。 
 すでに第 5 章において見たように、Boadway, Pestieau and Wildasin(1989)
は、完全競争的な 2 地域経済モデルを用いて、便益が互いの地域にスピルオー

バーする公共財を地方政府が自発的に提供しあうような設定において、一般補

助金、特定補助金の効果を分析した。本章においても、公共財の便益が地域外

にスピルオーバーするような財政外部性を想定し、それが引き起こす公共財の

過小供給という非効率性を改善するための補助金の経済効果を分析する。ここ

では、第 3 章において展開したヤードススティック競争モデルに、地方公共財

のスピルオーバー効果を明示的に導入し、このような財政外部性が存在する場

合の地方公共財の供給に対する補助金政策の効率性改善効果を検討する。 
公共財便益がスピルオーバーする場合、地方政府の政策決定には、当該地域が

提供する公共財の他地域における便益評価は、一般的には反映されない。したが

って、このような場合、公共財は最適な水準より過小にしか供給されないことが

知られている。ところが、本書で取り扱っているヤードスティック競争モデルに

おいては、当該地域の地方公共財がもたらすスピルオーバー効果が他地域の住

民の効用水準に影響を及ぼすため、住民の近隣地域とのヤードスティック評価

を通じて自地域政府の政策決定に反映される可能性がある。したがって、

Tiebout 均衡モデルとは異なる結果が予想される。また、そのような場合に、地

方公共財供給の効率性にはどのような影響が及ぶのであろうか。また、中央政府

の様々な補助金政策は各地方政府の公共財供給を改善することができるのであ

ろうか。本節では、公共財の便益が互いにスピルオーバー効果を与え合うような

                                                  
3 このような経済効果は Boadway, et.al(1989)においても指摘されている。ただし、そこ

では、国家的公共財を 2 つの地方政府が自発的に供給するという設定において、公共財の

スピルオーバー効果が原因となって発生する公共財の過小供給を取り扱っている点が本章

の分析とは異なっている。 
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2 地域のヤードスティック競争モデルの設定の下で、補助金の公共財供給を最適

化する効果について検討する4。 
 以下の議論は次のように展開される。まず、第 2 節においては、ヤードスティ

ック競争モデルに、自発的な地域間平衡補助金を導入し、公共財の過小供給が解

決されるかどうかを検討する。第 3 節においては、中央政府による一括固定移

転補助金と定率補助金を導入し、その経済効果を検討する。続いて第 5 節にお

いては、地方公共財のスピルオーバー効果を明示的に導入し、補助金政策の効果

を検討する。最後に、第 6 節において、主要な結論と今後の課題を述べる。 

 
6.2 ヤードスティック競争と自発的補助金 
6.2.1 ヤードスティック競争モデルと公共財の過小供給 

 
 本章においては、第 3章において展開したヤードスティック競争モデルに様々

な補助金を導入し、Nash 均衡における公共財の過小供給という非効率性の改善

効果を分析する。以下ではまず、ヤードスティックモデルと 2 地域間の Nash 均

衡を、必要最低限の範囲において再度説明しよう。 

 
住民の行動 

 第 3 章と同様に、2 つの同質的地域 iに同じ人数の住民 in ( 21 nn  ) が住んでい

て、住民は地域間を移動できないと仮定する。住民の効用関数は、前節と同様に、

私的財 ix  と公共財 ig  から効用を得ると仮定する5。両地域の全住民は選好に関

して同質的であると仮定し、ここでも、準線形の効用関数を仮定する。代表的住

民の効用は次式のように表される。 

 
)(),( iiiii gxgxU   , 2,1i                         (6.1) 

 

ここで， は私的財消費に伴う限界効用（一定と仮定）であり、 )( ig は地方公

共財から得られる効用を示す関数であり、 0 、 0)(  ig ， 0)(  ig と仮定す

る。 

                                                  
4 ヤードスティック競争モデルにおいてスピルオーバー効果を取り扱った研究は、筆者の知る限り存在し

ない。 
5 本節においては、スピルオーバー効果は考えない。 
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財の生産活動と資源制約 

住民は一人 1 単位の労働を各地域の企業に対して供給し、 iw の賃金を受け取

る。政府は比例的労働所得税 it を課すと仮定し、住民は可処分所得をすべて私的

財の消費に使用すると仮定する。住民の予算制約式は第 3 章と同様に以下で示

される。 

,)1( iii wtx   2,1i                    (6.2) 

 
地方政府の予算制約式 

地方政府は、第 3 章と同様に、住民一人当たり ii wt  の税額を徴収して地方

公共財 ig  を供給する。また、地方政府のレントシーキングの可能性を考える。この

レントは i により示す6。各地方政府による公共財 ig の供給には、予測不可能な供

給コスト削減効果や、逆に、Leibenstein 流の内部組織的 X 非効率性(X-

inefficiency)が発生すると仮定する7。これは、不確実な攪乱項 i により表されると

仮定する。 
さらに、本章においては、様々な補助金を考える。まず初めに、両地域の自

発的な平衡(地域間)補助金を検討する。第 i地域から第 j 地域への補助金を ijs と

しよう。地域間の補助金が存在する場合には、公共財
ig は、各地域の税収 

iii nwt に加えて、純補助金の受け取り、即ち、第 j 地域からの補助金 jis から、

当該地域 iが第 j 地域に対して支払った補助金 ijs を差し引いたものを財源とし

て用いることができる。したがって、政府の予算制約式は以下のような更を受

ける。 

                                                  
6 すでに第 3 章において述べたように、このレントは再選レントとは別のものであり、区別するために超

過レントと呼んでいる。 
7 Leibenstein(1966)を参照されたい。 
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jiijiiiiii ssnwtg   , 2,1, ji , ji           (6.3) 

 
ここでも、公共財の供給に伴い、負の限界効用が発生すると仮定する。公共財

ig の供給に伴う政府の効用水準は )( igv で示される減少関数であり、 0)(  igv

および 0)(  igv と仮定する。 

 
住民の効用関数と情報の非対称性 

代表的住民の効用関数(6.1)に、個人の予算制約式(6.2)と地方政府の予算制約式

(6.3)を代入し整理することにより、以下のように書き直すことができる。 

 

)](
1

[)(),( jiijiii
i

iiiii ssg
n

wggxU   , 2,1, ji , ji    (6.4) 

  
 (6.4)式は、住民の効用水準が公共財と私的財に依存しており、後者は地方政府の

レントシーキングや両地方政府の補助金、および公共財供給の費用に発生する攪乱

要因に影響を受けることを示している。 

以下での分析の準備のために、 0 および in は定数であることを考慮し、個人の

効用関数を次のように表現する。 

 

i
i

i
E
iiiii n

gxUgxU 
 ),(),( , 2,1i      (6.5) 

 ここで、 )(
1

)( jiijii
i

ii
E
i ssg

n
wxEx   とする8。 

 
政府の行動 
以下では、まず、地方政府相互間の自発的な補助金政策から検討しよう。この

節における問題は、ヤードスティック競争がもたらすエ－ジェンシーコストが

もたらす公共財供給の過小供給が、地方政府相互間の自発的平行補助金により

改善され、公共財供給が増加するかどうかである。 

                                                  

8 オペレーター E は期待値を示し、 



 iiiii dhxxE  )()()( と表される。 
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第3章と同じように、現職の政府は再選されたときにレントRを受け取ると想

定して、現職地方政府 i  の期待効用最大化問題は、次のように示される9。 
  

 E
iijii xsg ,,,

max


    





),(),(
)()(

E
jjj

E
iiii xgUxgU

iii df
n

RgvRgvE    (6.6) 

..ts )(
1

jiijiii
E
i ssg

n
wx   , ,0ijs  0, iig  , 2,1, ji , ji   

 
この問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化問題を解くことにより以下の

ような１階の条件を得る。 
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0ig , 2,1, ji , ji      
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            0i , 2,1, ji , ji   

 

                                                  
9 ここで、 ,0ijs としてこの問題を解くことにより、第 3章の４節と同様に以下のような条件式

を得る。 

xx

g

UfR

n
gv

U

U
n




)0(
)(1              

この式の左辺は、公共財と私的財の限界代替率であり、右辺は限界変形率である。右辺の第 2

項は正となっていて、右辺全体では限界変形率 1  ( 1
dg

dx E

)を超えている。したがって、

第 3章において示したように、公共財は過小供給となっていることが示される。 
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                     0ijs , 2,1, ji , ji  .                             (6.12) 

 

まず、対称的な 2 地域を想定していることから、第 3 章と同様にここでも Nash

均衡は、対称均衡( ggg ji  ,   ji ， sss jiij  )となる。これにより、私的

財の期待消費量も両地域で同じ( EE
i

E
i xxx  )になる。以下では、これらを考慮し

ながら地域間の平衡補助金 0ijs の影響を検討してゆこう。 

 
6.2.2 自発的地域間補助金 

対称均衡の条件を(6.9)式に代入し、超過レントがゼロとなる条件( 0i )を求

め整理することにより、第 3 章と同様に次の式を得る。 

 

    
)0()0( 2

22

f

n

fU

n
R

i
x 

                    (6.13) 

 

この式は、十分に大きな再選レント( R )が保証される場合には、超過レント( i )

はゼロとなることを意味している。また、この条件は、私的財の限界効用が大き

ければ大きいほど、そして )0(f が大きければ大きいほど、逆に、人口が小さけれ

ば小さいほど満たされやすくなる。これは、超過レント 1 単位を取ることに伴う、

再選確率の低下により示されるコストが高くなることを意味している。さらに、

（6.13）式には自発的補助金が含まれていないことに注意しなければならない。

したがって、この補助金は Nash 均衡におけるレントの取得水準に影響を及ぼさ

ないことがわかる。 
次に、公共財供給の必要条件(6.7)、(6.8)について、内点解が保証される場合
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( 0ig )に関して整理することにより、以下の条件式を得る10。 
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                (6.14) 

 
これは、第 3 章における公共財供給の必要条件と全く同じになっており、したが

って、公共財が過小供給となっていることがわかる。また、政府の公共財供給に

伴う限界的負効用が小さければ小さいほど、あるいは、再選レントや、公共財供

給に伴う再選確率の限界的上昇効果が大きければ大きいほど、公共財の過少供給

が緩和することも第 3 章の結果と同じである。 
 ところで、(6.14)を見れば、公共財供給の最適条件に自発的平衡補助金が影響を

及ぼさず、このように、自発的平衡補助金が公共財供給に影響を及ぼさないこと

がわかる。したがって、この補助金はヤードスティック競争における公共財の過

少供給を緩和させないことを意味している。 
次に、自発的な地域間平衡補助金に関する必要条件を検討しよう。(6.11)、(6.12)

式において、 0, j
x

i
x UU であり、以下のように示される。 
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さらに、再選確率の周辺密度関数は非負の符号をとるので( 0)0( f )、 (6.12)の

条件式より Nash 均衡における自発的補助金がゼロ( 0ijs ) となることがわか

る。 
このような検討の結果より、対称的地域のヤードスティック競争においては

地域間の自発的平衡補助金は公共財供給に影響を及ぼさず、また、両地域の政府

が期待効用の最大化問題の結果として選択する自発的な補助金はゼロとなるこ

とがわかる。これらの結果は、次のような命題にまとめられる。 

 
命題 6.1 

                                                  
10 このモデルにおける私的財と公共財の限界変形率は、 1i

E
i dgdx となる. したがって、個人の効用

を最大にする公共財の供給水準は、 1)( i
x

i
gi UUn と示される。これは、よく知られたサミュ

エルソンルールに他ならない。 
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地域間の自発的補助金は、ヤードスティック競争の Nash 均衡における公共

財供給水準やレント取得水準に影響を及ぼさない。したがって、私的財の期待消

費水準にも影響を及ぼさない。 

 
 命題 6.1 の直感的な証明は次のようになる。すなわち、地域間平衡補助金は一

括固定補助金の性格を持つが、そのような補助金は公共財と私的財の限界変形

率を変化させないため、代替効果は働かない。さらに、このモデルにおいては準

線形の効用関数を仮定しているので、所得効果を通じた公共財供給の増加も生

じない。したがって、定額補助金としての自発的平衡補助金は、公共財供給に影

響を及ぼさないことがわかる。 

 
 命題 6.2 
 ヤードスティック競争の Nash 均衡において、地方政府の期待効用最大化の

解として選択される地域間の自発的補助金はゼロとなる。 

 
この命題の直感的な意味は、次のように示される。つまり、近隣地域に対する

自発的補助金は、当該地域の政府予算を減少させ、あるいは自発的補助金を調達

するため増税を行う必要が生じ、当該地域住民の効用水準を低下させる。他方、

この補助金を受け取った地域においては、財政収支が改善し、あるいは減税が可

能になり、効用水準が上昇することになる。そしてこれらの 2 つの地域におけ

る効用水準の変化は、いずれも当該地域の現職政府の再選確率を低下させる方

向に動くものである。このように、対称的な地域におけるヤードスティック競争

の下では、自発的な補助金を提供しあうインセンティブは存在しないことがわ

かる。 

 
6.3 中央政府による定額補助金 
 本節と次節において、中央政府による定額補助金と定率補助金の 2 つの補助

金政策の効果を検討する。本節では、まず、中央政府による一括固定補助金を検

討しよう。 
第 5 章において検討したように、このような一括固定移転は受け取り手の政

府予算を拡大し、所得効果による支出政策の変更をもたらすことが期待される。

すでに検討したように、Boadway et al. (1989)は、地方政府が供給するスピルオ

ーバー効果を伴う公共財の過小供給に対して、中央政府の補助金政策の効果を

検討している。ここでは、ヤードスティック競争のエージェンシーコストがもた

らす非効率性を一括固定税が改善するかどうかを検討する。 
中央政府の行動をモデルの中に導入するにあたり、ここでは、中央政府がシュ
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タッケルベルグリーダー(Stackelberg Leader)で、2 つの地方政府がシュタッケ

ルベルグフォローアー(Stackelberg Followers)であるような 2 段階ゲームを考

える。中央政府は、両地方の住民に対する一括税により調達した一括固定補助金

を使って、両地域の住民の効用を最大にすることを目標に補助金政策を行う。中

央政府は、両地方政府の行動に関する情報を持っていると仮定する。2 つの段階

で行われるゲームを記述すると以下のようになる。 

 
地方政府の行動：中央政府の補助金と課税を与件として、地方政府の期待

効用を最大化するように地方公共財供給 ( ,1g 2g )とレント( ,1 2 )を 

決定する。 

 
中央政府の行動：中央政府は、2 つの地方政府が供給する公共財の供給水

準 ( ,1g 2g )とレント( ,1 2 )の決定行動を前提として、2 つの地域の住民

の効用水準が最大になるように一括固定移転 ( 1S , 2S ) を決定して、各地

方政府に移転する。その財源は、両地域の住民に対する一括固定税(T )に
より賄われるとしよう。中央政府の予算制約式は、 )( 2121 nnTSS  と示

される。 

 
 まず、地方政府の行動から検討しよう。中央政府の住民に対する一括

固定税T と、定額補助金 iS を地方政府の予算制約に導入することによ

り、(6.5)式は次のような変更を受ける。 

 

 

i
i

i
E
i

i
i

iii
i

iiiii

n
gxU

n
TSg

n
wggxU









),(

])(
1

[)(),(

, 2,1i   (6.16) 

 

以上のような想定の下で、地方政府の再選から得られる期待効用の最

大化問は、次のように示される。 

 

地方政府 iの最大化問題 
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この最大化問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化問題を解くことによ

り、以下のような 1 階の条件式を求めることができる。 
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   0i 2,1, ji ji   

 
ここでも、地方政府間のナッシュ均衡として対称的均衡を想定し、(6.20)式と

(6.21)式とを用いることにより、Nash 均衡における超過レントをゼロとする条件

式(6.13)式と基本的に同じ式を得る。したがって、6.2 節と同様の条件の下で、均

衡における超過レントがゼロとなることがわかる。さらに、この式には中央政府

の一括固定補助金が含まれていないので、この補助金は Nash 均衡におけるレン

ト取得水準に影響を及ぼさないことがわかる。 
次に、正の公共財供給の条件を考慮すると、(6.18)式は次のように簡単な形で

示すことができる。 
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        (6.22) 

 
この式を整理することにより、(6.14)式と基本的に同様の条件を得ることができ

る。したがって、中央政府の一括固定補助金は Nash 均衡における公共財供給に

関して影響を持たず、過小供給が改善されないことがわかる。これは、一括固定

補助金が地方政府の公共財供給に影響を与えないという意味において、前節に
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おいて示した命題 6.1 と同じ内容となっている。 

 
中央政府の最大化問題 

 TSS ,, 21

max  2211 UnUnW                  (6.23) 
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ここで、T は中央政府の一括固定税であり、 iS  は第 i 地域に対する一括固定

補助金である。 
 この最大化問題を解き、1 階の条件を整理することにより、次のような条件を

得る。 
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先述のように、中央政府の一括固定補助金は、Nash 均衡の地方公共財供給水準

とレント取得水準に影響を及ぼさない。そこで、（6.24 式）に 0
i

i

i

i
dS

d
dS

dg 

の関係を適用することにより、以下のような簡単な式を得る。 
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中央政府の予算制約式を利用して、個人の予算制約式を対称的ナッシュ均衡の

下で微分し、 0
i

i

i

i
dS

d
dS

dg 
の式を適用することにより、次のような関係を

得る。 
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                    0 dT
dT

dx
dS

dS

dx E
i

i
i

E
i , 2,1i               (6.26) 

 
これは、政府の一括固定移転による私的財の期待消費量に与える効果が、一括

固定税による効果と相殺され、全体としての効果がゼロとなることを意味して

いる。 
この点をさらに検討するために、地方政府と中央政府の予算制約式を対称的

Nash 均衡において評価することにより以下のような式を得る。 
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       (6.27) 

 
(6.27)式は、一括補助金と税が相殺され、個人の予算制約式の中から消えてしま

うことを意味しており、効果が得られないことを意味している。 
このように、中央政府による一括固定補助金は、対称的地域のナッシュ均衡に

おいては公共財供給やレントの取得水準に影響を及ぼさず、また、私的財の期待

消費水準を変化させないため、効果がないことが示された。Boadway, Pestieau 
and Wildasin (1989)は、中央政府の一括固定補助金は地方政府の公共財供給水

準に対して「中立的」であることを示し、これを「(一括固定)補助金の中立性定

理」と呼んでいる。本節においても、これと同様の結論が得られた。 
ところで、後に触れるように、このことは中央政府と地方政府の間の補助金の

経済効果について、重要なインプリケーションを持っている。すなわち、中央政

府から地方政府への補助金は、通常、使途が限定されない一般補助金が望ましい

という認識が一般的となっている11。ところが、地方公共財のスピルオーバー効

果が存在する場合や、本節で分析したようなヤードスティック競争均衡におい

ては、一般補助金が無効となり、したがって、地方公共財の供給水準の適正化と

いった資源配分の改善には、一括補助金が利用可能でないことを示している。 

 
6.4 中央政府の定率補助金 
本節においては、中央政府の公共財供給に対する定率補助金の効果を検討し

たい。ここでも、中央政府がシュタッケルベルグリーダーで、2 つの地方政府が

シュタッケルベルグフォローアーであるような 2 段階ゲームを考える。2 つの

段階で行われるゲームを記述すると以下のようになる。 

 

                                                  
11 一般補助金は代替効果を持たないので、一般的には個人のより高い効用水準を達成する

可能性がある。例えば、Rubinfeld (1987)、堀場(2008)などを参照されたい。 
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地方政府の行動：中央政府の定率補助金( )と課税T を与件として、期待

効用を最大化するように地方公共財供給 ( ,1g 2g )とレント( ,1 2 )を 

決定する。 

 
中央政府の行動：中央政府は、2 つの地方政府が供給する公共財の供給水

準 ( ,1g 2g )とレントの取得水準( ,1 2 )の決定行動を前提として、2 つの

地域の住民の効用水準が最大になるように定率補助金( )を決定して、各

地方政府に移転する。その財源は、両地域の住民に対する一括固定税(T )
に よ り 賄 わ れ る 。 し た が っ て 、 中 央 政 府 の 予 算 制 約 式 は 、

)()( 2121 nnTgg  と示される。 

 
本節においても、地方政府の行動から検討していこう。中央政府は各

地域の住民に課税する一括固定税T から収入を得て、公共財供給量に応

じて定率補助金 を与えると仮定する。このような税と補助金を地方政

府の予算制約に導入することにより、(6.5)式は次のような変更を受け

る。 
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以上のような想定の下で、2つの地方政府の再選から得られる期待効

用の最大化問題は、次のように示される。 

 

地方政府 iの最大化問題 
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地方政府は、中央政府の補助金、および中央政府による住民一人当たり税T

を所与として、各自の期待効用が最大になるように公共財供給水準とレント取

得水準を決定する。最大化問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化のため

の 1 階の条件式を求めると以下のようになる。 
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ここでも、地方政府間の Nash 均衡を求めると対称的均衡が得られる。そこに

おいて、(6.32)式と(6.33)式とを用いることにより、Nash 均衡における超過レン

トをゼロとする条件式(6.12)式と基本的に同じ式を得る。したがって、ここでも

6.2 節と同様の条件の下で、均衡における超過レントが発生しないことがわかる。

さらに、この式には中央政府の定率補助金 を含んでいないことに注意する必

要がある。つまり、中央政府の定率補助金は、Nash 均衡における地方政府のレ

ント取得水準に影響を及ぼさないことを意味している。 
次に、正の公共財供給の条件を考慮し、対称的 Nash 均衡において評価すると

(6.26)式は、次のように簡単な形で示すことができる。 
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         (6.34) 

 
この条件式には、中央政府の定率補助金と、さらに予算制約式の中に中央政

府による個人課税T とが含まれていることが、これまでの条件と異なる点であ

る。(6.34)式を整理することにより以下の式を得る。 
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ここで、中央政府の最適化問題の準備のために、税により賄われる定率補助金

 の効果を検討しておこう。中央政府の予算制約式と個人の予算制約式を対称

的ナッシュ均衡の下で評価したものを(6.34)式に代入し、比較静学により定率補

助金が両地域の公共財供給にもたらす効果を検討することにより、次のような

関係が得られる12。 
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0),,(  ggUgv  を考慮すると、 0)( ddg となり、中央政府の定率補助金( )は

地方政府の公共財供給水準を増加させ、公共財の過小供給という非効率性を改

善することがわかる。 
次に、中央政府の社会的効用最大化問題を解くことにより、中央政府の定率補

助金の政策により公共財供給の最適条件が達成できるかどうかを検討したい。

中央政府の最大化問題は次のように示される13。 

 
中央政府の最大化問題 

 T,
max


 2211 UnUnW   

..ts  T
n

g
wx

i

ii
i

E
i 




 )1(
, )( 2121 nnTgg   ,  (6.37) 

   )(ii gg   

 
ここで、 T は中央政府の税であり、は両地域に対する共通の定率補助金で

ある。なお、先述のように、定率補助金は地方政府のレント取得水準に影響を

及ぼさないので、ここでは 0 dd i としている。 

 
中央政府の予算制約式を用いて個人税T を消去し、社会的効用最大化問題を

定率補助金 のみについて解くことにより、最大化のための一階の条件が次の

ように得られる。 

 

                                                  
12 詳しい計算については、 Appendix 1 を参照されたい。 
13  先述のように、中央政府の定率補助金は地方政府のレント取得水準に影響を及ぼさないので、

0 dd i としている。 
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(6.38)式を地方政府の対称的 Nash 均衡において評価することにより、次のよ

うな簡単な式に表すことができる。 
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各地域の資源制約式を対称的 Nash 均衡において評価し、整理することにより、

n

g

n

g
wxE 





)1(

を得る。この式において私的財と公共財の租税価格を次

のように求めることができる。 

 

ng

x E 1





                  (6.40) 

 
(6.40)式を(6.39)式に代入することにより、次の式を得る。 
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すでに(6.36)式において示されたように、 0)( ddg となるので、(6.41)式にお

いて公共財と私的財の限界代替率が両財の限界変形率と一致し、最適な公共財

供給が実現していることがわかる。 

 

      1
x

g

U

U
n                      (6.42) 

 
(6.42)式は、公共財供給の最適性に関する Samuelson 条件が成立していること

を意味している。このように、中央政府による定率補助金は、ヤードスティック

競争におけるエージェンシーコストがもたらす公共財の過少供給を解消するこ

とがわかる。 
 図 6.1 は中央政府の定率補助金が実施されたときのヤードスティック競争均
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衡を示している。この図の縦軸には、公共財の限界代替率と限界変形率を測り、

横軸には公共財の供給水準を測っている。Samuelson 条件を満たす最適な供給

点は g により示され、ヤードスティック競争におけるエージェンシーコストが

発生している場合の供給量は Yg により示されている。 

 
       図 6.1 中央政府の定率補助金の効果 
   

 

 
 中央政府の定率補助金は公共財の供給コストを低下させ、公共財の供給を増

加させる。そして、それがちょうどエージェンシーコストを相殺する点において、

最適な公共財供給水準が達成される。 
最適な補助率を検討するために(6.35)式を整理しなおすことにより次式を得

る。 
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したがって、 (6.43)式より最適な補助率が次のように求められる。 
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このようにして、中央政府の定率補助金政策は、ヤードスティック均衡における

地方政府の公共財供給を増加させ、非対称情報の仮定の下でエ―ジェンシーコ

ストが引き起こす公共財の過小供給均衡を解決することができることが示され

る。これは、次のような命題にまとめられる。 

 
命題 6.3 

 中央政府による定率補助金は、公共財と私的財の限界変形率を変化させ、ヤー

ドスティック均衡における公共財の過少供給を改善する。 

 
この結論は、地方分権の下でも地方政府がヤードスティック競争による地域

間競争を繰り広げている場合には、中央政府の定率補助金による介入が資源配

分の効率性を改善し、両地域の厚生水準を上昇させることを意味している。 

 
6.5 スピルオーバー効果と定率補助金 
6.5.1 ヤードスティック競争と地方公共財のスピルオーバー効果 
 本節では、公共財の便益が地域外にスピルオーバーするような財政外部性を

想定し、公共財供給の効率性を改善するための補助金の経済効果を分析する。す

でに第 5 章において検討した様に補助金が公共財供給に与える影響を検討した

研究には、Boadway, Pestieau and Wildasin(1989)がある。そこでは、完全競争

的な 2 地域経済モデルを用いて、スピルオーバー効果をもたらす地方公共財の

供給に対する、一括固定補助金、定率補助金の効果を分析している。ここでは、

ヤードススティック競争モデルに地方公共財のスピルオーバー効果を明示的に

導入し、地方公共財供給に対する補助金の効率性改善効果を検討する。 
公共財便益がスピルオーバーする場合、他地域に漏出した便益は、当該地域の

政策決定には一般的には反映されない。したがって、このような場合、公共財は

最適な水準より過小にしか供給されないことが知られている。ところが、ヤード

スティック競争モデルにおいては、住民は自分の効用水準を近隣地域の住民の

それと比較して投票行動を決めるので、このようなヤードスティック評価を通

じて、当該地域の地方公共財がもたらすスピルオーバー効果が自地域にフィー

ドバックされる可能性がある。つまり、スピルオーバー効果は、他地域の住民の

効用水準に影響を及ぼすため、住民のヤードスティック比較を通じて自地域政

府の決定に反映される可能性がある。 
そのような場合に、地方公共財の効率性にはどのような影響が及ぶのであろ

うか。また、中央政府の様々な補助金政策は、地方政府の公共財供給を改善する

ことができるのであろうか。本節では、公共財の便益が互いにスピルオーバー効
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果を与え合うような 2 地域のヤードスティック競争モデルの設定の下で、補助

金の公共財供給を最適化する効果について検討する。 

 
6.5.2 ヤードスティック競争とスピルオーバー効果 
 ここでは、地方公共財のスピルオーバー効果を明示的に考慮したヤードステ

ィック競争モデルを用いて、中央政府の補助金の経済効果を検討する。このモデ

ルの基本的な仮定を、これまでとの差を中心に示すと以下のようなものになる。 

 

① 地方公共財の便益は互いに他の地域にスピルオーバーすると仮定する。第 i

地域の公共財が第 j 地域に及ぼすスピルオーバー効果を、係数 ]1,0( を用い

て示す。 

② 住民の効用関数は、これまでと同様に準線形と仮定し、次にように示される。 

 

    ijijiii xggggxU   )(),( , 2,1, ji , ji   

 

③ 中央政府は補助金政策（およびそのための租税政策）を実施し、地方政府は

中央政府の政策を与えられたものとして行動する。政府の予算制約式は基本

的に前節と同じと考える。 
 
このような仮定の下に、スピルオーバー効果を導入した効用関数を示

すと、 (6.5)式は次のような変更を受ける。 
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以上のような想定の下で、地方政府が再選から得る期待効用の最大化

問題は、次のように示される。 
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この最大化問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化問題を解くことによ

り次のような一階の条件を得る。 
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ここでも、地方政府間の Nash 均衡を仮定すれば、対称的均衡が成立する。そ

の対称均衡において、   jiji ggg , が成立する。 

まず、Nash 均衡におけるレントシーキングの可能性について検討しよう。

(6.49)式と(6.50)式とを用いることにより、対称的 Nash 均衡における超過レン

トがゼロとなる条件式(6.12)式と基本的に同じ式を得る。したがって、ここでも

6.2 節と同様の条件の下で、均衡における超過レントが発生しないことがわかる。 
次に、地方公共財供給の必要条件を検討しよう。(6.47)、(6.48)式を見ると、前

節までの条件式と異なって、右辺に隣接地域の住民の限界効用( j
gU )が追加され

ていることがわかる。これは、自地域の住民によるヤードスティック比較の条件

( ),(),( ijjjjiii ggxUggxU   )を通じてあらわれたものであり、自地域の政府

が供給する地方公共財のスピルオーバー効果が、隣接地域の住民の効用水準に

与えた影響を反映している。 
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このような影響は、公共財供給の最適条件にどのような変化をもたらすのであ

ろうか。公共財の内点解を仮定し、対称的 Nash 均衡の下で評価すると(6.48)式
は次のように簡単な形で示すことができる。 
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      (6.51) 

 
スピルオーバー効果を考慮したことに伴い、（6.51）式には自地域の公共財供

給に伴う近隣地域の効用変化に関する項が入っており、この点がこれまでの公

共財供給の条件式とは大きく異なる点である。そして、この項は負であるので、

現職政府の再選確率に対してマイナスの効果をもたらすことに注意する必要が

ある。 
(6.51)式を整理することにより以下の式を得る。 
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               （6.52） 

 
この式の左辺第 1 項は、公共財供給が政府の期待効用に対して、当該地域にお

いてはプラスの効果をもたらすことを示している。これに対して、第 2 項はス

ピルオーバー効果により隣接地域の効用水準が上昇し、これが住民のヤードス

ティック比較を通じて政府の期待効用にマイナスの効果をもたらすことを意味

している。そして、右辺第 2 項は、これまでと同じエージェンシーコストがもた

らす非効率性を示している。 
 図 6.2 には、スピルオーバー効果が発生する場合のヤードスティック競争の

均衡点が示されている。図 6.1 と同様に、縦軸には公共財の限界代替率と限界変

形率を測り、横軸には公共財の供給水準を測っている。 
 公共財のスピルオーバー効果は、近隣地域の住民の効用を増加させ、それに伴

って自地域政府の再選確率にマイナスの効果をもたらす。このことは、地方政府

の期待効用最大化行動において、スピルオーバー効果がない場合と比較して公

共財供給をさらに低下させることが示されている。 
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スピルオーバー効果が存在する場合に公共財供給が最適になされるためには、

当該地域の公共財の限界代替率に加えて、スピルオーバーに伴う限界代替率も

考慮しなければならない。この点を考慮して(6.52)を書き換えることにより、次

の式を得る14。 
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最適な供給水準においては、左辺の限界代替率は、限界変形率１と一致すること

が必要条件になる。ところが、まず、右辺第 1 項は 1 を超えており、これには、

ヤードスティック競争においてスピルオーバー効果がもたらす他地域の効用増

加が負の影響をもたらすことが影響している。さらに、ヤードスティック競争の

非効率性に関連する右辺第 2 項についても、これまでのケースより大きくする

ように働いている。このように、スピルオーバー効果が存在するヤードスティッ

ク競争下の Nash 均衡においては、両地域における地方公共財供給の過少供給が

より深刻なものになることがわかる。これは次のような命題にまとめられる。 

 

命題 3.4 
 公共財のスピルオーバー効果は、隣接する他地域の住民の効用水準を上昇さ

                                                  
14 Boadway, Pestieau and Wildasin (1989)を参照されたい。 
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せるので、ヤードスティック競争における現職政府の再選確率を低下させる。し

たがって、この場合には、ヤードスティック競争における公共財の過少供給は、

完全競争的な地域モデルと比較してより深刻なものとなる。 

 
6.5.3 補助金政策 
これまで見てきたように、地方公共財のスピルオーバー効果を伴うヤードス

ティック競争においては、地方公共財の過少供給は一層深刻なものとなること

が分かった。本小節においては、このような非効率性を是正するための補助金政

策を検討する。 
前節までの分析において、ヤードスティック競争モデルの場合においては、地

域間の自発的な平行補助金、および一括固定補助金が無効となることがわかっ

た。そこで、本節においては中央政府の定率補助金の効果に限定して検討したい。

ここでも、中央政府がシュタッケルベルグリーダーで、2 つの地方政府がシュタ

ッケルベルグフォローアーであるような 2 段階ゲームを考える。2 つの段階で

行われるゲームを記述すると以下のようになる。 

 
地方政府の行動：中央政府の定率補助金( )と課税T を与件として、期待

効用を最大化するように地方公共財供給 ( ,1g 2g )とレント( ,1 2 )を 

決定する。 

 
中央政府の行動：中央政府は、2 つの地方政府が供給する公共財の供給水

準 ( ,1g 2g )とレントの取得水準( ,1 2 )を前提として、2 つの地域の住民

の効用水準が最大になるように定率補助金( )を決定して、各地方政府に

移転する。その財源は、両地域の住民に対する一括固定税(T )により賄わ

れるとしよう。中央政府の予算制約式は、 )()( 2121 nnTgg  と示され

る。 

 
中央政府は各地域の住民に課税する一括固定税T から収入を得て、公

共財供給量に応じて定率補助金 を与えると考える。このような税と補

助金を地方政府の予算制約に導入することにより、住民の効用が次のよ

うな変更を受ける。 
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(6.54) 

 

以上のような想定の下で、2つの地方政府の再選から得られる期待効

用の最大化問題は、次のように示される。 

 
地方政府 iの最大化問題 
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まず、第 1 のステップとして、地方政府の最大化問題を解こう。 地方政府は、

中央政府の補助金、および中央政府による住民一人当たり税T 、他地域が供給

する地方公共財 jg を所与として、各自の期待効用が最大になるように公共財供

給を行う。(6.55) の最大化問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化する

ことにより、一階の条件式が以下のように求められる。 
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ここでも、地方政府間の Nash 均衡の成立を仮定し、対称的均衡（ ggg ji  ,
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  ji ）に議論を限定する。まず、Nash 均衡におけるレントシーキングの

可能性について検討しよう。(6.58)式と(6.59)式とを用いることにより、対称的

Nash 均衡における超過レントがゼロとなる条件式(6.12)式と基本的に同じ式を

得る。したがって、ここでも 6.2 節と同様の条件の下で、均衡における超過レン

トが発生しないことがわかる。また、中央政府の定率補助金はこの式には入って

こないため、この補助金が Nash 均衡のレント取得水準に影響を及ぼさないこ

とがわかる。 
正の公共財供給を仮定し、対称的 Nash 均衡において評価することにより、

(6.57)式は、次のように簡単な形で示すことができる。 
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上で述べたようにこの条件式には、スピルオーバー効果を考慮したことに伴

い、近隣地域の効用変化に関する項が入っている。さらに、中央政府の定率補助

金と、（個人の予算制約の中に）個人課税T とが含まれている。(6.53)式を整理

することにより以下の式を得る。 
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 .                    (6.59) 

 
地方公共財がスピルオーバー効果を持つことから、地方公共財の供給水準に関

する最適性を検討するためには、第 5 章において見たように、両地域の必要条

件を合計したうえで判断する必要がある15。2 地域の公共財供給に関する必要条

件を合計し、対称均衡を考慮して添え字を簡略化して示したものが次の式であ

る。 
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ここで、中央政府の最適化問題の準備のために、税により賄われる定率補金

の効果を検討しておこう。制約式と個人の予算制約式を対称的ナッシュ均衡の

下で評価したものを(6.59)式に代入し、比較静学により定率補助金が両地域の公

                                                  
15 Boadway, Pestieau and Wildasin (1989)を参照されたい。 
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共財供給にもたらす効果を検討することにより、次のような関係が得られる16。 
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            (6.61) 

 
(6.61)式から 0)( ddg となり、中央政府の定率補助金( )は地方政府の公共財

供給水準を増加させ、公共財の過小供給という非効率性を改善することがわか

る17。 
次に、中央政府の社会的効用最大化問題を解くことにより、中央政府の定率補

助金の政策により公共財供給の最適性が達成できるかどうかを検討したい。中

央政府の最大化問題は次のように示される。 

 
中央政府の最大化問題 
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ここで、 T は中央政府の税であり、は両地域に対する共通の定率補助金で

ある18。 
中央政府の予算制約式を用いて個人税T を消去し、社会的効用最大化問題を

定率補助金 のみについて解くことにより、最大化のための一階の条件が次の

ように得られる。 
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(6.62) 
 
ここでは、地方公共財のスピルオーバー効果を考慮していることから、一方の

                                                  
16 詳しい計算については、 Appendix 2  を参照されたい。 
17 この時、私的財の消費は減少していることが示される。詳しくは Appendix 2 を参照されたい。 
18 先述のように定率補助金は地方政府のレント取得水準に影響を及ぼさないので、ここでは

0 dd i としている。 
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地域が供給する公共財が両方の住民の効用に影響を及ぼすことがわかる。 
(6.62)式を地方政府の対称的 Nash 均衡において評価することにより、次のよ

うな簡単な式に表すことができる。 
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各地域の資源制約式を対称的 Nash 均衡において評価し、私的財と公共財の関

係性を求めると、
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を得る。この式において私的財と公共財

の租税価格を求めることにより、
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xE 1





を得る。この式を(6.46)式に代入する

ことにより、次のように書き換えることができる。 
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すでに(6.64)式において示されたように、 0)( ddg となるので、(6.65)式より、

公共財と私的財の限界代替率が両財の限界変形率と一致し、最適な公共財供給

が実現していることがわかる。 
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 図 6.3 には、中央政府による定率補助金の効果が示されている。スピルオーバ

ー効果が発生している場合のヤードスティック競争における公共財供給量は
Sg により示されている。 

(6.66)式に示されているように、最適な水準の公共財供給のためには、公共財

の限界評価は、スピルオーバー効果の存在を反映して )1(  だけ大きくなること

に注意しなければならない。定率補助金が実施されれば、公共財のコストが低下

し、公共財の供給が増加してゆく。そして、それが、ヤードスティック競争にお

けるエージェンシーコストとスピルオーバー効果とに関連する過小供給をちょ

うど相殺する点において、Samuelson 条件を満たす最適な供給点は g が達成さ

れる。 
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  図 6.6 中央政府の定率補助金の効果 
  

 

 
最適な補助率を検討するために(6.66)式を用いて、(6.59)式を整理しなおすこ

とにより次式を得る。 
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(6.67)式をσについて解くことにより、最適な補助率が次のように求められる。 
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この式の右辺は 2 つの部分に分けられている。(6.44)式と比較すると、(6.68)式
の右辺第 2 項は(6.44)式の右辺と一致していることがわかる。したがって、(6.68)
式の右辺第 2 項はヤードスティック競争におけるエージェンシーコストが原因

となって起こる公共財の過小供給対する補助率であり、第 1 項はスピルオーバ

ー効果に伴う過小供給に対する補助率となっていることがわかる。 
これは、非対称情報の仮定の下でヤードスティック競争のエ―ジェンシーコ

ストが引き起こす公共財の過小供給均衡を解決することができるとともに、ス
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ピルオーバー効果という財政外部性の補正も同時に行うことができることを意

味している。このような結論は、次のような命題にまとめることができる。 

 
命題 6.4 
 中央政府の定率補助金政策により、ヤードスティック競争のエージェンシー

コストが引き起こす非効率性が改善されるとともに、スピルオーバー効果に伴

う過小供給も改善される。 

 
この結論は、地方分権の下でも地方政府がヤードスティック競争による地域

間競争を行っている場合に加えて、公共財の便益が互いの地域にスピルオーバ

ーする場合にも、中央政府の定率補助金による介入が資源配分の効率性を改善

し、両地域の厚生水準を上昇させることを意味している。 

 
 

6.6 結論 
   本章においては、様々な補助金政策がヤードスティック均衡の公共財供給に

与える効果を検討した。そこでは、地方政府間の自発的平行補助金と、中央政府

による一括固定補助金、定率補助金の効果を検討した。その結果、一括補助金は

ヤードスティック均衡に対して中立的であり、公共財供給水準に影響を及ぼさ

ないが、公共財の供給費用に関する定率補助金はヤードスティック均衡の公共

財供給水準を増加させ、経済厚生を高めることが示された。 

また、対称的地域間のヤードスティック競争においては、自発的な補助金はゼ

ロとなり、資源配分の効率化には寄与しないことがわかった。この場合には、自

発的補助金は自地域の財政資金を低下させ、逆に、相手方地域の財政余剰を拡大

させるので、当該地域の再選確率を低下させる方向に動き、自発的な補助金を提

供しあうインセンティブは存在しないことがわかった。 
 次に、中央政府による一括固定補助金の効果を検討した。その結果、中央政

府の補助金は、地方政府の予算制約式の中において、個人に対する税とキャンセ

ルアウトされ効果が得られなくなってしまう。このように、中央政府による一括

固定補助金は、対称的地域のナッシュ均衡においては公共財供給に影響を及ぼ

さず、無効であることが示された。したがって、中央政府の一括固定補助金は地

方政府の公共財供給水準に対して「中立的」であると言う、「補助金の中立性定

理」が成立している。したがって、地方公共財の供給水準の適正化といった資源

配分の改善には、一括補助金が利用可能でないことを示している。 
さらに、中央政府の定率補助金政策は、ヤードスティック均衡における地方政

府の公共財供給を増加させ、非対称情報の仮定の下でエ―ジェンシーコストが
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引き起こす公共財の過小供給を解決することができることが示された。この結

論は、地方分権の下でも地方政府がヤードスティック競争による地域間競争を

繰り広げている場合には、中央政府の定率補助金による介入が資源配分の効率

性を改善し、両地域の厚生水準を上昇させることを意味している。 
最後に、財政外部性の例として地方公共財の便益がスピルオーバーする場合

についてヤードスティック競争の公共財供給の効率性を検討した。その結果、ヤ

ードスティック競争においては、スピルオーバー効果がもたらす他地域の効用

増加が自地域政府の再選確率に負の影響をもたらすことから、Nash 均衡におけ

る地方公共財供給の過少供給がより深刻なものになることが示された。このよ

うに、ヤードスティック競争においては、スピルオーバー効果による他地域住民

の効用増加という財政外部性が、ヤードスティック比較を通じて政府の政策決

定に影響を及ぼすことがわかった。 

続いて、中央政府の定率補助金政策の効果を検討し、スピルオーバー効果が存

在する場合についても、ヤードスティック均衡における地方政府の公共財供給

を増加させることが示された。これは、非対称情報の仮定の下でヤードスティッ

ク競争のエ―ジェンシーコストが引き起こす公共財の過小供給均衡を解決する

ことができるとともに、スピルオーバー効果という財政外部性の補正も同時に

行うことができることを意味している。この結論は、地方分権の下でも地方政府

がヤードスティック競争による地域間競争を繰り広げている場合に加えて、公

共財の便益が互いの地域にスピルオーバーする場合にも、中央政府の定率補助

金による介入が資源配分の効率性を改善し、両地域の厚生水準を上昇させるこ

とを意味している。 
 ティブー型の地域間競争モデルにおいては、自発的補助金は公共財供給の水準

を適正化し、効率性の改善に対して有効であった。これは、公共財供給という資

源配分の改善に対する中央政府の補助金政策の役割が小さいことを意味してい

る。ところが、ヤードスティック競争の均衡においては自発的補助金を行うイン

センティブは存在せず、公共財の過小供給を改善するために中央政府の定率補

助金が必要であることがわかった。これは、分権的な地方財政システムにおいて

も中央政府の補助金政策に一定の役割があることを意味している。 

 
 
 

Appendix 1 中央政府の定率補助金と公共財供給および私的財消費量 
地方政府の最大化問題の 1 階の条件 (6.34) 式を g  と  に関して全微分し

て, 整理することにより以下の式を得る。 
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この式を )( ddg  について解いたものが、(6.28)式である。 

 

  0
)0(

)0(
2







fUnRgvn

fRU

d

dg

gg

x





 .       (A6.2) 

 

また、個人の予算制約式と地方政府、中央政府の予算制約式から、次の関係を得

る。 
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この関係を利用すれば、次の関係を得る。 
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            (A6.4) 

 

したがって、私的財の期待消費量は減少していることがわかる。 
 

Appendix 2 スピルオーバー効果が存在する場合 
スピルオーバー効果が存在する場合の地方政府の最大化問題の 1 階の条件 

(6.51) 式を g  と に関して全微分して, 整理することにより以下の式を得る。 
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この式を )( ddg  について解いたものが、(6.44)式である。 
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また、個人の予算制約式と地方政府、中央政府の予算制約式から、次の関係を得

る。 
 

         dg
n

dx E 1
           (A6.7) 

 
この関係を利用すれば、次の関係を得る。 
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したがって、ここでも私的財の期待消費量は減少していることがわかる。 
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第 7 章 財政力格差と補助金政策 

 
 
7.1 はじめに 
これまでの章(第 3、4、6 章)においては、対称的な地域間のヤードスティック

競争に議論を限定し、公共財供給の効率性、レントシーキングの可能性、報償

とインセンティブスキーム、様々な補助金の効果などに焦点を当て検討してき

た。本章では、財政力に格差が存在するような非対称な 2 地域間のヤードステ

ィック競争において、Nash 均衡や公共財供給の効率性、補助金による財政力格

差や効率性の改善効果を検討する。 
第 2 章において検討した様に、非対称的な地域間によるティブー競争の均衡

は、対称的な地域間の場合とは異なり、地域間の人口配分に一定の非効率性が

残ることが指摘されている。そして、第 3 章において既に検討した様に、土地

面積の異なる非対称的 2 地域間のティブー均衡においては、財政均等化補助金

による 2 地域間の人口配分の変更が両地域の効用水準を改善することが示され

ている(Flatters et. al, 1974, Stiglitz, 1977, Atkinson and Stiglitz 1980 )。本章

では、ヤードスティック競争モデルを用いて、財政力に格差がある非対称的な

地域間の Nash 均衡や地方公共財供給の効率性、様々な補助金による効率性改

善の可能性を検討する。 
ところで、Myers (1990)、Wellisch (1994)は，足による投票（住民の自由な

移動）を想定した場合，地域間の自発的補助金政策によって地域経済の効率的

均衡が達成されるため，中央政府の役割は最小限にすべきであると指摘した。

しかしながら，第 6 章において検討した様に、ヤードスティック競争において

は，地方政府間の自発的平衡補助金によって地方公共財の最適供給は達成され

ない。これは，ヤードスティック競争においては，他地域へ補助金を与えるこ

とは自地域政治家の再選確率を低下させ，他地域の政治家の再選確率を上昇さ

せるためである。したがって，ヤードスティック競争下においては，その非効

率性を改善するために中央政府による補助金政策を用いなければならないこと

が明らかにされた。 
また、Boadway et al. (1989) は競争的な 2 地域経済モデルを用いて、地域間

の住民移動がない下で中央政府の補助金政策の効果を考察し、中央政府による

一般的補助金の地域の厚生水準への効果は中立的であり，定率補助金によって

厚生水準を改善する効果が得られることを明らかにしている。本書においては、

第 6章において，ヤードスティック競争均衡における地方公共財の過小供給を，

中央政府の補助金政策により効率的な水準に導くことが可能であるかどうかを

考察した。その結果，中央政府による一般補助金は公共財供給に影響を与えな
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いが，定率補助金はヤードスティック競争の Nash 均衡における地方公共財の

過少供給を緩和し、住民の厚生水準を上昇させることを明らかにした。 
他方、ヤードスティック競争モデルを用いて、地域間の非対称性や財政格差

に焦点を当て分析した研究は必ずしも多くない1。Kotsogiannis and Schwager 
(2008)は、地域間に財政力格差が存在する場合にはヤードスティック比較の有効

性が低下し、財政力に富む地方政府のレント搾取を発見したり、地方政府の能

力を見極めることが困難になることを指摘している。また、Allers (2012) は地

域間において財政格差が存在すれば，投票者が選択を誤り，財政力が豊かな地

域においてレントを多くとる“悪い政治家”を再選させる可能性があることを

指摘している。これは財源が豊かな地域の地方政府は、ヤードスティック競争

の下で、財政的な余裕が発生することから，行政効率化のために努力するイン

センティブが希薄になったり、あるいは放漫財政に陥るなどの可能性を示した

ものであると考えられよう2。 
本稿では，ヤードスティック競争モデルを用いて、地域間に財政格差が存在

する場合に地方政府が陥る非効率性が、地方政府間の、あるいは、中央政府の

補助金政策によって改善されるか否かを考察する3。分析の結果，地方政府間の

自発的平衡補助金は財政力に富む地方政府のレント取得水準を低下させること

はできないが，中央政府による均等化補助金および定率補助金は、財源が豊か

な地域のレント取得水準を低下させることが示された。また、このような補助

金による効率性の改善効果は、補助金の受け取り地域ばかりでなく、支払い地

域においても働き、したがって 2 地域間で Win=Win の関係がもたらされること

が示された。このような関係は、Flatters et. al (1974) や Stiglitz (1977) など

においても指摘されているが、ここでは住民の地域間移動を仮定しておらず、

したがって、生産力や税源に関する移動調整メカニズムが存在しない場合にお

いても、住民・投票者のヤードスティック比較により成立することが示された。 
本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では基本モデルを説明し，ヤードス

ティック競争の下では地方公共財供給が過少であることと，地域間財政格差が

ある場合，財源が豊かな地域の地方政府は，財源が豊かでない地域の地方政府

に比較して，多くの超過レントを取る可能性が示される。第 3 節では，このよ

うなヤードスティック競争下の非効率性を改善するために地域間の平行補助金，

中央政府による均等化補助金と定率補助金の政策を考察し，第 4 節では結論を

                                                  
1 Spahn (2007)にはこの分野の研究の展望がある。 
2 Tirole (1997)は、公益事業のインセンティブ規制として用いられるヤードスティック競争

において、エージェントの利用可能な資源に格差がある場合には、ヤードスティック比較

の効果が制約されることを述べている。 
3 本章は、基本的に Nishigaki et. al (2015)、西垣他(2016)に基づきながら大幅に加筆、修正したものであ

る。 
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述べる。 
 

7.2 ヤードスティック競争モデルと財政力格差 
7.2.1 非対称的 2 地域の基本モデル 
本章においては、第 3 章において展開したヤードスティック競争モデルに地

域間の財政力格差を導入し、Nash 均衡や地方公共財供給の効率性、そして財政

均等化補助金の経済効果を分析する。以下ではまず、ヤードスティックモデル

と 2 地域間の Nash 均衡を、必要最低限の範囲において再度説明しよう。 

 
住民の行動 

 第 3 章と同様に、2 つの地域 iに同じ人数の住民 in ( 21 nn  ) が居住していて、

住民は地域間を移動できないと仮定する。住民は、前節と同様に、私的財 ix  と

地方公共財 ig  から効用を得ると仮定する4。両地域の住民は選好に関して同質

的であると仮定し、ここでも、準線形の効用関数を仮定する。したがって、代

表的住民の効用関数は次式のように表されると仮定する。 

 
)(),( iiiii gxgxU   , 2,1i                        (7.1) 

 

ここで，  は私的財消費に伴う限界効用，  )( ig は地方公共財から得られる

効用を示す関数であり 、 0 、 0)(  ig ， 0)(  ig と仮定する。 

 
地域の財政力格差 
 地域の非対称性をもたらす要因には様々なものがある。例えば生産技術や労

働や土地など投入要素の賦存量の差、あるいは住民の選好の差による需要構造

の差異などがある。ここでは、Flattters et. al(1974)や Stiglitz(1977)など、財

政力格差を扱う研究においてしばしば仮定されてきた、土地面積の地域間格差

を仮定しよう5。 
 このような仮定の下で、生産技術が同じでも労働の賃金率は同じにはならず、

一般的にはより広い土地を用いて生産している地域の労働賃金が高くなる。こ

                                                  
4 簡単化のためにここではスピルオーバー効果は考えない。 
5 そのほか、Atkinson and Stiglitz (1980)においては、住民の選好格差も検討されている。 
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こでは生産活動は明示的に扱っていないので、簡単に、第 1 地域の賃金率が相

対的に高いと仮定しよう。 

 
労働供給と資源制約 

住民は一人当たり 1 単位の労働を各地域の企業に対して供給し、 iw  の賃

金を受け取る。上述のように、第 1 地域が相対的に広い土地に恵まれ、したが

って、より高い賃金が得られる( 21 ww  )と仮定する。 

ここでも、地方政府は労働所得税 it  を課すと想定し、住民は税を支払った

後の可処分所得をすべて私的財の消費に使用すると仮定する。住民の予算制約

式は第 3 章と同様に以下で示される。 

iii wtx )1(  , 2,1i                    (7.2) 

 
地方政府の予算制約式 

第 3 章と同様に、地方政府は住民より徴収した労働所得税収 iii nwt  を用いて

地方公共財 ig  を供給する。また、地方政府のレントシーキングの可能性を考える。こ

こでも、レントは i により示す( ],0[ iiii nwt )。ここでも、各地方政府による公共

財 ig の供給には、予測不可能な供給費用削減効果や、逆に、Leibenstein 流の内部

組織的 X 非効率性(X-inefficiency)が発生すると仮定する6。これは、不確実な攪乱

項 i により表される。収入は労働所得税 it のみによって賄われると仮定すると、地

方政府の予算制約式は次のように示される。 

 

iiiiii nwtg   , 2,1i          (7.3) 

 

ここで、攪乱項 i は、平均（期待値）が0，地域間で独立な密度関数 )(h から与

えられる連続的な確率変数であると仮定する。 
ここでも、公共財の供給に伴い、政府の負効用が発生するという想定をす

                                                  
6 Leibenstein(1966)を参照されたい。 
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る。公共財 ig の供給に伴う政府の効用水準は関数 )( igv で示される減少関数で、 

0)(  igv および 0)(  igv と仮定する。ここでも、公共財供給に伴う限界負効用

をエージェンシーコストと考える。 

 
住民の効用関数と情報の非対称性 

代表的住民の効用関数(7.1)に、予算制約式(7.2)と地方政府の予算制約式(7.3)を
代入し整理することにより、以下のように書き直すことができる。 

 

)](
1

[)(),( iii
i

iiiii g
n

wggxU   , 2,1i              (7.4) 

 
 (7.4)式は、個人の効用水準が公共財、私的財に加えて、地方政府のレント取得水準

や公共財供給の費用に発生する攪乱要因にも依存していることを示している。 

前章までと同様に、 0 および in は定数であることを考慮して、個人の効用関数を

次のように表現する。 

 

 i
i

ii
i

iiiii n
g

n
wggxU   )](

1
[)(),( , 2,1i      (7.5) 

        i
i

i
E
ii n

gxU 
 ),(  

 

ただし、 )(
1

)( ii
i

ii
E
i g

n
wxEx  とする7。 

       

7.2.2 非対称地域のヤードスティック競争モデルとナッシュ均衡 

地方政府が ig と i を決定した後に，地域住民の投票による選挙が行われる。

地域間で情報のスピルオーバーは完全であるとし，地域 iと地域 j の住民は互い

に自地域で得られている自身の効用 iU と他地域の住民が得られている効用 jU

を比較できるとする。したがって，地方政府 iが再選する再選条件は，次式で示

                                                  

7  ここでもオペレーター E は期待値を示し、 



 iiiii dhxxE  )()()( と表される。 
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される。 
 

jj
E
jjii

E
ii n

gxU
n

gxU 
 ),(),( , 2,1, ji , ji      (7.6) 

 

ここでも，再選レントを R とする。ここで検討しているような財政力格差が

存在する場合の戦略的な地方政府の行動において，自らの地方公共財供給努力

にもかかわらず，次期選挙において再選がかなわないと判断する場合が考えら

れる。そのようなとき，Bordignon et al. (2004)などに指摘されているように、

地方政府は再選レントを諦め、現時点で得られる超過レントを獲得し競争から

離脱する戦略的行動(Separating Behavior)をとる可能性が残される8。しかしな

がらここでは、成立可能な Nash 均衡に議論を限定し、ヤードスティック競争

のもたらす経済効果を検討したい。したがって，ここでも Nash の仮定を採用

し、地方政府は他地域の住民の効用水準を所与として、期待効用を最大化する

と仮定する。最適化問題は次のように定式化することができる。 
 

 E
iii xg ,,

max


   





),(),(
)()(

j
E
jji

E
ii gxUgxU

iiii df
n

RgvRgvE       (7.7) 
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n
wx   , 0ig , 0i , 2,1, ji , ji   

 

前節までと同様に、(7.7)の制約条件を目的関数に代入し、最大化のための 1
階の条件を求めると次のようになる。 
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0ig , 2,1, ji , ji                
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     (7.11) 

                                                  
8 例えば Beasley and Case (1995) などの展開型のモデルを用いたヤードスティック競争においては、このような戦

略的行動が明示的に分析されている。 
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0i , 2,1, ji , ji   

 

先述のように、両地域の財政力に格差が存在する場合には、財政力が弱い地

域の政府が再選をあきらめて最大限の超過レントを獲得して競争を離脱し、

02 g となり Nash 均衡が成立しない場合が考えられる。しかしながら、ここで

は 0, 21 gg となる Nash 均衡が成立するケースを仮定し議論を進める9。  

まず、ヤードスティック競争の Nash 均衡においては、両地域の現職政府が

同時に再選されるので  ),(),( j
E
jji

E
ii gxUgxU   と  ),(),( i

E
iij

E
jj gxUgxU   が同

時に成立していなければならない。したがって、両地域は等しくなり

 ),(),( i
E
iij

E
jj gxUgxU  、これにより   )0(),(),( fgxUgxUf j

E
jji

E
ii   となる。 

(7.9) 式に 0ig  を適用することにより次の式を得る。 

 

    00
1












 fU

n
U

n
Rgv i

g
i

i
xi


, 2,1, ji         (7.12) 

 

を得る。この式を書き直すことにより次式が得られる。 
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, 2,1, ji      (7.13) 

 

仮定より、両地域は課税ベース以外はすべてい等しいとしているので、(7.13)

式において、 )(),( ii ggv  以外のパラメーターは、両地域においてすべて同じで

ある。したがって、Nash 均衡において 21 gg  となることがわかる。 

 次に、(7.12)式をさらに書き換えることにより、次の式を得る。 

 

)0(
)(1

2

2

fR

n
gv

U

U
n

x

g





                         (7.14) 

                                                  
9 Allers (2012)は、Nash 均衡の一つとして対称均衡( xxx ji  ， ggg ji  )を検討している。 
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(8.14)式の右辺第 2 項目は負であるので，公共財供給の限界変形率が 1 より大と

なり、財政力格差が存在する場合の Nash 均衡においても地方公共財は過少供

給になることがわかる10。 

次にレント取得水準 i  の決定について検討しよう。両地域に財政力格差が存

在することから、公共財と私的財に関する Nash 均衡が成立する場合には、両

地域の資源制約式を検討すれば、それぞれのレントは異なったものになること

がわかる。 

(7.11)式の角括弧内は、 i を 1 単位増加させたときに発生する限界便益と限界

費用が示されている。レント i を 1 単位増加させると 1 単位分効用が増加する

が、これがレントの限界便益である。逆に，レント i を増加させると課税 iii nwt

が増加し，住民の私的財消費量 ix が( in1 )減少し，効用水準は低下する。これは

地域 iの地方政府の再選確率を低下させ，再選レントである R を獲得する確率が

低下する。これが i を増加させることにより地方政府が被る限界費用であり，

次のように示される。 

 

 0
1

f
n

UR
i

i
x 


                       (7.15) 

 

以上のように，(7.11)式はレント i を増加させたときの限界便益が限界費用が一

致する点までレントを取得し，限界便益が限界費用よりも小さいときにはレン

ト i をゼロに設定することを示している。次式はレントがゼロとなる条件を示

している。 
 

         001
2

2

 f
n

R


                (7.16) 

 

                                                  
10 ヤードスティック競争の地方公共財供給が過少になることの証明については，第 3 章を参照されたい。 
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 次に財政格差とレント i との関係を検討しよう。上述のように、ヤードスティ

ック競争の Nash 均衡の下では、公共財の供給水準が両地域で等しくなってい

た( 21 gg  )。また、ヤードスティック競争の Nash 均衡においては、両地域の住

民の効用水準は等しくなっているので  ),(),( i
E
iij

E
jj gxUgxU  、同時に、地域 1

と地域 2 の住民の私的財の期待消費水準も等しくなっていることがわかる

( EE
j

E
i xxx  )。 

両地域の住民の予算制約式にこれらの関係を代入することにより、両地域の

レントの関係が、賃金の差を用いて次式のように示される。 

 

2121 )(   wwn                           (7.17) 

 

ここでは、地域１の課税ベースが大きい( 21 ww  ）ことを仮定しているので、

両地域の住民の予算制約式消費可能な私的財は、(7.2,3)式より次のように示すこ

とができる。 
 

21                                       (7.18) 

 

(7.18)式は，財政格差がある場合，財源が豊かな地域はレントを多く取る可能

性を示している。この結果の直観的解釈は次の通りである。ヤードスティック

競争の下では、他地域の効用水準よりも高いか、あるいは少なくとも等しい効

用を住民に与える地方政府が再選される。上に述べたように、財源が豊かな地

域の政府にとっては、効用水準が財源の乏しい地域の効用水準と同じ水準にな

るまでレント獲得の限界費用(7.15)がゼロとなり、ヤードスティック競争におい

てもレント獲得の十分なインセンティブを持つ。このように、(7.18)式はヤード

スティック競争均衡においても，財政力に格差がある場合には、豊かな地域の

政府が大きなレントを取ることを意味している。例えばそれは、財政力が豊か

な地域は放漫財政になる傾向があることを示していると考えることができよう。 
ところで、地域 2 において、レント取得水準をゼロとする(7.16)の条件が成立

しているとき、 02  となり、(7.17)式より以下の関係を得る。 

 
      )( 211 wwn                       (7.19) 

 

(7.19)式は、地域 1 の政府が、地域間の課税ベースの差のすべてをレントとして
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取得していることを示している。これは、Allers (2012)において示された均衡と

同じものである。以下ではこの点をより詳しく検討したい。 
 

7.2.3  Allers のヤードスティック・バイアスとの関係 
ここでは，前小節において求めたヤードスティック競争モデルの Nash 均衡

と、Allers (2012)において指摘されているヤードスティック・バイアスの関係を

検討する。Allers (2012)は、ヤードスティック競争が行われていても地域間に財

政格差が存在すれば，住民は地域間の公共財供給コストの差が、財政力格差あ

るいは政府のレント取得のいずれが原因で生じているのかが判断できず，レン

トを獲得する〝悪い地方政府（政治家）“を再選させてしまう可能性を指摘した。

このように、財政力格差によって住民が地域間を比較する評価基準が歪むこと

を、Allers (2012)はヤードスティック・バイアスと呼んでいる。 

 

 

 
   図 7.1  財政格差とレント取得 

 
第 7.1 図には、横軸に第 1 地域の住民の効用水準をとり、縦軸に第 2 地域の

住民の効用水準をとり、両地域の反応関数が示されている。ヤードスティック

均衡の仮定  ),(),( i
E
iij

E
jj gxUgxU  より、Nash 均衡において他の地域の効用水

準の変化が当該地域の効用水準に与える影響は、 
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1
j

i

dU

dU
                  (7.19) 

 

と示される。したがって，財政力格差が無い場合の地方政府 iと j の反応関数は

下記図 7.1 における直線OA（45 度線）により示される。この線上において、必

要条件を満たす公共財 g と 0i となる私的財消費水準から得られる効用水準

),(  gngwU ii が実現している。 21 ww  という財源の格差を想定すると，地方

政府 2 の反応関数は直線OE ，一方，地方政府 1 の反応関数は直線OE と直線 EB

の和となる。 

ヤードスティック競争の Nash 均衡が成立するのはE 点においてである。な

ぜならば、ここで想定している非協力ゲームの場合には，財政的に豊かな地方

政府 1 は、地方政府 2 が最大限達成可能な住民の効用水準 ),( 22
 gngwU と等

しくなるところまで超過レントを取得し、 ),)(( 111
  gngwU  を実現すること

が最適な行動となるからである。もちろん，両地域が結託してレントシーキン

グを行うならば、図 7.1 において原点0 からE 点の区間において両地域のレント

が正となる点がある。 
ところが非協力ゲームにおいては、両地域の現職政府が互いに再選を目指し

て競争することから、財政力の弱い第 2 地域の政府がE 点を選択するからであ

る。そして、財政力の強い第 1 地域にとってE 点は、第 2 地域の選択を所与と

した場合、レントが最大となる点であり，財源 ntw1 から地方公共財の供給額を

差し引いた分の超過レント )( 111 gntw  が得られるからである。 
先述のように，財政格差（ 21 ww  ）が存在する場合には、財政力の弱い第 2

地域の地方政府がヤードスティック競争から離脱する可能性がある。これは例

えば、図 7.1 の EAのラインにより示される。すなわち、第 1 地域の地方政府が、

第 2 地域の達成不可能な効用水準を住民に保証する場合には、第 2 地域はヤー

ドスティック競争において再選を勝ち取ることはできないので、最大限のレン

トを取得して競争から離脱する可能性がある。 

 このナッシュ均衡において， j はゼロであるので， (7.17)式より次式が成立

する。 

 
)( 21 wwni                (7.20) 
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(7.20)式は
ji ww  であるので， 0

i であることを示している。これは Allers 

(2012)が指摘したヤードスティック・バイアスによって生じる最大レントである。

本章のモデルにおいても、財政格差が存在するとき，住民は地方公共財供給量

の現状の大きさが，財政格差の結果であるのか，あるいは超過レントを取得し

た結果なのかが判断できないため，他地域の効用を評価基準として参考にして

も，レント取得を行う悪い地方政府を再選させてしまうことを示している。 
このように、本細節のモデルは Allers (2012)のヤードスティック・バイアス

のケースを部分的に含むものであるが，ここではより一般的なモデルにおいて

これが導かれている。以下ではこのモデルを用いて、地方公共財供給の効率性，

財政格差，ヤードスティック・バイアスの是正のための政策を考察する。 
 

 

7．3. 地方政府間相互の補助金と中央政府による補助金政策 
前節の議論においてヤードスティック競争下では，地方公共財が過少に供給

されること，また，地域間に財政格差が存在するとき財源が豊かな地域は高い

水準のレントを取得するといった 2 つの問題が明らかになった。Kotsogiannis 
and Schwager (2008)においては、財政力格差を均等化することによりヤードス

ティック競争の有効性が高まることが指摘されている。他方、Allers(2012)にお

いては、残念ながらヤードスティック・バイアスへの対処の政策は検討されて

いない。そこで，本節では地域間相互の自発的補助金，中央政府による均等化

補助金，定率補助金によりヤードスティック競争下で生じる非効率性が改善さ

れるのか否かを考察する。 

 
7.3.1 地方政府による自発的補助金 
地域に格差があるとき，ヤードスティック競争の下で，地方政府は地域間相

互の自発的補助金をどのような値に設定するのかを考察する。第 6章と同様に、

ijS は地方政府 iから地方政府 j への補助金であるとする。地方政府間の相互補

助金がある場合の地方政府の最適化問題は次のように定式化される。 
 

 E
iiii xsg ,,,

max


    





),(),(
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E
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E
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(7.21)の制約条件式を目的関数に代入し、最大化のための 1階の条件を求めると、

前章 6.2.1．節において得られたもの(6.7～6.12 式)と基本的に同じ式を得る。 
まず、公共財供給に関する最適条件式を求めると、前章と同様に次式を得る。 

 

    
)0(

)(1
2

2

fR

n
gv

U

U
n

x

g





                  (7.22) 

 
この式から、Nash 均衡における両地域の公共財の供給が同一水準になり、また、

地域間補助金の影響を受けないことがわかる。 
 次に、自発的な地域間平衡補助金に関する必要条件式において、Nash 均衡に

おける両地域の自発的補助金がゼロ( 0ijs ) となることがわかる。以上の考察よ

り、財政力格差が存在するヤードスティック競争においても、地域間の自発的平

衡補助金は公共財供給に影響を及ぼさず、また、両地域の政府が期待効用の最大

化問題の結果として選択する自発的な補助金はゼロとなることがわかる。これら

の結果は、次のような命題にまとめられる。 

 
命題 7.1 
 財政力格差が存在するヤードスティック競争の Nash 均衡において、政府の

期待効用最大化の解として選択される地域間の自発的補助金はゼロとなり、財

政力格差の縮小効果を持たない 

 
 命題 7.1 の直感的説明は、前章における命題 6.2 と同様に、自発的補助金が

当該地域住民の効用水準を低下させるとともに、この補助金を受け取った地域

の住民の効用水準を上昇させ、当該地域の現職政府の再選確率を低下させるか

らに他ならない。このように、ヤードスティック競争の下では、自発的な補助

金を提供しあうインセンティブは存在せず、地域間の財政力格差の縮小にはつ

ながらないことがわかる。 
 

 

7.3.2 中央政府による財政均等化補助金 
ここでは地方政府間ではなく，中央政府による均等化補助金の政策を考える。

ここでも，一人当たり賃金の格差 21 ww  を仮定し，中央政府が地域 1 から地域 2

への財源移転政策を検討する。このような一括固定移転は受け取り手の政府予

算を拡大し、所得効果により政府の最適決定に影響をもたらすことが期待され
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る。 
前章と同様に、中央政府がシュタッケルベルグリーダーで、2 つの地方政府が

シュタッケルベルグフォローアーであるような 2 段階ゲームを考える。中央政

府は、両地方の住民に対する一括税により調達した一括固定補助金を使って、

両地域の住民の効用を最大にすることを目標に補助金政策を行う。中央政府は、

両地方政府の行動に関する情報を持っていると仮定する。2 つの段階で行われる

ゲームを記述すると以下のようになる。 

 
地方政府の行動：中央政府の補助金と課税を与件として、地方政府の期

待効用を最大化するように地方公共財供給 ( ,1g 2g )とレント( ,1 2 )

を 決定する。 

 
中央政府の行動：中央政府は、2 つの地方政府が供給する公共財の供給水

準 ( ,1g 2g )とレント取得水準( ,1 2 )の決定行動を前提として、2 つの地

域の住民の効用水準が最大になるように、財政均等化補助金（ S ）を決定

する。これは、財源が豊かな第 1 地域に対する一括固定税T から収入を

得て、財源の乏しい第 2 地域に一括固定補助金 S を交付するものと仮定

する。したがって、中央政府の予算制約式を示すと、 TS  となる。 

 

  まず、地方政府の行動から検討しよう。中央政府の第 1地域に対する

一括固定税T と、第 2 地域に対する一括固定補助金 S を地方政府の予算制

約に導入することにより、(7.5)式は次のような変更を受ける。 
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     (7.24) 

 

 以上のような仮定の下で、地方政府の最大化問題は次のように示される。 

 
 地方政府 1 の最大化問題 
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地方政府 2 の最大化問題 

 Exg 222 ,,
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 これらの最大化問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化問題を解くこ

とにより、基本的に前章 6.3 節における(6.18)～(6.21)式と同様の 1 階の条件式

を得る。 
まず、公共財供給に関する最適条件式を求めると、(6.22)式と同様の条件式を

得る。したがって、Nash 均衡における両地域の公共財の供給が同一水準になり、

また、中央政府の一括補助金は公共財供給水準に影響を与えないことがわかる。 

 

         00
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                  (7.27) 

 

同様に、レント取得水準の決定式についても、(6.13)式と基本的に同じ式を得る。 
次に、中央政府の最適化問題を示すと以下のようになる。 

 
中央政府の最適化問題 

 TS,
max 2211 UnUnW                            (7.28) 
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n
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wx E 
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 )(11 Tgg  , )(22 Sgg  , )(Sii   , )(22 S  , TS   

 

中央政府の最適化問題を解くと，一階の条件式は次式のようになる11。 
 

                                                  
11 地域 i と地域 j の変数を区別するために，変数には上付き・下付き添え字をつけている。 
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上に述べたように、両地域の公共財の最適水準は、中央政府の一括固定補助金

によって影響を受けないので、(7.29)式に 021  dSdgdSdg を代入することに

より、以下のような式を得る。 
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      (7.30) 

  

前節において検討したように、財政力の弱い第 2 地域においては超過レント

を獲得するコストが高くなるので、超過レントをゼロとする条件(6.13)が成立す

ると仮定すると、補助金の移転後もこの地域の超過レントはゼロになる。第 2
地域の住民の予算制約式において、 02 dSdg と 02  を考慮することにより、 

 

      02 
dS

dxE

                          (7.31) 

 

を得る。これは、財政均等化補助金により、第 2 地域の私的財消費量が増加す

ることを示している。先にみたように、財政均等化補助金により公共財の供給

水準は変化しないが、私的財の消費量が増大するため、第 2 地域の効用水準は

上昇することが示される。 
ところで、上に述べたように、Nash 均衡においては両地域の公共財供給水準

が等しく( 21 gg  )なっているので、ヤードスティック競争均衡の条件より得られ

る  ),(),( 222111 gxUgxU EE  を考慮すれば、両地域の住民の私的財消費も等しくな

っている( EEE xxx  21 )ことがわかる。したがって、第 1 地域の私的財消費量も

同時に増加していることがわかる。 

 

     021 
dS

dx

dS

dx EE

                      (7.32) 
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このように、中央政府の財政均等化補助金により、補助金の受け取り地域(財政

力の弱い地域)ばかりでなく、税の支払い地域(財政力の強い地域)においても住

民の効用水準が上昇することが示される。 
 ところで、第 1 地域は中央政府の補助金政策により一括固定税の課税を受け

るので、この結論は一見矛盾しているように思われるかもしれない。ヤードス

ティック競争においては、財政均等化補助金による第 2 地域の効用増加が起こ

れば、それに伴って第 1 地域の政府も住民の効用水準を上昇させることが必要

となるからに他ならない。前節において見たように、ヤードスティック競争の

Nash 均衡において、財源が豊富な第 1 地域の政府は財政力格差に応じてレント

取得が可能であった。第 1 地域において住民の私的財消費量が増加するために

は、地方政府はこの超過レントを減少させ、住民の税負担額を低下させる必要

がある。 
そこで、第 1 地域の政府のレントが、財政均等化補助金によりどのような変

化を受けるのかを検討するために、(7.30)式に 02 dSd と、仮定より得られる

 21
xx UU 、 nnn  21 を代入することにより、以下の式が得られる。 

 

     21 
dS

d
                         (7.33) 

 
(7.33)式は、中央政府の補助金政策 1 単位の増加(第 1 地方にとっては一括固

定税 1 単位の増加)が、当該地域のレントを 2 対減少させることを意味している。

これは、中央政府の一括補助金により、第 2 地域の私的財消費量が増加するこ

とに伴って、ヤードスティック競争の均衡において第 1 地域の公共財消費水準

も同じだけ増加することになり、これがレント取得水準を税支払いの 2 倍低下

させることにつながることを意味している。このように、中央政府の財政均等

化補助金により、ヤードスティック・バイアスがもたらす財源の豊かな地域に

おけるレント取得という非効率性は低下することが示された。この結論は、次

のような命題にまとめられる。 

 
命題 7.2 
 中央政府による財政均等化のための定額補助金は、ヤードスティック競争の

Nash 均衡における住民の効用水準を上昇させ、補助金の受け取り地域の厚生水

準ばかりでなく、その財源を負担する地域の厚生水準をも高める。 

 
この結論は、地域間に財政力格差が存在する場合には、財政均等化補助金に
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よりヤードスティック競争の有効性が高まるという Kotsogiannis and 
Schwager (2008)の結論と同様のものと解釈することができよう。さらに、ここ

では、この財政均等化補助金が、補助金を受け取る地域ばかりでなく、そのた

めの財源を課税される地域においても住民の効用水準を増加させるという、い

わゆる Win=Win の関係が示された。 
以下では、簡単な図を用いてこのような結論を説明したい。図 7.2-1 は財源格

差が生じているときの地域 1 と 2 の住民が消費する私的財( EE xx 21 , )と超過レント

( 1 , 2 )を図示したものである。 

 
 

図 7.2-1 財源格差とレント取得 

 
財源の格差（ 21 ww  ）が存在する場合のヤードスティック競争の Nash 均衡

と、財政均等化補助金 S の政策効果を検討する。前節において述べたように、

Nash 均衡における地方公共財の供給水準は、財政格差の存在にもかかわらず同

じとなる。図 7.2-1 の縦軸は私的財の消費水準が測られており，したがって，左

側の棒グラフは地域 1、右側の棒グラフは地域 2 の私的財消費を示している。い

ま，所得格差（ ji ww  ）が存在するので，地域 1 の最大消費量( ngw 1
)は、地域

2 の消費量 ngw 2 よりも大きくなっている。ヤードスティック競争下では，

財源が豊かでない地方政府 2 が超過レントを取れば，地方政府 1 とのヤードス

ティック競争に負け，再選できない可能性が高くなる。よって，地方政府 2 は，

02  を設定し， ngwxE  22 を選択する。 

財源が豊かな地方政府 1 の最適な戦略は，ヤードスティック均衡の条件

o  

i  

ngw )( 11  
  

Ex1

ngw 1   

0j
 

Ex2  

私的財の消費量 

地域 1 地域 2 



 191

 ),(),( i
E
iij

E
jj gxUgxU  を満たすように、 EE xx 21  と設定し， )( 21 wwn  の分だけ

超過レント 1 を得ることである。このように、図 7.2.1 は、財源豊かな地方政府 1

がレント取得を行うことを示している。 
次に，中央政府による財源移転 S の効果を検討する。先に見たように、中央

政府の財政均等化補助金は、両地域の公共財供給に影響を及ぼさない(7.27 式)。
そこで、図 7.2.2 には，中央政府が、財源が豊かな地域 1 から財源が乏しい地域

2 へ財源移転を行ったとき，地域 1 と 2 の私的財消費水準と、超過レントの取得

水準が( 1 , 2 )がどのようになるのかを図示したものである。なお、この図は、

中央政府の補助金により地方政府 1 と 2 の財源が完全に均等化された場合につ

いて示している。 

 
図 7-2.2 均等化補助金と超過レント 

 
 

 
 
財政均等化補助金によって，地域 2 では補助金 S が増加し、その分だけ住民

の租税負担が軽くなるので私的財消費量が増加する。これは地域 2 の住民の効

用水準を上昇させるので、ヤードスティック競争の中で地域 1 においても効用

水準を上昇させることが必要になる。このため、地域 1 の地方政府は超過レン

トの取得水準 1 を減少させることにより税負担を軽減させ、結果として住民の

私的財の消費量が増加する。このように、中央政府の財政均等が補助金により
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両地域の厚生が増加する可能性を示すことができる。均等化補助金によって両

地域の関係が win=win の関係になる源泉はヤードスティック競争を引き起こす

前提である情報のスピルオーバーに他ならない。 

 
7.3.3 中央政府による定率補助金政策 
前細節において，一括補助金により財政の均等化が達成され、両地域の厚生

水準が改善されることが示された。しかしながら，一括補助金によってはヤー

ドスティック競争による地方公共財の過少性は改善されないことがわかった。

そこで、ここでは，中央政府による定率補助金政策を考える。本節においても、

第 6 章の定率補助金と同様に、中央政府がシュタッケルベルグリーダーで、2
つの地方政府がシュタッケルベルグフォローアーであるような 2 段階ゲームを

考える。2 つの段階で行われるゲームを記述すると以下のようになる。 

 
地方政府の行動：中央政府の定率補助金( )と課税T を与件として、期待

効用を最大化するように地方公共財供給 ( ,1g 2g )とレント( ,1 2 )を 

決定する。 

 
中央政府の行動：中央政府は、2 つの地方政府が供給する公共財の供給水

準 ( ,1g 2g )とレントの取得水準( ,1 2 )の決定行動を前提として、2 つの

地域の住民の効用水準が最大になるように定率補助金( )を決定して、各

地方政府に移転する。その財源は、両地域の住民に対する一括固定税(T )
により賄われる。したがって、ここでも中央政府の予算制約式は、

)()( 2121 nnTgg  と示される。 

 
中央政府は各地域の住民に課税する一括固定税T から収入を得て、公共

財供給量に応じて定率補助金 を与えると仮定する。このような税と補

助金を地方政府の予算制約に導入することにより次式を得る。 
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以上のような想定の下で、2つの地方政府の再選から得られる期待効用

の最大化問は、次のように示される。 
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地方政府 iの最大化問題 
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地方政府は、中央政府の補助金、および中央政府による住民一人当たり税T

を所与として、各自の期待効用が最大になるように公共財供給水準とレント取

得水準を決定する。最大化問題の制約条件式を目的関数に代入し、最大化のた

めの 1 階の条件式を求めると、前章 6.4 節の(6.30)式から(6.33)式と基本的に同

じ 1 階の条件を得る。 
まず、Nash 均衡における超過レント取得の条件式を整理すると、(7.16)式と

同じ式を得る。この式には中央政府の定率補助金 を含んでいないので、中央

政府の定率補助金は、Nash 均衡における地方政府のレント取得水準に影響を

及ぼさないことを意味している。 
次に、公共財供給の条件式を整理することにより、(6.35)式と同様に簡単な形

で示すことができる。 
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                    (7.36) 

 
ここで、定率補助金の効果を検討するために、中央政府の予算制約式と個人

の予算制約式をナッシュ均衡( 21 gg  , EEE xxx  21 )の下で評価し、比較静学に

より定率補助金が両地域の公共財供給にもたらす効果を検討することにより、

次のような関係が得られる12。 

 

  0
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             (7.37) 

 

0),,(  ggUgv  を考慮すると、 0)( ddg となる。ここでも、中央政府の定率

補助金( )は地方政府の公共財供給水準を増加させ、公共財の過小供給という非

効率性を改善することがわかる。 

                                                  
12 (7.37)式の導出手順については、第 6 章 Appendix 1 を参照されたい。 
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次に、中央政府の社会的効用最大化問題を解くことにより、中央政府の定率

補助金の政策により公共財供給の最適条件が達成できるかどうかを検討したい。

中央政府の最大化問題は次のように示される13。 

 
中央政府の最大化問題 

 T,
max


 2211 UnUnW   

..ts  T
n

g
wx
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, )( 2121 nnTgg   ,  (7.38) 

   )(ii gg   

 
先述のように、定率補助金は地方政府のレント取得水準に影響を及ぼさないの

で、ここでは 0 dd i としている。 

 
中央政府の予算制約式を用いて個人税T を消去し、社会的効用最大化問題を

定率補助金 のみについて解くことにより、最大化のための一階の条件が次の

ように得られる。 
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(7.39)式を地方政府の対称的 Nash 均衡において評価することにより、次のよ

うな簡単な式に表すことができる。 
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各地域の資源制約式を対称的 Nash 均衡において評価し、整理することにより

次の式を得る。 
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13  先述のように、中央政府の定率補助金は地方政府のレント取得水準に影響を及ぼさないので、

0 dd i としている。 



 195

 
 (7.37)式において示されたように、 0)( ddg となるので、(7.41)式において

公共財と私的財の限界代替率が両財の限界変形率と一致し、最適な公共財供給

が実現していることがわかる。 
 つぎに、定率補助金により財源豊かな地域のレント取得を改善することがで

きるかどうかを検討しよう。Nash 均衡の私的時消費量と公共財供給水準

( EEE xxx  21 ， ggg ji  )を用いて，中央政府と地方政府の予算制約を代入し

た地域 iと地域 jにおける住民の予算制約は次式のようになる。 

 

2)1( tnwg                       (7.42) 

11)1(   tnwg                  (7.43) 

 
(7.42)式と(7.43)式を両地域の個人の予算制約式を当てはめることにより、以下

の関係を得る。 

 
)( 211 ww                      (7.44) 

 
したがって，定率補助金は地方政府 1 のレント取得を抑制することはできな

い。 

 
 
7.4. 結論 

本稿ではヤードスティック競争下において生じる地方公共財の過少性，財政

豊かな地域の地方政府による大きなレント取得が，補助金政策よって改善され

るのか否かを考察した。補助金政策として，地方政府間の平行補助金，中央政

府による均等化補助金および定率補助金を考えた。地方政府間の平行補助金は

ヤードスティック競争下においては，他地域へ補助金を与えると自地域地方政

府の再選確率を低下させ，他地域地方政府の再選確率を上昇させるため，各地

方政府は補助金額をゼロに決定するため，地方政府間の平行補助金によって，

ヤードスティック競争下の非効率性は改善されないことが示された。したがっ

て，ヤードスティック競争下においては中央政府による介入が必要となる。地

域間の財政格差があるもとで，中央政府による一均等化補助金と定率補助金は

地方公共財の過少性を改善し，財政格差を改善し地方政府による超過レントの

取得を防止する可能性が示された。 
Myers (1990), Wellisch (1994)は，地域間人口移動を想定した場合，地方政府
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間の平行補助金によって地域の厚生は最適となることから，中央政府の役割は

最小限にすべきであると指摘している。しかしながら，地域間でヤードスティ

ック競争が生じている場合，財政格差の是正など中央政府による補助金の役割

が重要になる可能性がある。 
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第 8 章 ヤードスティック競争と租税競争 

 

 

8.1．はじめに 

 地方政府間の租税競争は、地域間を移動可能な課税標準である資本に対する

課税競争がもたらす経済効果や、地方公共財供給の効率性への効果などを検討

することを主たる目的としている。その基本的な設定は、2 地域経済モデルにお

いて、移動不可能な生産要素である労働と地域間を移動可能な資本ストックを

用いて、完全競争的な企業により私的財にも公共財にも利用可能な財の生産が

行われるような 2 地域経済モデルを想定する。そして、移動可能な資本ストッ

クに対する課税により、当該地域から資本ストックが流出するという望ましく

ない負の外部効果が発生することから、資本流入を促すための地域間資本課税

の切り下げ競争が生じる。その結果、地方公共財の供給を資本税収にのみ依拠す

る地方政府は、公共財供給のファイナンスに失敗し、望ましいレベルの公共財供

給を行えない(Wildasin 1988, Brueckner and Saavedra 2001)。このように、善良な地

方政府による競争が、完全競争・完全情報の下でも公共財供給の非効率性をもた

らす可能性が指摘されている1。 

他方、公共選択論の分野において Brennan and Buchanan (1980)などが指摘

しているように、支出の拡大を目的とする政府が行う支出は過大なものとなる

ため、租税競争は逆に政府規模を抑制し、効率性を高める効果を持つ可能性があ

る。租税競争が持つこのような望ましい効果については、Edward and Keen 
(1996)や Rauscher (1998)などにより、政府が支出の拡大に関心を持つリバイア

サンモデルの枠組において、租税競争がもたらす支出抑制効果などが研究され

ている2。また、Wilson and Wildasin (2004)は、租税競争がもたらす様々な帰

結を展望している。 

 本章においては、これまで展開してきたヤードスティック競争モデルに、地域

間移動可能な資本ストックを導入し、財の生産活動を明示的に取り扱うモデル

を構築し、そのモデルを用いて租税競争を検討する3。そのような設定のもとで、

資本課税の増税がもたらす経済効果と公共財供給に関する経済効率性に関して、

多数の小地域からなるモデルと対称的な 2 地域モデルを用いて検討する。ヤー

ドスティック競争モデルに資本を導入し、生産活動を明示的に取り入れたモデ

                                                  
1 この分野の展望論文には、Wilson (1999, 2006)、Wilson and Wildasin (2004)、小川(2006)、松本(2006)など

がある。また、松本(2014)は公的要素に焦点を当て、大島(2011)は地域の非対称性と差別課税に焦点を当

て研究を展開している。この他、Wilson (1986, 1989, 1991)、Wildasin (1987b)、Kotsogiannis (2010), Keen 
and Kotsogiannis(2002,2004)などの蓄積がある。 
2 その他、Wilson (1989)、Eggert and Sorensen (2008)などの関連文献がある。 
3 本章は、基本的に Nishigaki et.al (2016c)に基づきながら、大幅に加筆、修正したものである。 
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ルを用いて租税競争を分析する試みは、これまで行われてこなかったものであ

り、本研究の独自な貢献と考えられる。 

 得られた主な結論は次のようなものである。これまで、租税競争とヤードステ

ィック競争はともに、公共財の過小供給をもたらすことが知られてきたが、ヤー

ドスティック競争の Nash 均衡における租税競争の非効率性は、完全競争的なモ

デルを用いた結論とはとは大きく異なっている。まず、多数地域における租税競

争のヤードスティック均衡は、公共財の財源調達の限界費用を追加的に上昇さ

せ、その結果公共財の過小供給は一層深刻なものになる。その逆に、2 地域の租

税競争のヤードスティック均衡においては、近隣政府の効用変化が住民のヤー

ドスティック比較を通じて当該地域の政府の再選確率に影響をもたらすため、

租税競争がもたらす資本流入による隣接地域の効用増大効果が、ヤードスティ

ック比較を通じて当該政府の公共財供給を増大させる効果を持つ。これは、資本

課税強化に伴う当該地域から隣接地域への資本流入が隣接地域の生産水準を増

大させ、したがって効用水準が上昇するため、ヤードスティック競争を通じて当

該地域の公共財供給を上昇させる圧力が働くためである。このようにして、ヤー

ドスティック競争は租税競争がもたらす資本移動という負の財政外部性の一部

を、当該政府の政策決定の中に内部化する効果を持つ。そして、このような効果

は、租税競争がもたらす公共財の過小供給という非効率性の一部を改善する働

きをすることが示される。 

以下では、第 8.2 節において多地域モデルが提示され、ヤードスティック競

争モデルを用いて租税競争の分析が行われる。続いて、第 8.3 章においては、2 地

域モデルを用いて、租税競争とヤードスティック競争がもたらす公共財供給の効

率性が検討される。最後に、第 8.4 節においては得られた結果の検討と結論が示

される。 

 

 

8.2．多地域のヤードスティック競争モデルと租税競争 

 

8.2.1 多地域のヤードスティック競争モデル 

N 地域からなる経済を考えよう。それぞれの地域の自然条件や人口などはす

べて同じであると仮定する。各地域の居住する住民はn人であり、固定的な労働

を提供すると仮定する。住民一人当たりが提供する労働は1に正規化し、また、

住民は地域間を移動しないと仮定する。 

資本ストックの総供給量は一定 ( K )であり、各地域の住民がすべて等しい量

の資本ストックを保有していると仮定する。また、資本ストックは地域間を完全

に移動可能であると仮定する。このような仮定から、すべての資本ストックは同
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じ報酬 ( r )を得ると仮定する。また、各地域の生産技術は同じであり、通常の仮

定を満たす同一の生産関数により示されると仮定する。 

 

生産活動 

各地域において完全競争的な企業により公共財としても私的財としても利

用可能な財( iQ )が生産される。生産関数は規模に対する収穫一定で、2階微分可

能であると仮定する。労働投入は一定であり、また、各地域共通であるので記述

を省略している。 

 

           ),( ii KFQ  ,0,0  KKK FF  2,1i                       (8.1) 

 

ここで、 iK  は代表的な地域 i資本ストック需要である。なお、各地域の企業

は利潤最大化行動をとると仮定する。 

多数の小地域からなる経済の仮定と完全競争市場の仮定から、個々の地域の

生産活動や資本ストックに対する需要は市場の価格に影響を及ぼさない。この、

いわゆる「小地域の仮定」と完全資本移動の仮定により、各地域に対する資本ス

トックの供給弾力性は、全地域における平均的な資本収益率( r )の下で無限大と

なる。さらに、第 i  地域において利用される資本ストックには、地方政府によ

り1単位当たり税率 i  の従量税が課税される。企業の利潤最大化条件は以下の

ように示される。 

 

)( iKi KFr  , 2,1i                       (8.2) 

 

（8.2）式より第 i  地域の資本ストックの需要関数は次のように示される。 

 

                 )( ii rKK  , 2,1i                               (8.3) 

 

（8.3）式を全微分することにより、資本課税に伴う第 i  地域の資本雇用量の

変化が次のように示される。 

 

            01  i
KKii FddK  , 2,1i                            (8.4) 
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(8.4) 式は、資本ストックに対する需要が資本課税により減少することを意味

している。 

本章においても、各地域に居住する家計は私的財 ix  と第 i  地域の地方政

府が供給する公共財 ig  を消費し、効用を得ると仮定する。 これまでの章と同

様に、以下のような準線形の効用関数を仮定する。 

 

)(),( iiiii gxgxU   , 2,1i                          (8.5) 

 

これまでの章と同様に， は私的財消費に伴う限界効用を示している。また， )( ig

は地方公共財から得られる効用を示す関数であり 0)(  ig 、 0)(  ig と仮定する。 

すでに述べたように、各地域の住民は一人当たり 1 単位の労働を供給し、賃

金を得る。また、各住民は全資本ストックの中から同じシェアーを所有すると仮

定している。もちろん、第 i  地域の住民が所有する資本ストックが、必ずしも

第 i  地域において利用されているとは限らない。しかしながら、地域がどこで

あるかにかかわらず、資本ストックは 1 単位当たり同一の税引き後資本収益 r  

を得る。 

地方政府は、自地域において利用される資本ストックに対する従量税 i を

徴収し、その税収を公共財供給に用いると仮定する4。また、住民は課税後の可

処分所得を全て私的財の消費にあてると仮定しよう。これらの仮定の下で、住民

の予算制約式は次のように示すことができる。 

 

Nn

Kr
KrKF

n
x iiii 


 ])()([

1  , 2,1i                    (8.6) 

 

ここで、(8.6) 式右辺の第 1 項は、第 i  地域の住民一人に対して分配される賃

金を示している。また、第 2 項は当該地域の住民一人が受け取る税引き後の資

本所得を示している。 

第 i  地域の地方政府は、地方公共財 ig  を供給すると仮定し、これは第 i  地

                                                  
4 つまり、資本ストックは源泉地課税を受けることを意味する。 



201 
 

域の住民にのみ便益を与えると仮定する5. これまで展開したモデルと同様に、

公共財の供給費用には地域固有の攪乱要因 i  が影響を及ぼすと仮定する。 ig  

の供給には資本税収と住民に課税する一括固定税収が用いられるので、第 i  地

域の地方政府の予算制約式は次のように示される。 

 

iiii Kg   , 2,1i                        (8.7) 

 

ここでも、攪乱項 i は、平均（期待値）が 0，地域間で独立かつ密度関数 )(h から与

えられる連続的な確率変数であると仮定する。 
 この攪乱項が存在することから、地方政府の公共財供給のコストは住民からは直接

観察されず、地方政府のみの情報となる。そして、これが地方政府と住民間の情報の

非対称性の原因となる。 
個人の予算制約式(8.6)と地方政府の予算制約式(8.7)を代入し整理することによ

り、以下のように書き直すことができる。 

 

)]()([
1

)(),( iiii
i

iiii g
N

Kr
rKKF

n
ggxU   , 2,1i  (8.9) 

 

これまでと同様に， ix は私的財消費量であり、 ig は地方政府 i  が供給する地方

公共財、 i  は公共財供給コストに影響を与える攪乱項を示している。 

以下での分析の準備のために 0 および in は定数であることを考慮して、個人の

効用関数を次のように表現する。 

 

i
i

i
E
iiiii n

gxUgxU 
 ),(),( , 2,1i                    (8.10) 

 

                                                  

5 私的財と公共財の限界変形率の期待値は、 1i
E
i dgdx と示される。 仮定より、これは政府の私的情

報にとどまる。したがって、公共財供給のサミュエルソン条件は .1)( i
x

i
gi UUn と示される。 
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ここで、 ])([
1

)( iii
i

i
E
i g

N

Kr
rKKF

n
xEx  とする6。 

地方政府の公共財供給に伴う効用は、これまでと同様に ),( igv  によりあらわ

されるとし、 ,0)(  igv  .0)(  igv  と仮定する7。 

多数地域の均衡を検討する際には、住民の選挙行動に関するヤードスティッ

ク比較に関する仮定を変更する必要がある。ここでは、多数地域におけるヤード

スティック比較の基準として、他地域の平均的な効用水準 ( 0U ) を考える。そし

て、自地域の私的財と公共財から得られる効用が、この平均的水準と比べて等し

いかあるいはそれを超えているなら、現職政府の再選のために投票すると仮定

する。ここでも、政府は再選が実現すれば固定的再選レントR を獲得すると仮定

する。 

 

8.2.2 ヤードスティック競争均衡 

以上のような仮定の下で、地方政府の再選から得られる期待効用の最大化問

題は、資本所得税の変更が資本ストック需要量を変化させることを前提としな

がら、個人と政府の予算制約式を制約条件として、資本税率を設定し、その財源

を通じて供給される地方公共財を決定する問題として定式化される。したがっ

て、地方政府の期待効用最大化問題は次のように定式化することができる。 

 

 iE
ii xg ,,

max       ,),(Pr 0 





  U

n
gxURgvRgvE ii

E
iiii 

 (8.11) 

..ts  ])([
1

iii
i

E
i g

N

Kr
rKKF

n
x  , )( ii rKK  , iiii Kg   , 2,1i  

 

ここで )Pr( は現職政府が再選される確率を示しており、累積密度関数を用いて

次のように示される。 

 

     





),(0
0

)(]),(Pr[
i

E
ii gxUU iiii

E
ii dh

nn
gxUU 

, 2,1i     (8.12) 

 

                                                  
6 期待オペレーターの定義については、第 3 章を参照されたい。 
7 第 3 章において示したように、ここでは公共財供給に伴う負の限界効用をエージェンシーコストと呼ん

でいる。 
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情報の非対称性に関する仮定より、公共財供給コストや政府の効用関数につ

いては地方政府のみが知っており、住民は私的財と公共財の消費量とそこから

得られる効用水準 iU  のみを知っていると仮定する。 

(8.11)の最大化問題の制約条件式と(8.12)式を目的関数に代入し、最大化問題

を解くことにより、1 階の条件は次のように示される。 

 

       ,0),(0 


















iii

i

ii
g
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E
ii

x
i

i
i
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i gxUUf
g

U
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U
n

R
d

dg
gv
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 2,1i  (8.13) 

 

個人と地方政府の予算制約式を全微分することにより、次のような関係を得る。 

 

            ,nKddx iii   2,1i                                 (8.14) 

            )1( iiiiiiii KKddKddg   , 2,1i               (8.15) 

 

ここで、 0
ii

ii
i Kd

dK




 は、第 i地域における資本需要の価格（資本税）弾力性

である。これらの関係を（8.13）式に代入することにより、次の関係を得る。 

 

    0),()1()1( 00 





  ugxUUfU

n

K
U

n
RKKgv i

E
iii

i
g

ii
xiiii  , 2,1i  

(8.16) 

 

同質的な多数地域の仮定を考慮し、さらに（8.16）式を整理して添え字を省略

することにより、次のような式を得る。 

 

xx

g

UfR

n
gv

U

U
n







)(
)(

1

1 2


                 (8.17) 

 

 この式の左辺は、地方公共財と私的財の限界代替率 (MRS) を示し、右辺の

第 1 項は限界変形率を (MRT)  を示している。この右辺第 1 項は、Zodrow and 

Mieszkowski (1984)が指摘しているように、租税競争がもたらす資本流出の損失

を含む限界変形率と一致している8 . 資本課税がもたらす資本流出効果を示す

                                                  
8 Zodrow and Mieszkowski (1984) における最適条件を本章の定義を用いて示せば、 
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資本需要の資本税弾力性 ( ) は定義により正であり、したがって、右辺第 1

項はこの経済の公共財と私的財の限界変形率である１より大きくなっている。

このように、地域間を移動可能な生産要素である資本に対する課税は、公共財

の調達コストを上昇させ、地方公共財は過少供給に陥る9。 

 他方、(8.17)式の右辺第 2 項は、第 3 章にも示されたヤードスティック競争が

もたらす公共財の過少供給効果を表している。すでに述べたように 0)(  gv  と

仮定しているので、ヤードスティック競争により公共財の過少供給は一層深刻

なものになる。 

 以上の 2 つの考察は、次のような命題にまとめられる。 

 

命題 8.1 

 小モデルにおける租税競争のヤードスティック均衡は、租税競争がもたらす

公共財供給費用の調達コストの増加に加えて、エージェンシーコストをもたら

し、公共財の過少供給という非効率性は一層深刻なものになる。 

 

これまで見てきたように、2 地域モデルにおけるヤードスティック競争の Nash 

均衡においては、住民の投票行動における効用水準の隣接地域とのヤードステ

ィック比較により、隣接地域の効用水準変化が当該地域の政府の決定に影響を

及ぼす。その場合に、資本税切り上げによる当該地域から隣接地域への資本流入

がもたらす生産増加による効用増加効果は、当該地域の地方政府の公共財供給

の決定に反映され、公共財の供給水準を変更させる可能性が考えられる。地方政

府間のヤードスティック競争がもたらすこのような望ましい相互依存効果に焦

点を当てるため、次の節において 2 地域間のヤードスティック競争モデルを構

築し、資本税課税による租税競争の効果を検討したい。 

 

8.3 2 地域のヤードスティック競争モデルと租税競争 

 

8.3.1 対称的 2 地域モデル 

   本節では、対称的な 2 地域モデルを構築して、ヤードスティック競争下の租

税競争がもたらす帰結を検討したい。前節と同様に、資本市場は競争的で資本ス

トックは 2 地域間を自由に移動すると仮定する。資本市場の需給均衡式は 

.21 KKK   と示される。2 つの地域には、同質的で同数の住民 .n  が居住して

いると仮定する。労働供給についても、各住民は同じ量の労働を供給し、それは

1 に正規化される。 

                                                  
.)1(1 cg UnU となる。 

9 Zodrow and Mieszkowski (1984)を参照されたい. 
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前節と同様に、両地域の住民は同量の資本ストックを所有し、その需要先は

必ずしも自地域内とは限らないと仮定する。資本ストックの総量を ( K ) 一定と

仮定し、両地域の住民の所有する資本ストックを nK 2  とする。完全移動の仮

定から、両地域の資本ストックはどちらの地域で雇用されるかにかかわらず、等

しい税引き後収益率を獲得する。両地域の地方政府は、資本税と一括固定税を課

税し、その税収を地方公共財の財源に充てる。 

前節と同様に、ここでも両地域の生産技術は同じで、企業は収穫一定の生産

関数により完全競争的な生産活動を行っていると仮定する。生産関数は、一次同

次、2階微分可能な連続関数であり以下の性質を満たす。 

 

            )( ii KFQ  , .0,0  i
KK

i
K FF  2,1i                 (8.18) 

 

先述のように、資本ストックは地域間を完全移動すると仮定しているので、両

地域の資本の税引き後収益率は等しくなる。企業の利潤最大化のもとで、資本の

裁定条件は次の式により示される。 

 

            jj
j

Kii
i

K KFKF   )()( , 2,1, ji , ji                 (8.19) 

 

(8.19)式に資本の需給均衡条件から得られる ij KKK  を代入し、第 i  地域

の資本課税 i について微分することにより、当該地域が直面する資本需要の変

化が次のように示される。 

 

            0)(1  j
KK

i
KKii FFddK  , 2,1, ji , ji               (8.20) 

 

(8.20)式に示されているように、資本課税の強化は当該地域において利用される

資本ストックを減少させることがわかる。また、資本市場の均衡条件式

( 21 KKK  )を考慮すると、例えば、第 i地域の資本課税の増税による資本需要

の減少は、第 j 地域における資本需要の増加につながることがわかる。 

両地域の住民の効用関数は、ここでも(8.5)式と同様の準線型の関数を仮定する。 

住民の予算制約式は、次のように示される。 
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n

K
FKFKF

n
x i

i
Ki

i
Kii 2

)(])([
1  , 2,1i                   (8.21) 

 

 前節と同様に、第 i  地域の地方政府は資本税収を用いて地方公共財 ig  を供

給すると仮定し、公共財の供給費用には地域固有の攪乱要因 i  が影響を及ぼ

すと仮定する。したがって、政府の予算制約式は(8.7)式と同じになる。ただし、

密度関数 )(h  は地域間で独立であり、かつ同じ分布を持つと仮定する。 

効用関数に、個人の予算制約式(8.21)と地方政府の予算制約式を代入し整理する

ことにより、以下のように示すことができる。 

 

 )](
2

)()()([
1

)(),( iii
i

Kii
i

Ki
i

iiii g
K

FKFKF
n

ggxU   , 2,1i  

  (8.22) 

 

前節と同様に、 0 および in は定数であることを考慮して、個人の効用関数を次

のように示す。 

 

          i
i

i
E
iiiii n

gxUgxU 
 ),(),( , 2,1i           (8.23) 

 
ただし、ここで、 

]
2

)()()([
1

)( ii
i

Kii
i

Ki
i

i
E
i g

K
FKFKF

n
xEx   , 2,1i  (8.24) 

とする。 
2 地域間のヤードスティック競争の場合には、隣接地域の住民が得る効用水準 

( jU ) を基準として、自地域の私的財と公共財から得られる効用がこれと等しい

かあるいは上回っているのなら、住民は現職政府の再選のために投票すると仮

定する。これは効用関数を用いて次のように示される。 

 

               jj
E
jjii

E
ii n

gxU
n

gxU 
 ),(, , 2,1, ji , ji       (8.25) 
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 ところで、2 地域モデルにおいては一方の地域の資本ストックに対する需要

の減少は、市場の調整を経て、もう一方の地域における需要の増加につなが

る。したがって、例えば、第 i地域における資本所得税の増税は、第 i地域の資

本の利用量を減少させるが、同時に第 j 地域における利用量の増加につなが

る。そして、そのような資本移動は、第 i地域の生産量や労働所得を減少させ

るとともに、第 j 地域の生産量や労働所得、そして資本税収を増大させ、した

がって公共財の供給量を増加させることに注意しなければならない。そして、

第 j 地域におけるこのような変化は、ヤードスティック評価の条件式(8.25)を通

じて、第 i地域の現職政府の再選確率に影響を及ぼす。したがって、ヤードス

ティック競争の下では、資本移動が他地域にもたらす影響が、住民のヤードス

ティック評価を通じて自地域の政府の政策決定に影響を及ぼすことがわかる。 

 

8.3.3 2 地域のヤードスティック競争均衡 

地方政府の期待効用最大化問題は、資本所得税の税率変化が当該地域の資本

ストックの需要を変化させ、それが他地域の住民の効用水準を変化させること

を前提としながら、個人と政府の予算制約式を制約条件として、期待効用が最大

になるように資本税率と、その財源を通じて供給される地方公共財を決定する

問題として定式化される。したがって、地方政府の期待効用最大化問題は次のよ

うに定式化される。 

 

 iE
ii xg ,,

max      
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ここで、確率関数 )Pr( を書き直すことにより、次のように示すことができる。 
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 2,1, ji , ji               (8.27) 

 

ここで、 ij    と定義し )(f は確率密度関数である。 

(8.26)の最大化問題の制約条件式と(8.27)式を目的関数に代入し、最大化問題を

解くことにより、1 階の条件は次のように示される。 

 

  

    ,0),(),()()( 


































j
E
jji

E
ii

i

j

i

E
jj

x
i

ii
g

i

E
ii

x
i

i
i

i

i

gxUgxUf
g

U
x

U
g

U
x

U
n

R
g

gv

RgvE







 

,2,1i .ji                                                       (8.28) 

 

 個人と地方政府の予算制約式を全微分することにより、次のような関係を得る。 
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  2,1, ji , ji                   (8.30) 
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i

ii
KKj

i

E
j

d

dK
F

K
K

d
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)

2
(  , 2,1, ji , ji                   (8.32) 

 

ここで、 i は資本需要の価格弾力性であり、 0i としている。 

(8.29-32)式の関係を(8.28)式に代入し、対称的 Nash 均衡の条件式(   ji , , 

ggg ji  EE
j

E
i xxx  )および、資本市場により成立する 2KKK ji   を用い

て整理することにより、期待効用最大化のための 1 階の条件は次のように示す

ことができる。 
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, 2,1, ji , ji        (8.33) 

 

一般的に、公共財供給の最適性に関するサムエルソン条件が成立する場合に

は、(8.33)式の右辺はゼロとならなければならない。しかしながら、この式の右

辺は正となっていて、したがって、 )1( xgxg MRTMRS となっている。このよう

に、2 地域間の租税競争によるヤードスティック競争は、一般的に地方公共財の

過少供給をもたらすことがわかる。 

(8.33)式右辺の第 2 項は、ヤードスティック競争がもたらす非効率性を示すも

のである。そして、第 1 項の分母は租税競争による公共財の限界調達費用に関

連するものである。さらに、同じく第 1 項分子には、第 2 地域の効用変化に関す

る要素が含まれるが、これは第 1 地域の資本税率切り上げの結果、第 2 地域へ

の資本流が起こり、それがヤードスティック比較を通じて第 1 地域の税率決定

の条件式に反映されたものと考えることができよう。このように、(8.33)式第 1

項は、租税競争に伴う負の財政外部効果がヤードスティック競争を通じて当該

政府の税率決定式に反映されるものと考えられよう。 

ところで、対称的 Nash 均衡においては、 EE
j

E
i xxx  かつ ggg ji  であり、

以下の式が成立している。 
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(8.34)式を用いて(8.33)式を整理し、地域に関する添え字を省略したものが以下

の式である。 
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                    (8.35) 

 

ここで、   は次のように示される。 
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1

                               (8.36) 

 

 資本需要の税弾力性 ( ) が 1 より小さい場合には(大きい場合には)、   は正

(負)となり、これに伴って、(8.35)式第 2 項の )1(1  は、 0 ならば 1 より大

きくなり、逆に 0  ならば、1 より小さくなる。このように、2 地域間の租

税競争によるヤードスティック Nash 均衡は、資本需要の弾力性が大きい場合

には、その非効率性が一部緩和されることを意味している。このような考察

は、次のような命題にまとめることができる。 

 

命題 8.2 

 2 地域のヤードスティック競争モデルにおける租税競争は、資本需要の弾力

性が十分に大きいならば、公共財の過小供給が緩和され、厚生水準の改善をも

たらす。 

 

このような差はなぜ起こったのであろうか。その理由を検討するため、2 地

域間のヤードスティック均衡条件 (8.33)式と、前節において検討した多数地域

のそれ (8.17) 式とを比較すると、2 地域間のヤードスティック競争の場合に

は、他地域の住民の効用変化が自地域の政府の最適条件に反映されていること

が大きな差となる。これは、住民・投票者のヤードスティック比較を通じて、

当該政府の再選確率に影響を及ぼすことから生じており、ヤードスティック競

争の場合には租税競争がもたらす財政外部効果がその発生源の政府の行動にフ

ィードバックされる、そのようにして当該政府の政策決定に内部化されること

を意味している。 

 

 

8.4 結論 

この章においては、地域間を移動可能な生産要素である資本ストックを導入

し、生産活動を明示的に導入したヤードスティック競争モデルを用いて、資本に

対する課税がもたらす租税競争の効果を分析した。資本課税の切り上げによる

公共財供給の効率性に関して、多数地域における小地域モデル、対称的な 2 地

域モデルの枠組みにおいて検討した。また、通常の消費的な公共財に加えて、生

産に供される公的生産要素の供給の場合にも焦点を当て分析した。 

租税競争やヤードスティック競争はともに公共財の過少供給という非効率性

をもたらすが、ここではヤードスティック競争モデルを用いて、その両方の競

争の統合的効果を検討した。ヤードスティック競争モデルにおいては、課税に
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よる資本流出が近隣地域に及ぼす効果が、住民・投票者のヤードスティック比

較を通じて当該政府の再選確率に影響を及ぼす。したがって、ヤードスティッ

ク競争の場合には、租税競争がもたらす財政外部効果がその発生源の政府の行

動にフィードバックされ、当該政府の政策決定に内部化されることを意味して

いる。 

本章において得た結論は以下のようなものである。多数地域における小地域モ

デルのケースにおいては、ヤードスティック競争は租税競争のもたらす公共財の

限界調達費用に加えてヤードスティック競争のコストを追加し、結果として公共

財の過少供給は一層深刻なものとなる。他方、2 地域モデルのナッシュ均衡にお

いては、課税による資本流出が近隣地域にもたらす正の生産効果が、住民のヤー

ドスティック均衡により自地域の現職政府の再選確率を低下させることから、政

策決定に反映され、公共財の過少供給を緩和する効果を持つことが示された。こ

のように、租税競争が引き起こす資本流出という財政外部性は、ヤードスティッ

ク比較により当該地域政府の政策決定に内部化される効果があることが分かっ

た。なお、公的な生産要素の供給における場合についても、通常の公共財の場合

と基本的に同様の結果を得た。 

このように、ここではヤードスティック競争モデルを用いて租税競争がもたら

す公共財供給の非効率を検討してきた。多数地域モデルと 2 地域モデルの場合に

ついて、また、通常の公共財と公的な生産要素の場合とを検討してきたが、いず

れも地域間の租税競争という、租税競争がもたらすいわゆる水平的外部性に限定

して分析を行った。残された課題として、公的要素の供給と租税競争の分析があ

る。この問題は、古くから公共投資の理論として発展してきた分野であるが、Rees 

(1986)は、プリンシパル=エージェントの枠組においてこの問題を再検討し、情報

の非対称性の下で過剰投資が起こるメカニズムを示している。このような問題を

ヤードスティック競争モデルの枠組において検討するならば、地域間競争がもた

らすエージェントの規律付け効果と近隣情報がもたらすインセンティブ効果と

いう新たな視点を分析の枠組に導入できる可能性がある。また、例えば Hoyt 

(2001) などの垂直的な政府間の重複課税がもたらす財政外部性の取り扱いの問

題も、残された重要な研究課題である。ヤードスティック競争モデルのプリンシ

パル=エージェント関係を垂直的な政府間の重複課税に応用することにより、住

民のヤードスティック比較を通じた財政外部性の内部化が垂直的な外部性の内

部化にも有効かどうかを検討することは興味ある問題と考えられる。 
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第 9 章 ヤードスティック競争の経済的合理性－まとめと今後の研究課題 

 

 
9.1 はじめに 

 本書においては、地方分権と地方公共財理論について、情報の非対称性やそれ

がもたらす政府と住民との間のゲーム理論的相互依存関係をベースとする地方

政府間のヤードスティック競争モデルを構築して検討してきた。情報の非対称

性や政府の利己的行動を、選挙という政府と住民との政治的契約や、報酬決定な

どを通じた互いの利益につながるインセンティブ契約を基礎とするヤードステ

ィック競争モデルを用いて、地方公共財供給の効率性や、地域間の財政力格差、

地方公共財のスピルオーバー効果、地域間を移動可能な生産要素に対する課税

がもたらす資源の流出からなどの財政外部性、それに対する補助金の政策効果

を検討した。そして、それを、長年にわたり研究成果が蓄積されてきた伝統的地

方財政理論であるいわゆる「第 1 世代の理論体系を展望することにより、ベン

チマークとしての定理や政策効果に関する結論と比較検討した。 

 これまで見てきたように、地方分権と地方公共財理論の基本的想定は、中央政

府による画一的な行政や公共財供給ではなく、地方分権により地方政府に政策

の権限を分与することに伴い、地域住民のニーズに合った差別的な公共財供給

を供給することの優位性を基礎としている。そして、住民や資本ストックがより

高い効用やより公的な生産環境を求めて地域間を移動することによる地域間資

源配分の改善効果や、そのような競争的環境における地方政府間の政策競争が

もたらす効率性効果などを重視している。 

 逆に、行政区域が分化されることによりもたらされるいくつかの財政外部効

果と呼ばれる現象が生じることが明らかにされており、そのような現象に対す

る分析とその解決策を検討することも地方財政理論の課題とされてきた。その

ような財政外部性の第 1 番目は、地方公共財の便益が地域の境界を越えて漏出

するスピルオーバー効果と呼ばれるものである。地方政府は自地域内の厚生水

準に興味を持ち、他地域の効用変化はその決定に反映されないため、スピルオー

バー効果が存在する場合には公共財は社会的に望ましい水準まで供給されず過

少供給に陥る。その 2 番目は、地域間を移動可能な資本ストックなどの課税客

体に対する課税が、そのような生産要素の地域外流出をもたらすという効果で

あり、十分な課税ができなかったり、あるいは逆に、移動可能な生産要素を自地

域に呼び込むための税率の切り下げ競争が生じる。その第 3 番目は、中央政府

と地方政府という階層的な政府間において同一課税ベースに対する課税の重複

がもたらす効果や、同一支出を中央政府と地方政府とで共同して提供する場合

におこる相互依存関係などの調整にかかわるものである。 
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 第 1 世代の伝統的な地方公共財理論においては、完全情報や完全競争的市場

の仮定の下で、住民の効用や地域全体の厚生を最大化する「善良な」地方政府に

よる政策決定と、地域間を自由に移動可能な住民を基本とする地域経済モデル

を用いて検討してきた。そこにおいては、地方政府間の競争や、住民の地域間移

動による調整が智元配分の効率化につながっていた。 

 これに対して、ゲーム理論的な設定の下で地方分権や地方公共財理論に接近

する第 2 世代の地方財政理論においては、公共財供給コストや住民の選好に対

する情報の非対称性や高い監視コスト、政府による自己利益追求行動を基礎と

して、プリンシパルである住民のための公共財供給を代行する政府というエー

ジェントが、選挙を通じて政治的契約を結ぶことを想定する。そこにおいて、エ

ージェントとしての政府や政治家が選挙における得票を目指して行動すること

から、プリンシパルである住民の意思を反映した行動をとるとともに、投票者で

ある住民の評価を上げる他の地方政府間の競争が生じる。そして、プリンシパル

である住民は、不完全な情報の下で、エージェントから双方の利益にかなう行動

や政治的努力を引き出すためのインセンティブを備えた契約関係を形成するこ

とに努力することが想定されている。 

 このように、第 2 世代の地方財政理論における主体の行動原理は第 1 世代の

それとは大きく異なるものであり、公共財供給の効率性や財政力格差、そして財

政外部性の帰結も大きく異なるものである。本書では、トーナメント型のゲーム

理論を応用したヤードスティック競争の地方財政モデルを構築して、このよう

な問題に接近してきた。また、そこで得られた主要な結論を比較検討するため、

第 2章において第 1世代の地方財政理論の主要な定理や結論を、そして、第 5章

において補助金の政策効果を展望、整理してきた。次節には、本書における主要

な結論やその政策的インプリケーションをまとめよう。 

 

 
9.2 本書の要約と政策的インプリケーション 

 第 2 章においては、まず地方公共財理論を概観した。まず、住民移動を考え

ない理論の代表として、Oates (1972)において展開された「完全対応モデル」を

展望した。オーツは、地方政府による各地域の住民選好に配慮した差別的公共財

供給が、中央政府による一律的な供給よりも望ましいことを述べている。これは、

Oates の「分権化定理」として知られている。 

 次に、住民移動を想定するモデルの代表として、Tiebout (1956)で展開された、

「足による投票モデル」を展望した。Tiebout は、地域内において純粋公共財と

しての性格を持つ地方公共財が、多数の地方政府からなる分権的地方財政シス

テムにおいて効率的に供給できることを示した。人々は自分の選好にあった地
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域を選んで居住するといういわゆる「足による投票」のメカニズムが存在するこ

とを指摘したのである。中央政府の供給する 公共財の理論的な研究において、

公共財に対する選好の表明が正直になされない場合には、いわゆる「フリーライ

ダーの問題」が発生することが指摘された。ところが、Tiebout の足による投票

モデルは、住民が自らの選好にあった地域に移動することにより、それがある種

の顕示選好メカニズムとして機能することを示したのである。 

 まず、地域数が自由に選択できるケースにおいて、ティブーの述べた公共財の

最適供給が、分権的な地方財政システムにより達成されることを示した。ところ

が、居住地域数を所与とした場合には、住民移動がもたらす裁定により地域間の

効用水準が均等化することが示されるが、最適な住民数の確保により示される

公共財の最適供給の条件は一般的には保証されない。地域数が所与のモデルに

ついて、住民移動が公共財供給の効率性に与える効果と住民移動がもたらす財

政外部性を検討する。加えて、地域の面積が異なるなど非対称的な地域間のティ

ブー競争均衡とその非効率性について検討した。これらの論点を比較の基準と

して、第 3 章以下ではヤードスティック競争モデルを用いた、地方公共財供給

の経済的帰結を検討した。 

ヤードスティック競争は、地方政府の努力水準を引き出す原動力となることが議論さ

れてきた。しかしながら、ヤードスティック競争における地方公共財供給水準の効率性

に関して議論された研究はきわめて少ない。そこで、本稿では、従来のヤードスティッ

ク競争モデルに、地方政府によるレント取得の可能性と、住民による私的財と地方公

共財の選択を導入し、ヤードスティック競争のもとで達成する地方公共財の供給水準

が効率的であるのか否かを考察した。 

第3章においては、以下のような結論を得た。まず、第1に、再選レントR を超える超

過レントがゼロとなる条件は、再選時に得られる報酬としての固定レントが十分に大き

い場合や、レント獲得による再選確率の限界的低下効果が大きい場合に満たされ、逆

に、人口数 n が大きくなればなるほど満たされにくくなることがわかった(命題3.１)。こ

れは、自己利益追求型の政府でも、レントテークに伴う再選確率の低下が大きい場合

や、成功報酬としての再選レントが十分に大きい場合には、超過レントを取らないこと

が最適行動となることをしめしている。したがって、ヤードスティック競争モデルにおけ

る、選挙という住民と政府の間の暗黙的契約が重要な規律付けを行っていることが示

された。 

 第2に、住民による私的財と地方公共財の選択を考慮した新たなヤードスティック

競争モデルでは、ナッシュ均衡において供給される地方公共財の水準が一般的には

過小供給となることがわかった。この結論は、自己利益追求型の政府でも、得票のた

めに過大な公共財やサービスを提供するのではなく、むしろ、十分な公共財を提供す

ることに失敗することを意味している。この結論は、自己利益追求型の政府が公共支
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出の拡大をもたらすといういわゆるリバイアサンモデルの結論や、非対称情報の想定

の下で再選をかけて地域間競争をする政府という想定から予想される結論とは大きく

異なるものである。むしろ、公共財供給に伴う税負担の増加や私的財消費の減少、さ

らには政府自身の政策努力の必要性といった機会費用を十分に認識することが、十

分な公共財供給の桎梏となることがわかる。 

第3に、再選レント R が高い場合や、ランダム攪乱項の標準偏差が小さく、公共財供

給に伴う地域固有の経済条件や環境条件が地域間で同質的になればなるほど、地方

公共財供給量は増加する（命題3.3）。これは、再選時に得られる報酬としてのレントが

高くなることにより、地方政府が公共財供給のためのさらなる努力を払うことや、ランダ

ム攪乱項の標準偏差が小さくなることにより、ヤードスティック比較が情報の非対称性

を緩和し、結果として公共財供給のために払った努力がより確実に再選につながるこ

とを意味している。このように、ヤードスティック競争によって引き起こされる非効率性の

源泉は、主に、住民と政府間の情報の非対称性にあることがわかる。情報の非対称性

を解決するために地方政府が地域固有の住民の選好、地域独自の環境条件などの

情報を正確に察知すること、また住民が地方政府に対して情報を伝えやすい制度を

構築することによって、ヤードスティック競争の非効率性を改善することが可能となるだ

ろう。 

第4に、公共財供給の効率性を高めるため、公共財供給の努力報償型の報酬を導

入したヤードスティック競争では、非金銭的な再選レントが増加する場合や、あるい

は、金銭的レントを報酬として用いる場合には、再選レントが比較的小さい場合や税負

担の増加に伴う再選確率の限界的低下が相対的に小さい場合には、地方公共財の

過小供給を緩和する効果を持つ(命題3.4、3.5)。Seabright型のヤードスティックモデ

ルのように再選レントのみを報償として考慮している場合には、再選という不確実な事

象が実現した場合にのみ報酬が得られることになり、それがエージェントの努力水準

に大きな影響を与えていると考えることができる。したがって、インセンティブ型の契約

形態は、それをまかなうための税負担がもたらす再選確率の限界的な低下が比較的

小さいという一定の条件のもとに、公共財供給の非効率性を緩和させることがわかっ

た。 

第 4 章においては、地方政府の公共財供給に関するパフォーマンス評価を、政

府間競争との関連において検討し、地方政府のパフォーマンスを改善し住民の

厚生水準を高める手法として近隣地域の情報を活用するヤードスティック評価

を提案した。 

住民をプリンシパルとし地方政府をエージェントとする非対称情報のプリン

シパル、エージェントモデルにおいて、地方政府の公共財供給に関するパフォー

マンス情報をもとに住民が地方政府に評価(可変報酬の決定)を行うことを想定

する。分析の結果、通常の個別契約は最適性を満たさず、特に、最適点からの乖
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離を示す公共財供給コストの攪乱的な変動リスクを危険回避的な主体が負担す

るという結論を得た。他方、近隣地域のパフォーマンス情報を活用したヤードス

ティック評価に基づくインセンティブ契約が、個々の地方政府のパフォーマン

ス評価と比較して公共財供給の効率性を高め、地域住民の厚生を改善する。近隣

地域間の自然条件や費用構造が似通っている場合には、特に、ヤードスティック

情報に基づく評価の有効性が高まることが示された(命題 4.1、4.2)。このよう

に、第 4 章で用いたモデルは他の章のものと異なっている。このモデルの特徴

は、トーナメント型のヤードスティック競争モデルの中に公共財供給の費用関

数を明示的に導入し、政府による公共財供給費用削減努力に焦点を当て、可変報

酬を伴う業績評価の効率性改善効果を示した点にある。 

 第 5 章においては、地域間補助金の経済効果を、以下のように 3 つの想定

の下で検討した。すでに第 2 章において検討したように、非対称的な地域経済

の場合には、効率性の改善の余地が残るという「分権的経済の失敗」が生じる。

そのような場合には、中央政府による地方政府間所得移転の政策により、経済の

効率性が改善される可能性が示される。そこで、中央政府の地域間所得移転政策

を取り上げ、どのような条件の下でこのような政策が分権的経済の効率性を改

善するかが検討された。そこでは、地域間所得移転に関する財政調整および所得

再分配の手段という伝統的な政策目標と、人口配分の改善による分権的経済の

効率化というここでの主たる政策目標との間に、よく知られた「効率性と公平性」

のディレンマが発生する可能性が示された。第 5.4 節では、地方政府間の財政競

争というゲーム論的な状況の中で、地方政府の自発的な所得移転を含むナッシ

ュ均衡がパレート最適な資源配分を達成する可能性を示した。また、財産税、地

方所得税などの地域間の所得再分配に影響力を持つ租税により、同じ状態が達

成されることが示された。この議論は、分権的経済における中央政府の役割が最

小限にとどまることを示唆している。ところがこの議論は、市場や個人、地方政

府などに関する非常に制約的な状況において成立するものであることには十分

な注意が必要であろう。このような議論の現実妥当性、政策としての適用可能性

に関しては、今後の研究成果の蓄積を待つ必要があろう。 

最後に、公共財の便益が地域外にスピルオーバーするような財政外部性を想

定し、公共財供給の効率性を改善するための補助金の経済効果を分析した。公共

財便益がスピルオーバーする場合、公共財は最適な水準より過小にしか供給さ

れないことが知られている。地域間の自発的補助金は、公共財便益の地域外への

スピルオーバーといった財政外部性に対しては有効といえず、結果に対して中

立的であることがわかった。さらに、中央政府の定額補助金は、各地方政府の公

共財供給を改善することができず、中立的であるが、定率補助金は公共財供給を

増加させ、効率を改善する効果を持つことがわかった。 
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 第 6 章においては、様々な補助金政策がヤードスティック均衡の公共財供給

に与える効果を検討した。ヤードスティック競争におけるエージェンシーコス

トがもたらす公共財供給の過小供給に加えて、地方公共財の便益が地域を超え

てスピルオーバーする場合のヤードスティック競争モデルを構築し、補助金政

策を検討した。そこでは、地方政府間の自発的平行補助金、続いて、中央政府に

よる一括固定補助金と定率補助金の効果を検討した。 

このような検討の結果、ヤードスティック競争においては地域間の自発的な

定額補助金は Nash 均衡の公共財供給水準に影響を及ぼさず(命題 6.1)、また、

自発的補助金が自地域の財政資金を低下させ、逆に、相手方地域の財政余剰を拡

大させるので、当該地域の再選確率を低下させる方向に動き、自発的な補助金を

提供しあうインセンティブは存在しないことがわかった(命題 6.2)。 

 次に、中央政府による一括固定補助金の効果を検討した。その結果、中央政

府の補助金は、地方政府の予算制約式の中において、個人に対する税とキャンセ

ルアウトされ効果が得られなくなる。このように、中央政府による一括固定補助

金は、対称的地域間のナッシュ均衡においては公共財供給に影響を及ぼさず、無

効であることが示された(命題 6.3)。したがって、中央政府の一括固定補助金は

地方政府の公共財供給水準に対して「中立的」であるとする、「補助金の中立性

定理」が成立している。 

さらに、中央政府の定率補助金政策は、ヤードスティック均衡における地方政

府の公共財供給を増加させ、非対称情報の仮定の下でエ―ジェンシーコストが

引き起こす公共財の過小供給均衡を解決することができることが示された(命題

6.4)。この結論は、地方分権の下でも地方政府がヤードスティック競争による地

域間競争を繰り広げている場合には、中央政府の定率補助金による介入が資源

配分の効率性を改善し、両地域の厚生水準を上昇させることを意味している。 

最後に、財政外部性の例として地方公共財の便益がスピルオーバーする場合

についてヤードスティック競争の公共財供給の効率性を検討した。その結果、ヤ

ードスティック競争において他地域の効用増加が自地域の再選確率に負の影響

をもたらすことから、スピルオーバー効果が存在するヤードスティック競争下

の Nash 均衡においては、両地域における地方公共財供給の過少供給がより深刻

なものになることが示された(命題 6.5)。 

続いて、中央政府の定率補助金政策の効果を検討し、スピルオーバー効果が存

在する場合についても、ヤードスティック均衡における地方政府の公共財供給

を増加させることが示された(命題 6.6)。これは、非対称情報の仮定の下でヤー

ドスティック競争のエ―ジェンシーコストが引き起こす公共財の過小供給均衡

を解決することができるとともに、スピルオーバー効果という財政外部性の補

正も同時に行うことができることを意味している。この結論は、地方分権の下で
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も地方政府がヤードスティック競争による地域間競争を繰り広げている場合に

加えて、公共財の便益が互いの地域にスピルオーバーする場合にも、中央政府の

定率補助金による介入が資源配分の効率性を改善し、両地域の厚生水準を上昇

させることを意味している。 

 すでに述べたように、ティブー型の地域間競争モデルにおいては、自発的補助

金は公共財供給の水準を適正化し、効率性の改善に対して有効であった。これは、

公共財供給という資源配分の改善に対する中央政府の補助金政策の役割が小さ

いことを意味している。ところが、ヤードスティック競争の均衡においては公共

財の過小供給を改善するために中央政府の定率補助金が有効であり、分権的な

地方財政システムにおいても中央政府の補助金政策に一定の役割があることを

意味している。 

第 7 章においては、財政力に格差が存在するような非対称な 2 地域間のヤー

ドスティック競争において、Nash 均衡や公共財供給の効率性、補助金による格

差や効率性の改善効果を検討した。第 3 章において検討した様に、非対称的な

地域間によるティブー競争の均衡は、対称的な地域間の場合とは異なり、地域間

の人口配分に一定の非効率性が残ることが指摘されている。そして、財政均等化

補助金による 2 地域間の人口配分の変更が両地域の効用水準を改善することが

示されている(Flatters et. al, 1974, Stiglitz, 1977, Atkinson and Stiglitz 1980 )。 

第 7 章においては、非対称地域間のヤードスティック競争下において生じる地

方公共財の過少性，財政豊かな地域の地方政府による大きなレント取得が，補助

金政策よって改善されるのか否かを考察した。 

補助金政策として，地方政府間の自発的平衡補助金，中央政府による均等化補

助金および定率補助金を考えた。すでに第 6 章において検討したように、地方

政府間平衡補助金によってヤードスティック競争下の非効率性は改善されなか

った。財政力格差の是正についても、このような結論は当てはまることが示され

た(命題 7.1)。したがって，ヤードスティック競争下においては中央政府による

介入が必要となる。地域間の財政格差があるもとで，中央政府による財政均等化

補助金と定率補助金は地方公共財の過少性を改善し，財政格差を改善し地方政

府による超過レントの取得を防止する可能性が示された(命題 7.2)。 

 また、このような補助金による効率性の改善効果は、補助金の受け取り地域ば

かりでなく、支払い地域においても働き、したがって 2 地域間で Win=Win の関

係がもたらされることが示された。このような関係は、Flatters et. al (1974) や 

Stiglitz (1977) などにおいても指摘されているが、ここでは住民の地域間移動

を仮定しておらず、したがって、生産力や税源に関する移動調整メカニズムが存

在しない場合においても、住民・投票者のヤードスティック比較により成立する

ことが示された。 
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第 8 章においては、地域間を移動可能な生産要素である資本ストックを導入

し、生産活動を明示的に導入したヤードスティック競争モデルを用いて、資本に

対する課税がもたらす租税競争の効果を分析した。資本課税の切り上げによる

公共財供給の効率性に関して、多数地域における小地域モデル、対称的な 2 地

域モデルの枠組みにおいて検討した。また、通常の消費的な公共財に加えて、生

産に供される公的生産要素の供給の場合にも焦点を当て分析した。 

得られた結論は以下のようなものである。多数地域における小地域モデルの

ケースにおいては、ヤードスティック競争は租税競争のもたらす公共財の限界

調達費用に加えてヤードスティック競争のコストを追加し、結果として公共財

の過少供給は一層深刻なものとなる(命題 8.1)。他方、2 地域モデルのナッシュ均

衡においては、課税による資本流出が近隣地域にもたらす正の生産効果が、住民

のヤードスティック均衡により自地域の現職政府の再選確率を低下させること

から、政策決定に反映され、公共財の過少供給を緩和する効果を持つことが示さ

れた(命題 8.2)。このように、租税競争が引き起こす資本流出という財政外部性

は、ヤードスティック比較により当該地域政府の政策決定に内部化される効果

があることが分かった。 

租税競争やヤードスティック競争はともに公共財の過少供給という非効率性

をもたらすが、ここではヤードスティック競争モデルを用いて、その両方の競

争の統合的効果を検討した。ヤードスティック競争モデルにおいては、課税に

よる資本流出が近隣地域に及ぼす効果が、住民・投票者のヤードスティック比

較を通じて当該政府の再選確率に影響を及ぼす。したがって、ヤードスティッ

ク競争の場合には、租税競争がもたらす財政外部効果がその発生源の政府の行

動にフィードバックされ、当該政府の政策決定に反映されることを示すことが

できた。 

 
9.3 残された課題と今後の研究の方向性 

 このように、本書においては、地方分権下における地方政府の公共財供給の経

済的合理性をヤードスティック競争モデルを用いて再検討してきた。Oates や

Tibout などによる伝統的な地方分権下の地方公共財モデルや Stiglitz、

Mieszkowski、Boadway らによる 2 地域経済モデルを持ちいて導出されてきた

多くのベンチマーク的な定理を、トーナメント型のヤードスティック競争モデ

ルを用いて再検討してきた。しかしながら、分析上不十分な点や残された課題は

たくさん存在する。以下では、このような諸課題と今後の研究の方向性を示して

本書を閉じたい。 

 まず、本書において構築展開してきたトーナメント型ヤードスティック競争

モデルと、先に述べた Tiebout 型地方公共財モデルとの大きな相違の 1 番目は、
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住民の移動性に関する想定であろう。完全競争市場を基礎とする Tiebout 型モ

デルにおいては、住民の費用を伴わない自由な地域間移動を前提としており、多

くの地域間調整が住民移動を通じて働いている。もちろん本書のモデルが想定

している住民移動が起こらない状況は、移動に伴う様々な費用の存在を考慮し

てなされた設定である。しかしながら、Hirshman(1972)が指摘しているように、

住民の地域間移動に費用が伴う場合にこそ、住民移動・地域からの退出は現職政

府の諸政策に対する住民の不同意・不満足の最も有効な意思表示となりうる。こ

のような視点を導入した展開型ゲームによる競争モデルが Gehlbach (2006) 、

Boadignon(2005)によりすでに提案されているが、このような視点をトーナメン

ト型のヤードスティック競争モデルにも導入することが有効であると考えられ

る。そのようなモデルを構築することにより、地域間のヤードスティック競争と

Voice & Exit モデルとを統合した研究が可能となる。 

 第 2 番目に、ヤードスティック均衡に残される多くの非効率性は、政府の政

策立案・執行（公共財供）に伴い発生する負効用が原因となって生じていた。エ

ージェントが努力水準を上昇させることにより様々な負効用が発生するという

設定は、トーナメント型契約モデルの見られる標準的な想定であるが(Lazear 

and Rosen, 1982)、エージェントが政府である場合には、レントシーキングの可

能性(Mueller, 2003)、Leviathan 的な支出最大化の行動など(Niskanen, 1971, 

Brennan and Buchanan, 1980)、検討すべき代替的設定は多く存在する。本書

においてはレントシーキングの可能性を明示的に取り扱ったが、このように、政

府の意思決定に内在化された問題として取り扱うことも興味ある方向性である。 

 第 3 番目に、本書においても地域の非対称性が公共財供給にもたらす帰結を

ヤードスティックバイアスなどを対象として分析したが、そこでは、移動可能な

生産要素の移動に伴う地域間格差の是正効果は無視した形で分析を進めた。第 8

章において地域間を移動可能な資本ストックを導入し、生産活動を明示的に考

慮した租税競争の分析を行ったが、非対称性の分析においてもこのような設定

における分析を進めることにより、非対称地域の地域間生産調整や財政均等化

補助金政策の効果はより興味深い展開をもたらすことが期待される。 

 第 4 番目に、第 8 章においてヤードスティック競争モデルを用いて租税競争

がもたらす公共財供給の非効率を検討してきた。多数地域モデルと 2 地域モデ

ルの場合について、租税競争がもたらすいわゆる水平的外部性に限定して分析

を行った。残された課題として、垂直的な政府間の重複課税がもたらす財政外部

性の問題がある。ヤードスティック競争モデルを垂直的な政府間の重複課税に

応用することにより、住民のヤードスティック比較を通じた財政外部性の内部

化が垂直的な外部性の内部化にも有効かどうかを検討することは興味ある問題

と考えられる。 
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 第 5 番目に、公共財に代えて政府が公的な生産要素を提供する場合には、ヤ

ードスティックモデルに動学的な視点が新たに加わる。Rees (1986)は、プリン

シパル＝エージェントモデルを用いて、公的要素が過剰投資される傾向がある

ことを示したが、ヤードスティック競争モデルの枠組みにおいてこのような問

題を再検討することは興味深い課題である。 

 最後に、第 4 章においては、トーナメント型のヤードスティック競争モデル

の中に公共財供給の費用関数を明示的に導入し、政府による公共財供給費用削

減努力に焦点を当て、可変報酬を伴う業績評価の効率性改善効果を示した。この

モデルの特徴を生かして、公益事業分野などにみられる政府部門が生産する財

の提供活動におけるインセンティブ規制に応用するならば、料金設定方式に対

する新たな展開を期待することができよう。 
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